
㌃ 完 時 期 戦 前 _(s lO) 戦 後 (S42)

久 世 町 97 啓 ?8 %

勝 山 町 88 % 96 虜

商静戸数vc対する家具.建具′J＼発芽のしめる削合は久世町が 6.7帝 勝山町が 9虜 落合町が

が 10･2虜である0-番低率である久世町が地元低存率は粒も高く.1番高率である落合町

が位も低 くなっているが.三町とも予想し-Lいた以上に地元依存率は高いことがわかる｡

次vE久世町とその周辺地域との溌合関係の推移から.久世町の今後の夜bゆきを考えてみよ

う｡

戦 前 (s l0) 職 後 rS 42)

救前vcおいて三町ともに津LLlVC一方依存 してVlるがこの三町の中では久世町が断然強ho現

在でもやはb三町とも忙沖LLHJe対 して⊥方依存であるが戦前と比べて津山の商n絞拡大 して

いないO しかし肪LJJ町の進出が目立つ｡それだけ久世町の ｢嫁入b道具｣の南開は袈退して

いるo今後は肪LLl町との争いに力を注いでtJ4かねばをらないであろう｡
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Ⅲ〕 医府忙おける久世町のサービスエ リア

･ 久世町.勝山町.落合rlrrの病院数 と診療数

qニー㌃ -､- -.＼ 一 枚 病 醍 数 一般診療数 歯科診療数

久 世 町 1 10 5

勝 山 町 1 18 5

( 昭和 40年間11憤 市町村勢要覧)

イ) 速い病気の場合

地 元 依 存 率

町 名 -竺ー空 戦 前 (S 10) 戦 後 (S42)

久 世 町 92.8 96 78.2 9昌

勝 山 町 9日 ぷ 90l4 留

久世町,筋山町の椛少につい -Lは.現在の人口数 (久世･.--･･12,557人.勝山-･1

14.252人)に対 L/L病院がしっでは若者をまか夜いきれをいことを表わしているO

特に久世町においでは何 らかの対乗がこうじられなければならないであろうO

戦 前 (s 1O)
./へ ･-I

/久世町 ＼

- 5 5 4-

/
＼

＼
＼
/

ト
ト



戦前は三町とも忙嚢合田係vEあったが,現在IC虹三qTのうちで門落合町力斬 舛符号与である｡

これは病院数において落合町が久也町.勝山町をリードしていることからも明Rである｡竹

前と現在の推移をみると久世町の商陶ははっきD狭まっていると言えよう.

I

ロ) 聴い病気の壕合 (例えば噛科.眼科)

地 元 依 存 壬生

時期町 名 戦 前 (s l0)l桝 柊 (842)
久 世 町 I 92.8 % 91.9 藤

勝 山 町 94 宙 92 感

久世町と勝山町はわずか尭がら液少し,話合町旺増加しているo しかし久世町.肪LU町は野

乗vc90虜以上の地元依存率を維持 している｡落合町虹これからもますます増加 してくると

予想される｡

久世町とその周辺の療合囲係をみてみる｡

戦 前 (s l0) 戦 後 (842)

( 蒜 ゝ ∠,:5%15,

来

4.8%(684人)

＼
､.∫

＼
ー
＼

:J
f
.
い･.

上図の様に戦前は久世町と勝山町との間に前合関係がみられる.わずかvC勝LLL町が優勢であ

る. しかし現在では反対に倍勢忙なっている｡剛前と比べて現在は久地町診ぼ所の矧盛結腸
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山町.落合町へ拡大でれていると言えよう｡

Ⅳ〕 娯楽 (映画にかける久世町のサービスエ7)ア

久世町にかいては昭和 10年頃から上映でれ始めたO当初はかなDの観客数を堅持 して

LOたが.テレビ普及とともにしだい(n:.その数は減少し.最近tR{かいてその傾向はますま

す強まり.其庭郡においては最後まで経営を続けたがついに 42年 7月末日をもって閉館

された｡(勝山町.落合町は共vc42年のはじめに閉館されている.)
この三町の映画館が開館される少し前の状況から.今後久世町vcかい･L上映されると期待

できるかどうか推測してみよう｡

･ 閉館される前.1年間の地元依存率

pTT㌻--､ヱ 依 存 率

久 世 町 75.5 虜

勝 山 町 5.5 %

落 合 町 【 12.0 虜

津山市のサービスエリア内vc完全vc

包括されていると考えられるo岡山

市VCもかをb包括されていると言え

よう｡

そ して久世町vc今後.映画館ができ

るとすれば.少なくとも現在の人口

の2倍以上vc増加 した時ではなかろうかD

v〕総 論

1) 久世町商弟の現状

久世町における蘇革の現状はb勘ヒ部において共作vcついで評,'2il/:の地位を占めているが.

その市場の絶対的規模からみるとI)クラス (地区.小売センターで朋男人口 1.5- 2万人程

度をその固有の商岡とできるもの)をや ＼下回っ-LいるO

そしてその理由として

･人口が勝LU,落合,美作の中で環低の 12.557人である.

･通交丑が非常vc少ないo

しかし.久世町vcおいてDクラスを志向できる条件をもっている｡

その条件として

･人口減少率が津LIJを含め-L爆北部で位も少なho

･一世帯当りの生活於が鼎北郡部vcおいて澱商であるo (この理由としては=#化の度合
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いが相対的に高いことに求められるO)

･2K皿以内の人口が 9 a00人で. これ牲対人口比の 72dpで県北vCかいて叔高の比率を示

しているo

･商店薙田がよく丑備され-Lいるo

･共同活動が進んでいる.

以上の様('e現在の久世PT商薬絃多くの好条件を4;I.7えてほいるが.よb発展苔せる為vc妊いか

VC人口を増加させるかが大きなウエイトを占めると思われる｡

2) 今後の久世町商美の放題

でず.品目別vc久世町商羊の今後の許題を考えてみる｡

肉.バクー.負.典子.シャツ軒などのin･寄晶の森田は今後も拡大 しItいくだろうと思われる.

特vcシャツ類は有望である.指事晶である砂糖が衰退している結果vcなったのは曲協の進出の

為であって.決 して久世町商店萌自立の茨過を意味するものではないo原音品と只廻9品の中

間的存在とみられる医薬品,時計.射 甥長.テレビ.冷蔵庫.化粧品のうち.医薬品の商田は

かなb拡大しているので今後もltn待ITきるであろう.これに反して時計.化粧品.曲機具は.

わずかであるが衰退してきている.今後発展させる為には,勝山町.落合町-街極的vc商圏を

拡大 していかねばならないであろう｡テレビ.玲照度は現在に卦いては勝山町.落合町よb有

勢であるからこの7fすます二町への拡大結もちろんであるが.砕LLJ市のサービスエリアの侵入

をいかVC防ぐかも大きな課題である0月担b晶といわれる革靴.背広.よそゆき寿.頗入 り正

典のうち革靴がわずかに商圏を拡大 してL̂ると育えようo しかし.これかr3は岡山,津LUの務

田vc包含されぬ様.地元依存率の維持vc力を注がねはそらないであろうと思われるo背広も搬

前と比べると拡大 しているが今後拡大するとに考えられないO

よそゆき着について言 うと現在.津LLJ,岡山の勢力沌閲忙さん食されて.これ以後久世町の簡

田の拡大は困難であると言わねは彼らをい｡

嫁入 り道具は勝山町.落合町-の拡大に力を入れれば現状は維持できそうである｡医療におけ

る韮い病気の時は病院数の多い落合町に依存する寒がこれからも多くなっていくと予想される

ので.久世町vcとっては今後,地元依存蜜を維持することが駈雷であろう｡軽い病気の場合は

今後の肪山町との争いのI#果いかんにかかっていると言えるだろ{)a

次作全般的vE今後の久世町商菜の駅留を考え･Lみよう｡

久世町(ておいて,消f2僻見力に対する/｣､売高の比罫比 100留をこえているo Lかし久世町は
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地元商店からの胴入割合が県北郡部忙おいて最も冨Vloこの-!Ji虹,地元購畏力の吸収という

面にかいではすぐれた爽紋を示 しながらも外延的拡大において卦くれをとっている串を示さし

してV,る.久世町の商店にかける今後の課題の一つはこの点にあると言えるだろラ.

もう一つの喜概 として.郡部の中でも商店の典団化の度合いがすすんでいる久世町におい-i

ち.現在の小売店集団のあり方に不仲を感じている世帯がか在りクエィトを占めている｡そ

し-i.消焚者は共同店飾なりス-/く-の設低など,現代の.q物感光に適合 した形態の小売店

の出現を強く希望 しているのであるOつまり現代の買物感光 一一よh品物を低Li長に.そして

近 くで.位利に.ひととこVCかいて購入できる1- がみた召れた店.すなわち本格的な商

店街というよbデパート的な性格をもったスーパー (スーパーストアといわれるもの)忙殺

も大きな脚符をよせ-Lいるのであるo
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-･地線薬の成立 と発展

1) 照 義 弟

a.早川代官の振外政苅

久但町の苛垂薬性 ｢早川氏の老久牡粂動 く軌二戯桑~ さの一節に(蚕桑の燕を勧めんた

め先の牛粂苗を楯させて.桑茂DたE,ば喪をかわしめん と卦 もひ しKo其の後つらつら考

ふる(A=○ この栄作はあしき7Tl･らひにで赤子を糾引郎あD｡故に人数不足 して田畑荒地ある

笹それば,轟を飼ふまで忙畦∧の手足ちぎる111奮発ゆ,近年赤子間引やみたかば凡二十年

の内には∧数科 し手余見地 も避退すべし｡その節忙至DTJば桑も大に茂るぺけ′れErJ頂 の英

を勧むへLo海をき国には義の･l'を雛 ･ること背 よDD教をb必ず拾つへからす )と見ゆ D

菓作のLL感性 利用 して,貞義井も振卵せんとて如百を分配 し之九が栽培を奨励 したるlFH･,/,佗

9 ,-F+川代1_j-の耶轟窯引て於ける功拙文改すべからざるもの参D｡｣ とあD,又,｢早川代
官結,久Lu管下,栄作相中習附 の百姓一戸伝に一本づつの桑宙を配付 し之を栽頼 して公示
を軌励すo｣ よD,早)l肌官の窮訴茄振興政解の頃から,_=むiTiが盛んに729飴めたと考え

F)れるo

b.垂租E乾点金 網垂鍋倉聯合金

久LLr町の耶最非が盛ん忙モ･Jた0は久LLt町だ-けでEd:Trくその周劇の状況,つ舌bj7庭郡

が一体 とを917轟菜振興忙力を入れたことが大きな肺鞄として考えられるのであD.その

折.LTirJを池 して久地叩a)す;嫡-:"'iも矩良してV,-J允のであるO征-Jて正す･ti改良会,謂泰糾合連

合会の粁刑Ji･知ることによD,久個町のF:･燕に封する熊慾 と努力が推測言かよう｡

(イ) 缶柾CL(良会

J=f.庭刑経由来帯紐1･R携机良柄出川少にして広 く各地に戸棚 を帖 ｣つつある吐11十既に定

評あD加ふる忙大正八年訓i内所秘家松竹紗の粍T,(,rL拝み斯鮎の革新帖イモのL71求忙応すべ

く一致印紙 して英直系柑改良金72る-械ryJを丹i設せD.和良を会長把舵托 し特にナk術良

を位き ,刷新vC力むちとト小さ戸に会11は命日の11壬任た自覚し最 も遊歩せる歳 も7完全怒る設

僻 と多年の締験 と取乱72る柁術 と咋t身的努力に仇D胎対熊訪a}Jd;爪和の製造忙努め'BT芙

不意の硫輿 JI:莫T3･る紺 を提供せんとす,送vC其功空しからず弦に一年在らず して非常

の好成滋を歩け柑作手に背かず抑義主群常の許所に伝息泰秤の作把に茄に-一新械両を7TrせDo

大正八年に於ける全員a)夢 和むtと位か..紹tt約五万枚モDLが井は良と仰梅の低廉とi:t全

く滞了一･を允す忙ヂちぎDL女f況む呈せbo

(D)㌘缶削 合溢合金

･Tf轟#l斧はJliくけj治三十八年切上Drtlflhされ多 く紘糾拓若しくは二火事位を)幽攻とせる
小糾合72DLが大J下八年郡に群缶Kjl倉範掛金交町j規定を設け r=､る やゝ井Jlri旨良くイ在席 し
今や各町･FliをJl!)也 とせるr一考糾針目.よせらち 忙ゝ重 9今-iた史に一歩を進めて舛忙TT･r:･'j
郡,I億 和訓･JF'合会社設立せらる 忙ゝ至る,而して組合故十一組合約千七-Fig.E'こして史,一に

T:義家a)Fn掛 寸愈々竪kdとTJ.I9対句王;t行の一--i与行によb愈 桝々t･LViの利3.号をIh催 しJtlligIi守
る蔀軍営と艶辻 とを企画し相,又-佃fj-恥慨に_frL或比辿糸速さに刺し成viイ"J九の方面にJJ1
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するもう1L戚ある脱 色を碓正 し碍たD,休も吾兵庭瓢の各町村っ､t･義糾合は他に 見るか加等

71,'Jll塩 に対 するのみの有名撫契の もの忙あらず して其各/# r,じと粒ふ(･'.劫船 ノ汁'-I｣党Lき
もの と.SJふべ し｡桐吉相軌は斡季一種多 くとも二畑位に統一 して的 JTlhJ也に,'カー砧

成功 したる新庄利 々姫飛点棚倉あD,火付 'lJの組斜地な弄りnlL,て比当Dよく-L八白111･tの

秘架を収尭 し補 るiで忙Ej個 比良r利他にJJl(-):jJLたる仙 卜付F.!壊乱恰 もあD,ij鴇fi'モ金の

災与由?:･5-上の迎敗者失敗名a)飲助等新測 地 ･示すィ.i]内村泰盛拙 合もD.又IJtF:缶高三の風
紀lT(杏勤倹貯蓄如風刺 こ至るまで奔走せる木lU村TL鄭 治 た,九g:lft浦 品評会を1行へる久

ttl町 も･盃組 合か≠tは各糾 合Lla)符節の糸Li･,-J:収 i･発行せ る肋山uJT出会TE鮎組合の如さあ

D,断の如 く三村u],j園の敵艦(A=得意するIJr)かV:J義盛のCLL良vE努むるあD,桑卜は'u許会を

朽ふ あれば族や矧塙評会を‖1･称するあD.叉を!東llJl節にVi各町村号_茄地 合エb二二Ylづ

つの代襲名をLuL共回 して抑内_1御 庄辿造;sl三EL'広場 飼育状況を視射 し而 して明年匿1T!窮毎(/

のW.倭 亘斬･Iiの火†卵.;人の予約を主滋当に定む肋かる状態7i･ilは利桝 熊喪家の J̀,,項 ii-拙 V:1今

や殆ん ど糾内の轟稚芸,:即ち光庭盃紬改良会iiの出超蘇称 ,cLて県タト姦秘は近 く其跡を絶

つt'C至 るべ LO

斯かる活気ある怒姦組 合を包含せる共産郡ポ缶紬 合解 合全吐更に進んで勧 告11直 の連

絡-i_円滑忙 し大に削内泰菜のeL啓先達を図 月てIUr界に貢献する所72かるへかざるを bo

聯 合金は今や.=,M潤 を設けて部内埋糸菜のW.折調査宗像加重に弟子 し,又即泰紬 告か
謎の助成及仲介斡旋世良轟柾の普及統一,泰英技術員の遊走,採用の(轍 ,視察f'.p 派

払 う丁'壷拙 合 は甥東和 告のjfF.牌IL4-し教師a)乗移,滞車軸倉にはけ る朋査の統計及方針

のr鶏薙玩菜に関するrTn誠の 汁及所に実地指軌 敢業Fy･]係剛体 との追給及合同参机 井他

蛮-'■T字a)a(良発達に必婆 と認むる耕項等其ij.r英大に広汎に亘 _OでJRせ D,之を賓するに本

郡の義美毅はB.く党醍せる;陪敗其基礎に於 ても又其内容に於 ても大vE見るべき ものある

を居ずo

c.戦後の衰退

江戸,明治,大正,!ll1和の如拙を通 じて発達 してきた久世町の弱蚕業は搬甲敬後を過

じて滋過の一途JiLたどDR71和 51- 55年に於ける窪nIll.は槻前山盛胤の 10%に満た-な

くをL)畢轟Ln家の状況は蓑 1.2,5の如 くであるo

虫 1 雫 壷 出 家 の 状 況

年蒜 分 - 戸政 芸慧 軸- = - : 鵬 戸数印 す 蛸 戸数 1戸当るニ■f東-I_{戸数割 拙 文 卯 iLi

51 1,251戸 79戸 . 295軒 1,797ff 6.4多 5∴7箱

52 1.251 1 85 295 .2.148 6.7 5,5

塩英払同掛 合 紺 ヰ
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戎2･ 召 衰 出 家 の 状 況

㌔ ㍉_jlJ_ 懸垂投影 1戸当 総1卵 類iJ上 ≡-:芸JTifi:t - 醐 竺芸慧 諾 孟 冨慧 雷 忘 EP:ht 芸冨芸芸

51 22.7‡泡 6.1工取 142反 す2解 , 1,8反畝 12.占11

52 2.5.5 占.2 159 8.8 1,7 15.41.5 17.8

姓詐取同組合単科

襲 5. 生 産 IIiL及 び 生 産 敵

;I苧分 生 産 Jia L 生 産 額 摩 曲巣生産に対単 票 慧 琴禁 ト三島 芸 慧 堅 息 するデ.Oe.bS'J一合l

出発岬'lrlJ柏倉較科

穀 5.の ｢総皮穀生産LG,L対する左の割合｣と兼 4を比べると搬前と搬後 との出毎i忙於ける

関の占める刑合作は非常忙大きな差があることか明らかであD.搬後の頚示弟の袈過がエ

く表われている｡

又,表 4から舷拾薄物に対する細の削合が賦和の初相性 t='-クとして急激Lr'E衰辿してい

る状態がわかるo

衷 4, 着退出寵物 IIE鵬 針 汁に対 する門価格 の糾合

年 次 r大正 2年 I6 年 1 0 年 1 4 年 昭和 4年 8 年 1 2 年 1 占 年

町会 瀞々 エ♪作成

なお ｢生産並及び年産額を眺めると草生藍jiに於いては多少の坪I7JrTを計るも生産確は逆

vc賊少している状態であるOこれ吐凶内手招響輸Ltiの仲び悩みvCよる価格の鵜宿によるもの

であるQ しかしながら技術の進歩忙 エD反当耶 [姐との｣t冊口叉飼育技術の亡父撃に上る処の生

産班のilTL弓減等から反当純益比年々3弓池口の轍向を示しているo｣

且 新町超設(rf=エる雅呑計所

1. 桑園斯改植及び鳩率11.Yl進

ィ.現況及び将来

額轟は畑地利用の面から見た畔決して見捨てるへきものではTrいし,労力節孤と東

園の性能を高めるならば和利な在英として比逃がすべきものではない0
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現在の桑riilは新改砧 によ,()かTrD史新されたが一一組老ノ朽桑rilもあDこれを史新する

ことが急頒であるが,既存架凶の肥培管蝕を適切に行 うことにエb収潮Jlltの蛸大を劇

ると11三忙稚垂壬L洞 無機を旦左肺硝保 して飼脊夕子刀の都政を匪ID生産 コストの大rl7引Tげ

を行 う方向に進める必頻かあるo

ロ .如井計画

lit課 名 1rAI施主休 lli半 Ft もi英内容又はijt平効,lil- -般肘脈所髄鞘 イ);!Ji 考

畠皇新如 何ノ＼ 755 東簡 20,000本gr舶嶋反 . 150 個 ∧

桑 改 栢 侶∧ 2川 ′′ 5,08口碑改碓 55- r個 ∧

碓泰共同 . 100 507-ル湖東非何州

桑園雑 兵 の 碓 傑 ｢

2 飼育1法の故磐

ィ.め雫性

飼育91'力のrt.也がTi爺 の7㌧1,1も-)､きい聞,%点でもろ(-1で飼対方法のC(をにエ -Jて横刀

白三産性をiL,-i;める必噂があるO

この為和姦は非同山由を全両的忙行 -Jて作柄q)I/L億 と飼fiでl～のfml減を幽D,牡泰は

/iFRE,l余桑否を採り入れることが 必′七･とみらhろC,

ロ.射菜計画

新 しV,飼育駈け:提供 して行 くためには周倒TJ技術指軒を必被とするので玩虫追 合金

及び秋山党規 よiの徹底 した指導を求める0

5, -紬'貿改啓

ィ.必要性

-FE轟の柏終日的は 白質粥-の多1附である,しかも門佃はIr‥iTTの輪環忙よ-Jて行われる

ので上旋法の改良は大き女川旧点である.

ロ.蚊雀宮十画

｣=鱗器の改鼠 li血族,同晦旗の他用,姦組の逸足 ,仏f良車種の導入 ｡

4 産前処Pl

ィ.別状及び将来

LLf産された!'lラはり,1･下唯一の軸糸=J句であるL促3113糸久LLt工ナ一,粧 LrY糾されているが ,

別在札止二⊂j;,tAのJlkLlTILjirhは工場 として仙低ま:十榊EI概を下廻っても･D今後保内酎 紬ま全u

L'Ii赴r13/lへj‡荷するエうth=恥引の-不化を執刀に推進することが必要である｡

荘 ) IJJ.在久!]Q町のflliii頗崎敬治氏 (-fi糸誠 )よDの刷き蝦DLE.E為と似T(D経路

を持てtJnるo

酌 l･一 一＼■出発州 句組 合 --′抽仙 県LT茄上倉金
一582_

tJ'郷･1鳴ミ宗名



0位近の懇蚕業
最近の奇姦策は岡山県農林水産統計年執仁よると桑園面鏡,碓蚕比叡,掃立郎丑,収葡

盤の総ての面に於いて淑少してきているが,㌍垂LEt家一戸当170桑園面併等は多く禄IJて

きておD,葡喪政教の規供が大きく72･JてきてV,るとvtえるo

襲 5.

年 次 桑園面研 苛義盛家 管掌肝 ぞ鼻音
昭和 55 970a ム2戸 278.5箱 7,94dKg

58 970 50 ;2" . 5,690

41 780 58 148. 5.025

阿山県也林水産統計年報

2) 製 糸 英

久世町に於ける苛垂井は ｢早川代官の振興政兼｣で述べたように江戸時代vE早川代官が益

美振興のために出家忙雫義を普及させたことに源を乾 しておD,その後,斎任改良会.頚垂

組合連合会奇どの頃極的活動を通じて良質の蔀が収狸は来るようにを･JたのであD,この良

質の鮪をいち早く利用したのが久虻匙糸含焚会社であD.久世町の軸糸薬の名声を一層高め

たのか郡是戯糸株式会社久世=場 (以後止郡尾久鮭工場 )であったo

a.淡 糸 = 功

ィ.久世製糸含焚会社

久陛製糸含rt会社は久世町に於ける原初の炎糸=喝であると同時に共産郡VC於いても

最初のものであったれ 当時雅彦軒業の乏しかったこa)地方の金森の重要産物である蒲

を利用した製糸工場艶立に尽力したの比真書幾治郎氏であ-Jたo同氏の碑文は久世町琵

vc｢君本姓島田氏迫称幾治郎という島田藤助の三男72a,血応二年七月廿六日を似て大

庭郡久世村vc生る,･-･･-･長ずる忙及びLよも南井を好み日夕孜々勉励頗る軒産を併ふ爾

来益々官を衆人vc得て家産塀々地租せD,背進に於て,%く殖産VC志し大に垂範を興さん

と欲 し乃ち之を同志の士に許る.爽兄島田角餅中大に之を賛す協心敬力逆vC久姓軸糸合

資会社を駁立 したD,之葵に攻勢作風･製糸会社の輔矢夜D君の雅彦VE功あるや大をDと

言うべし臭.---･｣とあD,その功駅をたたえているOをお久世封糸告発会社は明治

二十六年VC創始されて以来大正九年三月までの二十八年間操業 したが大正九年共産製糸

株式会社 (史本金三十甫円 )が譲受けひき続操業したのであるo

釜 数 九十釜

従 業 良 男八名 女官二十名

商 仕入高 軒三桝耳

生糸典道南 三千rr
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西仕入Li域 真庭郡一円,上敷 久米,苫田,備前の各一部

ロ.郡是久世T.鶴

郎是久世工域は久世町のみ7iらず共産郡に於vlても大きをウエー トを占めた製糸=切

であ-Jた｡ この郡長久世工機を久世町tで誘致することによD久世蚕糸菜界のみ在らず茶

庭郡の蚕糸英界の発展を計るため忙当時 (大正十四年 )の町長福井要助氏は町会講且杉

山鉄太郎氏と談b町内有志二十余名を招 き作州の地に工場設置運動を起す串を鼠議 し交

渉委員十五名を朔託 して阿臥 上房.共産,各郡内有志竜の賛同を得,末座郡長畑治太

郎氏を会長とした ｢郡長=噛組 剃成同盟会｣が結成された,それ以来郡長本社に向-J

て陳仰せを提出し又は交渉姿見が出社嘆願するなど盛んVC退助したが容易に応ぜられず.

日を経る忙従いIy]成同盟の括紐吐加速匿的忙加わD,熱烈を要望によD本社よD重役が

視察に来るをど機逆が動いて来たo

以上のように久世町のみそらず作州の大きTJly]符を集めた郡長久世=場の発起は当時

の社会怖軌 及び会社のff本欄係等エD.先ず独立会社の事業として企業 し.後日磯を

見て合併するという議が起こD,久世町はこれに賛同し,大正十五年三月末有志会合資

本金首万円払込額五十万円GL),Wr余社を発起 したo

か くて杉LU緋太郎氏を初め三十余名発起者と72D五月一日創立発起∧金開催定款を決

定 し社名を第三郡是製糸株式会社,LhJ11立寄且長に杉山鉄太郎氏を選任し,直ちVC株式の

芽典,土地の貝収賓負を定めて設立VC怒手した○けれども株式会社応第着が相当多い反

面,株に対する知取の不足,あるV,は新兵の危険性故に投資を笛ばぬ没焚象又特に土地

の呉収等少なからぬ困難VC迎過 したのであるが有志の熱意誠意によD, これら幾多の生

みの悩みを解決し,斯 くて九月十三日別立登記を済ましたのである0

-万初代=場長山下伊作氏は工場の建設に討手 し,共同合併の議は進み九月二十九日

臨時株主総会を開き,是を決定 し.第三郡長株式会社は解散 して新vc郡長拠糸株式会社

久世=場と前板を替え,亜昭和二年六月三日操業を開始したのである｡

をか郡是久世工場は昭和三十五年,会社の合艶化及び衝丑が少ない為に換算が取れ7t

いことが既知 となD閉鎖され,久世町及びrF州の蚕糸薬金に多大の影轡を与えた,約三

十年胤の林を閉じたのであるO LかLTTがら製糸工機がFILJ鎖されて以来,地元町民,商

=金の強い常盤と削知如曾我氏等の要望を得て昭和三十六年十一月グンゼメリヤス工場

として再び操典をLIA始し現在に至るのである○

工切掛 也坪数 -筒九一六三坪

釜 数 l創立当時 二六五毒

し昭和六年末 四三二釜

繭仕入敵 二五滞二千fr(昭和六年度 )

三五商三千耳 (昭和七年藍予定 )

生糸製造額 二両五千fir(昭/11日六年匿 )

荘 ) その他のu･糸=切として杖製糸揚返工機,伴盃輝炎造所,浮目敏糸久世分=
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場等があ-Jた｡

b.生糸の占める割合

絹が地象に於V,て占める割合は前vc述べたが,それでは生糸が工産物に対してどのよう

を削合を占めているかとV,うと襲 5.の如くである｡

乗 る. 久世町の=産物に対する生糸の占める割合

年 次 生 産 見 価 格 工置物価格計 1産物VC対する生糸の占める割合 鯵

大ll=. 2年 1.082fl 5占,680 128,552 45,8夢~

占年 1,151 占8,555 148,占25 45.5

10年 2.575 155,194 529,122 47.1

14年 2,078 255.205 1.552.455 5 1.1

昭和 4年 15.154メ 1.125,057 1.5占4.750 82.5

8年 40,4占8 1,占977 58 1.804.750 94.4

12年 51.2占9 1.508,535 1,占70,545 98.4

衷6,によると,久世町VC於いては工産物に対する生糸の占める刑合は,大正時代VC於V,

ては 51肇～ 47多を占め,昭和になるとその比率は 7495- 9470と大正時代とは比軟

vE-jfら希い程に禄D,生糸が工劇 勿の殆んとを占めるようVEモ ーJている｡

C.呈出糸=場の地位

久世町に於ける製糸=場の地位は,=磯教で見る72らば=場の殆んどが製糸=場であD,

従弟員数で比戟するならば,大正時代忙於いては全=頓狂弟負数の 2896- 25%を占め

ておD,しかも年 そ々の削合は増加 してLnるO又昭和vcを IJてからのその割合は大正時代

のそれとは全く比敬に在らない窄忙モ 9 , 85啓一98%を占めるようにを-Jている｡し
かも昭和に夜 -Jてからは従弟負の絶対数も大正幡代のそれとは比瞭vcをら希い程で,545

^～ 784̂ と大巾に増加した○ (表 7を参照 )このことからも久世町に於V,て比軸糸_yt-

がV,かVC塞賓を産菜であ-Jたかが明白であるO
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年 次 工 場 一箇所 男工 女工 計 ⊥顎訂(簡戸殉 男 工 女 工 計 百分率

大正二年 製 糸 I 場 5 2 1〔】2 104 占 88 278 558 28%

六年 魁 糸 I 場製糸揚場I場 11 22 545 565 5 57 152 189 52

十年 真庭製糸I場製糸揚場I勧浮田製糸工場 111 41 114217 118517 4 52 198 230 5〔l

十四年 共巌製糸I協 1 7 94llDl 占 51 189 220 50

製糸揚返工場伴奏稽製造所 11 15 15 28

昭和四年 末座製糸工場製糸場返I鳩伴喪種製造所郡是久世工屯 1111 4519 1255}91 1278410

八年 真庭製糸工場穀糸揚返I場郡是久世I磯 111 521 84635 87656 5 57 721 758 98

十二年 郡尾久虻I場 1 20 656 656 4 55 757l 77□ 85

荏) 百分率は久世町の=韻従業員数に対する劉糸=場従業員数

(町会々譲餅 上D作成 )
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2) 煙 草

久世vc於V,て煙草a)栽培が行われた のは.冊LU県捷革史によると,元利の頃或はそれよD

古 く寛永年間の頃ではないかと思われるが詳 らかでをい｡その品税は,一概vc作州衆と称せ

られておD ,立夷,有福棄及び丸葉,或は柳兼等の内容樫が含まれてV'た｡

作州藻の火干法は,寒冷の山岳地帝に放ける自然の愚条件を考慮 した併謀乾燥臣が用V,ら

れたOそして煉燕乾燥法故の独特の億臭性.高価格品にもかかわらず,時代噂好に一致 した

ことにエb名声を博したのであるが,これが所謂LU中刻である｡

しかしこのLIJ甲刻及び作州乗が初めて他地方忙売b出されるように7i-Jたのは.享保の牡1と
いわれてV,るが,従来作州薬吐殆んど当地方並に附近地方官英名の需要に供するVCとどヰる

習慣であD,遠 く順路を求めて横極的vc移出を周るとい うようTrことは在か-Jた｡

LU中刻の製適は長い手切D時代を経て,元給,慶応a)頃から手切ぜんまい機械を使用するよ

うVCを-Jたと伝えられてV,るoそして明治十二 ･三年頃,之を改良して水車に取D付けて使

用するようVtTrったo製品の品質も機械と穀連荘の改善と共に漸次改良されたが,元々UJ甲

刻は俗に火口入らず と称せられ 極めて紳激で.且つ引火力(.{宙み,興味の援味なのをも-J

て特長とした○

従来,LU中刻は別t′こ包装することせ く ,そのまま版売する習蝦であったが,印紙税在が葵施

されてからは包蛙するように漁ったo Lかし包装は末々VC払超<の任意名称を付け,漸次そ

の体裁を改良してVI-Jたoその種類性多 く,その多くは極彩色を施し,或は児島高徳桜樹題

辞の臥 神功皇后征韓の軌 棟公父子板弁決別の画等の歴史VCF娼するもの,又は禽獣vr関す

るもの等を印刷 したものが多か-Jたoその製品息分は,一つはn･目(十匁,五十匁,首匁,

五官匁等 )で,一つは代価 (一一一銭粉,二銀粉 )で行うものの二種類があった｡

価格に於いては時代の変遜忙伴L̂"-,1j々 変恥があ-Jたが,その著 しい変動の時を巻けてみる

とおよそ次の如 ぐであるo

種 別 明治 12.5年以前 同 14.5年以前 同50年以前 同50年以後

1 等 一百匁約 20銭 首匁約 24.5銭 盲改約 5.60銭 簡 約 7.80銭

2 等 18銭 20 銭 4.50銭 占J峨

5 等 12或 17.8鋭 iLl0銭 4,50銭

4 等 8- 9戯 15.4銭 25.6金貨 5,40銭

5 等 占- 7銀 12.3成 21,2戯 55.d鎖

占 等 1ロ戯内外 19-2噌廷 50省内外

7 等 1 1占.職 2占_職

岡Lu鵜棲革史参照

uJ中刻の販路は単vc久世近辺 (其磨郡内)vEとどせらず,県下各部,輔州,備後,臥 伯

-567-



1=;州地方vcも移出された○然し,近辺の需要は総て娘造英名より直接/ト売人若 しくは需要者

に供給 し,又他へ移出の製造煙草 も茶庭郡内の仲買英名の手を膳,或はをお規模の大きを小

売人,LA=対 して紘IE接製造英名エb取 b引きをする習慣であIJた○

作州東の大産地を擁する久世の煙草灘並は,又作州発と共に発展してきたのであるが,元

疎の頃から漸く毅内工菜的71亭切時代tr:入-Jたものと推定され,煙草製造が米英から漸 く奇

兵化 したajは,江戸の甲朋以後 と考えられるoその頃には,美作地方各所に製造するものが

あったと思われるのであるが,手工井 も事切時代から手刻器使用の江戸後期In=入ると.製造

業は交通促刺々物貸集散地である久世(及び勝Lu)(Jr吸収され,この両町を中心として急速

vE発達を遂げたのであるO従って山中刻が有精的vc大皿生産を見るようVCTrったのは江戸の

後願vC72-JてからであD,りl治中桝vCかけて盛んに製造が行われていたのであるが,民営時

代に於ける久虻の製造業者を孝げる75らば,骨楓聴音,三村信胤,長尾長左衛門,薬師寺弥,

杉山彦衛,雄弁七五郎,太田磯五郎,松田熊七,庄首代蔵,仁枝席五郎,二宗刀蔵等十一名.

が久世出張所の百己録 に記献されている○(戎Dは勝LUの六名を最高として合計十九名である∂

由来山中煙草は一一一種独特の煉臭を帯びておD,この節臭が一部階層の時好に投じたこともそ

の販路を広げる-1動を75していたが,夜史し喫用 しても口中を荒さず,叉頭痛を感じること

もなく,特忙火付 きが良好という姫性があD,船頭遠の間に好評を博 した｡久世初代専売所

長阿部倍音郎氏は,大いにE.の点を戦かBJし,川上村の,黙一着篠簸繋三氏と共に東京書原の花街

に於いて宣伝に努めた轍 ,相当の効果を奉げて謂紫販路を拡張するに重たD,｢おいらん
蛙草｣の別名もこの-んに由来 しているものと思われる○

しかしながら,時勢が移D.刻庭草が一般に袈退する現象を呈すると共にLIJ中刻も叉衰退 し

てい くのであ-Jたが,その原凶を挙げるならば,一つは原臭が帖代の曙好から疏んじられた

こと,もう一つはJ.甫覇者が低価格品へと移動したことである｡

LIJ中刻の榛盛時は明治三十八年製造官営当初であD,明治四十三年製造作業を政府の直営に

移すと,久世に工場を設思し,年頃八万rrを作出する男=百十四人,女工凶首二十二∧,計

五首三十六人を擁する大所帯であ-Jた0両も大正二年の萌せでは年八万rl内外で盛況を維持

していたが,上取の原敵や作弟の敬啓進歩忙よる製造能率の向上とで職工数は著 しく減少し

た○

即ち大正初年には男=七十三∧,女=首四十八人,計二百二十一人と半赦し,大正八年には

男工職工合せて六十有余名,拙 額 も二万七千貨という敵淑ぷDで,盛況を韓 -JたLIJ甲刻も

漸 く余命を保っているに過ぎ72い状態に72-Jた｡

やがて大正十五年九月田下分工場の閉鍬忙よって桝作一本やDと7tA,兼煙草の産出に専念

せざるを碍たくを-JたOそして昭利九年を娘後 として作州東の栽培もその範を閉 じたのであ

る○
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衰 8･ 著名敷造叡刻鹿茸朋 り世道歩合-党葬
月 別 1月 2月 5月 4月 5月 l8月 7月 8月 9月 18月 11月 12月 計

A追.ヘ氏名 太田保五郎 10,0 占.0 10,0 9,D 8.4 7.0 5,0 8.5 占_5 10.0 9.0 10.5 lCLOL]

松田 熊七 ll.0 i.a ll.0 a2 8.0 6.0 4.0 8.7 7.a 10.Oia1 12.8 18Of】

備考 ) -ヶ年の製造高は,季節tn:エD,克行の消長.空気の乾湿等の関係vcよD棚 を免が

れfrいが,二月の減少を.旧年未のため職=の欠勤多く,労力不足を一様に訴えている

所に当時の旧習を窺うことができるO

脚Lu県煙草史参照

山中刻器 (水車利用衷情 の園 )

- 5占9一一･



澱近の久地町vE於げろ無煙為桝作状況を見るモらVf,昭和三十二年から同三十五年に力材

て~キログラム当D代金･一反歩当川 納代金･耕作老一人当D画餅及び収納代金以外yi総

て減少してはいるが,昭和三十五年から同四十一年にかけて,配当両肌 耕作人員及び面臥

鵬 暇 自及び代金･-キログラム削 代金,一皮歩- 見目及び収納代金,排作者-^削

両横 ･茄日及u'収納代金等総ての酢 於いて捌 口してかb･軸- キログラム削 代金,耕

作者-^削 面併 ･ii･目及び収納代金の卿 は 著しく,一キログラム削 代金の棚 7ロについ

てqi･物価の上昇が原凶と思われ,耕作竜一∧- 面併 ･丑目及び収鮒 て金の増加から吐,

薬鹿茸耕作者の規模が拡大している様子が親 うことができる｡
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参 考 蟹 料

｡お庭郡乾

o久世町藍

｡山∫重々訪録

･払壬卓鼠同組 合資料

4阿山妹出林水産統計年報

｡十年記念藍 (郡起久世工場十/LF史 )

･早川代官

｡新町処設計面軒

一間 Ll｣典煉博史

･尭煙草生産統引襲

二.商 工 会

1).久世商工会の歴史

a.商 工 会

地域の商工菜の総合的を発達牧磐を囲7L,ことを目的 として設定された組織,これが商=

会である｡この皮的背J}束と夜-Jているのは昭和 55年tJC設定された ｢商工会の粕織等忙関

する圧砕｣即ち ｢商=金荘｣であるo この荘符をTrがめることVT-エ9滴=会の目的は一層

明白忙在るで参ろう｡商=会法の苛1-葦に商=会の目的 として次の様vE恕かれてある｡

｢この班律は主 として町村に.･11､ける商工業の総合的Tr改脊普及を図るための組織 として商

=金及び商=会迎合並び忙商工会諸所の行丑う小現収ili業者のための措健を附 じも-JてLj;I

民権帝の触全を発展に寄与することを即 勺とするo｣このような目的を遂行するためVE蘭

=会は次の様を都築な行 -JてV,る0

1 商工英vc関し相談vc応じ叉比指串を行 うこと0

2 商=燕vcf姻する情報架tl史料を収如し及び提供すること0

5. 商=英にl娼する那智会又は粥演台を開催すること｡

4 展示会,共進会等を脚催 し又紘これらの脚僻のあ-Jせんを行 Trうこと0

5, 協=金 としての恵兄を公表 し.これを歯金.行政庁等忙具申し又は建議すること｡

占. 行政庁等の経略収 応 じて答申すること｡

7- 前各号にjBげるもののほか商工架者の寄託を受けて当款商=美名が行72うべき-fLl務

(その従業員のための郡頚を含む )を処理しその他端=金の目的を達成するためVC必要

女串英を行をうことo

又,以上の梯夜か共を促進するためVC幽qj:編=会法第 5占粂vC逝いて予食的媛助を与えて

いるoさらに将門毅である経営指串良を地域に派迎 し地域の商:亡弟の改単発屈に努めてV'
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る○商工会の具体的751日前掛轟 として仕金融,税務,鮮軌 労軌 経営等があげられる｡

(,東 商工会任窮 56集

1, 国Pj:政令で定めるところに上b都道府雛が商=金若 しくは商工会所所の行75う小

規税額妄'i葛の綻留若 しく比技術の改啓発連a)ための番集の実施に賓する経曳又は経

営改蓉普及耳巌 に帆し都道府駄連合会が商=金を指導するに蛋する維輿について補

助する場合には当軟式随 府県に対し予節の範函内におしって当琢補助に要する軽費の

一部を補助することができる0

2･ 劇吐政令の定めるところに上D全Lj;t超合金に対し予算の縫関内vcおV,て経営改昏

普及召喋 にr3qL全凶連合会が商工会及び林道府県迎合全を指導するのVC要する経盟

の-邦を補助することができる｡

ら.久世商工会の設立

(1) 商工会設立前

現在の商=会が敵正される以前にも大正 12年 2月vZC久陛町を紬介することを目的と

した簡=会が席成されておD,久虻牛馬市,大安上目jjL,金納D等の各種行事を肺催し

久世町のt'-7'- JL･忙つとめていたoL,かしこの団体は民意的団体ITあD,現状のよう

72予節的72益付Ijlが方かったので十分を括･Tiわをすることは不可能であったOこの民意的

田体である久世商=会が舶典LJた久Ltidlr案内(昭和 12年 10月 1日発行 )に ｢久姓商

工会の沿革及び主波｣につVlて掲収されているのでこれ忙EE-,て民意的商工会の性格を

知ることができるo

｢束VC津山,西忙脇Lu,南に落合を控へて出雷街道vCよbて山陰uJ陽を結ぶ要路にあ

たD,古来商菜が盛んであ-Jた本町蘭工某省は伝説的-/_r突風として進取の気衆に嵩み.

常忙町外各地忙進出して販売を阿指し,又緬琴も統 集々b商都の発展は目覚しいものが

あ-Jたo近来商来商機日を追ふて敢しくをD,且つ鉄道開通Lて神戸大阪方面との交通.

至便とそ-J允I調係上,ここに閥コ二農名の結束を堅 くする必要を赫感するに至D.大正 1

2年 2月久搬商工会を1''jlj鼓し規約を改定してますます発爾 し,この金の発展を目指して

精進した括米今や本部際郡は もとエD速 く京阪神方面にも及び商恥を布き,耐東屋茄十

有五年今日の盛況をみたのであるO本町商工英和で 断̀然安い久虻の物価 "をモ･/トー

として全員一同軌力してWl客に対して万全をulLも-Jて本町の発展,常野毛の幸福を目

指して活動してV'る｡｣

(2) 胡在の商工会

地域の小規模商工業砦の繁栄を抑進L,地域の餅 の向上を計ることを目的として昭

和 55年vc園舎で ｢商工会の曲紙等忙側する脚軋 が制定73-れ,その定律qc従い同年 1

0月久世町にも商=会設立の認可がもID.現在の商工会が陸生したのであるoかくして

民意的団体として活和してきた久牡商工会吐ここVC公的夜間体と77=った のである｡その

終発予算的な蛋付けがなかった以前とは異なD,県よD補助金が山るようVTLをD,さら

に経済指導員の指称に上D所動vc大き7i括気を与えたのである○現在の商=金は糾山県
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蘭=金迎合金を母体として ｢久陛経済の向上を酎る｣ということをモットーとして照済

矧の拡大に努めている0

2 ).久世商工会の変遷と現況

a.粗 放

久世商工会の舶織壮設立時よDさしたる変化(ri見られない○即ち岸本隣松氏を会長とし

て2名の副会長, 2名の監軌 20名の型 臥 75名の幕別tが組織の甲種である○会見数

は約 550∧で靭 獅 干敏の約言である｡

年 鑑 Il会 長 副会長 監 督 理 容 総 代 会 員 総額某所教 職 員

55年 l倖本隣松 2 名 2 名 28名 75名 526 595 一名

56年1 " ′′ 〟 ′′ ′′ 542 / 2

57年 ′/ ′′ ′′ ′′ /′ 552 / 2

58年 1 ′′ ′′ ′′ ′′ ′′ 558 621 2

59年 ･′ l ′ー′ ≡ ′′ ′′ // 555 / fI 2

4□年 ■ ′′ l // ′′ // // 555 / ( 2

(商工会調べ)

b.新 薬

商=金の事業は企薬の経済状態の改哲を目的とした改尊宅L英と一般餌英とVC大別される｡

さらに｢粧す償 紘総合振興都菜,商業舶 叢.工英振興番#.観光振瓢駐英,金融対策

敏美,経営対策単葉.福利厚生部井に細分される0i-の具体的tIii英は以下の過Dである｡

(1) 経営改磐普及鉱業

1. 経常指萄LILの相談及t,(指哨

2,粥習会等のl榊蛙にエる指萄

5. 金一軌のあIJせん

4. 射管,耶硯全記録
(2) -毅郎煮

1. 総合振興部業

郡是久Ht工職長歓迎会,商店街診断,商店輯視察,県政懇談会,早川祭,総合振興

素見会,bZ瓜従業員詮衡会,商=祭,LU牌新糊記者送別会,郡合同研修会,荘重円広

禅師六百年取 姓敵と商=会役jj.触散会.髄=重役且研修会莫作池i_ブロック会講

2. 商業渥鍬串英

米丑仕入久世組合総会,久陛商友鼠同拙合総会,舶此商弟診断報告会,商業診断結

果報告会,以畜産共進会Tj合金,救畜産共進会,商燕振興委員会.珠算検定

5, 工業振興召i某
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県北製材菜経営診断r]合金.煉北朝材経常診断,郡木材部会迎軸会,製材工輿産

地診断報告会,技能名言迩習金

4. 儲光振興串幾

町内小学細 道展示金殿城免酉E]本大学野球大会打合会,花火大金宣伝委員会,花

火大金実行委員会,花火スポンサー香 白金,変温運輸定員会,花火企画委員会,花火大会官

庁との打合会,西El本大学野球大会,第2回花火大会,邸バレーが-)レ大会,都中学校陸上競

技大会,久世秋祭,中尾地区大学野球大金,全国木材展示会,観光振興萎員会

5, 金敵対栄司嘆

兵庭中金クラブ発足会 ,国金串弥駄議会 ,国金貨付改正説明会 ,国金年末払賢打

合会 ,出払の金融懲教会

6. 経営対策番茶

県骨申迎合金総会,県税納将】納付T]合金,常申中国ブロック金銀,郡甘中台役員

会,納税貯蓄勧告長金曲,税政指導連綿臥議会,晋申記帳指萌協力宅会議.郡甘申

役員会

7. 福利厚生歩兵

優良従業員詮衝委員会,鞘ユニ金野球大会発作四部予選会,県商工会野球大会

& 有年婦人部串美

音年郎車齢研修会,甘年節発軽∧金,甘年郡設立総会

?. 菜種別離会

久挫骨衆組合総会,塾軸 合

(昭和 42年度久世商工会通常総代記録に上る)

現在の商=金郎典の牡柵を知るには昭和 d2年度の召瑚簿1部が有効である｡

(1) 一般却薬

中風線質道路も着工され 当町揮塀も大きく変貌 しようとしていです○この時に於

いて我々商工会は団結を-屑卸間にしてこの問題vc取b舶み,商工会の進路を定め,

町及びその関係者と敵力して久性の渡英臓造GC)倍大を回的とする○

(2) 指導彰英

金員の鮮新指導敏美tJ=ついて吐税漉,経理而t/こついては甘色申告葛を僻に韮点的忙

行い,全般的72ことについては如八郎を紡成し婦∧腎牢部を対象に,きめの細い指蒔

活動を行72うo

c.相談前菜 の 変 遷

商工会-の禰軟都弟壮金敵面の相軟が圧倒的多数を占袷ている｡これは久世産楽界が

金融面に於いてか759苦しLJIE.場におかれてtJlることを示す ものであろうo又昭和 58

年以降労祝園に於ける相淡封項が敵増してL̂るが,甘年労働巷の都会死出の結果のしわ

i:せが地元に及んできたためであろうo各分野vc於いて年々相鉄巷t項の増加がみられ.

商=会の久牡における榊 IJi)は年々韮賓性を埠すものと思われる0
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年匿事項 55年 56年 57* 58年 59年 40年 41年

金 離 71 14〔】 147 147 171 257 297

税 泰 20 15 16 62 75 18 81

牒 理 ll 10 20 51 40 16 52

労 蓋等 4 1 7 27 57 55 50

経 営 / / 19 52 52 70 51 24

そ の 他 21/ 19 8 2 1 4

害十 127 185 241 527 595 55占 488

(商工会調べ)

a_.予 算

予算は年々増額 して昭和 42年鑑VEは,昭和 55年の約 5倍(n:も72ってV,る○ しかし

72がら略和 42年匿でさえ約 540万円程度の′｣､規模な予算であるoこのようかト規模

孜予井a)ため十分72活動ができない状態である｡ もIJと予算の増額が必要であろうoL

か しその道はかなDきびしい ものがある｡何故かといえば収入の通が敏限られているか

らであるo即ち町からの増額もそれほど肪障できず,会費の増額 も困難であるためであ

るo最も可能性の多い道は妹からの補助の増穂である○その他忙共8柵 l懐 の利用による

手数料の徴収 とvlう道があるれ これとても多額の増収は助待できな い ○

科 目 55* 56年 57年 58年 59年 _｣ 0年 _2.510400_旦 1且2/774400 42年収入の郎 1,074 1.450 1.574 1.69占 1.807 5,590500金 銀 140 500 5[lO 500 400

県 補 助 205 590 462 587 585 802 91ム 1,155

町 補 助 400 4〔】0 4〔】0 500 580 500 508958f 608｢ 丁 詣 一?

科 且 55年 5占年 57* 5■8年 59年 40年 41年 _4写_辛5.590支 出 の 部 1.874 1,450 1.570 1.占96 1.807 2,31口 2,774

経営改善費 51C) 595 648 755 851 1,165 1,282 1,588

- 般 曳 440 600 710 ム50 88ロー 800 1.220 1,200

(商 工会調べ 単位千円 )
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又,収入の構成をみてみると下グラフVE上bあ垂らかモようVC町補助はその構成割合が

年々減少しているのVC反し,駄補助は年 増々加 してV,るo支出の構成割合は昭和 55年

匿を除き,経営改善喪約 45%.一般焚約 55%.管理発約 20多の均衡を保-,てV,る｡

55年
収 入 の 構 成 割 合
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5).久世商工業の間温点と商=会

a.商店の零細性

久世町は卿 ヒの うちでか759近代化された地域であるが,まだまだ全体からみると後

進的地域であるo商店においても例外で75く,県南と比較 してかなD立ち遅れていると

言 -Jても過言ではあるiv,｡そ してその後進性の特宜として零細牡が浮びあがってくる

のである｡その零細性を克服するためVEは共同化を促進するとい うことが大切である○

現在久世町vCは阿山県大iT.仕入額美臨同軸合久鮭支部とい う曲板があ-Jて商品流通の

合理イヒを図っているが,この脇同軸倉の取 力扱 う劃品の教は少72いのである○その為地

域の要求する劫品が安 く人ら存V,場合があるoさらVC舶送面におけるノ､ンデが参るo又

この仕入れ協同蝕 合結県全般的72粗放である為,とこへ行 -Jても同一鍵品は全く同一の

価格で販売されておD地域の商15忙特別vC有利となるような条件を満たしてはV172いの

である○そこでこのような協同組合からさらに進んだ地域独自の共同地粒をつ くD仕入

面,金融面の合理化を図9安価万金粛72商品を官節にjlEへるように努め72ければたら7f

v,｡そ うすることが零細化克服の為忙蚊も有効72適ではあるせいかo

そのよう77r共同拙敵の形成は個々の英名の窓鞄のもDあがDのうえに成立つ ものでは

あるが,そa)ための先進的なグループをつ くDそのグルーブを足場として本格的72共同

曲板を形成していくのも有効たjj一位である○そのようTr商店CL)合理化,近代化を目指す

グループ作Dを促進させるという軒vC於いて商工金紋茄大々役を巣さ72ければならをV,

のであるoつまD商工会性共同粗放のための先導的をitを団をつ くDあげ合理化への迫を

切D閑か72ければなら7tV,のである○それが形成された7iらその典団の運営は集印vcTi

かせただ指導助言の立場vE立てばよいa)であるo以上の如 く商=会は商TEの零細陸克服

のための中枢機関 とそって働 くことが必要である○

又商店街の格差という面も取i)上げTrければ72るまい○例えば町の中心部に位置する

商防衛は妹南にも負IdをV,('らvlの立派を商店街であるが,反面その他の商TE衝は昔72
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がらの立ち遅れた形態をとどめてt̂るOこのtEうTr各商官衝の格差を是正していくとい

うことが共同化への前鍵とならTrけILばTLらない｡そのためVEも商=会吐物か72ければ

75らないであろうo

b.地切直英の零細性

県北の地鶴産業の多くがそ うであるエうvC久脚T忙於V,ても地場産集 (林業が主であ

る)はその零細性を特徴としているo現在久牡の地軸壷井界は現金面の取乱 労働力の

不足,さらVC労働力C)老年化.競争の敢化等忙エb経営に困窮 してVlる状態である｡そ

の上過去VEかいては地元で供給できた原木も昨今では不足がちで,一郎では海外よD原

木を輸入している状態である｡このエうな状態が引き続き経営を困難vc階し入れている

のであるoこの上うな零細性の原凶とをってV,るのは地場英名の風防72後進的な考えの

ためであるOこの地殻産其の等珊性を克服 し近代化を苦向することが地場膏薬を発展言

せるためVE必要であろうoそのためには,tす地物a)英名がその後進的72考えを脱却し

共同組織化を促進してtrtかねばなら72Lnであろ うoこの共同化によ-Jて近代的な合健的

72億宮体制を作bあげてい くのであるOその上うな共同柏鰍を通 して第 1VC'@敵対嵐

労務対井等の経営面の牧舎を考えていかわは72ら72いので参るO第2VC共同化vEエD今

までは不十分であ-Jた市場開発をも促進させることができるのである○即ち産弟の零細

性の為に,焚金雑の為忙製材の多くを.敵幣をしてくれるというためたけで多額の版弄

手数料をとられる木材市場VC販売する鴫etが多かったのである那,このようたことも共

同化によればさらVこ有利を市物を求めることも可能とTJ-Jてくるのである｡第 5VC共同

化にエ -Jで個々では不十分であった技術面の開拓をも図ることができ,労働力の不足化

老齢化 という傾向奇もいくぷんでも防ぐととができるのであるO

以上の如 く地物産英を発展させるためには各養老が手を握D合い共同鹿撒化を図D経

営敬啓.市秘開拓,裸術開拓を促進させなければ72ら721い O換言すれば地場産弟を発展

させていくため忙は経膚,市場開拓,技術a)総合摘導体乱の確立が不可欠72のである｡

このようTT零細性を寛服し近代化を志向する隠合指頚体制の確立を企画し葵行tA=移して

V,く過程vcおいて商=会比雷電72役割bを巣さ7iくて結72ら72いのである｡つまDこの

集団化を促進させるための原動力,福神の中枢としで簡=会は位濫するのである｡又そ

うで72くては72らなL̂のである0

4).久地商工会の陶魅点

a.予 算

前車で述べたよう忙地域の先噂的舌炎団作Dを促進する中枢 として商工会は位促し72

ければ72らたいのであるが,それを音tたけでいる威々の要鮎があるo ます第 1VC予算

が少をいということである○昭和 42年匠の予好は約 5,400万円であるが,これだけで

は商工会としても十分な活動は閑俳で奉るoそれ忙どC)エうVC対処してい くれ その解

決策はということについて比金史の増空孔 町史の増額,共獅 t腹 利用の活発化による手

数料の増帆 県補助の咽確というような点が考えられる○ しかし金軽の増額とV-う点は
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昭和 42年鑑L':増額 したばかDで当面では各養老商店の反対が予想され凶雛である○町

費のi'EJ紙 という点vCつV,ても環覇Tr町予算の甲からそれほど多 くの増額を期待するのは

無理である｡叉共析制匿の利用VEもとす く手数料の増収とLJlう点につV,ても余D多くの

朗待をかけることはできないQ県補助の相鉄を期待するのが も-Jとも有効な近道であろ

う｡ しかし南煙北簿の県政策の現況ではそれとてもあせり朋待できをいよう72状態であ

る｡このように予算面の抜本的72解決弟をみV,出すことは困鮭である｡

b.広報括恥の不徹底

第 2に広報括鋤の不徹底ということがあげられる○現在商=会の行事は各部落の世話

^ (1∧ ),各商店を過 して転達されているが,それでは全家庭vEまで在かなか畏透 し

72いとLJlう現象をか もし出し,その結果,商=会の行事が地域から浮き上 って空転する

といタととがおきるのであるo簡=会の行串は地域と智接 した関係vEおいて実施される

ことによD始めて実を結ぶ ものである｡従 ってこのよう72不徹底を広報活動の仕方では

不十分であDエD有効な方法が望まれている｡近い内vC新設される青年部に広報活動を

してもらうというのも有効72-万匠である｡

C.地域商店街との一体化

第 5は地域商店街 との-体化の不徹底 とV,うことがあげられる｡現在久世商=会と地

域の有力商店衝の間vcはあまD意志の疎通が図られていをいようである｡つまD商店街

側vEは ｢久世町は商店街同志の相互療争vCよって発展 してきたものであD商=会は金融

面の取D故V,程匿の活動 しかやってきておらず商工会が格別久世町の益vEな ったという

ようそことは72い○商工会はモきVE同 じである｣というよう72考えがあるのである｡そー

れは大正以来の商店街の独立独歩の気風によるものであろう○さらVE｢商=会の幹部は

今迄格別何 もまとま-Jた仕事をしておらず,役名を名誉職的72ものとしてL,1る｣ という

ような考えもちらほ らみられたのであるo このよう72状態では商工会活動は全 く無意味

であるo一部でもこのような声が開かれるとvlうことは商=金によって決 して閑却にで
きることではたいo従-Jで一刻 も早くこのようを地域商店街の不信感をぬぐい去D地域

商店街 との結果を固めていか72ければそら7tV,○商店街,商工会相方の心の一致がモさ

れた72らば も-JともIJと商工会吐発展するであろう○そのためVC商=会は地雷を活動%･

行い商=会を会員個 々の助詞とするようVC努め72ければ72らたい○このことが商=会活

動の根本であb最 も重要を点でもある0

5).結 び

今や甲良縦断道路は着工されんとしている○このよう72時点で久世町はvlかVE発展して

いったらいいのであろらかo久世町は県北の静か72町であったo しかし今ではそ うで72L(0

時代の流れに乗IJて勤かん としているoそこで供垂に計画は遵ばれなければなら72V,｡隣

接町村,及び1級官庁等 と懲接を阻係を保ち72がら快重かつ大胆vc計画を実行 してV'かね

ば72ら夜Vlo商=会はこのようを時代の波にもせれる久世町の商工業界を強い,近代的モ

商工業界に育ててい く甲枢機関 と72-Jて久世町の発展に寄与 していかねばそら71-い｡

参 考 文 献

○久世町.T.t内
o久世商工会通常総代記録 (昭和42年旺 )
o煉北部地域広域南井診断報告番 (昭和 41年 占月発行 )

調 査 協 力 者

石 川 禽 夫 (久Ltt商工会 )
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第 10葦 社 会 構 造

1 家 族

(-) 黒尾の家族

イ 家族構成

調査地は久世町鼎尾上 ,黒尾中 ,無届下の部落であるが .そのうち塊家だけを抽出して .

第 1表の如 く,黒尾上世帯数 12,65人 .鼎局中世帯数 15.56人 ,黒尾下世帯数15,

69人 ,総世帯数 40,188人を調査対象としたものである｡黒尾上 ,鼎島中 .黒尾下

第 1表 世帯及び家族構成員 の各々の部落の間には取bたてて

黒尾上 熱局中 黒尾下.熟尾上中下

世 帯 数 12 15 15 40

世帯負 数 63 58 69 188

家族負 数非家族員数他出家族数 880l 5 87 77 210

0 0 0

これという相通は認められないた

め ,鼎尾上 .黒尾中 .鼎馬下を合

わせたものを中心にして検討を進

めていきたい｡なお世婿とは住居

生計をともVCしてV>る世帯負の典

Dをいう.また家族負数 とは .他出家族員 (未婚で戸籍が独立L九･,夜いもo)を含めたもので

非家族員数とは同居人 ,使用人をさすo

まず .一世帯平均世帯負数及び家族負数を示めしたものが第 2表であるO-世帯当Dの平

第2表 一世帯平均世帯負数及び家族負数

黒尾_上 燕尾中 泉尾下 黒鳥上中下 及里

世 帯 数 5.25 4.51 4.60 4.70 5.44

家 族 員 5.50 5.15 5.15 5.25

他出家族 0.25 0.85 0.55 a55

多く夜っているoこれは黒尾は兼業典家が 97

車とそのほとんどを占め .その上零細産常であ

るためVC機械力エDも人力に頼る姓桝が主と怒

るからであD,また町vc近接しているので崇か

ら町の職場VCかようという塾をとるためと考え

られる｡

次に他出家族については ,第 2乗VC衰らわれで

いるようにか75:b比率が高かくをっている｡こ

1581-

均世帯負数は4.70人と75:9.

曲集を主とした山村長里 (地

域研究 6輯 )の5,44人と比

戟するとかをb少をく怠って

いるが .しかし第 5表の昭和

40年の郡部 4.48人よDは

第 5表
全国市郡部別一世帯当b人員数

全 国 市 部 郡 部

昭和 10 5,05 4.74 5.18
〝 15 5.00 4,62 5.25
〝 22 4.85 4.25 5.20
〝 25 4.97 4.45 5.54
〝 50 4.90 4.84 5.29

(資料 昭和 25150･55･40年国勢調■
査報告)



れは等細経営であるために長男は別として2･5男は他の職について家を出る傾向にあるこ

とも-咽 である｡けれども進学率の全国的上昇にもれず ,他出家族のi以上は大学進学者

とをっているo以上のような点をより明確VCするために,世帯負数別分布がどのようにな

っているか第4表で検討 L/ひ く.昭和 40年の全国 .市部 ,郡部はともに 4人を頂点托し

て2人～ 6人の間に同程度の度数で拡散しているが .これに対 して黒尾は5人をピークに

4人～ 8人の闇夜集中しているo｢また是里においても8人をピークに4人～ 7人の間に集

中している. このように,V.･尾と長里においてはその分布鹿は比軟的似ていることから,こ

第 4表 世 帯負数別分布

県尾上f黒尾中 黒尾下 黒尾上中下 長 里 全 国 市 郡 郡 部

1人家族 a.0% 15,4% 0% 7.5% 5.5% 7.9 9.2帝 5.5%

2人 〝 0 7.7 8.7 5.0 5.8 16.5 15.5 ll.2

5̂ U 0 7.7 15.5 7.5 9.5 17,7 19.5 15.2

4人 〝 18.7 020.0 12.5 liS 21,8 25,1 20.5

5人 〝 &5 55.8 55.5 52.5 1占.5 15.7 15.2 18.2

8人 〝 5&4 7.7 24.7 50.0 1?.7 10.4 ?.2 14.1

7人 〝 8.5 7.7 0 5.0 16.5 5.9 4.9 &8

8人 〝 0 0 0 0 9.5 2.4 1.9 5.8

9人 〝 0 0 0 0 5.5 1.0 0.9 1.8

10人以上 0 0 0 0 0 0.7 0.8 1.1

(賀科 昭和 40年国勢調査報告)

の間の差はわずかを時間的なずれと思われるo即ち.黒尾においても.世帯主の弟や妹が

結婚あるいは就職するまでは-LzVC蕃 しているという塾がみ受けられるが .現調査の段

階ではすべて出てしまっていることにもよる｡また全国に比して4人～ 6人の世帯に集中

していることから.一世帯平均が全国より多くなるのは当然のことである｡では ,この世

帯を構成している世帯の続柄酪係はどのようになっているか ,第5表に示めされている通

第 5表 世帯主 100人に対する続柄別世帯負数

世 帯 主 同配偶者 直系卑属 同配偶者 直系尊属 その他の家 族 負 同 居 人使 用 人

恩 尾 上 100.0 85.5 241.占 55,5 58.5 0 0
県 尾 中 lou.0 76.9 146.2 15.4 84.a 7.7 0
鼎 尾 下 100.0 100.0 167.8 15.5 75.5 0 0
黒尾上中下 100.0 87.5 (227.5)182.5 20,0 72.5 7.7 0
是 里 180.0 84.0 247.0 50.0 5&0 17.0 7.0

(蜂科 森岡結実編 ｢家族社会学｣ )
備考 ()進学者を含む 世帯主の出嫁き者 1名を含む
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り .直系卑属数は全国に比較してやや少くなっているOもっとも進学者を含めた数は全国

エb多くなることから.これがただちに子供の少いことを意味するのではない｡同配偶者

においては全国の 12に対し20とかをb多くなっているOこれらの点は直系卑属の多い

ことを除いて是塁と大差はない.だが直系尊属は全国よbはるかに多くなってかD ,長里

に対してもその差は大なるものがあるO

これらを世帯桝成という点から分析すると.第 6表のようVC全国･郡部とも2世代家族が最

第 6表 世代構成一世代総数を1,000として

世帯 総 数 -世代家族 二世代家族 三世代家族 四世代家革_五世代家族

黒 尾 上 1010.0 85.5 1dd7 666.7 0 ロ

黒 尾 中 1000.0 155.8 15i8 558,5 76r9 0
黒 尾 下 1000.0 0 4di7 555.5 0 0
黒尾上中下 1006.0 75.0 525.0 575.0 25.0 0

是 里 1000.0 60.0 4ODTO 470.0 70.0 0

全 国 1000.0 189.8 5dAd 225.7 /ヽ I19.9

(資料 昭和 40年国葬調査報告 )

も多くをっているが .黒尾においては5世代家族が高い比率を示めしているOこれは第 5

表において直系尊属が非常を高率を示めしていたことから,父母一世帯主夫婦-子供とい

う形態が多いことを意味するOこれは後述するが ,朝との同居問題ともからまってくるO

これをもっと詳細VC見てみよう｡第7表推続柄Fja係の箱師によって家族形感を類別したも

第7表 形態類別世帯分布

黒尾上 鼎局 中 燕尾下 黒尾 上中 下 長 里 全 国

l単 身 世 帯 8,5多 15.4再 0% 7.5% 5.5% 8.1%

皿夫 婦 世 帯 0 a D 0I 59.5 9.9

Ⅳ有配偶子女を含む世帯 55.5 7.7 一五5 17.5 ーl 570 1.0Ⅴ直系尊属を含む世帯 0 0 0 0 I
Ⅶ直系等卑属を含む世帯 41.7 4&1 46.7 45.0 )I 127,5Ⅶ傍不親族を含む世帯 0 7.7 0 2.5

(繁科 昭和 40年国勢調査報告 )

のであるO壕も多いのがWの父母 ,世帯主夫蛤 ,子供で営む世帯で全体の 45多と半分近
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くを占めている｡これは上述のことを泣付けるものであるo次で皿の夫婦と子供の世帯が

27.5歩と怒っているが .これは是里のIl+丑の形態 5915車,全国の政54･5啓上bは

るかに少をい. これも典薬経営において家族労働が主体と在っていることを物語る｡

またl廿の形態が,少をいということは .盈薬従事の跡継ぎ1人を残してそれ以外はすべて他

の職について自立 していくからであD,また耕地の細分を避けて分家という型態を取らな

いためでもある.もっとも弟や妹が就職あるいは結婚する以前には,ほとんどがこの形態

をとっている｡以上のことを第8表をもとに総合してみると｢層明確になるであろう.

第8表 家族形態別世帯分布

黒 尾 上 黒 尾 中 黒 尾 下 鼎属上中下 是 里 全 国

A 一 人 家 族 8,5% 15.4% 0% 7.556 15帝 469.0
B 夫 婦 家 族 16.7 15.4 40.0 25.0 59.5

A+B 核 家 族 25.0 50.8 40.0 52.5 45.0

C 直 系 家 族 75.0 61.5 60.0 65.0 58.0 25.2

I) 傍 系 家 族 0 7.7 0 2.5 1.0 5.8

a+I)拡大家族 75,0 69.2 60.0 67.5 57.0 51.0

L 100.a 100.0‖ OO.0 100.0 100.0I 100.0

(資料 森岡清美繊 ｢家族社会学｣)

まず核家族 (I,a ,班の形態)は52.5飾 .ところが拡大家族(〟,V,Ⅵ,Ⅶの形態)紘

67.5好と2倍以上となっている｡長里においてもこれはほとんど同様であるD このこと

から一家に 2組の夫婦又は 1組の夫婦と父母 1さらに孫という直系家族さらにそれを中心

とした拡大家族が盛山村に多くみられることを示すものである.

ロ 家族の機能

I 家長権の移動

家族の役割柵造を分析するにあたっては ,まず家長権の移動に重点をかいて考察して

いきたい｡現在では家長に代わるものとして .戸主-世帯主があげられると思うので ,

世帯主の移動を中心にして検討していくことにするO

｢あをたが世帯主にをったのは何才位でどんを理由によるものですか7｣の質問に対し

て得られた結果が第 1表である｡世帯主と在った年代は20才代が50帝ともっとも多

く .ついで50才代が28好を示 して .この20才代と50才代で約 8056を占めるこ

とに夜9 ,だいたV,50才代になると世帯主になるわけであるoLかし,40才代以上

Kをら夜いと世帯主としての地位を碍られない人が少ないとはいえ 11序あることはや

はD問題がある｡そしてこれは世帯主に75:った理由と関連した閉居である.75:お ,これ

に関連してくるのであるが,20才未溝で世帯主となった理由を調べるとすべてが父の死
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VCよるものであることがわかる.

ついで全体的に世帯主となった理由をみると.前世帯主の死亡と前世帯主の老令 ･隠居

によるものがほ 同ゞ じぐらいの比率を示しておD,しかも両者でほとんど70帝を占め

圧倒的に多いOこれに前世帯主の病気によるものを加えるとおよそ80帝にものぼる高
率を占めて .この数字だけからも世帯主になるにはほとんど前世帯主の年令的身体的条

件に左右子れていることが明らかになる｡ このことは結婚に上るものがきわめて少ない

ことからもうをづけると思う.結婚と同様に分家によるのもきわめて,少ないが .これは

盛業経営の規模の零細さによることは明らかであD.それも上と中の部落に比べると平

均経営桝地面税の広い下の部落に本家があD,そこから中･下へと分家していっている

のであるOなお ｢その他｣というのはひっこしによるもので ,ひっこしの時に啓類を斡

き換えたというのであるが .その時の世帯主の年令は50代であって ,ひっこしは単な

るきっかけにすぎないと思われる｡

次に .前世帯主と現在の世帯主との鹿柄をみてみると長男 55飾,次男 21車の個に

なるが ,次男が世帯主となった理由について調べてみると特別の事情がない限b長男が

死亡したからであD .性とんどの家で長子相続が行なわれているといえるo これからみ

ると黒尾はか左b保守的であるといえるかもし九をレヽ しかし蟹春子をむかえた場合は

ほとんど結婚と同時に世帯主にしている蒙も敷戸あったが .これは前世帯主が母であっ

た場合とか ,父であっても病弱であった場合が多 く .純粋に結婚だけの理由によるもの

はきわめて少ない｡

したがって .世帯主となる場合 ,酌世帯主として父の年令的身体的条件によらなけれ

ばならないことは今後の大間鰐であるといえる｡

以上は総合的な意味での家長碑の移動すなわち世帯主の移動をみたのであるが .これを

家計 .典薬経営権 ,外に対する家の代衷樺の5つの面から具体的に検附 してみたい.

o 家 計

｢財布をせかされたのは何才頃からで .それはどういう事情によるものですか?また当

時の家族負性だれだれでしたか?｣という質問に対する結果が第 2表の通bであるO

財布 (家計)をまかされる年令は20才代 61帝.50才代 2占帝の順である. 20才

代+50才代が87車と全体の大部分を占めている｡これを世帯主となった年令と比較

してみると.20才代が 50解から61辞-と増加している｡これを世帯主となっても

家計をまかされないという意味に解する上Dもむしろ父の死亡のために20才未満で名
目的な世帯主となったものが成年に遷 してはじめて家計の面でもまかされて名実ともに

世帯主となったことを意味するという風に解釈した方がよいであろうaTiた ･世帯主と

なっていても家計の担当は ｢まだ｣とVlうのが 1戸あったが .これは例外的であ9.と

の家では42年現在世帯主となったばかDで .依然として家計 ･投薬経営権 ,代表権と
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第2表 家長権の移動 一家計-

●▲ 20歳未満 2 0歳 代 5 0歳 代 4 0歳 代以 上 ま だ ＼＼ ＼ ＼

黒尾 上 9車 1 55承 d 275 5 ?% 1 I -多 0二黒尾中 8 1 42 5 54 4 8 1 8 1

鼎馬 下 - 0 80 12 20 5 - D 一一 D

鼎 尾 5 2 61 25 26 10 5 2 5 1

是 里 7.5 50 52 7.5 5 ＼ ､～ヽ

＼＼畢由 前世帯主の 前世帯主の 前世帯主の 分 家 結婚 (響拳 そ の 他

｢?% 1

ー7 2

7 1

10.5 4

農 尾 上 27頭 5 189 2 一声 0 一声 0

黒 尾 中 17 2 55 4 17 2 8 1

黒尾 下 - 0 20 5 20 5 20 5

是 里

ミ至高を 父囲 + 父靭+夫 夫婦+ 夫婦+父
晦卜弟妹

黒尾 上 ?% 1 9帝 1 ?% 1 27帝 5 一系 .0 一系 0 27% 5

黒尾 中 9 1 25 5 - 0 25 5 8 1 8 1 - 0

黒尾 下 20 5 15 2 15 2 - 0 7 1 7 1 20 5

そ の 他

19年 2

25 5

(荏 ) 父紬 というのは ,父母両方の場合とどちらか片方の場合との二つ

の場合を含むものとするQ弟妹につV}ても同 じO

も父の手にゆだねられてV,る｡普通の場合は家計麺当者となってから世帯主の地位を得て

VlるQ とのことは前世帝王の死亡によって世帯主とをったものが 52頭あるの陀比べて同

じ理由によって家計趨当者になったものが 15啓と在っていることからも推農できるO こ

のことは後述する点薬経営の面でも家の代表権の面でも同じく推察できる｡さて .家計を

せかされた理由について検討してみると.｢その他｣の萌が 29帝ともっとも多くついで
前世帯主の老合 ･隠居 24帝,前世帯主の死亡 15多.前世帯主の病気 15多という具合

にかなD乱立状態であるo｢その他｣の項には.世帯主が勤めに出てその給料が生活費の

中で占める比蜜が大になったからというのが数戸あD .次に終戦復員によるものとか .特

に下の部落でのことであるが .鞄曲を始めたのを契椴として若い夫婦に家計をまかせたと
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いうような理由があげられている｡全体に対して復員の占める割合は8啓であるからして .

｢その他｣の項の中で本人の経済的能力に上る理由が約 20多忙をb.前世帯主の老令･

隠居についで第二位となるOこれととも忙葡世帯主つまb父の年令的身体的理由は50帝

で,世帯主となった理由においての年令的･身体的理由77啓と比軟してみると27車も

減少しておることを考えてみると,家計の面では割合に本人の経済能力の如何によっては

早く捜当できる可能性があるように思われる｡とれからして(これはあくまで予測である

が)現在の兼薬状態からみると,次第VC外qc勤めに出るものが家計を祖当するようになっ

てVlくのではなかろうか｡しかし結婚にエゥて家計をせかされることはきわめて少なく.

特に両親共に健全である場合はをかさらである｡これで .年令的には20才代が半数以上

を占めていても決して結婚を前提としてVlるのではをいことがわかる.したがって .これ

から次第に民主的になっていくであろうとはいっても前世帯主の死亡か老令･隠居 ,病気

によって家計を趨当するというのが大半である現在の実情からしては改尊されるべき大問

題が残っているといえるo参考までVC家計をせかされた当時の家族員について調査した結

果をみると.夫婦 ,夫婦+子供の家族構成がわずかしかをいととは.分家がほとんどなさ

れていないことを塞づけ.父(母 )+夫婦.父(母 )+夫婦+子供 .夫婦+父 (母 )+弟

妹 .夫婦+父 (母)+弟妹+子供 ,父 (母 )+世帯主+兄弟姉妹が乱立していることから

もわかるように,すべて直系家族で前世帯主の死亡 ･老令･隠居･病気によb大半が家計

をせかされるということを表わしているともhR,ようo｢また .｢その他｣が21啓も占め

ているが ,これはほとんど.以上あげたものに祖父(母)が加わったものである｡

o 盛 典 経 営

次に,｢あなたが先代から典薬経営をまかされたのは何歳頃からですか7それはどういう
鮒 によるものですか7｢また一当時の家族員はだれだれでしたか?｣ という質問から得ら

れた結果が第5表に示す通Dである0年合的忙みると2D代 ,50代が大半を占め本人の

結婚や分家による曲薬経営の移駄はきわめて少なく.前世帯主の死亡･老令･隠居 ･病気

による理由が移鞄のより重要な契梯となっている｡これは今までみてきた世帯主になった

ときの理由と家計をせかされたときの理由と全く一致しているoまた,16帝を占めてい

る ｢その他｣には,若夫婦が酪曲を始めた ことが突破となったものとか .終戦復員による

理由があるQなか,｢まだ｣というのがあるが ,これは家計のときに述べたものと.世帯

主の身体的欠陥によって曲集経営ができないものとである｡ついで,L当時の家族員をみて

も前述した家計の面で考察したのと同じく,典薬経営の面でも前世帯主の年令的･身体的

な理由によって移動が行なわれることを裏付けている｡ただ ,奇妙をことに家計の場合と

比べて .肉体労働を必要とする典薬経営においては父の死l=よbも老令 ･隠居による理由

が多くをるはずであるが ,黒尾の場合これが逆になっている｡くわしくみると,父の老令

･隠居の占める比婆は家計の場合も姓鵜経営の場合もあまb変ら覆いが,死亡の占める比
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第5表 家 長 権 の 移 動 一息巣経営-

＼＼-で 20歳未満 2 0歳 代 5 0歳 代 4 0歳 代以 上 ま だ ＼

黒尾上 18東 2 56.5啓 4 56.5% 4 9啓 1 一一一甥 D◆＼＼
焦局 中 9 1 50 6 25 5 8 1 8 1 ＼＼

泉尾下 - 080 12 15 2 07 1 ＼＼､＼黒 尾 8 5 58 22 24 9 5 2 5 2

長 里 8 50 52 8 2 ＼ ､＼

＼＼＼＼畢由 前世帯主の 前世帯主の 前世帯主の 分 家 結婚 (繁華 そ の 他＼＼死 亡 老令 .隠居 病 気 子も含む)

魚尾_上 45東 5 285 5 9妬 1 一声 0 9東 1 9虜 1

熱尾 中 17 2 25 5 17 2 8 1 25 5 8 1

熟馬下 7 1 26.5 4 20 5 20 5 - 0 28.5 4

黒 尾 21 8 28 10 18 6 10.5 4 10.5 4 18 4

長 里 24 ＼28 . ＼ ! 9 . 4 53

潤 父織+夫 婦 父靭 +夫棉+子供 夫婦+子 供 夫婦+父細+弟妹 夫婦+父糊+弟妹+子 供 夫 婦 父軸+世帯主+冗弟 姉 妹 .そ の 他
黒尾_上 9東 1 94 1 -4 0 57% 4 9東 1 一薙 o 18東 2 18東 2

黒尾 中 9 1 25 5 - 025 5 8 1 8 1 - 8 25 5
黒尾 下 14 2 15 2 15 2 - 015 2 7 1 15 2 27 4

県 尾 11 4 14 4 5 2 18 7 11 4 5 2 10 4 24 7

率が 8再点某経営の方が多くなっている.これは ,世帯主が勧めに出ていることと.(世

帯主が)輩滞以前に父を失って世帯主となった場合に鼻炎経営はせかされても財布は母の

手VCゆだねられているということなどが開迎して .こういう結果がでてきたのでは夜かろ

うかOしかしながら家計の移動を示す第 2表と点薬経営の移勤を示す第 5表の結果は大体

において似て.Vlるotた .人 が々 ｢銘菓をTiかしてもらうからvcは当然財布をまかせても

らわなvlとやれなV,0｣と言っている声からも家計の家長樺の移動曲集経営のそれとは明

らかを相関関係をもっている｡

o代表権 の移動

つVlで ,｢正式に家の代表として部落の会合などVC出席するようになったのは何歳頃から

ですか7それはどういう沓情によるものですか?また ,当時の家族員はだれだれでしたか』
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第 4表 家長確 の移動 一家の代表権-

＼二塁 20歳未満 2 0歳 代 5 0成 代 4 0歳 代以 上 ま だ ､ヽー

黒尾上 184 2 56.5多 4 56,5啓 4 9蕗 1 --一食 0ト＼L＼黒尾 中 8 1 42 5 54 4 8 1 8 1

黒尾下 - 0 80 12 15 2 - 0 7 1 ＼､､.＼＼＼黒 尾 8 5 55 21 27 10 5 2 5 2

定 量 占 51 55 5 5 ＼､＼

>聖前世帯主の死 亡t霊宝苧志窟 前世帯主の病 気 分 家 撃管主欝 そ の 他

黒尾_上 55帝 6 9帝 1 9留 1 -一項 0 9% 1 18% 2

魚屋 中 17 2 55 4 17 2 8 1 17 2 8 1

黒尾下 0 55 5 27 4 20 5 - 0 20 5

黒 尾 21 8 28 10 18 7 11 4 I8 5J 16 6f

是 里 17 i 52 14 5 54

＼＼.当時の＼肇.父陶+夫 婦 父靭+夫棉+子供 夫婦+子 供 夫婦◆父囲 +弟妹 夫婦+父伸+弟妹+子 供 夫 婦 父靭 +世帯主+兄弟 姉 妹 そ の 他

黒尾_上 9勾 1 18% 2 一罪 d 285 5 94 1 -% 0 18% 2 18%

黒尾 中 9 1 25 5 - 0 25 5 8 1 8 1 - 0 25

親 鳥下 7 1 15 2 15 2 - 0 7 1 7 1 26,5 4 26.5

黒 尾 8 5 18 7 5 2 16 6 8 5 5 2 16 6 24

という質問から得られた結果が第4表に示す通bであるO年令的vcみると20代 55%.

50代27%で .世帯主になった時 .家計 .農業経営をまかされた時の場合とほとんど同

じであD,特に曲集経営をせかされた場合と酷似しているO理由の面からみてもこれまた

同様のことがいえる｡前世帯主の死亡 ･老令 ･隠居 ･病気による移動が大半を占めておD ,

代表における家長柿の移劫の重要な央機となっているoそれは当時の家族員の黄からも推

察できるOまた,｢その他｣の項の中に次に世帯主となるものとして成年に遵するとすぐ

家の代表 として出している家もみられる反面 .世借主となった現在でもまだ家の代表とし

ては父が参加している家もみられおもしろい対席をなしているoヽ

以上検討してきた結果 .家計･鹿菓経営 ･家の代表権の三部門の移動状態はかなb酷似

してかb,この三部門が世帯主に移動する敏合にほとんど同時に移動 していることが明ら

かになった｡また ,家計 ･虚業経営･家の代表権の墳合に比べて ,世帯主となった場合の
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方がその理由において前世帯主の死l=･老令 ･隠居 .病気の占める比率が高い.このこと

からも世帯主は家族の生活を支える家計の管理 .虚業経営 ,家を代表するという役割を果

すものであることがわかったDこの家長柏の移動は本人が結婚して両親から独立していか

ない限り本人の年令的 ･身体的条件よDもむしろ父の年令的 ･身体的条件に左右されてい

る｡

捜山村である是里と黒尾とをくらべてみると.三部門においてあせりにもよく似ているo

しかし,家計 ･曲集経営 ･家の代表権がせかされた年令が黒尾に比べると長里の方が 50

代が多い｡果尾は久世町に近く第 2種非業丑家の方が第 1種雑業農家を上廻っているのVC

対して ,是里は第 1種兼業で機械力による耕作その他が不可舌巨夜土地であることを考えれ

ば,鼎尾VCはまだまだ考えなければならない間鹿がたくさんあるよう(h=思われる｡なお,家長権の移

肋とはいうが ,代表権は世帯主へ .家計 ･姓集経営法世帯主夫婦-移動するのであるo特

に家計においては後述するが世帯主-移動するというよb世帯主の妻vc移動するのである｡

Ⅱ 家族内の役割分担

(1)典薬労働の分担

家族内の役割分担を考察するにあたって咳家族 (実質的VCは夫婦家族 )と拡大家族

(実史的に紘直系家族 )においては .当然差異が生ずると予想されるため必安に応 じて

分けて考える｡

O核家族における飽葵労働の分担

第5表 核家族における良薬労働の分遵

､＼一仕事の割b振 り黒 尾 世 帯 主 秦 世帯主+蛮 そ の 他50% 40帝 10% I %
長 里 58 19 15 10

＼盛墓労働を主とする人 世 帯 主 妻 世帯主+妾 'そ の 他

県 尾 20% 50% 50% -%
是 旦 28 17 45 10

t 具 の管理 世 帯 主 * 世帯主+餐 そ の 他

魚 尾 dO車 204 -# 20勿

＼ ＼ て ここ ここ 二一 ＼
＼ 家 畜 の 世 話 世 帯 主 秦 世帯主+姿 そ の 他

黒 尾-一~~.JEZ==二二二~~一 一･.･. 55.5帝 5i5帝 5ま5車 -i､＼ て こ二二二 二 二
山 仕 番 世 帯 主 妻 世帯主+妥 そ の 他

黒 尾 40% 20% 10_i二 二 二ゝ 50頑二二ゝr＼
p の共同の仕事VCでる人 世 帯 主 ; JE 世帯主 +妻r- -そ の 他
黒 尾 70% 20% 10% -%
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一人世帯が含まれていることを含みをがら検討していく.鹿真上の管理的役割である仕

事の割b振如ま世帯主 .垂の贋VEなっているが .その差はあまbない｡要と世帯主はほ

同ゞ じ割合を示していると考えられる｡をか.点機具の管理はほとんど世帯主であるが .

これはやむを得ないと思われる｡

そして ,点薬労働を主として行なっているのは凄 .世帯主+妻の版である｡しかし世

帯主十重が50虜というのにはかを少の経営耕地面硯をもち,しかもかなD高年令の夫

婦T,息子や娘が勤めに出ているという共三乱点がある｡ したがって ,大体において妻が凸

革労勘に従事し.日曜 ･祭日とか虚栄期VCは世帯主もこれに当るという形が多h oなお .

10戸中 6戸が家畜(和牛 ･乳牛)を鋭っておD ,その世話をするのは世帯主 .普 ,世

帯主+妻が同じ比率を示 している｡この 占戸というのは .世帯主と凄とが共に投薬労働

に従事してV,る家5戸と,世帯主のみが盛業労働に従事している1戸とが含まれている

のは当然とV,えよう｡山仕事については上記の数字があげられるが .あまりこれに力を

注いでいる段家はいないというのが爽冊である.要するに黒尾の場合 .怨薬経営上の管

理的役割を蛮以上に世帯主が果してその職 を保ち.実陵の農兵労働は妾にほとんど負

担させているといえようOこれに対 して .兼業農家がわずか 16.1多と少なく.しかも

第一種朱美が主である是里では仕T;jIの割9番bは世帯主が圧倒的VC多く.姓業労働をす

るのは世帯主 +垂かあるいは世帯主のみという場合が多いQこの相違は兼業化の差異か

ら生ずることは明らかであるo次に .道普請とか川掃除 .共同林 .下刈D等の部落の共

同の仕部に出る場合をみると,世帯主が圧倒的VC多く.ほ 是ゞ里と同率ぐらいである｡

凄 20多の中には .世帯主が出稼ぎVeVtって留守在家も含まれているOもちろん共同の

仕事は日曜 ･祭日に行なわれることが多い事実を考慮に入れても兼桑で忙しい世帯主が

ほとんど出席して家の代表たる確戚を保とうとしていることが明らかであるQ

o拡大家族における曲集労働の分担

次に,拡大家族の場合は ,調査対象28戸のうち1戸のみが客車鹿家であEI.残Dの

兼業点家のうち59.5車が第二種溌果良家で ,40r7車が第一校兼業農家であるO これ

を部落別に分けてみると.窮二様ヨ鰻 盛家が上で比 77･8解を占めてEE倒的に多く,中

では44,4多,下では50多を占めている｡上の部落に窮二価兼業が多いのは平均経営

耕地面前が少なV'ことにも関連しているのであろうが .同じく経営規模の狭い中の部落

vcかV'ては第-種兼業塊家が5占･d宙とvlDのはなぜであろうかO これは ,上の部落で

は .ほとんど世帯主が勤めに出ておD.その反対に中では世帯主は大体出菜労働に従事

しているとVlうことが言えるからではなかろうかO

これらの点を考慮VC入れながら窮 占黄をもとに検討 してみたい｡まず ,仕弟の割b振

Dの項をみると.世帯主 .諺 .世帯主+糞 .父 (母 )の原になる｡第二種兼業の多い上

では垂と世帯主が同比率を占め.中･下では世帯主の占める割合が妾よDも大である｡
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第占表 拡大家族にかける盛典労働の分担

t､＼＼ 塵 邸 の 削 D振 D 世帯主 秦 息 子 ;世帯主 +凄 息子夫婦 】妻.父幽11%黒 滝 上 55.5% 55.5% 113Z; ~｢｢蕗 -飾

黒 尾 中 -ー4-5 ll ~~~7 1 ー"'2t

黒 尾 下 40 20 - 10

黒 尾 59 22 7 14 - 4

是 皇てこここ二重草野頓首ま~Fずる人 62 6 18 2 2 ー _____ヨb10世帯主 委 息 子 世帯主 +事 息子夫婦 賓 +父紐)

黒 尾 上 11 % 54多 -多 22 % 11車 11%

黒 尾 中 22.5 ll ll 22.5 - ll

県 鳥 下 10 40 - 10 - 20

黒 尾 14 28 4 18 4 14 !

堤 12 8 14 14 l 8 44

､刊 の 管 理 世帯主 秦 息 子 世帯主 +妥 息子夫婦 秦+父靭

黒 尾 上 56蕗 11車 55虜 -@ 一一一潔 -多

黒 尾 中 89 - ll - - -

巣 馬 下 80 20 10 Il - I

黒 尾 68 ll 18 - - -

｢＼ ｢＼ l ＼ ＼

ー＼ 家 畜 の 世 白 世帯主 # 息 子 世帯主 +秦 息子夫婦 妻 +父靭

梶 尾 上 17ラ6 -4 -酵 55啓 25% --一球

黒 尾 中 10 20 20 - - 20

泉 尾 下 ll 54 - - - 22

黒 尾 ー1 22 9 9 占 l 17

＼ ＼ ＼＼

山 仕 事 世帯主 秦 息 子 世帯主 +凄 息子夫婦 諺+父靭

黒 尾 _i 45% -一項 11% 11% 11% -一一啓

黒 尾 中 Sd ll - ll

黒 尾 下 20 10 - 20 - 10

黒 尾 59 7 4 14 4て こここ = ■ 4＼ ＼ l 一一一､_

の共同の仕事にてる人 世帯主 婆 息 子 世帯主 +蛮 息子夫婦 蛮 +父伸

鼎 尾 上 55.5藤 一-多 11% 55,5% 11率 -%

黒 尾 中 56 ll ll

黒 尾 下 占0 10 10

焦 尾 l 50 7 7 14 4 -
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したがって黒尾の場合 .核家族VEおいて考察したようなことがいえるが .

しかし核家族の場合よElも世帯主の占める割合が域少しているOこれに対

し.是里の場合は .世帯主の地位はあたかも一党のリーダーの如き存在で

あるDそして .棄際に良策をするのは長里の場合 .世帯主 .妻を中心とし

て .世帯主+母+妾 ,世帯主+秦+息子 .母+妻 ,父母+秦 .世帯主+子

供+妻など多数の労働力で盛菜を行75:っている.これは機械などを使って

耕作することができをいからであるoこれに対し親局では .秦 ,世帯主+

妾 .世帯主+秦 .世帯主 .妻+父絢 .父母という風vc乱立状態ではあるが .

宴の占める割合が一番重要で中心となって餅vlているQこれを部落別VCみ

ると.上 ･下では姿の占める割合が世帯主のそれよDも大であるのVC対し

て .中ではその逆のことがいえる｡これは前述 した第-種兼業と第二種簸

菜の問題にからんでいると思える07豆か.凸機具の管理については世帯主

が圧倒的比率を占めているが .ここではじめて息子の存在が浮かび上がっ

てきている｡また.家畜の世舌をするのは主として寮 .父観 .秦+父観で

あD,女とか老人の仕事の親を豊 しているo山仕事をするのは主として世

帯主であるといえるが .山仕草せで手がまわらず放置している例も少なく

ないO次vc家を代表して者曙 の共同の仕事に出る人について考察すると.

圧倒的に世帯主が多(.凄とか息子の存在は/｣､さい｡これに対 して是里で

は世帯主についで息子が共同の仕事に出ている｡だから燕尾の場合拡大家

族においても核家族におけると同様に家の代表たる権威を保とうとしてい

ることは明らかである｡

ノ以1のことを概括すると,泉尾の場合曲集経営1の管理的役割を蛮以上

に果して .その権威を保ち.実際の盛業労働は大体賓が中心とたってやD,

父母がそれを補助するという形になっている. したがって父母の存在はか

なb重要である｡ところが曲集労働において息子とれ息子の嫁というもの

の存在は/トさい｡これは若い人が勤めに出ていることにもよるのであろう

が .それでも今後の重要を間暦の一つとなろうo

Lたがって .黒尾においてVj:核家族 ,拡大家族にかかわらず世帯主とし

ての地位を家族内でまた外に対し保持しようとしていることは上述のこと

がらからも明敏にうかがわれる｡

(2)家 封 の 分 祖

家事の労働は｢殻的VE当然女性であると考えられる.そこで女性の家庭

内での地位すなわち母胎 .秦 .娘 .嫁という地位によって役割もそれぞれ

臭ってくると考えられる｡そのため一応核履族と拡大家族とに分けて考え
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てみたい｡

o 核家族における家事分担

第8表 核家族にかける家庭管理面の分担

ー●＼部落 の 巣食への参加者 世荷主 委 ■世帯主+姿 その他

黒 尾 80% 20帝 -4 --瑠

定 量 占5 25 ー~~~ー >14

､ー一一._家 計 の 管 理一一･一･一■■- _一一 世帯主 諺 世帯主十重 その他

思 鬼 20% 70% 10% 一歩

長 里 57 55 10

､､一一一!ト 金 の 管 理 世帯主 妾き 世帯主+姿 その他

黒 尾 10% 90飾 --一項 -ザ

長 里 15 78 7

ー＼一一栄 ぴつの管理 世帯主 諺 世借主+讃 その他

T% fS l lCIS 90帝 一旬 一一や

第-に核家族の役割分

垣について故討 してみる｡

まず家慶管理面の分也に

ついて調査 した結果が第

8表である｡苦隅 の集会

への参加は世帯主が妻よ

D圧倒的に多く.是里の

場合よbも一層顕著であ

るOこれは部落の集会が

夜開かれることとも関連

しているであろうが .千

はD家の代表 としての世帯主の塵賓な役割の 1つであることを意味するといえよう｡家計

の管理は妻の仕番となっておb ,執述したようにこの 10戸の中におじさんの一人世帯が

含まれているので ,小金の管理 .米びつの管理は完全に妻の分捜となっているQ以上の結

果から親局の場合 .妻の地位が完全に確立されているといえようoこれに対 し是里の場令

購 経 常主が家計の絢 をi以上もしてV,るのが目立｡ているoこれは世帯主が家にい

る機会が多いこともその原因であろうが世帯主の権威がここまで及ぶと在ると家族内での

妻の地位をどのように考えるか大V}に問題となってくるo

次に .家番労働の分祖について誇 9表をもとに考えてみようo家卓労働すなわち食料品

の見出し.献立の決定 .煮たき,食事の準備 ,後片付け .掃除 ,風呂たき.洗嘘 ,裁縫な

どはほとんど妾が一手に引受けている｡同様のことが長里でもいえるが .ただ是里の場合

｢その他｣の項に入っている女の子供の占める割合がやや熱馬よDも高いD黒尾の吻合 .

家族鰍成をみると核家族 10戸のうちわずか 4戸のみに女の子供がいるのであるが .それ

にしても女の子供は家事労働にあまDにもたずさわっていないoこれでは賓の労働過剰に

なるおそれもあるQだから風呂たき.掃除 .牡床の数上げ .食料品の買出しなど子どもが

しても療果的にあせb変らないものは子どもが負捜 し.洗泡 .食事の準備 .後片付け .義

たきなど時間的にも子どもの負連になるし,経験を必黄とするものは妻が負担するように

家令労働を合理的に役割分担した方がよいと思う｡をお.海床の敷き上げは ｢その他｣で

各自が行なうのがもっとも多く.大工仕事については全て世神主となっているととも当然

の結果とVlえようO
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第9表 核家族VEおける家番労働の旭

､＼食料品の見出し 凄 妻+女の子供 その他 ＼､昼旦埜 妻 秦+女の子供 その他

馬 尾 90% 一歩 105 黒 尾 占o歩 10% 50%

＼ ｢＼ ＼ 足 垂 51 9 40

＼ 嵐 旦 _聖旦 卓 諺 凄 +女の子供 その他 ､＼＼M 賓 秦 +女の子供 その他

泉 尾 90啓 一声 lDS 鼎 尾 90解 -酵 10%

＼ 長 里 占5 20 17

煮たさする者 襲 妻+女の子供 その他 裁 縫 秦 秦 +女の子供 その他

糸 屋 904 1痘 105 馬 尾 90% 一歩 log

是 里 70 10 28 ＼ ＼

､＼食-Sの準備.後片付け 輩 妾+女の子供 その他 腐蝕 !ブ 妻 姿+女の子供 その他

親 局 80% 10% 10 黒 尾 40% -4 80帝

是 里 72 21 7 ＼

＼ ＼掃 除 諺 餐 +女の子供 その他 大工仕事 世帯主 妻 その他

細 尾 90% ー多 10 馬 尾 100% 一一一壌 一声

o 拡大家族における家事の分担

第 2VE拡大家族における家事の役割分速につV,て考察するoまず .家庭管理面VCついて

の調査の鮭栗が第2乗であるo黒尾の場合 ,部落内の集会への参加は圧倒的VC世帯主の役

割であD.ついで,息子 ･父という慣序で男性の役割となっておb,妻 ･息子の妾の存在は

きわめて小さいO息子は 18承とその削合は決して多くはをいが .第 2位を示しているこ

とは将来世帯主となるにはまず外部との交わDから出発していることがわかる.長里の場

合も同様の傾向を示しているが ,巣尾の場合上Dも一層原著VC現われている.これは .第

-種兼業を主とする走塁と第二種兼業の方が多い親局との相連であろうか ?部商内での集

会への参加の結果は以上みた通bであるが .しかし家計の管理においては妻が約半分を占

め .ついで息子の妻がそれに続 く .このこと比小金の管理 .米びつの管理についても同様

であるD,良子の妻の占める比率は家計の管毘 140(A.,J､金の管理 21% .米びつの管理14

%というように数字的VCはあまb大きくないが .足里の場合と異をって規尾VCおvlて息子

の妻がいる家は拡大家族の家全体に対してわずか29多を占めていることを考えると,29

飾中 14飾とか29飾中21藤というのはかなb息子の妾の存在は大きいとはいえ凌いで

あろうか.つなか.この黒尾の統計の中VC世帯主と子どもと姪という家族構成の一戸が含ま

れていることを考え合わせると家庭内部の管理的を面VC関しては ,世帯主はほとんど関与

してV,夜い｡ これに対して是星では .家計の管理の面において世帯主が49帝も占めてい

るo従って ,拡大家族においては核家族VCおけるよb以上に世帯主の権威が強く家族内部
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忙及んでいるO参考までに黒尾の場合 ｢その他｣の中には .要+怠子の喪 .父+世帯主 .

世帯主+息子 ,息子夫婦などがあげられている｡要するに黒尾の場合 .豪の代表としての

外部との交わbは主として世帯主が行ない .家庭内部の管理的な面は凄 もしくは,良子の妻

がこれに当っていて ,一見合理的な役割分祖にみえる｡ しかし.拡大家族の場合 ,世帯主 .

妻 .息子 .息子の妻または世帯主 .秦 .父 .母とV,うような複雑な人間r関係が役割分垣に

からんでくるので .各人の能力に適 した合理的を役割分担が必要となってくることを考え

る時 ,黒尾では比較的合理的とはいいながらもまだまだ改普されるべき問題があるo例え

第 10表 拡大家族における家庭管理の分連

＼ 部落集会への参加者 世帯主 妾 息 子 息子の妻 母 父 その他

恩 尾 上 56多 5 一声 44% 4 -i -i --4 一席

鼎 尾 中 72 - 11 1 - - 16 -

愚 馬 下 80 810 1 - - - 10 19 -黒 尾 70 5 18 - - -

走 塁 55 a 55 - 2

＼ _塞_重埋 _ 世帯主 秦 息 子 息子の凄 母 父 その他

黒 尾 上 --4 56車 5 -i 55帝 5 一% 一項 114_i
燕 尾 中 22 2 45 4 - 11 1 - 11 1 11 1

黒 尾 下 20 2 bo d - - 10 1 - 10 1

黒 尾 14 54 - 14 i5 ま5 ll

是 垂 49 25 12 d 8

小 金 の 管 理 世帯主 婁 息 子 息子の委 母 父 その他

黒 尾 上 -% 56蕗 5 -飾 44% 4 -蕗 -一席 一命

泉 尾 中 11 1 45 4 - 22 2 - - 22 2

馬 尾 下 10 1 70 7 - - 10 1 - 10 1

馬 尾 7 57 - 21 4 - ll

長 里 18 49 5 14 I16

＼ ー米 び つの管 理 世帯主 秦 息 子 息子の垂 母 父 その他

鼎 尾 上 -多 5d頭 5 一頭 224 2 114 1 -.蘇 11% 1

藤 尾 中 22 2 54 5 - 22 2 11 1 11 1 -

黒 尾 下 - 80 8 - - 10 1 - ー0 1

魚 尾 7 57 - 14 ll 4 7

長 里 15 55 2 15 15 t

ば第 10表全体を通 じて母 ･父の役割が比較的硬いことからの問題が生 じて くる可能性は

多分にあるといえようO

次VC家事労働の分担VEついて第 11表をもとに考察してみる.拡大家族の場合当然のこと

ながら委 ･息子の妻 ･母 ･子供など多採を労働力をもっているがその中でも妻と息子の妻

がその中心をなしている｡具体的tn:みると食料品の買出し.献立の決定 ,煮たき,食事の
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第 11表 拡大家族における家事労働の分担

＼食料品の買出し 秦 息子の垂 子 供 守 秦+息子の萎 p婆+女の子供 ■妻+母 Eその他

黒 尾 上 445東 4 445% 4lづrttl l一旬 -% 11% 1 一方11 1 22 2黒 尾 中 54 5_22 2 - l-
黒 尾 下 80 8 10 1 - 1ロ 1 - -

罷 尾 54 25 5.5 55 - 55 55 17

＼＼ ＼ ＼ ーー--＼ ~一一＼ ＼
献立の決定 秦 息子の妻 千 母 去+息子の妻 秦+女の子供 秦+母 盲の地

黒 尾 _上 4456 4 4455 4 11蕗 1 一声 十彩 -多 -5 .一声

黒 尾 中 45 422 2 - - - 11 1 !22

無 届 下 80 8 10 1 - 10 1 - - 一一一一十 -一一--一三一一｣二7黒尾5725554 - 5.5
＼ ＼ ＼ ､＼ ＼＼l

置ききき三空軍 妻 息子の妻 子 供 母 秦+息子の蛮 秦+女の子供 秦+母 その他

黒 尾 上 554 5 455 4 -多 115 1 一頭 110Tjo 一声 ■-帝

黒 尾 中 58 5 22 2 - - - - 11 1 11 1

黒 尾 下 70 7 - - 18 1 10 1 10 1 - -

黒 尾 55 21 - 7 4 7 4 4

是 里 55 20 - 壌 55 類 12

珊 準備 要 息子の妻 子 供 母 妻+息子の蛮 秦+女の子供 秦+母 その他
黒 馬 上 55.5車 5 5丘5多 5 一旬 一事 11% 1 114 1 -一声 115 1

黒 尾 中 45 4 1-l l- - 11 1 11 1 11 1 11 1

燕 尾 下 60 6- - - 10 1 20 2 10 1 -

黒 尾 47 14 - - ll 14 7 7

＼ ＼ て こ二二二二二u ＼ ＼ ＼

の十 秦 息子の妻 子 供 母 妻+息子の萎 妥+女の子供 秦+母 その他

轟 尾 上 544 5 225 2 -彩 11$ 1 225 2 一一承 115 1 -i

黒 尾 中 54 5 11 1 - 11 1 ー1 1 11 1 11 1 11 1

黒 尾 下 70 7 - - 18 1 10 1 10 1 - -

黒 尾 46 l ll - ll 14 7 7 4

l=三l~~~一一一一一一･一･･.-.■一一. l
長 里 28 26 0 戟 55 ･R 15

＼ _庭 掃 除_一_I.･._=======≡====丁■叩黒 尾 上 要 息子の蕃 子 供 守 華十息子の妻 秦+女の子供 秦+早 その福一45% 4 11% 一声 11$ 1 115 1 一席 115 1 11% 1

黒 尾 中 55.5 5 - - 5エ5 5 11 1 - 11 1 11 1

無 届 下 20 2 - - 50 5 10 1 - 10 1 10 1

黒 尾 52 l 5 王2 ll - ll ll
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.都塵の掃除＼ 一一 秦 息子の嚢 子 供 母 秦+息子の妻 譲 +女の子供 秦+母 その他

黒 尾 上 45% 4 11虜 1 一一甥 一歩 114 1 一声 11勿 1 22帝

黒 尾 中 54 5 - 11 1 22 2 11 1 - 22 -

黒 尾 下 50 5 - - 50 3 1ロ 1 - 10 1 -

黒 尾 45 55 5.5 18 ll - 14 ′

殺長里 (掃除)51.- . 245 245 14 感 14 磁 2V4妾 息子の襲 子 供 母 蛮+息子の蛮 婆+女の子供 妻 +母 その他

,熟 尾 上 45宙 4 11% 1 十楚 55頭 5 -S -一席 -労 11頭 1

黒 尾 中 445 4 - 11 1 445 4 - - - -

黒 尾 下 20 2 - - 20 2 - - 10 1 50

鼎 鳥 58 ま5 55 52 - - エ5 215

長 盛 24 14 12 亜 22 a 2白

･Jg.,I＼ 秦 息子の蛮 子 供 母 垂+息子の襲 -3き+女の子供 妻+母 その他

巣 馬 上 459 4 226 2 -1各 一旬 -蘇 -飾 11% 1 224

黒 尾 中 l25 2 - - 11 1 11 1 日 1 22 2 22

熱 馬 下 40 4 - - - 20 2 1l50 5 10 1

黒 尾 5占 7 - 15 ll 5.5 21 18

長 里 51 28 - 頼 55 _ヽ._⊥二一_こiこ===ここ二二i 8 -

＼ 費 縫n二二=』 婆 息子の姿 子 供 母 秦+息子の姿 妾 +女の子供 輩+母 その他

熟 尾 上 ー占7帝 6 55帝 5 -帝 一歩 -顔 一歩 -4 F-瑠

熊 尾 中 11 1 - - 22 2 11 1 11 1 54 L5 日 1

黒 尾 下 40 4 - - 20 2 10 1 - 2ロ 2 10 1

鼎 尾 59 ll - 14 I 7 4 18 7

㌔ - ＼ ＼ ＼ ＼ ＼ - ＼ ｢＼ ＼ ｢＼ ＼
.壌床の敷き上げ 秦 息子の安 子 供 母 垂+息子の斐 秦+女の子供 姿+母 その他

熊 尾 上 22車 2 115 1 -蘇 一一一旬 11% 1 一一滴 -多 569 5

黒 尾 中 11 1 - - - 11 1 - 11 1 67 6

県 鳥 下 10 1 - - - 20 2 - 20 2 50 5

鼎 尾 14 4 - - 14 - ll 57

＼ ＼ I -､一一＼ ､1 --- ＼ ＼ ､ヽー

＼ 大 工 仕 事一一､---■■･一･･一.■･.･..__鼎 尾 上 世帯主 息 子 父 世帯主 十息子 秦 その他12勿 1504 4 -.終 -一頭 584 5 一歩

鼎 局 中 45 5 2a5 2 - - - 285 2 ＼
鼎 尾 下 65 5 - 12 1 - - 25 2

鼎 尾 52 9 4 15 - 22 ＼ ＼

準備 ･後片付けの食生活の面と洗碇は妾が中心とな9.,息子の妾がこれを補助していると

いう形になD.また .掃除 ･風呂たき･裁縫は要が中心とな9.母がこれを補助している
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という形に覆っている.いずれにしても要が中心的存在である｡先に述べたエうVC家車労

働の役割分担でのぞましいのは .煮たき･洗罷 ･食事の準備 ･後片付け ･裁縫などを妻が

中心とを9 .,息子の妻がこれを補助し.掃除 ･風呂たきなどの比軟的簡単を作業女子ども

や母が分担するという形であるO巣尾の場合かな9これに近づいてはきているが ,しかし

まだ妻の仕事が多過ぎるし.子どもの役割が少なすぎる傾向がある｡是里の場合 .姿がそ

の中心をモして .,良子の輩がそれを補助するという形は泉尾と同様であるが ,しかし走塁

では .秦+息子の賓の形が多 く .あらゆる面におV,て息子の妻が次第VC変の役割に喰い込

んできている｡ここで.親局の場合 .息子の妻を含む拡大家族は拡大家族全体に対してわ

ずか29虜であることを念頭において,賓と息子の輩が家事においてどういう役割分担を

してい17･を検討してみる｡輩と息子の喪が同居している家にかVtては,食生活の面にお

ける家事労働はほとんど息子の妻の例の外連であるOそして食生活以外の家事労働すなわ

ち掃除 ･洗掘･裁縫をどを妻が分担しているQ これは一見各自が自己の碓力に応じた役割

を果 しているかの上うにみえるが ,実は息子の妾は花とんど久世町のクマヤとかグンゼの

=場に勤めに出ていたD.家で内職をしていたbすることもあって ,朝夕の食事に関する

こと以外は姑である嚢に腐らざるを得をいのであるC次に.母を含む拡大家族は拡大家族
全体に対して54車を占めているので.母と妻が家事労働においてどういう役割分担をし

てVlるかなみることは嫁と姑の問題を考える際にかな少重要である｡母と妻が同居してい

る家においては ,食生活の面における家事労政は圧倒的に妻の分超であD .掃除や風呂た

きは主として母の分粗であるが .庭掃除と部屋の掃除とを比戟すると,大体にかいて磨掃

除を母がしている間に .蛮性部屋掃除をするとV,う具合に分担されているQまた .洗澗 ･

裁縫についてはかなb妻+母の形が多い｡こうしてみると,母もかをb要の仕事に喰い込

んでおD,かな州巨率的忙家事が進められてVlる｡なお.壌床の敷き上げは ｢その他｣で

各自が行夜うのがもっとも多 く .洗濯にかいても各自というのがかなbあるし.風呂たき

においては父というのが第三位であった｡大工仕事は世帯主が中心で息子がそれを補助し

ているという結果になっているが,りこ=仕事はしない'という家庭も大分多かったのが目

立っている｡拡大家族の場合 .どうしても套串労働と家計の面についての不満から従来の

嫁と姑の不和も生 じてくる｡そして ,父と息子がそれぞれの配偶者にからんできて .ささ

い夜番から家庭の問題が発生してくる場合が多い｡したがって ,各個人の能力に応じた家

事の分担を考えることが大串になってくる｡

(3)外部交渉的役割

長里の場合 .世帯主は納税手続き .役場-の登録 .盆等の挨拶 ,冠婚葬祭のすべての面

で5口承を超えているQつまD ,家族の確戚的御 FJをするのは世帯主であることをはっき

b盛付けているo納税の手続き.役場への登録においては世帯主についでかをDの比率を

占めている息子が .逆に盈著の挨拶 .冠婚葬祭においては対象的に少をい075:お.盆番の
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第 12表 外部交渉的役割の分担

納 税 手 続 き 世帯主 姿 息 子 息子の垂 世帯主+秦 祖父母 その他

黒 尾 上 44啓 9亜 18% 一声 一婦 -多 9車

鼎 局 中 50 17 8 - - 25 -

崩 馬 下 75 7 - - - 15 7

親 局是 里 65 ll 8 - - 15 556 15 16 1 1V2

肌場への且銀 世帯主 秦 息 子 息子の垂 世帯主+妻 裡父母 その他

輿 尾 上 825 -一一妬 18% -一頭 十彩 -一項 -多

黒 尾 _中 50 26 8 - - 16 -

細 尾 下 75 7 - - - 15 7

黒 尾 68 10.5 8 - - 10.5 5

是 旦 57 9 22 0 し′12

盆巷 の 挨 拶 世帯主 秦 息 子 息子の妻 世帯主+秦 祖父母 その他

輿 尾 上 27序 57% -一一虜 -多 一一啓 18虜 18車

燕 尾 中 41 17 - - - 17 25

黒 尾 下 40 15 - - - 20 27

黒 尾 57 21 - - - 18 24

長 里 52 20 2 0 - 2ム

喜びごと.くやみ 世帯主 秦 息 子 息子の輩 世帯主+秦 祖父母 二その他

親 尾 上 18尋 9席 -多 --一項 64% -一項 9頭

黒 尾 中 41 17 - - 17 17 8

黒 尾 下 55 20 - - - 27 20

黒 尾 52 16 - - 25 18 15

長 里 51 7 5.6 1.4 55

＼ _基 そ う じ 世帯主 婆 息 子 息子の蛮 世帯主+秦 祖父母 その他

黒 尾 上 9飾 55% -一頭 一頭 9頭 18飾 9虜

黒 尾 中 17 25 - - 8 50 -

黒 尾 下 15 55 - - - 47 7

黒 尾 15 57 - - 5 40 5

毒 せ h b 世帯主 婆 息 子 息子の妻 世帯主+秦 祖父母 その他

鳥 尾 上 75% ー多 -一価 -蘇 -一項 -多 _3_7卑
愚 局 中 41.5 17 - - - 41.5

黒 馬 下 40 7 - - 40 15

鵠 尾 50 8 - - - 29 ー5

挨拶 ･冠女聯 祭で ｢その他｣の項が多V,のは男手と女手の2人出る必勤 王あるからである｡

さて ･黒尾の場合 .世帯主の占める割合は基掃除以外の項においてはすべて第一一位を示し
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ておb .是里同様VC家族に;bける権威的役割を仕っきDと蛮付けているoしかし.是塵の

場合と異なっているのは全般的VC息子の投射が少ないことで ,わずかに納税手枕き.役場

の登録VEおいて8宙を占めるのみである｡息子の事杜 .足里同様にきわめて少ないとい!

よbも皆無であるoしたがって ,外部焚渉的役割は世帯主 ･蛮 ･祖父母とV)うようVC年配

者の役割と在っていることがわかる｡この外部交渉的役割にかいて今まで鹿幹労働とか家

事労働の面であまb重要な役割を果 していなかった老人の存在がか在b重要なものとして

はっきD浮び上がってくる.つまb納税手続き.役場への登録 .寺まいbVCかいては第二

位 ,盆等の挨拶 ,音びごと･くやみにかいては第三鑑であD .暮そうじにおいでは窮一位

であるoLかし,これに反して .曲集労働 ･家事労働において重要を役割を果 していた輩

の占める比率が大体祖父母よbち上つと少ないぐらいにをっていることは注目に値するo

Lたがって ,外書牧 捗的役割は世帯主が中心となって .妻と祖父母がその補助的役割を果

していることがわかる.こうしてみるとかなか合理的にそれぞれの能力に合った役割を果

しているようであるが ,ここで問題になるの性息子と息子の妻の果す役割が皆無に等しV'

ことであるOしかし . qこういう役割は若い人エD老人の仕事だから片と劉b切っている

考え方が圧倒的であったことからも｢隈的にこういう価向があることはいをめをV}ことで

あるOいずれにしても儀礼的宗教的面はとにかく,納税手続きや役場への登録に関しては ,

祖父母が出ていくよDも息子が出ていくべきであろうと考えられるが .しかし勧めに出て

いる者にとっては時間的制約もあることだし.一統には言い切れない面があるの比確かで

ある｡参考までに.盛者の挨拶 ･帯びとと･くやみの項で ｢その他｣が多いのは ｢手の空

いている人｣に行 ってもらう 関̀係の来い人に行ってもらう'とか`あらためて盆番の
挨拶はしてをい'という家がか夜bあったからであるoこのことからも役割が同一の人に

固定しているわけでなく宗教的を面でも金荘a)旗拶 ･吉凶をどの時にはその時に応じて世

帯主 ･蛮 ･祖父母のうちのだれか.あるVlは男手と女手の2人必要をときは共同で行なっ

てV)る｡というようvtかな引払通のきくものである｡

(4)育児 ･教育VC関する役割分担

最近 ,青少年の不良化の問題とか ,自立性の欠けた現代甘年遠についていろいろといわ

れているが ,つまるところは家庭教育のあb方に帰帝せしめられているOそれほど家庭に

おける子どもの教育蛙.重質を役割であると言える｡幼稚園児から高校生までの子どもに成

年の家族員がどのよ一ぅにその役割を果してVlるかをい(つかの項員について調査 した鯨朱

が第 15表である｡ こ こで任意すべきは ,中･高校生が多いとV,うことである.つまb学

年が下がる毎に人数が成っているという｢投的憤向が黒尾の場合もみられるのである｡全

体的にみて .世帯主と姿が共同で働 く機械が多く.子どもと両親との接触が多い是里にお

いて ,母が子どもの故青についてすべて 50弟以上を占めているが .瀬業化されている黒

尾においても同様のことが言えるQ母が子どもの教育についてはもっとも重要を役割を果
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第 15泰 子どもとその家族の餌係~､＼-_誰九 が ほめるか 父 母 祖父祖母旦__顔 父+母母+祖母その他魚尾上1191145帝4一歩01151 一歩0 11%111%111%1霜鳥中11 1 585-.0- 0 - 0 22 2 -0111燕尾下202 40 4 - 0 10 1 - 0 - 0202101黒尾14 4 4占 13 570 7 2 - 0 11 5 115115長里17 51 SB =一一王■=7.5丁護れ粛亡ち行をずるか父母祖父祖母兄姉 父+母 母+祖母妄石地鼎尾上-一わo 78%7-多D一一甥0空ユー1141 -Go11再1黒尾中111454-O111-0222-0111親局下101dOd-0-0-0I - 202101
馬 尾7 24117-031 01157211 5
是 里 515 47.0 62 7.8 LIL . i.1一一二＼遇った時の相談痔F 父 母 祖 父 祖 母 兄姉父+母母+祖母その他
黒 尾 上 22%24544-4811車1 一項011%1 -4 0 ll151
熱 尾 中 55 55占 5- D - 0 -0-D - 0 11 1
熟 尾 下 10 ー90 9 -ol- D -0-0- 0-0
黒 尾21占占418旦1‥ol4.l一･..041-072長 里82894.,ヱL｣55ーqT19L学花王聖整準.父母祖父祖母兄姉父+母母+祖母その他無尾上li6045%4節.前~225211帝~171勿1黒尾中222787-oトロ-0-0-8-0_畢馬 下101505-0.101一口-0-0505黒 尾115571占-_072-07241144壷 里11265.占28a556lla5摩れがPTAに出席するか父母祖父祖母兄姉I交了盲母+祖母その他義尾上一再8100啓9--iSo-二to-啓0一再0-多o一項0
無 届 中555565-0-0-0-0-0111
熱 馬 下202707-0-0-0-0-0101
黒 尾 18 57521- 0 - 0 一 〇-0-072
長 里 l48 925 - 5.1 - - - -
＼､誰九が学習指導をするか 父 母 祖 父 祖 母 I兄 姉 父+母母+祖母 その他
墨 尾 上 11%1 2242 一一一旬0 11%1 一頭o -40 -4e 5福-5
親 鳥 中 22 2 11 1 - OJ- 0 111 -.0 -0 5占5
韻 馬 下 18 1 乍o s - 0l- o -0 101 -0 505
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誰九が′J､遭V'を与えるか 父 守 祖 父 祖 母 J兄 姉 父 +守 母 +祖母 その他

馬 尾 _上 -扉o 78*7 一声0 11% 1 一姫0 11$ 1 ---iO｢有 o

泉 尾 中 11 1 占7 6 - 0 11 1 - 0 11 1 - 0 - 0
黒 尾 下 I-0 100 10 - 0 一 口 - 0 ･- 0 ･..- 0 -.0

黒 尾 5 1 83 25 一･. D 7 2 一一 8 7 2 - 0 - 0

長 里＼貢ぎ元郡 の静＼をするか 18 425 1̂ ll.1 28 42
父 母 祖父 祖 母 兄 姉 父 +母 母 +祖母 その他l

黒 尾 上黒 尾 中 一声o 47〆6 一声O 2252 一旬0 --4 0 一項0 11$ 1- 0 78 7 - 0 11 1 - 0 - 0 - 0 11 1

泉 尾 下 - 0 80 8 - 0 - 0 - 0 一 口 10 1 I10 1

県 鳥 - 0 7521 - 0 11 5 - 0 - 0 5 1 11 5

是 里 - 84 - 5 ll - - -

誰れど粛啓耐 ｢ 父 母 祖 父 祖 母 兄■姉 父+母 母 +租母 その他

黒 尾 上 -多o 一弟o 一弟o 53席5 11多 1 -40 -40 56帝5

鼎 局 中111- 0 _ 0 - 0 - 8 一 口 - 0 89 8

黒 尾 下-050 5 10 1110 1 _ 0 - 0 I - o 50 5

黒 尾長 里--‥一帯禿-i-譜面香る-F黒 尾 上 ま占 1 11 5 五占11445.6 1155 ･- D - 0 占4 18

25 21 5

父 母 祖父母 兄 姉 その他

225211 1 115 1- 0 5五5再5 555東5 -黒 尾 中 22 2 87 6

黒 尾 下 50 5 - 0 20 2 50 5 Il..-
黒 尾 29 8 5 1 25 7 45 12

長 里 58 24 155 55 l
しているのであるQ くわしくみると.僻に小遣いを与えたD.身のまわDの世麓 をした D ,

pTAに出席するのは圧倒的vc母の仕邸でもb ,次に因 った時の相軟租事 ･学校での出来

革の話し相手VCなったD ,子どもか乏めてやったD･叱ったb･しつけをするのもほとん

ど母親の仕番になっている｡母親について父親姓 .由 った時の相談相手 ･学校での出来事

の話 し相手に在ったD学習指事をした b ,はめた 少 .勤めに出ている母親に代わってPT

Aに出席 したDして .か夜b子 どもに近づ こうとしてV,るが .しかし,やはb子どもにと

っては父親 よDも母親の方が怒対的毛存在なのである｡祖父母については一斉に風呂に入

る壌合がもっとも多 くて 17.6多で .その役割が小さなものである｡祖父VC比べると祖母

の方が身のまわDの世話をしたDして子どもにとっては身近夜存在であるように見受けら

れるoなお.一帯に風呂に入るとか堪るの辞で ｢その他｣つまb｢1人で｣ というのが約

半分を占めてVlるのは調査対象中に中高蜘 ;多いことからも当然であろう0
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以上のように,子どもの教育は母親が一手に引き受けている感 じが強く.それにつづく

父 ･祖父母の役割が比鞍的′J､さいし.特に兄姉は｣諸に寝る項以外ではほとんど関与して

い75:い｡一般的に宮って .子どもとの接触の散会の多い母が圧倒的な役割を果すのはやむ

を得ないとしても,なるべく広範囲に渡って父+母の型が多くなることが望ましいのであ

る｡しかし硯爽VC母の教育上果している役割比丘賓であるからして .当然母の家庭内での

地位が問題になってくるO (北 口 千代子 )

- 家族をめぐる諸問題

1 相 続 間 借

ここでは主として現在の世帯主が自分の子に相続させる場合VCつVlて考察していくO

まず .長男単独相続に対する意見について調査結果をまとめると第 1表に示す通 Dと怒

る｡走塁の賛成 ･反対半々の結果とくらべると.規尾においてはその比率から賛成が反

第 1表 長男単独相虜VC対する意見

黒尾上 黒尾中 魚馬下 鼎 尾上中下 走 塁

イ 家を伝える昔からの伝統 18車 9多 55帝 22% 賛
ロ 零 細 化 す る 0 0 15 5

- そ の 他 9 18 7 ll 成
小 計 27 27 55 58 45%

イ 家の事情 .長男に限らぬ 56Ll∩ 0 0 ll 45 皮

ロ 他の子にも分けてやる 9 0 5

- そ の 他 0 0 0 対

対の2倍を占めているoLかしここで注目しなくてはならないのは .その他として表わ

れている46djoの数字である｡その他の解答で痕も多いのは ｢腹案に従事するものに相

続させる｣ 47啓である｡次に.｢1人立ちできぬ者｣ 12蕗.｢跡VC残る子に主とし

て相続させる｣ 12虜.その他50%と続いている｡ このことから今日では長男が跡を

鮭ぐという今までの伝統がくづれつつあることがうかがえる.親としては長男VC相続さ

せたいと思っていながらも長男が他の職 を望めばあきらめざるをえないというのが現状

のようである｡だが,他の子でも良いから家は伝えて欲 しいという願いがこの結果とし

て出てきていると思われる｡賛成の解巷のうち,イ ｢家を伝える1昔からの伝統｣が22

解を占め殻も多vl｡このことは .鼎尾に由ったことではなく農村｢股に見られる現象で

あると思う.しかし解答者の年令を見るとその62舘が50才～ 60才代となっている｡

これに対 して .その他即ち ｢壮美に従事する者に｣とする解答者の年令を見ると20才

代を含め .40才代までが 71帝 .50才～ 60才代 29車とそっている｡ このことか
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ら現在は長男に限らず良薬を伝えるものに相続させるという方向VCかわbつつあると思わ

れる｡反対 と答えた者も ｢その他｣の解答者に考え方が近く,家の事情で長男vc限らず誰

九が継いでも良いと考えているoLかし.ロ ｢他の子にも分けてやる｣という解答者が少

'vlことから.そのほとんどが財産相続は一人に限っているということがわかる｡ これは .

ここ黒尾が97帝が米菓農家で零細経営であるため.これ以上の細分壮望んでいないから

である｡現状から考えての解答はおよそ第 1表VC襲われた通bであるが .しかし親の気符

としては ,夜か長男に鮭がせたいという希望が過半数を占めている｡このことを確実VC物

語るのが第2表である｡

第2東 経九に跡を継いでもらいたいか 黒尾中 浦 馬下とも長男VC継いでもらいた

黒尾上 崩局中 格尾下 黒 尾上中下

長 男 27% 64帝 75% 57%

次 男 56,5 0 0 ll

三 男 □ 8 0 8
長 女 0 18 0 5

次 女 0 0 0 0
末 子 0 0 0 0
その他 56ー5 18 27I 27

いとの希望がほとんどを占めている｡熱尾
上においては .これとちがって次男を希望

するものが56.5帝と壕も多く75:っている｡

これは ｢次男が特殊児であるから家に残 し

ておきたい｣ という理由は除くとしても

｢すでに長男が他の俄についているから.

次男に継がせる｣としているためである｡

長男に継がせるのは何故かその理由を上げ

ると,｢昔からの伝統 ,習慣であるから｣ d7飾 ,｢頗Dになるから｣ 14帝 .｢男の子

vc継がせたいから｣ 9帝.その他 104となっている｡ しかし.ここでも50才代で長男

vEと答えたものはわずか5車である｡これに対 して ,その他 ｢跡に残って生業を継ぐもの｣

55多.｢自然の成bゆきにまかせる｣ 22車と答えた者は 50才代著が50車とずっと

その教を増している｡ このことからも,今後 .長男単独相続の塾がますます蒋れていくと

思われる｡

次に第2表と重複することになるが .財薩の分配VC対する意見をまとめると第 5表のよう

にをるo県尾上において .

ロ rA薬に従事するもの

に分ける｣との解答者が

多いのは前述のように長

男が他の職にすでに就戟

しているからである｡こ

こでも.イ ｢-^VC相続

させる｣ .ロ ｢点薬従事

第 5表 誰れVC財産を相続させるか

無尾上 無届中 無届下 黒 尾上中下

イ 一人に相続させる 9% 4占帝 60% 40%

ロ 典薬従事者VC 46 18 15 24

- 男女みんなVE 9 27 15 17

ニ わか らn 0 9 15 9

者に｣を合せたものは64多とをD.財章が細分化するのを望んでいなVlことが明らかと

なる｡イ ｢†人に相続させる｣との解答もその75索が長男VCと答えていることから長男
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単独相続を望む声は強V'と思われる｡そして相続者以外の次男 .三男は教育をつけて財産

のかわDとするとか .他の職vc就職させて自立させるという塑をとD.女子の場合は嫁入

Dの支度ですませるという塾をとっている0

第 1表は .現状からの解答であD.第2表 ･第5表はあくまでも希望である. このために

第1表と第2表 ･第5表との間には相違が見られるのは当然のことである.親としては .

長男に継がせたいという気持が強V,のであるが,子どもが姓業を射巨って他の職を望むとか ,

上から順に学校を卒業して就取独立していく傾向が強 く ,このため長男に限らず盛業に継

ぐ者VC相続させるということVC落清 くようである｡

親の扶薮VCついては .上述の事項との関連もあって .イ ｢長男(長女)が見る｣というの

が58帝を占め最も多いOしかし,長里の48･5多に比較するとずっと減少している.i

た是里VCかいては .｢家をつぐものに｣ 24･5啓になっているoところが黒尾において55

虜とかなb増加している｡このことVCおいても長男単独相続が良薬従事者相続に移行して

きていることがわかるO長男が親を見る理由としては .｢長男が財産を相続するから｣56

啓,｢今までの習椴だから｣ 29虜 .｢曲薬を協英でやっていくから｣ 14啓 ,｢嫁に行

った娘VCはかかれないから｣ 14帝.その他 7啓となっている｡また ,ロ ｢長男が他の子

供よ9-番多く見る｣の理由としても,｢長男が財産を相続するから｣ 67啓と上げられ
ている.以上のことから親の扶巷の間短は伝統習債よDも財産相続との関連が強いと言え

る｡ ト｢その他｣として ,｢姓薬を継が75:くて良いから,弟の近くに就職した者VC見て欲

しい｣という理由を上げているのは.若い人が虚業を離れていく傾向にあることを抑 き

していると思われるO

次に ,親の同居VCついて見ていこう｡イ ｢同居すべきである｣とするのは是里に比戟する

とやや少いが .それでも過半数を占めている.同居の理由としては,｢旗葉をやっていく

上vc好都合であるから｣ 56帝 .｢経済的理由｣ 19帝 .｢人間関係がうすれるから｣18

宙.｢家庭円満のため｣ 9啓.その他 18解となっている｡ これを年令的VC見てみると.
50才～ 60才代が65啓とそのほとんどを占めていることから,同居希望者は .年配者

に多いことがわかるOだが塊菜経営の関係上 .20才代の人でも同店を望んでいる人がい

るということは注目できる｡ロ｢同居すべきでない｣との解答者はすべて 50才代～ 40

才代であD.その上50才代苛が 67啓を占めているOやはb別居希望者は若い^VC多lへ
この ｢事情に上る｣というのは .｢息子の職によって同居･別居がきまる｣ 50帝 .｢若

い間は別居し.年老いてから同居する｣ 25啓 ,｢若い人の希望にせかす｣ 2帝.その他

15%となっている｡全体を通 じて言えることは ,ほとんどの人が同居を望んでいるし,

現に黒尾上 ･中 ･下とも半数以上が同居している｡これは .曲集経営が零細であるため機

械化が進まず .ある程度の人数を必要とするという車用がかなb影替していると思われるO
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第 4表 親 の 扶 拳

燕尾上 燕尾中 黒尾下 ■黒 尾上 中 下 長 里

イ 長男 (長女 )が見るる 9¢ 465 55% 58% 4a5%

ロ 長男が他の子供よ9-番多 く見る 18 0 7 8 7.0
- 全部の息子が平等に見る 8 D 7 5 5.5

ニ 夫々能力VC応 じて全部の息子が見る 08 9 7 5 7.01.5

ホ 全部の息子と未婚の娘が見る D 0 0 0
へ 全部の息子 と全部の娘で見る 8 18 ロ 5

第 5表 同 居 に つ い て

黒 尾 上 黒 尾 中 焦 馬 下 黒尾上中下 長 里

イ 同居すべきである 46車 73弟 do宙 59% 70再

ロ 同居すべきで夜V, 0 8 50 8 21.5a5

- どちらでも良い 9 9 7 8

ニ 春情vcよる 56 18 15 22

｢天がをくなった場 合 .資が財産 の分け前をもら 5ことVCつ いてどう思うか｣ という質問
に対する解答の給束 として得たの が第 8表である｡イ ｢賛成｣が 75車と長里vc比べ 15

第 8表 嚢の辻産相続

- 輿尾上 熱局中 鵜馬下 凧 属上中下 長 里

イ 賛 成 75多 75% 79% 75妬 58%

ロ 反 対 9 9 14 ll 50

多も多くをっていること

は垂としての立切がしだ

いに認められてきている

ことがうかがえる｡焚成

の理由として .｢子供の

巷背のため｣ 55歩.

｢老後と生活のため｣52

多,｢夫婦共同の産財だから秦が受け取 るのは当然｣ 19多 ,その他 4蕗となっているQ
そして賛成の解答者は 20才代～ 60才代 と巾広くにわたっているが .しかし50才～60

才代の解答者は妻が爽家に帰らないことを条件につけていることは注目できるOあくまで

も家を守る哉務を探 したその上で相続を認めているのであるO ロの ｢反対者｣は 60才代

が dO帝を占め .かつ 20才代～ 50才代は全然いないO反対の理由としては ,｢家のた
めVC長男VC分ける｣と答えている｡全 く封建的で ,個人よbも家を韮 じる考え方が強い｡
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しかし年代的分布を考えれば ,今後との考え方はしだいに好をひそめていくと思われるDハ

｢事冊による｣との解答の理由は ｢姿が子に扶兼してもらう場合沈子に相続させる｣ 80飾 ･

｢老後が安定している時は分配しなくても良い｣ 20%と浸っているo

以上述べた相続問題とも関連の深い新家族制度に対する意見について次第に述べていくO

第7表 新家族制匿に対する意見

熱尾上 黒尾申 黒尾下 黒尾_上中下

イ 反 対 9多 18 % 15% 15%

ロ 賛 成 84 56.5 60 55

- どちらVCも長短がある 27 i56.5 27 50

イの ｢反対｣の理由

として .｢財産均分

は鳴る｣ 60帝,そ

の他 ｢個人主義が強

く友bすぎ社会性が

滞弱VCなる｣とか

｢人間関係がうすれ

る｣とかを上げているoまた反対者は40才～ 40才代著で占められている｡また.- ｢ど

ちらにも長短がある｣でも ｢長男が跡を継 ぐべきである｣とか .逆に｢旧家族制度は長男を
しぼbつけていた｣とか,｢財産均分には反対｣だとか ,いろいろ理由が上げられている
が .しかし新家族制度に対する批判の方が強V'｡ィ.-ともに考えるならばその批判は財産

均分と.跡継ぎ問題が主であるOだが肘匪均分を望んでいる人が全くをいというのでは決し

てなく,ロ ｢賛成｣の理由として.｢個人が尊重されている｣ 55留 .｢時代VC合っているJ

29帝.｢財産均分ができるから｣ 24濁.その他 12序と財産均分を生む声もある｡ しか
し.これはSt]才代 ,40才代の若い世代の人のみvc限られている｡その上50才代著の中

には .まだ財産相成をしていをいという人がいることから.レ､ざ自分が財産を受けついでし

まうと,零細化の防止という関係上考え方が変るかもしれないということが充分うかがえる0

2 子どもの教育と結婚

第一に子どもの結婚の開館について見ていこう0第 1表にかいて子どもの結婚相手を決め

第 1表 子どもの結婚の相手を決めるのは

鼎尾上 煎尾 中 黒尾 下 細尾_上中下

イ 長 男 親の意見を主とする 0 % 0 % 25 % 11 宙

親子話し合いで 42.5 75 25 50

本 人 の 自 由 57.5 25 50 59

ロ 次 .三男 親の意見を主とする 0 0 25 12

親子話し合いで 80 75 12.5 41

本 人 の 自 由 40 25 82.5 47

- 女 子 親の意見を主とする 0 12.5 55 14

弟子話 し合いで 71 75 55 62

本 人 の 自 由 29 12.5 55 24
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る敏合,親の意見を主とすL,親子話し合いで.本人の自由.の 5通bvc分けて意見をまと

めたD長男の場合吐次男よDも親の意見を入れたいという気侍が強いように思われた｡こ

れは長男が跡継ぎであD.親の挟拳とかそれに関連した同居の問題もあって ,親の気に入

らないものとはうまくやっていけないという理由が上げられるためである. これに対して

次･三男の場合は家を出ていくということもあって ,だいぶ本人の自由を尊重している｡

しかし女子の場合は親が見なければ心配であるとして .親の意見を入れることを望んでい

るo各々の場合については以上のようをことが上げられると思うが .全体を通 じてはどの

場合もほとんど親の意見4.本人の意見を丘の割合で親子話し合いで決めるという型をと

っているようである｡現在では親の一方的押しつけというのはほとんど見られず ,また本

人の自由というのも長男59帝 ,次 ･三男47帝.女子24弟とかなb多いoこのように

見ていくと結婚相手を決める場合において比民主的傾向がかなb強いように思われる｡は

たしてその通 りであるかどうか次yc絵を細 事の条件を調べて見ようa

第 2表 結婚相手の条件

黒尾上 鼎尾中 県見下 根尾上中下

1 親 の職 業 05 0% 5卓 1%

2 学 歴 占 0 5 4

5 財 産 0 0 0 0
4 家 柄 占 9 5 7

5 血 統 12 21 522 12
6 人 柄 l 20 15 19
7 容 姿. 0 5 ロ 1

8 健 康 29 51 50 50

9 愛 情 18 9 17 14

10 家政の能力 5 6 8 占

日 本人の琳薬 占 占 5 6

第2表からわかるようにさす

がに家柄を上げるものはかた

b少い.しかし血統を上げる

者は多く.血統と家柄を合わ

せると19帝と.健康 5口車

人柄 19再に並んで上位を占

めること&'Cなる｡この点から

考えるとかならずLも民主的

凌考え方のみが強いとは言え

ない｡だが ,財産を上げたも

のが無いこと｡健康 ,愛情.

人柄等が多く上げられている

ということは .家よDも個人VC重きを低く.現代的考え方に虚村も変ってきていることが

うかがえるoもっとも健康がとbわけ多く上げられているのは ,典薬をやっていく上VCは

どうしても身体が丈夫でなければならをvtという串情も考えられ75:いわけではないOまた

親の職業が上げられているのは.｢象が鹿家で良薬をやっていないととうてい曲菜を継 ぐ

ことは望めない｣としているためであるO

教育問返については .学歴を見ていくことにするo｢子供の学歴をどの程監望んでいるか｣
という質問VC対して表見をまとめた｡まず中学校卒耕 鑑と望んでいる者はは一人はV,な

い｡ただ第2表に中学卒の啓がLtjてVlるのは.すでVE卒業 してしまっているからであD .

今さら望むというものでは夜い｡希盛としては .すべて高等学校卒以_IEとなっている○そ

して大学卒希望は .ロの 帽を女｣を除いて他は50宙前後とかをb多いoまず .長男の場

-489-



第 5衷 子どもの学歴

愚尾上 燕尾中 熱尾下 県 尾上中下

イ 長 男 中学 校卒 菜 14% 05 0% 5%

高等学校卒業 45 44 46 45

大 学 卒 業 45 54 54 52

ロ 長 女 中学校卒糞 14 0 0 4

高等学校卒共 57 50 占7 58

大 学 卒 菜 29 50 55 58

ハ 二 .三男 中学校卒 共 25 0 0 7

高等学榊 25 55 45 54

大 学 卒 菜 50 67 57 57

ニ そ の 他 中学校卒 業 0l 0 0 0
高等学校卒業 50 75 50 58

合は高等学校卒を包む

理由として .｢普通の

学力をつけるため｣

46帝.｢経済的理由1
25弟 .｢子供の能力J

1d虜.｢就職のため1

8車 .その他 15多と

なっている｡また長男

は跡を継ぐものが多く,

そのため姓薬経営には

さほど高い教養は必要

ないという理由を上げ

て .高等学枚卒で良い

としているのは注目で

きる｡次に大学卒を望

む理由としては .｢就

取のため｣ 47車 .｢教奉を身につけるため｣ 20虜 .｢今後の社会比教育が大切である｣

14車 ,その他 19帝となっているO就我のためという理由が多いことは兼業姓家である

ことから充分うかがえるが .また一方 .長男が他出していく傾向にあることも示めしてい

ると思われる｡これに対 して 2.5男の場合は高等学校卒希望の理由は長男の場合とさほど

臭ってはをいが ,大学卒希望の理由としては .｢就職q_'ため｣というのが 65車とずつと

多くなっているOまた大学卒希望 も長男の場合.Ebわずかで綻あるが多い｡これは .2.5

男は自立していくも0'が多 く.財産のかわDとして教育を身につけさせ .よb良い就職を

して生活の安定を披からせようとV,う親の希盟が強いためといってまちがいない｡長女を

含め .女子の場合は結婚の条件としてとか .家庭をもつためには教育が必要であるとして

大学を望む声も強いOその反面 ,嫁に行 くのだから筒等までで良いとやや教育を燈視する

向きも見られるO

以上のように全般に教育は数奇のためというよDも就職とか吸入b道具等の実利的をも

のに結びついているのが現状のようである4

5 線と主婦の家庭内での地位

鹿村におVtては ,一一｢般托主婦や嫁の家庭内での地位が低いといわれるが ,黒尾VCおいて

はどのようになっているであろうか｡

第 1表の括婚後の入満の時期を見ると54序が同時入鹿となっている｡ この鮭朱からだけ

見ていく夜らばかをb封建的であると思われる｡しかしこれを年令的yc見てみると50代

-410-



窮 1表 結婚後の入府

熱尾上 鼎局中 魚屋下 娘 尾上中下

イ 結婚と同時 55年 44年 68虜 545
ロ 子供が生れそうになって 27 27 20 24

第 2表 姑と嫁との意見対立

損尾上 鼎局中 鵜転下 黒尾_上中下 長 里

イ よくある 口車 12.5% DS 5啓 1占.5多
ロ たまにある 60 57,5 5(〕 50 55.5

- ほとんどない 40 50 50 47 48.0l

第5表 夫との意見の対立

損尾上 無尾中 糸屋下 黒尾上中下 長 里

イ よくある 9% 09; 15 4 8車 25.0%

ロ たまにある 占4 78 55.5 占1 41.5

- ほとんどをい 27 50 Sis 51 55.5

忙おいてはその78虜

20代においては100

多が同時入鹿となって

いる｡ このことからし

だいに嫁と主婦の地位

は高まってきていると

思われる｡

伏化弟 ∠茶 ･宗 3表に

ふいて姑と嫁との意見

対立 .夫との意見対立

について見ていこう｡

姑と腹との意見対立に

おいて .ノ､の ｢ほとん

どない｣という車は長

里とほとんど変らない｡

しかし.イ ｢よくある｣

は長里 16.5別て対し

て ,熊尾は5帝とかを

b差がITてきている｡このように鵜島VEイの解答が少いのは .姑か嫁のどちらかが鋤きに

出てVlるという家が全体の 55車とかをb多く.従って ,姑と奴が常時瀕を合わせている

ということが少いことや .tたそのために家事とか点作集において協力を必要とするため

に意見対立が少 くなるのではをいかと思われるOロの ｢たまにある｣の解答の解決方法を

見てみると,｢嫁が一方的にかれる｣ 19年,｢姑がおれる｣ 15車とこの間には余i)差
がない｡そして ｢話し合うJ-というの吐50帝と多くなっているOこのことから現在では

嫁が一方的に押えつけられるということはJJ>く .ある程匪発言力を持っていることがうか

がえるD

夫との意見対立比第2表 よDは .イ ｢よくある｣の解答が多 くをっているが ,長里に此軟

するとやはb/少い｡ロ ｢たまにある｣の場合の解決法は姑との意見対立の場合と同 じく

｢話し合う｣というのが壕も多 く .また ｢妻が一方的におれる｣という解答は少hoその

上との解答者の年令は40才～ 60才代考で占められているO

以上のことから.嫁や主婦の発言力はかなb増してきているようVC思われる｡ この点をも

っと明らかに示すのが務 4乗である.

第 4乗は,｢田畑の売只等の重大を間借について意見をのべるかどうか｣と質問したもの
である.イ ｢する｣というのは長里の90事に対し黒尾壮 92啓とその差は,J､さいをがら
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第 4表 重大問題VEおける

主婦と嫁の発言

-,%尾上 魚局中 熟馬下 親 鳥上中下 是 _里
イ す る 100% 90啓 14% 92承 90%

増加 している.｡ ｢しない｣ と

の解答者は ｢財産を渡 してしま

ったから｣ とする60才代著と.

｢財産をまだ受けつ い で をい

から｣とする2D才代者である.

80才代者は除 くとしても20

才代者に｡の解答者があること仕 .まだ嫁に自由な言動を許るさないという風調 も残って

いることがうかがえる｡ しかしこれは全体から考えばほとんど数に人 らをいほどわずかを

ものであるCそして .イの解答が 92多とほとんどを占めていることから前述の結果をよ

b確粟をものとするであろうO

次に嫁 .あるいは主

軸の実家に行 く自由

はどのようになって

いるか見ていこう｡

第5表に示めされた

ように ,イ ｢ある｣

第 5表 自家に行 く自由

黒尾上 無届中 黒尾下 黒 尾上中下 是 里

イ あ る 100% 87_5% 100% 97% 67宙

の解答は是里の 67多に対 して鼎尾は 97多と非常に多 くをっている｡このことから嫁や

主軸が自分の自由にふるまえるようになってきていることがわかる｡ただ ,ここ黒尾に お

いては .如人に勤めている人が多 くこのために自由VCふるまえるという事情 も関係あると

思われるCロ ｢ない｣ との解答者は ｢勤めているための】暇がない｣｢自家が遠 くてなかな

か出かけられない｣という理由を上げているがわずかである｡以上の結果からだけ判断す

れば大多数の人が自由に思う時に実家に出かけていると思われるO しかし.｢勤務のため｣

とか ｢田畑耕作のため｣ とかいった理由で行 こうと思えば自由に行けるのであるが ,余D

出かけないというのが現状らしいoこのことは兼業虚業であるために.盛業労働がほとん
ど主婦VCかかってきてt̂ ることからも充分考えられる｡

4 婦人と娯楽

｢紋に塊家の主婦には娯楽が少いと良く言われるが .黒尾においてはどのようになって
いるであろうか｡

まず ,表に示されているように1日の自由時Fli]は 1- 5時間が環 も多く.8d蕗となって

いるOまた自由時間がないという解答者はわずかに1人であD .これも調査時期が夏であ

ったため ,夏だけ特別な仕堺をしているためで .冬になれば職ができるとのことであった｡

一般に考えられているように全然暇がないとVlうようなことはないらしい｡

次にラジオ ･テレビを見たD,開いたbする時間についてであるが ,ラジオを開いている

と答えた人はわずかに 1人であb,あとはすべてテレビを見ている｡そして .その時間は
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県 尾 上 黒 尾 中 無 届 下 鼎尾上中下

1日の自由時 な し DS 104 0% 5東

間 1- 2時間 45 20 47 59

2- 5時間 45 50 47 47

5- 4時間 0 10 0 5

それ以上 10 10 6 8

ラジオ.テレ な し 9 0 0 3

ビを見る時間 1- 2時間 44 90 60 69

2- 5時間 18 18 40 25

それ以上 0 0 0 0

旅 行 行かない 45 20 27 51

年 トー2回 45 70 67 占5

2- 5回 0 0 占 5

5- 4回 0 10 0 5

それ以上 10 0 0 0

読 書 統 む - - 81

読まない - - 19

その他の楽 し あ る - - 56

1- 2時間が 49宙で最 も多vb 次に2- 5時間が25東となっている｡ この 2つを合わ

せると94飾とをD,自由時間のほとんどがテレビを見るのVCついやされていることがう

かがえる｡

旅行については.出かけない人も多く51〆となっているOそして ｢何故出かけをいのか｣

という質問VC対 して ｢子どもが小さくて手がはなせない｣'とか ｢仕事にあわれて｣という主

婦としての理由が上げられているo Lかし旅行に出かけるという人は全体の 49東と.行か

ない者の2倍以上となっているわけで .このことから婦人の娯楽 として旅行が高い位取を占

めていることがわかるQだがほとんどの凍行は年VC1- 2回でその日数 も1- 5日といった

小旅行であD .かつ酪鹿組合 .婦人会 .愛-#委員 ,会社 ,部落旅行 といった団体旅行である｡

これに対して家族旅行をするとの解答者綻わずかVC1人で個人的を旅行というものは皆無に

近ho｢/J､説や雑誌を耽んでいるか｣という安閑VC対 して靴むとの解答者は 81帝と多い｡
沈んでいるものは .｢家の光｣という農業国係の雑誌が最 も多 く48卓であD.その次VC新

開が 54多.婦人雑誌 14歩,その他 4≠となっている｡JI-セyトから見ればかなb耽ま

れているように見えるが .しかし ｢蒙の光｣は良家という特殊都情であるとと｡新開はほと

んどの人がちらっとみる程度であると答えていることから考え合わせるならば主婦が′J､説と
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か雑誌に接するととは非常に少いということがいえるOreの他に楽しみがあるか｣という眉

間に対して.｢ある｣と答えたものは56虜.｢ない｣と答えたものは44d,oとだいたい半
数に分けられる｡｢ある｣との解答者のおもな楽しみは絹物 ･洋裁 ･和裁 ･刺しゅう･その
他VCか花と上げられている○これらは楽しみと言っても直接実生満と結びついた実用的なも

のが多く,純粋に自分の娯峯となっているものはさすがに少い○

今まで上げてきたように,婦人の抗梨としてはラジオ .テレビ･旅行が主なものである｡黒

尾においては ,ほとんどの婦人が進んで娯楽を求めるということは余bないように思われる｡

しかし.今後なお兼業化が進む気配が感 じられるという点を考えれば .鼻薬労働が増 婦々人

の肩VC韮 くのしかかってゆき.婦人が娯楽を求める時間もこのためにせばめられてくると思

われる｡また .この反面婦人が他に敬を求める傾向が出ていることから新しい職場において

レクレーン,yをもつという方向に婦人の娯楽が変っていくこともあbうる｡ (風早 弘美)

(二 ) 余野の家族

ア 調査地の概況

調査地 .余野は久世の市街地から北東へ .バス道で約9Knの地点vcある｡南北を山で狭t

れ .その縫うようVEして流れる目木川の流域にわずかながらの耕地を有 して展開しているo

この地域の最大の交通機鯛であるバスは久世の町まで 1日わずかに二往復しか通 らず .通勤

や通学は主にオートバイや自転車によってをされているO このような状態であるから.通勤

･通学者を除いた他のものは .日常よそへ出かけることがあせDをく ,この地域内での主産

薬である盛 ･林 ･翰点薬に携わっているようであるo

実際の調査vc当って対象となったのはこの地区の中ほどにある大津神社を境として余野上

からは佃上 .余野下からは江森上 ,江森下を選び出し.それぞれ 10戸 ,9戸 .11戸 ,計

50戸に開して聞き取b調査奇行75ったb

この地区は昭和 40年の虚業Ityサス陀従 うと,佃上 .江森上 ,下の全世帯数 54戸のう

ち51戸までが良薬を営んでいる｡さらに51戸のうち第 1表のように22戸までが兼集魚

第 1表 兼業頑別良家数

部 落 総戸数 罷 れ 兼 業 ー自 営兼 業貸 労働 者 事 務敬 具 出稼ぎ 人 夫日 雇

曲英を主とす 江森上 4 1 2 0 1 0
下 d 0 0 0 る 0

る兼美点家 佃 上 5 1 2 D 2 D
兼業を主とす 江森上 2 0 1 0 0 1

下 2 0 1 0 0 1
る兼英虚家 佃 ｣二 3 0 0 2 1 0

(牧科) 虚業セyサス
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家で占められている｡

しばらく兼英産業に

ついてみていくと.

佃上では必家数 13

戸のうち5戸が専薬

良家であるのに対し

て江森上 .下では 8

戸 .10戸のうちと

もK2戸のみが専美

となっている｡典林



省の統計表VCよると昭和40年の全国の兼集農家の全体vc対する率が80･4弟であることか

ら.余野の三地区の71妬はや 低ゝvl上クである｡

兼業の内容は人夫 ･日原が兼業総戸数の半数近 くまで遵し.次いで事務職且 の 6戸 .他は

2戸ずつとなっている｡兼麓良家全体をみると.その70飾弱まで姓業を主 とする第-種兼

業農家でこれも全国平均の4a.8帝qC比べればかなb高い率を示してV,るとV,えよう｡

次に塊家の土地所有規模及び山林所有規悦をみてみよう｡土地所有規模は三地区とも総体

的に狭陰である｡三地区のその状況をまとめた第2乗に上ると.叔高は 1町- 1･5町の第V

JiでわずかVC5戸,
第2表 土地所有規模別山林所有規模

＼＼ 苧 所有山林所有 ､＼ ∫ Ⅱ I Ⅳ Ⅴ 計5 反以 下 5反～ 5反～7 7.5反 1町～155 .5 ～ 1

5反以下 1 2 8 0 0 5
5反- 1町 5 2 0 ロ 0 5
1町～ 2.5町 2 2 2 0 0 占

2.5町～ 5町 0 1 4 5 1 ll

5町～ 10町 0 0 0 2 1 5

10町～ 15町 0 1 1 0 1 5

他の28戸はすべ

て一町以下となっ

ているoその_上5

反以下の1Ⅶ層が

51戸のうち14

戸まで占めている｡

山林所有規模VC

関してはその所有

が土地所有規模と

(鼓料) 先出番 歩調を同じくして

増加した規模であるとVlう点に特色がある｡凸地所有規模のⅣ層 .V膚は山林所有規模でも

2,5町以上 15町までとなって卦b,この地区の上部屑を形成しているといえよう｡逆VC土

地所有が5反以下の1F層ではそe)ほとんどが山林所有でも2･5町以下をなしてV'るo これ

は且層以上に比べればかなb低い数字で .とのことが人夫日雇とか恒常的番務聴負等の兼秦

vc生計の道を求めることを余儀ないものにしているようであるo tた.土地所有規模でもう

少しみると.零細洗薬の多vlと言われる日本の農業でも.土地所有 1町以上は全体の50･7

啓の戸数を占めているのtて対して .この地区の 5戸 .9･7飾のみが1町以上のV屑という状

況はこの地区の典薬が,中点 ,或いは′J､丑的を通b越して祭典に近い状態にあることを示し

ている｡

狭小な土地は又鹿家にとして兼集以外の長大の現金収入涼である農産物の版売額をわずか

75:ものにしている｡

山からの収入である林産物の版黄も.その中心となっているものは木材の伐採であるが･

5戸を除く他の28戸が年間収入 10万円来所とあtb林産物からの現金収入に期待できな

い状態にある｡従って自然 .虚産物の販売に上る収入に重きが毘かれるのである｡しかし･

これとて一部の兵家以外は非常に少をVl版充額になっている0-第5表一特に1Ⅱ且層は年

間版売金額 10万円以下のところが大半でちb.その生活はかなb自給自足的なものになっ
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第5表 階層別及び農産物版売額別戸数

土地所有販売額 ∫ Ⅱ 皿 〟 Ⅴ 計
5 反 5反～ 5反～ 7.5反 1町～
以 下 5反 7.5反 - 1町 1.5町

版売なし 4 2 8 0 0 6

5万円未満 8 5 D 0 0 5

5- 10万円 2 0 4 0 0 6
10- 20万円 0 1 2 4 0 7

20- 50万円 0 1 1 5 1 d

50- 50万円 0 1 0 0 1 2
50- 100万円 0 0 0 0 D0

(資料) 前出苛

ていると思われるC

販売飯が 20万-50

万円の層でも.ここ

から鼻薬経費その他

を差引いて考えると.

実文の所得はわずか

をものになるであろ

うb

さて .このような

小経営度其の打解策

として数年前から酪

虚振興の方策がとら

れている｡又 .従来からの役牛の飼育も行なわれている｡その状況について少し検討 してみ

ようO三地区全 51戸の乳牛総数が57頭 .役牛総数が 7頭と.全体としては決して多いと

は言えをVl頭数であるが .これを搾Ji別VC区分してみると5反以下のT皿屑は一戸平均O･4

頭 .甘屑は 1.4萌,rYV層で 50頭となるDこの数字は乳牛と役牛を加えたものであるにも

かかわらず .ここでも甘屑以下は鹿家経済の大勢vcはさして影申 しをいような頭数である｡

わずかVCrV屑以上の屑VCおいて兵家の家計を補 うものとなっている｡

最後vc第4表を通 じて良家の労働力構成を階層別VCみておこう0｢年足｣ ･｢手伝い｣は
どの階層VCかvl 第4表 階層別労働力構成(年間VCおける一戸平均)

ても壌めて少な

く家族外からの

労働力としては

臨時雇 .手間香

に依存しているO

そしてその依存

度は上部クラス

にい くほど強 く

階層 年 属 臨 時 雇 手 間 啓 手 伝 い 計(実人数) (の ベ) ; (一戸平均)

5反以下 a.0̂ 1.8人 2.0人 0.0人 5.8人

5反～ 5反 a.1 5.4 2.4 0.0 9.4

5反～ 7,5反 0.0 21.0 4,0 0.4 25.4

7.5反 1町 0.0 18.4 5.1 0.5 19.9

1町～1,5町 0.0 21.7 16.7 1.7 40_0

(資料 ) 前出香

なっている0 5反以下の最下層では臨時雇と手間香をあわせて5.8人であるVC過ぎないが .

最上層では48･8人となっているO上層でのこうした多人数は決 して家族員の労働力の不必

要を意味しているものではない｡手間巷本来の性格からいっても.また臨時VC人を雇った場

合でも家族負はそれらの人々と一緒になって働 くようである｡さらVC家族の外部から労力を

求めるのは典薬経営の最も多忙を農繁期に限られるというところVC問題があるO典薬経営が

わbと噴VLをる農閑期では全 く労働が必要でをい訳ではなく.そこでの労働はすべて家族負
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によって負超されてVlるのであるo

ところで農家が小曲であるということの｢鮫的規定 .即ち.｢家族労働のみを原則とし
た経営へ自己の経営のみでの家族の生活｣柴 に従えば今までみてきたこの地区は労働力

の点でも経済面でも十分この条件を満足させるものであD ,全曲家が′｣､農 もしくは自己の

経営のみで生活できず兼業を営んでいる貧農の階層に属するものであるとV'えようo

余野三地区は小規捗を等価典薬経営を義足として家族生活が維持されていることは以1

の如くであるが .そのことは又 .この地区の家族の構成 .仕事の役割分拓 .及び家族のイ

デオロギーと密接な関係をも9ているのである｡

･R ｢農業間借｣ (岩波全啓 .大内力蕃 )による｡

イ 家 族 構 成

昭和50年代から日本の家族は著しい核家族化の現象を皇してきている｡昭和55年か

ら40年vcかけての世帯数の増加率は人口の増加率の5倍余という割合を示しておD .こ

れは言うまでもをく.その大部分を核家族に上9て占められているのであるo核家族化と

いう家族形態における変化は家族内部において家族員の地位 ･役割の特色を従来の親子を

中心とした縦の豪族負関係から,夫婦中心の横の関係へと移行せしめ.近代的家族への転

換へ歩を速めている｡

とはいえ .核家族の増加現象は地域的VCか恵bの専政の差があD ,一般的には都市と農

村でその開きが大である｡また家族の形態は生活上の静条件によってそのと9万が決定さ

れる場合もあるのである｡

ここではまず .先にみた余野地区の特徴を念訳に直いて .この地区の豪族構成はいかに

あるかみていくことVCLよう｡

第 1表 世帯及び家族構成員

江森上 江森下 佃 上 計

世 帯 数 9 ll 10 50

世 帯 員 41 46 44 155

家 族 員 51 54 55 180

非家族 員 0 0 0 ロ

第 1表は調査対象と覆った江森上 .

江森下.佃上三地区の世帯とそれに対

する世帯員 .家族員の関係を表わした

ものである｡

ここで.世帯員 ･家族員に関する解

釈の仕方は多々あD .その煩雑さを避

けるために .家族員とは同居家族負vc

血縁者を加えたものo他出家族員とは束際に別居の形態をとっている者の内の未婚の子女

千.将来その家族に復帰する予定のある既婚の者のことで .家族意靴が相互に強く働いて

いるものとしてこの輯喝VC入れた｡この表VE上ると.三地区いずれにおいても非家族員 ,

即ち使用人とか同居人のようを血嶺的つながDのないものは一人もみられず .従って世帯

且は同居家族員と等しくなっている｡

第2表は第 1表をもとVC一世帯当たDの平均員数を求めたものであるb世帯員数では佃
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上の4.占0人が最も多く ,家族負数では

江森上の5.占7人が トップと夜っているO

との数を第 5表の全国-世帯当たDの負

数と比較すると,三地区平均が4･45人

であるの忙対して ,全国の郡部平均は

4.48人とや 余ゝ野の方が少数である｡

とはいえ全国平均の 4.08人よDは多く

T監全国と郡部の中間的存在にあるとい

えようoLかし,｢股に郡部と言っても

大都市近郊の郡部もあれば.文化的社会

から敵絶された ,いわゆる僻地を含むよ

うを郡部もあるのであD .両者の間では

職業 .生活様式等大きな隔たDがみられ

第2表 一粒帯平均世帯人数及び家族
負数

江森上 江森下 佃 上 計一

世 帯 負 4.54 4.18 4.占0 4.45

家 族 負~ 5.d7 4.91 5.50 5.55

第5表 市部 .郡部別及び全国｢般
世帯一粒帯当b負数

全 国 市 部 郡 部

昭和 15年 5一00 4.42 5.25

昭和25年 4.97 4.45 5.54

昭和55年 4.56 4.56 4.95

昭和 40年 4.08 5.8占 4.48

(資料) 国勢調査

る｡

そこで類似職業を中心にもう少し立ち入った考察をしてみようO先にみた如くとの地区の

典薬就業戸数は全戸数の 90卓以上を占めておD .またその多くは林業も副業として営んで

いることから明らかに鼻林業を主体とした地域である｡このことから.農林業を主体とした

世帯の昭和 40年の全国平均 (国勢調査報告)と比救してみよう.全国平均農村就業者世帯

の一世帯当たDの負数は4.87人 .鹿林非盛林就業者混合世帯では5154人といづれも多い

負数を示している｡従って .やはb余野三地区は全国的にみるとかなb多い世帯員ではある

が .鹿林美世帯としてはや 少ゝないことがわかる｡

次に .家族の負数別分布をみてみよう.第5表VCよれば全国平均の 1人世帯及び8人以上

第4衰 人員別世帯比率

世帯負数 江森上 江森下 佃 上 全国(昭和 40年)

1 人 0.0 0,0 0.0 7.9
2 ll.1 18.2 20.0 14.5
5 22,2 18.2 10.0 18.5
4 22.2 27.2 10.0 22.5
5 ll.1 ?.1 20.0 16.5
A 22.2 1a2 50.0 10.占
7 ll.1 9.1 1(】.0 ム0
8人以上 aO 0.0 D.0 4.1

(全国平均は ｢わが国の人口｣総理府統計局による)

の世帯の合計が 12啓を占め

ているの忙比べ三地区ではと

もに2人～ 7人の間に世帯分

布が固まってみられる｡各地

区別にみると.全国平均で 1

- 4人の世帯が全体の52.5

串の割合であるのに対し.江

森上の55.5串.江森下の

i5L7串はノ｣､家族世帯もか夜

b多いことを意味している｡

た 佃ゞ上での 1- 4人世帯が40･0多は他の二地区とは異なっている｡

さて以上 .家族の構成を量的VE考察していった訳であるが .続いてこれを家族における栽
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族構成がいかにあるか .即ち質的考察をしていくことにする.せず世帯主を中心とした続柄

B雌と帯人員の第 5表に

従っていこう｡全国平

均は昭和59年の国勢

調査を基VCしたもので

ある為 .余野地区調査

時の昭和 42年と少し

ずれのあることが予想

される｡しかし直系申

卑属についてはそのよ

うなずれを計算に入れ

第5表 脚 け世帯人員

江 森 上 江 森 下 佃 上 全国(昭和 59年)

世 帯 主 1.00 1.00 1.00 1.00

世帯主 の配偶者 0.89 D.?1 0,90 0.79

直 系 卑 属 1.44 1.58 1.78 1.91

直系卑属の配偶者 a.22 0.18 0.00 0.12

直 系 卑 属 1.00 0.45 0.80 819

.その他 の家 族負 0.00 0.27 0.20 0.08

(全国平均は .′｣､山隆 ,松井隆重製表による)

ても全国平均との相途点を明確化できると思われる｡つtb ,直系卑属では全国平均よDや

下ゝ廻った値を示し.子供の少数化傾向があるととを意味してVlる｡それとは反対に直系尊

属では江森上を鉄扉VCかをb高V'7ベt/-ジとなっておb ,直系家族的世帯の多いことをほ

のめかしているCその他の家族員としての傍系家族員は全国的把等VC近いまでの/少数化の途

上にあるが ,余野地区ではその割合はまちまちである｡江森上 .佃上の多人数的7ベt/-ジ

は世帯主の弟妹が幼をい為 .学硬を卒業 して他出するまでの同居であろうoまた姉であると

嫁に行 くまでということが考えられる｡

いま.子供の他出という問題について第4表をもとにその状況を調べてみよう0第 6表は

第 8表 中卒以上 ･未婚子女 中卒以上の未婚子女のVlるB地帯について同居及び他
の同居及び他出状況

他出 進 学 25.1 55.9
就 職 50.8

同居 高 校 54.6 47,1
その他 ll.5

出状況を百分率で表わしたものである｡他出子女は進

学 ･鼓Jkに上るものがほとんどで全体として結55.9

弟を占めている｡就戦VCよる他出者は結婚後も帰省の

予定者はほとんどをく .進学者 (ここではすべて大学

進学者 )も卒英後の恒久的帰省見込みは全くうかがわ

れない｡

同居者では54.4多とその大半高校生に上って占められ ,同居することによって両親と一

緒に典薬を営むとか.家から職場へ通うとV}ったその他の層は 11･5帝と非常vc少ない｡そ

の上 .その他の中VCはいづれ嫁として他出していく女子も含まれているのである｡高校生の

場合についてみても.その多くは卒業後 ,岡山や京阪神方面-就聴 ･進学 し.卒業後この他

に残留するものはわずかであることが予想される｡結局以上のことから.本当の意味でこの

地に残るという者はごく少数の割合であることがわかるであろうo

次いで第7表は家族を夫婦家族 .直系家族 .硬合家族の三分類方法VC基ずいて分類別世帯

比率を表わしたものである｡各地区を通 じての蒋敏は未婚の子供とその両親からなる夫婦家
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第7表 家族分類別世帯比率

江森上 江森下 佃 上 全国(昭和59年)

天賦家族 22.2 45.5 20,0 69.0

直系家族 77.8 45,5 60.0 25.2

複合家族 -- ?.0 20.0 5_8

(全国平均は第5表に同じ)

族が低率を示し.直系家族的形態に割

合が集まっている｡複合家族VCついて

も江森下 ,佃上では全国よbも高率に

なっている｡江森上をはじめとする直

系家族の高率は伝統的な縦のつながb

の根強い維持があることを想超させる｡

換言すれば直系尊卑属及び有配偶子女

を含む世帯が相当の比重を持って存在

してV,>るということである｡

ところで第 7表では家族形態の三分類によって直系家族の大多数という縫菜を得たが,

この方法vcよる分類では片親のいない欠損家族でも息子が既婚していれば直系家族として

処理するという無理があったOそこで直系家族の実態をも)少し詳しく把握する為に .慕

第8表 直系家族における欠損状況

江森上 江森下 佃 上

父母+世帯主夫婦 42.8 2ローロ 85.516.7

父+世帯主夫婦 ■- 20.0

母+世帯主夫婦 14.5 ■-■-

世帯主及び息子夫婦 2ad 40.0

祖父または祖母と世帯主夫婦 14.5 -■■-

そ の 他 - 20,0 -

8表VCよってその模様を分析

していこう｡第8表から二世

代に渡る夫嫁のどちらか一方

でも夫婦形態が解体されてい

る不完全な直系家族の割合を

みると江森上で2a.6車 .江

森下で4010蕗と比敏的高率

であb,さらvc佃上では世帯

主と母親という形が 88.5多

感もあるという状態で ,直系家族として表示された全世帯が実は不完全を直系家族であっ

たことがわかる｡

しかし,このことは第7表のようvc全国の値上皇‖まるかに直系家族的であるとvlう事実

を否定するものではなく.多くの場合天約の一方の死亡VCよって本来 ,完全を直系家族的

形態をとるべきであるものが .偶発的に不完全なものになったと思われる｡

さて.以上家族の形態面からその乗態がいかにあるかみてきたのであるが.家族の現実

態が固定的QCそのままの形憩で継続されるということはあb得ない｡家族形態は動態とし

て成b立っているのであD.従って静態的な今までの考察では不十分といえよう｡そうい

う点に重きを置いて次vc世帯主の平均年令を検討 してみよう｡

家族を核家族と拡大家族の二つVC分類し.それぞれの世帯主平均年令を表わした第9表

では,江森上と伸上で核家族の世帯主平均年令よDも拡大家族の方が若年令となっておD.

澱近多くの直系家族的世帯で位帯主の交代があったことが予想される｡ところが江森下で

は拡大家族の方が哉家族の高令世帯主以上VC高年令で .息子の結婚後も親が世帯主の地位
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に長 くとどせっていることがうかがわれる.

いせ .この点についてさらに詳細を検討をしてみ

よう0 第 10乗は家族の形態類型別に世帯主の平均

年令 を求めたものであるD戸数の少ない関係上平均

第 10表 家族形腿別世帯主平均年令

江森上 江森下 ‖田 上

皿天 如 世 帯 70,0 59.0

皿無配偶子女を含む世帯 49.5 44.5 41.ロ

Ⅳ有配偶子女を含む世帯 51.0 675 -..-

Ⅴ直系耳属を含む世帯 51.0 -■■■- 25.0

Ⅵ直系尊卑属を含む世帯 46,0 56.a 42.8

Tm傍系親族を含む世帯 -lll 59.0 40.0

第 9表 家族分5-別世帯主
平均年令

年令のデータとして扱い難い点もあ

-Jたが.とにか くこれに従ってみて

いこう0第 9表で磯家族が高年令で

あったが ,実際の内容として老人夫

婦二人だけの世帯が高い年令で固ま

っておD .皿の形態である無配偶子

女を含む世帯は余野地区としては若

年層に入るほどの年令であることがわかるであろう｡夫婦だけの世帯は今後もこのまLの形

態を続けていくであろうが .且の形態は世帯主が高令になれば直系家族になるかもしれない

という可能性を持っているo仰の形層で仕直系家族において長男が結婚後間もなく世帯主と

40才前後であるO全体の平均年令として江森下が環も高い年令を示 L,Tいるのは .やはb

刀 .rVの形唐での年令の世帯主の多数存在することが大きく影静している為であろう｡Ⅵの

形感が三地区通じて割と低年令であるのは威圧偵帝王の交代があったことを示している｡

ロ 家族の役割分担

家族内での日常生活は家族の構成員個々の意鞄的 ,無意識的役割分担によって営まれてい

る｡即ち.家族の機能としての性的 ,生殖的 .脚 的 .数育約 ,そして和神衛生的機経はす

べて家族成員の役割分担によってを卓れているのであるo役割を分担しあった.家族成員は相

互に役割への期待を持つとともに.一方では役割の連行も行なっている.役割への期待と遂

行の関係は家族成員VC満足や不満をもたらし.不満の方は家族成員間VC精神的緊張状態を呼

び起こす原因ともなる｡ このことは雇壊成員a)Ji-ソナ1)ティーがどうあるべきかという期

待と行動の関係においでも同じことが官えよ5｡そして期待と遂行 .或いは期待と行動の関

係は家族周期のそれぞれの段階において異なった敬を示すという可能性をも持つのである.

一以上.｢家族社会学｣森岡帝葉柄 .有斐閣把上る一
家族の役割構造の研究では上述のような広範囲に渡る構造を速-分析していくことを練題

としているoここではこの内から⊥面的ではあるが .役割遂行の問題を取b上げ .余野地区

にかける役割分担を分析していくことにする｡
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(1)生産労働の役割分塩

余野地区の家族生清を維持 してVlく為の基盤 となっている主な職薬は旗林 .酵典薬であ

ったことはこれまでにみてきた通DであるOそこでこれら三つの耽美についてその役割分

也を明らかVCしていこうotず良美からみると.鳩 巣の割b振如まどなたがなさいます

第 1表 鹿薬労働の劉b振b

世帯主 父 妻 世帯主 +事 息子 息子の妻

拡 大家 族 山 上江森下佃 上 40425100 -i25 20% 20% -%50 2C)S

か｣とVlう質問沓

項に対する答えは

第 1表のような結

果が出た｡拡大家

族からその結果内

容をみてV,くと.

江森上 .下で世帯

主以外の者の占め

る割合に著しいも

のがあるQ江森上ではその割b振b者が定まっておらず音まざまであるが ,江森下では息

子に50多も集中しているO これは世帯主が老令で息子VCすべてを任せたD.或いは他VC

洗薬を持ってVlる場合 .瓜半面は妻や息子夫婦に任せ .自分は兼業のみに携わることが多

V,為であろうoLかし.このことは余野地区すべてで言えるというものではない｡佃上で

は全世帯が世帯主の剖b振bとなってV,るのであるO

核家族では世帯主の凱b振Dが全体として多くなってVlるが .反面 ,垂に任せたD.賓

と相談の上で汲定するとvlった塾の家族 も増加しておD.佃上では夫婦相談型の 100卓

と著しい｡ とにかく.賓の仕事の割b振b決定に関する参与がかなb認められているよう

である｡

では実際の曲実労働は誰vcよってをされているのであろうかQその模様を表わした第2

表によると一拡大家 第2表 農薬労働の中心的従容者

族 .核家族を問わず

垂の良薬従事が目立

って多 く.その割合

も江森上の拡大家族

千 .江森下 .佃上の

核家族のようVC世帯

主を上廻 っていると

ころもあるO江森下

世帯主 i 世帯主+ 蛮 世帯主+母 + 繋 息子 l息子の蛮

拡 大 江森上江森下佃 上 20%7552 占o蕗 -i -i ′′25 20%家 族 12 12 24

の拡大家族 .佃上の核家族と世帯主の割合が高いところもあるが ,この表があくまで家族

の姓英労働を支えている中心的従盛者を対象に作られていることから,その姦vcは .ほと
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んどの家族の世帯主が .夫婦家族での賓 .拡大家族での要もしくは父母の手伝いがあること

を忘れてはならない｡

妻の良薬VC携わる事の高いことは鼻薬規模の偏狭さにその原因を求めることができる｡曲

地所有規模が小さく.金銀的収入の遠を兼業に求めなければならをV,この地区では世帯主が

兼業を行ない ,留守がちとなった農業面は妾に任せるとい5形をとらざるを得ないのである｡

そして兼等の暇な時や農繁期にだけは世帯主が点薬労働VC復帰するのであるD又 .逆にみれ

ば耕地規模の狭少 ということは水菜期を除いた他の期間VCは婦人労働のみでどうにか経営 L

ていけるという利点を持 っておD,そのことも蚕の点薬従事峯を高めてVlる要因であるとい

えようO

農繁期に依っては世帯主をはじめ家族の男性が重な労働力と在ることは耕うん機や発動機

の主としてその時掴vcよく使用される農具の使用者をみてもわかるO第 5黄は耕うん磯 ,発

第 5表 農具の使用者

世帯主 息 子 世帯主+息子 その他

江森上 排転横 IM.0% -i 一事 40.0%脱親機 - - -- -

発動機 60.0 - - 40,0

江森下 餅転機 50,0 57.5 12.5脱鮒 55.5 50.0 18.2

発動機 50.0 57.5 - 12.5

佃 上 排転機 70.0 1n.0 20.8脱殺機 75.0 12.5 12.5

発動機1 77.8 ll.1 ll.1

動機 .脱恐嶺を所有する家

族のうち核豪族 ･拡大家族

を一括 して ,その使用者を

割b出したものであるが ,

これVCよると.婦女VCよる

使用は全 くみられないこと

がわかるD農具使用に対す

る困捲性もそとVCはあるで

あろうが ,とにかく中心と

なるのは世帯主で .援vlて

息子が多い｡高校生以上の

息子になると世帯主の留守

の時や休畷中には父親のサブ的役割を果すし.拡大家族で .息子が盛業経営を父老から任せ

られてV',る場合 .港長使用も一軌息子となるのである｡

だが ,塊具使用はともかくとすれば .日常の点薬労伽にキいては女性 .僻に薬の労働力の
占める役割は兄のがせないものがあるのである｡では酪典の場合はどうであろうか｡

第 4表及び第 5表に従 って見ていこ5｡

第 4表 役牛 ･乳牛の飼育者 (拡大家族 ) 第 5表 舟の飼育者

世帯主 妾の母 世帯主 +蛮 その他

江森上 日.7多 55.5550.8 一再50.8 -メ
江森下 55.5 6i7
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ただ .第4表では核家族VCおける乳牛 ･役牛の飼育は非常vc少なかった為 .核大家族につい

てのみ見ていくことVCする｡この表から世帯主とその他の家族を比べるとやや世帯主が飼育

を担当する率が高くなっている｡しかし.妻や母の女性VCよるものが低V,というほどでもな

レヽ 江森上 .佃上で歩や母の 50歩少 しを占め .江森下でもその他の ｢誰といって特VCは適

当者を決定しておらず家中の者で見る｣という場合が相当数となっている｡レづ れVCおいて

も女性が飼育者としてかなDの比重を赴かれているようだ｡

第 5表は籍の世話について調べたものであるが .飼育戸教が少数であった為 ▲便宜上一つ

にまとめて集計することVCした｡営巣用に飼育している一戸以外の 11戸は平均飼育数 5･5

羽と自家消費vC必要なだけの鶏しか飼育 していないQその為 .それVC焚す労力もわずかなも

のですむということから袈とか母が世話の大部分を受け持っているようだ｡

最後に山仕事の分担について調べよう.⊥骨してわかるように江森上+江森下の拡大家族

では山仕事のどの種類VC渡っても同 じ割合が羅列されている｡山仕事を一つの仕事の単位と

して誰か特定の家族員VC分担 してしまうのであろう｡固定的な全面的山仕事分担者の決定は.

他の家族員の援

助が全くをvlと

いうことを意味

するのではなく.

たゞ.｢それは

誰それの仕事で

ある｣ と悪税の

上で定められて

いるのであろう｡

分担者VC関して

は世帯主がや ゝ

多く.次いで人

絹みや輩に割合

第8表 山仕事の分垣

惟常主 世帯主 +蚕 母と蛮 人頼み その他

紘 江森_上 下草刈b 55.7勿 14.5虜 14.5虜 28.d帝 7.1%+ 芝 刈 b 55.7 14.5 14.5 2ad 7.1
枝 打 ち 55.7 14.5 14.5 28.8 7_1

大家族 江森下 植 林 55.7 14.5 28.d 7.1

佃 上 下草刈b芝 刈 b枝 打 ち植 林 71.45D.075.075.0 14.5T2.5 14.525.825.812.5 25.0

核 三地区 下草刈b 57.5 12.5 57.5 12.5
:家 芝 刈 b 16,7 16.7 - 49.9 18.7計 枝 打 ち 1占.7 18,7 49.9 18.7

が分散している｡.

拡大家族の佃上や核家族では ,鵜舟 ,山仕事の仕事別分担がなされているようで .それが下

草刈Dや芝刈D等の割合に変化を持たせているのである｡佃上では世帯主への分担度が高 く.

残Dの人頼みを除くと女性の労働 としわずかを値に在っている｡佃上では林業を農薬VC次ぐ

職業として重要視している為 .世帯主の割合が高くなっているのであろう｡それVC反して.

核家族では人頼みに任せる場合がふえ ,妻の進出もかなb見られる｡又 .役割分損の不確定

性は.世帯主の多忙を時VC妻が代わってするとか.人を雇いながら.世帯主も｢緒vcなって

仕事VC従事するという労働形態をとらしめているのである｡
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(2)家事労働の分速

家事労働の役割分担VCついては ｢お宅で比家事 .その他の家庭内の受け持ちは.主にど

なたがなさってV,ますか｣という眉間串項を設け .その詳細を内容は部屋の掃除 .庭の掃

除 .風呂炊き等々9項目に限って尋ねた｡

まず核家族QCおける家事労働の分包度合からみてVlこう｡第 7表はそれの割合を求めた

ものである｡幼児の世話につVlては戸数の少ない牌係上 .表からはずさざるを得なかった

第7表 核家族VCおける家事労働の舟趣

(1)部屋の掃除 妾 秦+娘 娘 蛮 +子 供

江 森 上 50.0% 50.06 -帝 -i
江 ー 下 85.5 tム7
佃 上 50.0 50.0

(2) 庭の掃除 秦 蛮+娘 娘 秦 +子 供

江 森 上 50.0 50.050ー0 -紅 森 下佃 上 85.550.0 1&.7

(3)風呂炊き 秦 要+娘 娘 秦 +子 供

江 森 上 50_0 58.0 14.7 18.7

江 森 下佃 _上 dd_750.0 50-0

(4)夜具の片付け 襲 秦+娘 墳 各 自

江 森 上 50.0 50.0

(5) 食料品買出し 秦 妻+嬢 娘 垂+世帯主

佃 上 5〔),0 5n.0

(6)献立の決定 妻 秦+娘 嬢 妻+世帯主

江 森 下 85.5 18.7

ー田 上 100.0 -

け)炊 事 繋 蛮+娘 娘 秦+世帯主

江 森 上江 森 下 5D.085.5 lA7 -

佃 _上 100,0 -

(81洗 濯 賓 穀+娘 鶴 蜜 +子 供

江 森 上 50.8 50.ロ -

江 森 下佃 上 85.5100.0 1占_7--425-

那 .後VC少し触れること

VCして .先qC他の8墳目

を眺めていくことVCするD

第 7表から8碩目共通し

て言えることはほとんど

すべての場合において妻

の担当する仕番となって

いることである｡特vc(6)

献立の決定,(7炊事 ,(8)
洗濯等では圧倒的削合を

占めているDわずかVC娘

が母親 (妻 )に次ぐ担当

者として母の仕事を補っ

てVlるVC過ぎない有様で

ある｡た (ゞ3)の風呂炊き

で江森下の子供 (性別に

関係なく)が ,そして(5)

食料品の見出しで.佃上

の世帯主がわずかではある

が妻の仕尊を媛助してVl

る｡前者は仕事内容の簡

単をことから.後者は世

帯主が久世の町まで出か

ける時とか江森地区にあ

る唯一･･の店付近に出向く

機会があるとき.ついで

に食料品を只って来ても

らうといったことVCよっ

"I･,p /W.LJ･J.(..



て現われた数字であろうO(4)の夜具の片付けで吐各自で片付ける場合が此敬的多くなってい

る.それは子供が少し大きくなると自分の津具だけでも片付けさせるようにしているからで

ある｡

引き続いて拡大家族VCついても同様に見ていこう｡拡大家族の家事労働分趣は第 8表にま

第8費 拡大家族における家事労働の舟超

(1)部屋の掃除 襲 母 嫁 妾+嫁 諺+母 宴+娘 その他

江 森 上蘇 2ad争0.0 - 14.5卓 14.5440.0 14.5多20.0 14.王事 14.54
江 下佃 上 425.8 25.8 - 57.5 12.5

(2)庭の掃除 婁 母 煤 姿+腺 妻+母 肇+娘 その他

江 森 上 5i3 57.5 1&7 18.7 1&,7 1&7
江 森 下 28.0 ■20.0 40.0 20.0

佃 上 25.0 - 25.0 12.5

(3)風呂炊き 要 母 煤 婁+嫁 妻+母 苧+娘 その他

江 森 上 14.5 28.占 14.5 14.5 28.6
江 森 下 20.ロ 40.0 20.0 2〔一.0
佃 上 12.5 50.0 - - 12.5 25.0

(4) 夜具片付け 秦 母 母+秦 輩+痩 母 .妻 各 自 その他

江 森 上 14.5 14.5 14.古 57.1

江 森 下佃 上 25.0 12_5 2Q.025.0 - 25.0 80.012.5 -

(5)食料品買出し 蛮 母 嫁 襲+嫁 賓+母 妻+娘 その他

江 森 上 42.9 - 5ま5 28占 14.5 14.5 25.0江 森 下佃 上 51557.5 12.5 - 55_525.0 -

(6)献立の決定 * 母 嫁 妻 十嫁 賓+母 襲+娘 その他

･江 森 上 42.9 12,5 14.5 14.5 2ad江 森 下佃 上 40.062.5 20.0 2m0 20.025.D

(7)炊 事 輩 母 嫁 #+# 秦+母 襲+鶴 その他

江 森 上 515 - 1占.7 1占.7 16.7 16.7

江 森 下 40,0 12.5 20.0 2C.8 20.0佃 上 12.5 - 75.0

(8)洗 湖 蛮 母 嫁 演+嬢 賛+母 婆+娘 その他

江 森 上 42.9 25.0 20.0 2ad 14.3 14.5
江 下 40.0 20.0 20.0

-42占-



とめてある｡ところで ,佃上VCかいて腹の分担が著 しく少ない割合を示しているのは嫁の

存在する段階にある家族が皆無で .すでに主婦の餅 へと移行 してしまった形態を全家族

が形成している為であることを前正号としておこう｡(3)風呂炊き,(4)夜具の片付けを除く

他の7つを見ると妻及び母の単独或いは共同労働に上って賄われてVlる場合が大半である.

つ･まD .礎は家事労働のリーダ-シヮプをとっているが .その補助的役割として母が位思

してVlるO母に次いで賓の家車労助を補っているのは中学生以上のかなD成長した女の子

供 (根 )で序列をつけるならば蛮-母-娘-その他の贋VCなるであろう｡章と母の仕事の

分趣の仕方は大体 .相放して,とか手のあいている者がする形をとることが多いが.炊番

においては蛮 (嫁 )が勤めVC出たD,田畑へ出かける為 .妥(煤 )が朝の食事の準備 .母

(秦 )は昼 .晩の食番の準備をするという見に明確に合理的分泡をしている場合が多く見

られるOこうした分担方法は家庭内での摩擦発生を稲城させる上で重要と考えられる｡(3)

風呂炊き.(4)家具の片付けに閑してみると.ことでも母や襲 ,嫁の適っている度合はかな

b商いが .第 7表の核家族の壌合もそ)であった様に.子供や世帯主 .父の分也としてい

るところも幾分ある上うである｡夜具の片付けでは江森上 .下の ｢各自でする｣が 57.1

留.80･0車を占めているのはこのことを意味している｡しかし.佃上のように子供が幼

いという理由から削合の低率である場合もある｡

第7.8表には掲載 しなかったが .(91幼児の世話の役割舟超について少し述べておこう｡

核家族内での幼児の世話は言うまでもなく蛮であるが ,拡大家族においてもそれに似た傾

向がある｡生後一一年以内のような幼児vcなると賓が多忙を時 .姑が面倒をみることもある

が .その他はほ 妾ゞの扱うところとなっている｡

(3)家庭管理の分担

家庭管理のイニシ丁ティブは誰が凝っているかの問題は家族内での権威構造を分析して

いく上で重要であるが .これは又役割構造での開留でもある｡家庭管理の諸区域が誰によ

って適 われているか .ことでは紘大家族に重点を置いて検討 していこうoTiず .部落集

会への出席者について調べたものが束9崇であるが .これ以外の部落集会として酪盤組合.

許寄合等があった｡しかし戸敏が少数で .その上地域的にも片寄Dがあった為 .第9表の

4つの会合につVlてのみ粥べていくことにする｡核家族での部落集会への出席者は部落会.

森林組合 .良薬組合 .とも世帯主の舟畠区域であD.妻の出席するものといえば .婦人会

位のものである｡江森下で部落会と盛業組合QC賓が劫を出す場合があるのは例外的といえ

るO拡大家族の方ではこの第9費だけからみると世帯主-父-息子一重の慣序で出席度合

を図るととができるが .世帯主とvlう菅井の亜VCは世帯主となってVlる既婚の息子か ,ま

たは父親の二つの場合が考えられる｡従って第 10黄を用いて世帯主に関するいせ少し立

入った考察をしてみ上う｡現在部落換金に出席してV,る世帯主の集会初出席時の平均年令

は部落会 .塊典組合で三地区とも2口才代を示 し.佃上の森林組合で愈高年令とをってい
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第9泰 郎落集会-の出席者

拡 大 家 族 核 家 族

(1)部 落 会 世帯主 秦 父 +秦 世帯主 秦 世帯主+秦

江 森 上 8ま5東 -i 1d.7車 1DaO車 -i 一再
江 10n.0 60.0 40.0

佃 上 75.0 25.0 - -

(21婦 人 会 * 嫁 母 ＼ J
江 森 上 80.0 20.0

江 森 下佃 上 25.a87.5 50.0 25.012_5

(3)森林 組合 世帯主 斐 父 世 帯主 餐 世帯主+襲

江 森 上江 森 下佃 上 60.0100.O1【】0.0 40.0 too.0100,0100.0

(4)盛業組 合 世帯主 父 息 子 世帯主 秦 世帯主+秦

江 森 上江 森 下 66,7dd.7 55.5 55_5 100.0dd.7 - 5ま5

第 10表 竣大家族VCおける世帯主

の部落集会 .初出席時の平均年令

部 落 会 森林組合 姓薬組合

江森上 26.4車 25.7多 24.0頭

江森下 25.7 50.0 28.5

るが .それでも51.0才と20才代をわず

かVC越えたK過ぎをhoこのことから息子

が結婚するとか .そうでなくとも父親が少

し老いてくるとすぐ息子VC集会出席の役割

が,,'トy･タッチされたものと思われる｡

従って以上のことを考慮して序列をつける

ならば世帯主 (息子)･-･父-妻ということが青えるのではないだろうか｡

次に拡大家族における婦人会出席者では振 上.佃上で妻が .江森下で嫁が高い削合を

保っている｡婦人会出席についても第 10表と同様の方法で考察すると,第 11表の如 く .

窮 11表 拡大家族における婦人会

出席者の初出席時平均年令

義 嫁 母

江森上 25.5% 25.0多 -i
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すべて20才代で初出席し.その後もずっ

と姑から出席を任されているというように.

著しく若い年令になってV,る｡さらに ｢嫁

に来てからずっと｣とか ｢結婚後 1年位経

って｣という回答を多く得たのもこれを轟

付けてLAる｡若年層の婦人会出席はこの地

区の50才代で婦人会を退くという風習め



いLJt規範 をも生んでいるようである｡出席者序列については .棄 (嫁 )-要 (姑 )-母

(姑 )の版が考えられる｡

家計 ,小金 .米ひっの管理VCつVlて比例に上って務 12表をもとVC核家族から検討を加

えていこうO(1)の家計の管理では江森上 ･下 .佃上の三地区とも世帯主の分担度合が妻の

第 12表 家計 .′J､金 .米びつの管 理

川家計 の管理 拡 大 家 族
* 世帯主 世帯主+ 讃 母 世帯主+ 父 世帯主+息 子 息子+嫁

江 森 上 42.?i 28.占',6 -i 14.5% -i -妬 14.5虜
20.0 占0.0 20.0

佃 上 75.0 12.5 12,5

(2)小金 の管理 演 世 帯主 世帯主+ 秦 母 嫁 忠 +香 その他

江 森 上 57.1% 14,5aA 一旬 14.5宙 14.5% 一頭 -cTjO
40.0 400 20.0

佃 上 占2.5 12.5 12.5 12.5 -

(3)米びつの管理 秦 世帯主 世 帯主+ 貫 母 母 +貸 世帯主十 母 嫁

江 森 上 42.9藤40D 一再00 -i -多 14.5多 14.5感 2ad4200

江 森 下佃 上 57.5 4. 12.5 12.5 57.5 -

核 家 族

ー1)家 計の管理 世帯主 罪 世帯主+ 辛 85ま5宙は少し気になるが .全蚊的VC世帯主が家計を管理し.妻が天の管理上の江 森 上 50_0% 0.0% 50.'0¢

江 森 下佃 上 dd,750.0 55.5 50.0 問題について相談相手として .もしくは安の希望が受け入れられる程度の権威が与えられているとみてよかろうO(2,し｣､金の管理及び(3)米びつの管理では家番の分

(2H､金 の管理 世 帯主 蛮 讐有毒

江 森 上 一 100.0% 一重
16.7 8i5

佃 上 100.0 - 超をする輩がやはb高率で .そのほとんどを夫から任せられていると言える○世帯主 .安の他に父母 .嫁 .息子a入ってくる拡大家族では少し梯子が異なつ

(31米びつの管理 世 管主 ♯ 世帯 主-1- A

江 森 上江 森 下 -宙 100.04100.0 -¢

世帯主の値が抜き出て両率であるOところが江森上では妻の42･9% .母の 14･5藤,戎

vlは息子夫婦の 14.5車という風に世帯主は家計管理を他の者に譲っているところが多 く,

江森下.佃上とは逆の席束が現われている｡家計の管理で高率であった江森下の世帯主は

(2),｣､金の管理 .(3)米びつの管理でも同樺の傾向を見せ .妻と同程度の40帝を占めている.
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都市等の大多数の家族 と適って世帯主が終日.家の中vcいるとか .家の近 くVEいて絶えず

家を出入bしてV'る段村家族で比世帯主が小金の管理権を嶺 っていても特別不自由を感 じ

をいからであろうD他のこ地区では′｣､金と米びつの管理はほ 女ゞ性が適当しておb,ここ

でも婁 (-嫁 )-母の版位が考えられるO

(4)子供の世話 .教育における分担

子供は家族において情緒的安定を得るとともVC.家庭内での意図的 .無意園的教育を

受けることVCよって社会化がなされるOよって .子供が家族内の誰と接触の機会を多く持

つかは子供のパーソナ リテ ィー形成にとって重要な意味を持ってくるのであるOそこで子

供の世話 .教育は主に誰に上ってなされているか世話 ,教育の内容的数項目について調べ

てみたOその経栗をまとめあげたものが第 15表にある如くであるo

第 15表 子供の世話 ･教育Lておける.
役割分也 (拡大家族 ) (単位 留)

(1)誰がよくほ 母 祖 父 母 + 父+母 父+母
めるか 祖 母 +祖母 +祖父

江 森 上 77.～/ 50.0 占0.0 55.5
江 森 下 50.0

佃 上 2〔l.0 20.0

(2) 誰がよく叱るか 母 父 母+父 母 +祖 母 祖 父

江 森 上 16.7 77.7 - 16.7 55.5
江 森 下 55.5 77.5

佃 上 16.7 50.0

(3) 相談相手 母 父 母十父 母 十祖 母

江 森 上 77,7 55.5 20,0江 森 下佃 上 77.780+0 55.5

(4)誰が′｣､遭いを与えるか 母 父 母+父 母 +祖 母

江 森 上 55.5 77.7 -I1I
･LE 森 下 77.7 55.5 占0.0

まず子供のしつけであるが .

これは幼児や幼い児童ではは

めたb叱ったbすることVCよ

ってをされるのである.そこ

で拡大家族について(1)rS一缶が
よくはめるか｣の項をみると,

三地区とも母 .祖母が主役を

浜じている｡(21の ｢誰がよく

叱るか｣では母の単独の場合

が少なくて .母+父のどとく

両親がよくしかる嶺合と,父

親だけの場合が圧倒的削合に

なっている. これからわかる

ことは母はほめる例でもしか

る側でも重要な役割を額 じて

いるが .父は叱 .祖母は憎め

言束管与える側のみvc偏して

いるようである.祖父はどうかというと.いづれの側へ もあまb参与 していないようで .

その低は低vl結果で現われているo結局 ,子供のしつけ部門を受け持っているのほその大

部分が母親であD.祖母はその傍について子供のパーノナリティー形成は少なからぬ彰坪

力をもっていると言えよう｡

｢子供の由った時や学校での出来坊の相鉄拍手は経てすか｣ とV}う質問VC対して与えら

れた回答は .ここでも母の割合が高い結果 となった｡母に次ぐものは父親であるが .祖父

や祖母が全く相談相手として虐ばれをV,のは佳日すべきである0
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(4)の ｢子に子遭vlを与える者｣は各地区ごとにまちまちで｢股的な結論を出すことはむ

ずかしいOしかし,｢子供をはめる｣項で父親は低率であったにもか わゝらず.｢′J､逝tJl
を与える｣の項では江森上77,7車と高軍で江森下 ,佃上でも父親の与える場合がみうけ

られる｡父親は托め青葉は用vlないが ,小過いとかの物質を与えることでほめ青菜に代え

てV'るのだろうか0

第 15表の他EK:｢身の回bの世話｣と｢学習指串｣の調査も行なったのではあるが .身

の回bの世話ではどの地区でも8才位からは ｢自分でする｣という答えが出され .それ以

下であるとほとんど.｢母もしくは時たt祖母がその役割を果たす｣ とVlう回答を得た｡

｢学習の指導でも三地区全体で母一日分で-父のJAになってVlるO｢自分でする｣ という

答えが比較的多いのは父 ･母が時間的に余裕がなく.あまり子供にかまってやれないから

であろうQ

核家族o子供の世話 ･教育VCついての検討がまだなされていなV,那 .ここでは簡単を考

額 14買 子供の世話教育の分洩 (核家族 )

母 父 母 十父

(11誰がよくはめるか 5i3妬 -i 77.7瀦
ー2)誰がよく叱るか 77_7 5エ5

(3)相 敵 相 手 100_0

察のみに止めておくこと

にする.戸数の少ない関

係上 .三地区を一拝して

みていくと.一第 14貞一

ほめたD.叱ったDする

｢しつけ｣で壮母親か父

母の共同qeよ,Sというのがすべてを占め .父親だけという場合比全 くみられをvl｡t3)相敵

相手や(4)小遣いを与えることになると父親は全然関与せず .母親に任せっ切Dの状態であ

る.身の回Dの世話 .学習指串でも(3),(41と同じ籍巣になっているo

(5)外部交渉的役割分也

(1)納税の手拭き.(2般功への登録 .(31盈碇の挨拶 .(41晋び串 .悔やみの 4前日から外部

交渉的役割分担を調べた｡その結果は第 15表のごとくである｡番線杓を外部焚渉である

納税の手続き及び役場への登録では核家族のすべて世帯主をはじめ,拡大家族でも.江

森上を除く他の二地区が世帯主の 1004.分也するところとなっているO江凍上にして

も,納税の手続きで 14.5弟ずつ妻と父が占め.豊尋の方は父 .息子と14･5車ずつ分捜

しているVC過ぎないo賓 .母とL̂う女性は .概して世帯主の分担度合大VC対 して事務的外

部交渉に非常に消穂的であることがいえる｡

さて .(3)の ｢盆 .杏の嬢拶に行 くのは鮭ですか｣という間vE対する回答は拡大家族で .

世帯主と各自に上って大多数占められ .世帯主以外vc単独でその役割を引き受けてV,ると

こつか少ないa ここで各自というのは本官-主人 .ま7tは父 .妾の選一讃 .母の里-母 .

煤の塵一線と息子という風にそれぞれ行く先.で誰が行くか十定の役割分担がなされてい

る場合をいうのであって(4)での各日につL̂ても同義である｡核家族では案が一人で家族の
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第 15表 外郡交渉的柁削升捜
(単位 %)

拡 大 家 族 一 哉 家 族

(1)納税の手鏡 き 世帯主 -al 父 I息 子 その他 世帯主 蛮 世帯主+ 凄

江 森 上 71.4 14_5 14.5 - _II10uD08.0 -

江 森 下佃 上 00.01JaO - - - I-!1loll.0 -

(2)役巻への登録 世帯主 l -a 父 息 子 その他 世帯主 蛮 南 主+ 妻

江 森 上江 粟 下 71.4一口CL.0 14,5 14.5 loo.0108.0 -

佃 上 100.0 - 10〔).D -

(3)盆 .者の挨拶 世帯主 婆 父 世帯主十 重 各 自lI世帯主 秦 世帯主 .+ 襲

江 零 上 25.D 25.0 25.0l 16_7 50.0I100,0
江 森 下 25.0 50.0 50.0 25.0 25.0

佃 上 66_7 - 66.7 50.D - 25.D

t4) 喜び番 .悔やみ. 座 帯主 世帯主+ & i世帯主+ 母 母 I各 自;地帯主 盛 世帯主+ 襲

琵 慧 重 雄 14.5 14.512.5 4"2:,.ftu.5T 50.q20.050.0 5C.CI80.050,0

挨拶珂Dを適当しているのが少数派qC怒っておD,その他は世帯主単独型が壷との共同型

の形態をとっている｡

この裏は余香に旗拶に行くと答えた家族の世帯主だけに関して集計を出したのであるが,

｢挨拶に行 くことはない｣と答えた家族も江森上 ･下に限ってかなb見られたことを付け

加えておきたい｡江森上の拡大家族で全体の 42.9多.核家族で50.096,江森下の拡大

家族と哉家族は同率で全体に対する20･0車であったQ最近はあまb盆碁の挨拶などに行

か覆い横向にあるようた｡

(4)の溶ぴ.‥悔やみの分地も(3粧類似した特徴を見せているO即ち,拡大家族において

虹世帯主を中枢として要 .母 .父が低率で分包している｡各自の削合は世帯主単独以上の

aI合であるが 各自の血のつながDの換言を理由として行く先を決定している外に.葬式
喜び-P .見舞いといった出来事別に分担者を定めるという方法をとっているところもあるo

世帯主壮大むね.血緑者以外の近所変際も受け持っておD.母または葉と出向vlていく場

合は .芸 .母はその家の家串手伝いであD.世帯は公式の家の代表者として行 くのである｡

核家族の串び串 .悔やみの分租は事だけが一一一手VC引き受ける割合は字で .｢世帯主+斐J

と｢世帯主｣とで割合を二分している｡世帯主+要の中には世帯主と委二人が｢緒に行く

場合の他に,両者のうち.その時々の都合VCよっていずれか一方が行く場合も含めてある｡
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世借主の棟内髄係へは世帯主が単独で行幸 ,賓の血な尉係へ比二人連れで出かけることが

普通であるOを単独で出向 くとL̂うのは菜の血縁程度の稚い親戚であろうと思われるO

(6) 宗故的役割分速

塵山村では家族の機能の-つとして条it!の澱維/J'よくあげられる｡山林帥地や家屋敷 と

祖先に対する意讃とがからみあって溢村婚有の宗教的慣行が今だに度々,見られるからで

あろう｡従 って残存する蝦行の役割分奴はvlかにあるのか粥ペる為に .この耳5を戯けてみ

た｡第 16表 .17乗に従ってみていと5.

第 16表 素数的役割分也 (払 よ演 )
(卓也 虜)

tl)砿番に薪卜世帯工‡世帯主+撃 父 母 世帯主 +母 各 自2ad 14.5 12.5 - 57.1江森下佃上50.0d2.5 12.5 12.5 50.0

(21品掃除世帯主雫I世帯_j=+蛋父5 母 父+母 その他I江森上i2ad1Ll.514_占14.5 28-占25 14.5江二森下佃上l25.012.5-2.012.5 25.0 .0 25.050.0

(31専まV'b世帯主江森上賓世帯主+要+母父 母 世帯主+母 その他
20.0 0 80.0江森下佃上60.012.5112.5 12.5 57.5 2.0 20.025.0

(41氏 神 祭 b 世帯主 響 世帯主 +賓 . 父 母 みんな その他

江 森 上江. 森 下 55.525.0 12.5l 16.725.ClI 50.050.0

第 17表 宗教的役T.ljタi旭 核家族 )

し単位 飾)

tl麿 串 世帯主 響 世帯主1. 翼 その他 乍彦 !) 世帯-i-_ 妻 帯 辞去 その他

江 森 上 100.0 16,7 江 森 上 50.0 - 50_0江 森 下 85.5 江 森 下 60,0 40.0

佃 上 50.0 50.0 佃 上 100.0

(2凝 掃 除 1世帯主 弊 世帯主+ 顎 その他 (4)氏神祭b 世帯主 秦 世帯主+ 姿 その他

江 森 上 50.0 50,0 55.5 53.ii江 森 上 l 50.0 50.0 50.060,0 20.0I

江 森 下 18.7 1占.7 江 敢 下 20.0

法番に出向V'て行く者では拡大 ･核家族 ともや比b賓の単独で行くことが少なく･賓は手
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伝い .夫は家を代表しての出席とV'う場合か .I-R方の法事の場合に妻の出ていく機会があ

るようである｡拡大家族では外部交渉約分超の13).(4)頂で著しかった ｢各日で行く｣とい

う答えが .ここでも佃上を除けて高率でみられ .父 .母が担当する場合も時々あることを

告げている｡先祖意識の具体的現れである基地の掃除分担は各地区 .各戸によってまとま

bがなV,那 ,拡大家族で父母VC任せる傾向があD.核家族で妾が世帯主 と同種匿にTiで増

えている｡余野地区の基の中VCは神道の基もいくつかあD.家の寮教として神通を倍額し

ているQ寺参Dの項目の中で .その他の割合が高率であるのは ｢寺参Dはしない｣とか

｢神道だから｣という回答を含めているからであD,夷際の割合でV,うと江森上で全家族

数の半数が神道 とV>う答えだったO寺まいDに行 く家族だけに舶してみると.世帯主が中

心で拡大家族の父 ･母がその次に多い数となってV>るO

氏神祭Dも大体 .寺参Dと大差ない結果が出たOた 氏ゞ神条bでは誰が祭るかという恵.故

は特別持ち合わせていないようである｡核家族で要の割合が増え .拡大家族で ｢家中みん

なで祭る｣とV,う割合が塙かったことからそれが予想されるQ

さて .以上で家族における役割分担の検討を終えることにするが .ここで .今一度 .振

b返ってみると.余野地区の世借主 もさることながらl妻の分抱とする役割はかなb数に

昇るようであるD早 くから姑に家事労働のきDもDを任され .一方では生産的活動でもそ

の労勘を帝みとされているのである｡都市家族の中で .要が天と同様に外部に仕串を持つ

ような共鋤きの夫婦では .要も生活手段雄裾に従事することから.夫と対策の関係になる

とVlう重賓を意味を持ってくるが ,戯村では要の貢献鑑の別には他の者からそれほど強く

は認殺されていをいようであるQ賓が直凄金紗牧人をもたらさをvlということも災いして

V,るのだろうか.外部交渉的役割でみたように章の表立ったところへ出るのを差 し控える

という後退性の原因もここらあたbvcあるようであるo拡大家族vcおV>て姑一線という縦

の朋係での問題は昔とは逆の ｢姑が嫁に境がねする｣という例 もみられた位 .かをDのと

ころまで解消されていると見てよいが .上述の点で今一つ問題が残されているように思わ

れる｡

- 家族のイデオロギー

撮近の都市文化の曲村への流入VCよって出村家族は近代的家族に変容 しつつあるとは言わ

れながらも.封建浪剛の問題で及村が第一に取 b上げられるのは .一つにはそのイデオロギ

ー的側面 .即ち旧民法的な家族観念の残存をそこに認めるからであろうo Lかし.出村家族

も生活様式の近代化とともqC家族に対する意故を変化せしめてVlっていることは番夷であb.

逆に意識の変曙うがあったれはこそ生活様式の近代化がなされているという考え方も成b立

つのであるQ

では ･このことは山村の余野地区vcおいても,･･f当するのであろうか .その点を明らかVCす

る為に例によって調査結果を基に考余していくt.とにLLうOた ゞし調査は世帯主のみを対
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象としたものであD.調査席果熊計に際して結成家族 .拡大家族の職業がともに盛業と.共

通条件もあってか結果内容も両者の間でそれほど差異が認められなかったので .二つを-普

とめVCして集計することVCしたO

(1)しきたD.制圧に対する｢殻的態度

家族イデオロギーの細かを考察に入っていく前VCまず森村家族でのしきたDと新民法下

の家族制度に対する｢股的漕匿がいかなるものであるかについて少し触れておこう｡

農村家族のしきたDと一口に育っても旧民法的なものから果ては風呂に入るJCiまでその

範蹄と種類を挙げれば相当な数vcのぼると思われるOそこで ,ここではその中で代表的な

｢金村では長男が先祖の位牌を守D.財産も多く一人で鮮 ぐのが普通とされていますがこ

のしきたDをどう思いますか｣という坊を取b上げるのみにした.その結果内容は第 1表

の如くである｡このしきたDを ｢良い｣とする肯定的鴬見ほどの地区とも半数以上を占め

第 1表 しきたbVC対する意敢

江森上 江薪下 佃 上

a 良 い J は 755,5 54..545-5 55.A
b 濃 い 35.5
C どちらでも上い ll.1

てVlる｡その理由としては ｢伝統だか

ら守るのは当然｣.l~先祖を祭る必要
があるから｣とか ｢皆子供適が家を出

て行けば ,山村や家がさびれるから｣

等があがっているO｢悪い｣という否

定脚の意見は非常に少なく.わずかに

佃上で55.3帝たけとなっている｡ ｢どちらでもよい｣と答えた家族は ｢長男次第である｣

と長男の意志決定vc任せている家族で .江森下の45.5解を最高VE江森上 .佃上と続いて

vlるO ｢どちらでもよい｣というのは長男でも次男でもかまわないという意味であって ,

先祖の位牌.基,財産等を守ることがどうでもよいというのではない｡従ってしきたDの問

題を先祖の位牌 .義 .財産等を守るとい5ことのみに限ってみると.その肯定意見はさら

に多く覆ると思われ ,先祖と現在の家族との統一的恵散の胞強レ､残存を感 じ8-せるO

｢磯前の家族制匿と現在の家族制度を比べ現在の制度をどう思われますか｣という新民法

の家族制鑑に対する意紐綱査の試みでは .新制濃化ついての知織極度が各人各様であった

b.制酸とV,)総合的 .抽盤的膏薬の架刷であったため ,適格を回答が碍にくかったoそ

の模様を第 2表に従ってみていくと.新制度の内容VCつVlて ｢わからない｣ という回巷を

第 2東 新家族制度に対する態監

江森上 江森下 佃 上

a 良 vi 9.1 40.0

b 慈 vl 5ま56占,7 275 50.0
C どちらともいえない 27.3 30.0

d わからない 5i5 too.C)
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寄せたのが江森上で 占占.7d70.江

森下で5占,5啓と相当数あったO

｢且V}｣と答えた割合が40飾あ

った佃上でも｢民主的だから｣と

か ｢個人尊重｣ という風に抽象的

表現を用vlていることから.たゞ

漠然と新制度を理解 しているよう



であるcLかし佃上での 40帝という肯定的数字は先にみたしきたDを否定する意見のもの

で占められているようであるQ反対に大体 .しきたbを肯定するものは新民法に対 して ｢惑

い｣ という考えを抱いておD,旧制度への郷愁を感じているようだ｡新制匿否定者側は子供

の日由意志を尊重するあtb.親の面倒をみなくなったD.劫を無視したbするものが増た

からとか .均分相成に反対だからとVlう立場をとっている｡

(2)親との同居

盛村VCおいて｢股に拡大家族的形態の家族が多いことは .都市の核家族の増大と対照的VC

統計上からも明らかとをっている｡そしてここ余野地区ではどうかは第 1節で見た過Dであ

るoLかし.この間藍結現乗の形態の統計VCよる分析だけからでは片付けられない面を持っ

ているOそれは家族員の意識がどのような形領を希望しているからであるo

その点につL̂てまず親との同居という閏唱から調べてみよう｡調査対象者の世帯主が結婚

後も親と｢縛に暮 らすのと,別居するのとではどちらが望ましいかという質問をしてみると.

答えは務5表の上うに ｢同居がよい｣という意見vcかなDの塊中があった｡少数派の別居支

第 5表 終婚後の親との同居

江森上 江森下 佃 上

a同居が よい 88.9 dまd 80.0
b別居がよい ll.1 56.4 20.0
C蕃情による 10.0

a_どちらでもよい 100.0l 108.0 10.0

持者は ｢父母と安の間VC立って板ばさみqC

なることがないから｣とか ｢父母との考え

方に相盛がある｣というようVC主に拡大家

族での榔神的摩擦回避という理由で別居を

希望している0-万 .同居を支持する世帯

主VC経済的理由や良薬労働力の必要性から

同居を主張している場合が多いO即ち経済

的理由として ｢別居すると経済的にやってゆけないから｣と言っているし,農薬労働力とい

う点で吐 ｢曲集上の仕事で助かる上VC.子守や留守番もしてもらえる｣と子供の立場からの

老人の必要性をついているoLかし.これらの理由の中にはいくら親子ともに別居 したいと

思っていても.経済上とか曲集経営上実現不可能を故 .同居するとV'う意味内琴も含まれて

いることが推測され .良家経営方岳自体の根本的変革を待たなければ別居という形態は望め

そうにも覆い .同居背走理由としての精神面で比良菓経営上及び村落内のつきあい等の相敵

相手として老人を必要としているし.親の側とすれば老後の柑神的安定の場として同店を主

触しているo

以上の第 5表は世帯主と.その親との同居の問題であったか .次の第 4表は世帯主が年老

LOてから子や孫と｢緒VC暮らすことについてどう思っているか埠ねた結果の集計であるO こ

れによると第5表の親とのrEIl居の勧合以上に強く子や孫とのrnJ居を望んでいることがわかるO

別居がよいと答えたのはわずかに佃上の 100帝に過ぎず .｢どちらてもよい｣.｢わから
をvl｣という回答も各地区で 10啓そこそこの回答を得てV>るOそして出場を除く他のすべて

が ｢同居希望｣の割合によって占められているのであるoどの親も老後の+や孫に囲まれた
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第4表 老後の子 ･孫との同居

江森上 江襲下 佃 上

a 一席VC暮らしたい 88.9 90.9 80.0
b 別居がよい 1〔】.0

C 事情に上る ll.1100.0
･d_ どちらでもよい 1n.0e わからない 9.1

滞神的安定の生活を期待しているよ

うだQしかし.V}かに親が同居を希

望 しようとも.戦前のような家父長

制度の72い現在では子供の意志如何

VCよっては親の希望が爽現され難い

場合も生 じてこようD従って余野地

区の家族が今後どのような家族形態

K推移していくかは ,将来子供の希望が果して寂のそれと一致するかどうか或いは一致し

ていないVCしても.どの位 .両者の間VC歩み寄DがみられるかとVlうことVCかゝってV}る0

たゞ.世帯主の立場だけからみると,壕家族であっても.今後拡大家族へと移っていく可

能性は十分予想されるといえようD

(3〕栽族の扶車

新民法で ｢直系血族及び兄弟姉妹は .互に扶兼する兼務がある(877免 )｣と規定し

ているが .それVCもか わゝらず ｢子供は親の面倒を見なくても上い｣という言葉が都市は

ともかくも.鹿村において今だに開かれる｡これは老V,･た親はその子供のうち誰vc頼って

も上Vlという新民法での扶尊者不確定的内容VCその原因を求めることができる｡ところで

｢子供は親をみなくてもよいとい う̂ があbますが .その意見をあなたはどう思いますか｣

という質問番項を設けてみると.第 5表の如く｢よいと思う｣という答えが江森上 .江森

第5表 ｢子供の親扶萄｣に対する感度

江森上 江森下 佃 _上

a よいと思う 12.5 27.2 8Q.0b よくないと思う 82.5 45.5
C 事情による 9.1 20.0

d_ わからない 25.0 lap100.0e どうしようもない 100.0

下の 11･5妬 .27.2歩と低率で佃

_上では零と在っているoそれにひき

かえ .｢よくないと思う｣は佃上の

80車をトップvc各地区とも最高の

率を示してVlるoやはb｢親が子供
を育てたのだから.親が年をとれば

子供が親の面倒をみるのは当然であ

る｣というように子供の親vc対する感謝の気韓を親の面倒をみるという経済的･情緒的行為で

表わすことを求めているようだ｡わずかではあるが江森上で ｢どうしようもない｣と諦観

的見方をしたD.江森下 .伸上の上うな老故でも独自で何とか食べて行ける間は面倒をみ

なくてもよい(｢事情による｣ )のようを条件付きで親の扶養を考えている場合も見受け

られる｡この場合も｢親の本心からすれば老後を見てもらvlたい｣ という糞の意味 ･希望

が臆測されをvlでもない.しかし,子供夫婦の経済的実情を考えるが故に.他方では ,時
代的風潮だからと片付けてLt5故にこのような膏薬となって出たのであろう｡

さて子供に対して老後の世話を希望する丑の割合が大であったのVC対して ,老後の生活

費の方を余野の親適はどのようVC考えているのであろうか0第 6表を用いてその点をみて
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第 6表 萩の老後の生活受

江森上 江森下 佃 上

a 子供に出してもらいたい 50.0 40.0 50.0
b 出してもらわぬ 57.5 50.0 12.5
C 二による 10.0 250

1d_ どうでもよい 12.5 12.5

e わからをい 100.0 loo.0 100_0

いこうo全体的意見としては

子供に申してもらいたvlとい

う割合が期待しない割合を上

回ってVlる｡とは言うものの

江森上 ･下のようVC期待しな

vl割合が比軟的高vl率となっ

てVlるところもあb.子供へ

の期待QC偏向があるとは言vl難vl｡｢老後 .子供による金銭的世話にはならない｣という
意向を示したもの連は生活手段の根拠として ,墳老年金 .内政 .預金等を挙げているoL

かし.例え老後の質素を生活を仮定したとしても.これだけでは老後の決定的保証とは言

えず .そこVCは経済的な一抹の不安が残るようだO｢子供に出してもらいたV,｣ という意
見の中ではその大半が子過いくらV'は奇老年金制度もあることだし.また自分でも稼ぐが

その他の生活鍵は子供に期待したV'という漠盟を持っていた｡残Dの ｢事情VCよる｣と

｢どうでもよい｣であるが前者は窮 5表の場合と同様の理由を掲げ .後者は子供が出して

くれそうになければ何とか自分でやっていくという腹の内だったO

次は親が老後 ,或はそうでなくとも病気の為とかで暮らしに困窮している場合 .子燐の

中の誰が一番頚任を持って世話をすべきか-第 7表-という閉館であるO結果は余野三地

第 7表 賛任をもって親の世話をすべき子供

ZI:森ー上 江森下 佃 上

a長男もしくは家を継V,だ者 66.7 占6,7 90.0
b全 止 の - 111

Pc全部子供 (婚出 .線出を含む ) 22.2 22.2 10.0dそ の 111

区共通して長男もしくは

あととbを娘 も板bとし

てかD.割合vcかvlても

非常vc高vl率を生んでい

る｡反対VC全部の子供が

賓任をもって挟奉すべき

だというものは江森上 .

下同率の 20車強となってvlるQ長男やあととb以外の子供への依存度が′｣､さいのは .彼

らが親許から遠隔地VC他出するが原因となっていると考えられないことはなV'が .それ以

上に親側に世話をするものは一人でよV,とvlう気拝が強く働V､てVlるからであろうO

長男もしくは.あととDと答えたものの中から両者の比率を求めてみると.｢あととD｣

とvlう意見がはるかVC高率の結果vCをゥて出たo｢あととD｣の占めた割合は江二森上と下
でともに = ･7帝 .佃上では90帝であったo結局 .余野では旧民法のような長男を絶対

的をあととDとみなし.老後の世話も彼から受けるというのではなく ,子供のうち,誰か

家を継束するものを決定し.その昔VC老後の生活を舟任を持ってみてもらV'たいという要

求をもってV'るようで .長男VE尼かれた比重は磨くなっている｡
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次に ,親の扶養に引き続き.都の祖父母扶養に関する調査 も行なったのでみておこうd義

務の有無の割合は第 8表のel'とく.｢義務がある｣ .｢政務ではないがみた方がよい｣.

第8表 孫の祖父母挟泰

江森上 江李下 佃 上

a義 務 が あ る 22.2 27.4 50.0
b盤務では:ないがみた方がよい 22.2 27.5 50.0

C は な い ll.ー 9.1 20.0且春 情 に よ る 44.4 Ia2
eわ か ら な vl 111 1&2

｢事情に上る｣の三つVC分

散された結果になった｡

｢事情VCよる｣というのは

拡大家族を想定のもとVC孫

の父母の存在初山pIVCよると

いう場合のことであb .父

母が健在の場合壮 ｢義務を

し｣ .そうでなvl場合 ｢敦務あb｣とV巧 打容である｡さてこれら三つの意見を総合して

みるならば .｢政務あbJ ｢耕 7tLJの割合からではどちらがどうとも判断付けかねるO

しかし.面倒を見ることの是非の間際になると ｢見た方が上vl｣という意見が過半数を越

える結果に怒る上うだ｡

最後VC.第9表は既婚の兄弟 .姉妹間の捷助につVlて第 8表と同様VC駒べたものである

那 .質問内容は ｢既婚の兄弟姉妹の中で暮らしに困ってV,る者がいた場合 .他の兄弟姉妹

はそれを援助してやる轟務があると思いますか｣であった.結果は ｢兼務はないが援助し

第9表 既婚の兄弟姉妹間の溝助

江森上 江森下 佃 上

a義 務 が あ る ll.1 20,0
b75:いが援助した方がよい 8a9 414 占0.8
C痕 務 は な い 9.1 10.0

且そ の 他 100.8 27.3 10.0

た方がよい｣VCかなDの集

中がみられ .逆VC｢轟務が

ある｣の割合が多少後退気

味である｡同 じ2親等であ

る祖父母の扶馨-よbも兄弟

姉妹の間での政務感が薄 ら

いている原因としては .祖

父母の場合 ,孫と同居ということを想定し.家族意敏が強く作用してV,るのVC対 し.兄弟

姉妹では一担結婚して別居 .分家の形をとってしまえば .｢よその家｣或いは ｢よその家

族｣という意故が生 じて来る為と考えられる｡従って援助は義務としてするのではなく .

感情的理由vE基すいてするのである｡そのことは江森上 .佃上の ｢その他｣の内容をみて

やわかる｡即ち.兄弟姉妹VC援助するかしないか比,生活困窮の原酌 洞槽に値すかしない
かVCよって決定するというのである｡

(4) 財産相続

家族VCおける財嚢である家屋敷及び山林耕地は家族負の現実生活を支える基底的要素を

持ってV'るとともに,｢家｣意詠の根源としての要素を持っている｡｢また財産相続の仕方
も新旧民法では著しV'相連がみられることから旧制度的色彩の残存程度を計る上に.この

間題は重要な位忍を占めていると考えられる｡
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まず過去における財産相続 .即ち,財産相続を経験すみの世帯主の場合はどうであった

か .から調べてVlこう｡第 10表がそれVCつVlてまとめたものである｡この黄でみると･

長男の比率が最 も高い結果VCなることはなっ

たが .それに次ぐ.次･三男の相続 も割と多

vlようである｡次･三男の相続VC関して考え

られる理由としては戦前では兄の戦死があり.

戦後の相続では長男の農薬の嫌さとか .親と

の精神的対立から別居 ,転戦した場合である｡

このことから.第 10表に掲覗されている続

第 10表 過去VCおける財産相続

江森上 江森下 佃 上

a長 男 5D.0 55.5 82.5

b次 男 25,012.5 16.714.7 12.5C三 男且長男+次男 25.0

eそ の 他 12.5 55.5 100,0

柄は戸席上はともかく.乗質的vcは長男 .もし

くはあととDと着徹す ことができる｡

そしてこの表からも明らかなように単独相続の場合が多 く.具体的には三地区全体で

90妬以上が全財産を受け継V,でいるのである｡

特に ここでは .表として設けなかったが .｢誰から相続されましたか｣と碩目では .こ
れも｢父から相続｣に偏向がみられ .三地区全体で 81,4弟の割合である｡その他に母か

ら財産を継承したというのかあったが .これは父親が早く死亡 した為 .母親が子供の成長

時まで一時的な保護 ･管理をしたという意味内容のものであD.あまb問題にはならをvl｡

それよbは財産の一子相続一辺倒とvlう傾向は .当時の次三男間顎として重要性を帯びて

vlるのである｡次 ･三男の中であととbvcなる機会VC恵まれなかった者壮親の財産VC頗る

ことは許されず .他出して自己の生活を自力で切b開vlてVlかねばならなかったのである｡

婚出 .繰出した子女としても同様のことが言える｡結婚の時VC贈与 した錬用は財産相続の

際に計算vc入れなかったと答えたものが84･2多と圧倒的VC多かったにもか わゝらず .財

産は一切賦与されてVlないのである｡

さて以上姓現世帯主の過去の相続に関する分析であったが .次には現世帯主が .今後自

己の財産をどういう方法で子供に分配する予定であるのか ,また要への財産の分配に関し

てはどのような考えを抱vlているのかの意匠につV,て検討 していこう｡

第 11表 子供への望ましvl相続の仕方

江森上 江森下 佃 _上

a1人に相続させる 889ll.1 70.0 80.0b鼻薬に従事する者だけvc 10,010.0

C男子のみVC 10ー0a_男女のみんなに
eわからぬ 20.0
且そ の 他 loo.8
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第 11表は子供への財産相続

の望ましい形式を尋ねた結果

の割合を求めたものである｡

これによると.農地の狭/少さ.

家の継続 .親の扶拳と主VC三

つの観点から考慮して .どの

地区VEかV,ても1人vc相続さ

せるという意見が大半であっ



たor鹿茸を今後も続けてV,く為にはこれ以上の土地の分割は許されない｡従って親の老
後の世話を引き受け .家の継東の任に当たるあととbがすべてを相席する｣と総合的VCみ

ればこのような理由vE基ずいているのである｡三つの理由のうち ｢家の継乗｣というのは

それが根強く家族員の意識構造VC漫透 してVlるとはいうものの .単に意識上の問題である

VC過ぎをvlが .他の銀地及び親の扶葬の間榎はそれが曲家経済と幽遠しているだけVC解消

VC困難性が伴をうようだ.

ところで全く財産の分配VC与からない次三男について .現在の世帯主達はどう思ってい

るのであろうか｡その点VC関しては ,彼らが述べた言葉を借bると.｢他の者には教育を

身につけ目立できる体勢にしてやるから｣とか .｢捌 昏する時に金銭的に援助しておいて

やる｣とV,うことであった｡教育費用や結婚経費を援助することで財産の分配VC代えたい

という気持らしい｡

次･三男に次いで .既vc婚出 .艮出した子女への財産分配であるが .これは第 12表に

示した如くであるので .それを通じて賛

否の割合を吟味 していこう｡

｢賛成｣と ｢反対｣を比較してみると

｢反対｣の割合の方がはるかVC高率です

べて過半数を上廻っている｡反対者の寄

bどころとする理由vcは放出 .振出した

鰐 12未 婚出 .縁出した子女-の相続

江森上 江森下 佃 上

a 賛 成 55.5 18.2 20,0
b 反 対 55.i 72.7 70.0

C わからないd そ の 他 ll.1100.0 ?_1loo.0 10.0

者はすでVC他家の者と見倣し.従って財

産も他家のそれが当てがわれる姓ずであるということがあげられてい-る｡賛成者側につい

てみても必ずしも耕礎的な財産分配は考えてvlをvlようである｡親として ,婚出した子女

vcまで分配することに一応賛成しているが .均分相続というケースまでは全然配慮されて

おらず .その大部分があととbの生活VC経済的余裕を認めることができれば .金銭的な財

産分配vc彼女達も含めて考えるというのである｡

最後に妻への財産分配の配慮はどの亀鑑をされているか少し触れてお こう.第 15表が

第 15表 宴-の相概

江森上 江森下 佃 上

a 賛 成 55.5 45.4 dnq
b 反 対 22.2 18.2 40.0

C わからない 44.5 5d,4 10nO

その模様を表わしたものである. これに

よると江森上 ･下ではかって妻-の財産､

相続につVlて考えたことのない家族が多

く.その様子が ｢わからない｣の 44.5

飾 .56.4帝となって現われている.そ

こで揮否両論についてみていくと.まず

賛成側では大別して老後の′J､遣い程鑑を金銀で分配という意向を持っている者と.妻子間

の均分を望ましいとする二つの意見vc分けられる｡前者は賛成率の低い江森上で ,後者は

賛成率の高い佃上で特徴的である0
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ところで否定を支持する者と.今みた肯定意見での前者とはvlずれも拡大家族での妻の

老後ということを念頭に思いていると思われるo｢老後の′J唖 い程度を金銭で｣と答えた
者はその他の生活照をすべてあととbVt見てもらうことを予定 してかb･分配否定側でも

ぁととbVC全財産を謙った後の賓の面倒をあととbカ視 ると見越 した上での否定的立場で

ぁるOまた .鯛 己否定は要に財産を分配することによって子供 と母親との間VC財産を巡る

滞神的摩擦が生起することを恐れる故にとられた立場であるとも見ることができる8

｢賛成｣と ｢反対｣■の割合を比戟すると,今うで見てきたあととb以外の子女の財産相

続とは対照的VC｢焚成｣の割合が ｢反対｣のそれをしのんでいるoこれは子女関 してエD

も,撃の老後の不安とvlうことへの世帯主の心使いが強vl現れであると解釈できるo

(5)寺子解春子

｢ぉ宅では現在養子になってこられた^があDますか｣という問いによって杏子の事実

を調べたが .｢おbます｣ と答えたのは全体で二戸しかみられなかった｡一つは相続の為

とvlい .他は子供がなvl為とvlう理由vcよっていた｡ この数字が少をいとV,うことは必ず

しもこの地区の家族が華子を勧迎しないということを意味しているのではないO第 14表

は世帯主を対条に子供が一人もvlない場

令 .寺子を迎える必要性を感 じているか

どうかを表わしたものである｡これによ

ると ｢養子を迎える必要なし｣は全体平

均 10- 20帝を示すVCとどまっておD.

それvc反して.｢必要がある｣は過半数

第 14乗 春子の必要性

江森上 _旦森下 佃 上

a 必要がある 88.9 54.5 80,0
b 必要ない ll.1 1a2 1m.0

c Kよる 9.1 10.0
a_ わからない 100.0 182

以上の高vl割合を示してVlるO もし子供

がない場合 .雅子を迎え入れて先祖祭少や家の継泉をさせ .自分の老後は世話人となって

もらうことの必要を強 く感 じているようである0-万先祖とか家の観念が消失していると

思われる ｢必要なし｣の少数グループでは血のつながりのないことから精神的に溶け合わ

なvlことを懸念し.老後甥とか姪のめい親族の世話vcなbさえすればよいという希望を抱

いている｡

続いて家の継続 とV,うことを中心に考えた婿養子に対する態度はどうであろうか｡それ

を翻べる為に ｢もし.お宅の子供が娘さんばかbであると.あなたは娘さんに婿華子を迎

第 15表 婿教子の必要性

江森上 江森下 佃 上

a婿容子を迎える 77.8 72.7 占0.0

I)腹入Dしてもかまわぬ ll.1111loo.G 9.1182100.0 50.0

えたvlと思いますか｣という項目

を設けた｡その結果を第 15表で

みると.婿埠子に対する必要性は

断然強 く.地区を通 じてみても

占0帝以上の率を占めている｡そ

れ以外はほとんどが 10帝前後の



低薄で .娘の個人的意志エbも家意敬の方を仕るかに重んじていることが明瞭に現われて

いる｡た 例ゞ外的な娘の自由意志を尊重して .線入bしてもかまわぬという佃上での50･D

帝は余野地区では特異な存在とV'え上う｡｢¢柵に上る｣は非常にわずかを率ではあるが .
一応その内容を説明してかくと.本心としては婿養子を迎えたいが .壕近の婿春子不足を

考慮して .もし蛎春子があれば迎えるが .ない場合 .嫁に出してもかまわないというそれ

ほど婿華子を重視してV,なV}ものである｡

以J=は子供の全くない場合の啓子 .並びに癖春子VCついての考察であったが .どちらの

額子にしても希望者であれば誰でもよV}とい)ものではない｡ もし馨子を迎えると仮定す

ればそれはどんなととろから迎えたいかとV15ととに関して窮 1占表に基すいて見てみよ

う｡春子 ･婿寺子の両者の間では

は迎え先VC対する希望は大 した

相異がなvlと思われるので第1占

表は二つを競-して泰子として

扱ってみたD結果は ｢親戚から｣

とvlう回答が最も多く.次に多

弟 14寮 啓子の迎え先

江森上l江森下 佃 上

a親戚からb親戚や知人C栽戚 ,知人に限らない 87.512.5 50.040ー0 77,8ll.1

a_ からなvt 100.0 10.0 ll.1

かったのは ｢親戚 ･知人VC限ら

ない｣であった｡親戚から華子を望む率が商いの比JPはb血のつながbがあるということ

で .そこには:気安さが感じられるからであろうし.｢家｣観念からいっても養子に血のつ

ながDのあることが .｢家｣の実質的連環を保てることVCなるからであろう｡

(6)婚 姻

第 15表の婿華子の必雛 のところでは娘の意向把か わゝDなく締幸子を迎えるとvlう

親の一方的婚姻決定が大多数であった｡ しかし簸春子を迎える場合とV,うのは婚姻の特殊

的例であるので｢股的な姻婚決定VC僚してもこれと同様の形がとられるかどうかはわから

たいoその点を明らかveする為VCまず .世帯主が現在の輩を配偶者として決定した当時 .

その決定は誰によってなされたか第 17一乗から調べてvlこう｡この表をみると配偶者の遷

第 17表 世帯主の体験としての 定方法に著しい地区差のあることがわかる
配偶者選定

であろう｡地区別に割合をみてみると.江

粟上では親 .江森下では親または本人 .佃

上で親と本人の相敵が高い割合になってV'

る｡そして佃上では割合に大差なくいろV'

ろをケースが見られるOこの地区差の原因

として世帯主の結婚時期に地区的偏俺の相

通が予想される｡そこで .三地区世帯主の括婚年月日を戦前と戦後に分けて調べてみると.

戦後の婚期の割合が.江森上 ･江森下 ･佃上で順VC44.4車 .'25,0啓 ,占0啓 ,佃上以
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外は必ずしもそのことが該当しないようである｡

そこでは.現在の栽 (世帯主 )は子供の配隅者選定vcどのような方法を良しとしている

のであろうか｡そのことVCついては第 18表を見よう｡全体的傾向としては第 17表で親

の決定が多かった江森上･下

第 18表 子供の配偶者選定

江森上 江森下 佃 上

A)長 男 a 親 55.5 9.1 10.0

I)* ^ 182 40.0

C親と本人 44.5 72.7 40,0
a_わからない ll_1 10,0

eその他計 ll.1100.0 100.0 100,0

B)吹.三男 a 親b本 人 55.5 9,045.5 50.0C親と本人 44.5 45.5 40.0
a_わからない ll.1 10.0

oその他計 ll.1100.0 100,0 10Q.0

C)女 子 a 親 ll.1 9.1 50,0

I)* ^ 55.5 275

･e親と本人a_わからない 44.5 45.i 40,010,0
Oその他 ll.1

が第 18表では僅少となD佃

上も引続き低率を保っている｡

V'ま長男の場合vcつVlてだ

けみると.本人もしくは本人

と親の相談によって決定され

る場合が増加しておD.特に

江森上では親の独断が等VCま

で下がD.｢本人単独か親と
の相談の塾｣へ移行したよう

だ｡_江森下では本人の決定の

割合も相談型の方へ移ってい

る｡

次に次･三男及び女子と長

男の場合を比戟検討 してみ上

う｡全体的にはさしたる変化はうかがわれなVlが .部分的VC長男に比べて次･三男の方が

親の介入度合少となったところがある｡そして女子が中間的存在にあるようだ｡長男に対

してはあととDとしてや親 との同居をある程鑑まで前連としている為 .橿部的VCでも差異

が現れたのであろう｡

さて春子の韻で年子の迎え先VC対する希望を調べたようVC婚姻VCつV,ても配偶者を選ぶ

場合どんな条件を希望するか調べてみた｡調査方法は考えられる条件として,こちらから親

の戟薬 .学歴 ,財産 .家柄 .血統 ,人柄 .容姿 .健康 .学情 .家政の能力 .その他の 11

碩日を提出し,そのうち.最 も重要と思われるものを廟位をつけて5つ選び出してもらっ

た｡集計VC際しては 1位のものを5点とし.2位を4点 .5位-･-.というように5位ま

第 19黄 子供の嫁の選定条件

江森上 江森下 佃 上 江森上 江森下 佃 上

健 康 29.8 29.1 5n,る 容 姿 2.5 5.8 0.7
人 柄 17.5 15.1 10.7 財 産 0.8 5..5

愛 情 8,7 15.9 14.75t 親 の俄 英 57 0.7

家 柄血 統家政の能力学 歴 1ム7ll.75-85.0 87ll.55.74.7 8715.512.0 そ の 他計 1510口.0 100.0 100.0
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で点をつけ .各々得点合計からその割合を求めた｡第 19表がそれである｡ これでみると.

江森上 ･下の上位から5位は健康 .家柄 .人柄 ,血統 .愛情 5つであるのに対 し.佃上の

それは ,健鹿 .愛情 ,家政の能力 ,学歴 ,人柄が重視されている｡佃上では血統 ,家柄の

減少の代わDvc家政の能力や学歴が高率姐に入っているのである｡選定条件別の重視程度

は健康が最多で三地区共通している｡そしてそれに次ぐものとして人柄 と愛情があるが .

それらVC催少差で続いているものに家族 と血統があるのはやはb稼どbvc対する伝統的選

定条件が消え去 っていないことを数えてVlる｡

2 同族と親族

皆畑部落VCおける同族と親族

<調査地の概況> 久世町大字埋西皆畑

皆畑部落は ,久世よb′くスで25分程奥に入ったところの部落であるが ,読んで字のごとく

みなはたであるC山と山にかこまれた狭少を地形を利用して54戸の家々が軒を並べている｡

家は急を斜面を利用して帯状VC,そして畑といえばこれまた急を斜面を利用して .くわとか .

みつまたとかを栽培 している.

この皆畑部落は戦後皆畑 (22戸 )と皆畑東 (12戸 )とV,う2地区に分れ現在にいたって

いる｡ もちろん行政的VC分れてV,るものの托Ff同 じ部商 という感 じがする｡さらにまた皆畑を

上組 (9戸 ),中租 (15戸 )とに分け .曹畑東 (12戸)は下組と呼ばれている｡

(第 1図参照 )



世帯 負数
(調査表 よD作成 ) (65年 )

観 男(人) 女(人) 計
dD才以上 15 18 51

59-16 才 59 46 85

15才以下 ll 10 21

この部落の総世帯員数は .157人でそのう

ち男 65人 .女 72人で 1戸あたDの平均世

帯負数は約 4･1人である｡

さらvcこの世常負数の内訳をみてみると.60

才以上 51(1a)人 ,59--16才 85

(46)人 .21(10)人となD ,中間層

が 62旬で圧倒的に多いが ,とくVC20才前

後の人では .部会の方VC就職vcついてVlる人

がいるということもみのがしてはならないQ

次に皆畑部落の土地所有を規模別にみてみると.2町以上が 185虜 ,1･5町- 2町が d･5

01'.1町～ 1.5町が 52.1帝 .7.5反- 1町が 16.1蕗 .5反～ 7･5反が 15･2飾 ,5反以下

が 11.9%とな9 .1町～ 1,5町を保有する家が一番多いが ,戸数からすると,5反以下の家

が 11戸を教えてV}る｡ (この部落の54.戸中非虫家は 2戸のみであるo Lかし.EElは苦曙 か

ら1払ほど離れたところVEあるため ,野良仕事VCでかけるときは .弁当をもって朝早 く家をで

土地所有規模別階層梢成 (良薬センサス 戸数よD作成 )

1英 数(戸) 比 率(顔) 面 戟 1 戸 平 均 比 率tG) 規模別構成比 塊)

2 町 2 占.D 4町 8反 4畝 2町 4反 2-l' 18.2 18.5

1.5町- 2町 1 5.0 1 7 2 1 7 2 占,5 A.5

1町～ 1.5町 7 51.2 8 5 0 1 2 1 52.1 52.1

7.5反- 1町 5 15.2 4 2 6 8 5 18.1 16.1

5反一一7.5反 7 21.2 4 0 2 5 7 i .5.2 15.2

5 反 以 下 ll 514 5 1 占 2 8 ll.9 ll.9

れば夜まで帰らず (育 )バイクなどが智及する前号では牛を利用して坂道を昇 DおDしてVlた

そうであるO このように地理的vcも本当に狭い谷間VCある部落VCあっては .田といえば速 く離

れたところVCあるとvlう不便巷を今で結バイク .自転車を利用して大いにそれらを足としてい

るQとくVC.バイクは 1戸VC必ず 1つはおいてあるという程その利用度が推測されるのである｡

山林の土地所有規rkもこの部落の定額的要東を理解するようで重架であると思われるので .山

林所有と土地所有を合わせて図vcしたのを参考にしてみると,土地所有以下で山林所有が5町

以下が 10戸でやはD,j､規模夜等相銀家といえようQ中間層と思われる土地所有が 1町- 1町

5反で .山林所有が 10町･- 15町の農家は 4戸 .そして土地所有 2町以上で山林所有が 15

町～ 20町という良家は 1戸のみ .さらVC土地所有 1町 5反- 2町で.山林所有が 20町以上

というのは 1戸という状態である｡
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土地所有規模別山林所有姓家政
( 戸表 よb作成 )

這 孟 讐警 5反以下 5反～7.5反 7.5反-1 町 1町～1.5町 1.5町-2 町 2町以上 計

5 町 以 下 10 5 2 17

5町～ 10町 2 2 占 2 9

10町へ 15町 4 1 5

15町～ 20町 1 1

2 0町以 上 1 1 1

そして家計をたすける意味で .曲朗期を利用 して脹南のい草刈や田植えに出稼ぎVCでかける人

も多い.

皆畑部落VCおいては .中間層の人が

博層別労働力構成

(良美 センサンス 事表上b作成 )

雇 用 手間届 手伝vl 計

1町～ 1.5町 18 14 2 54

7.5反- 1町 5 5

5反～ 7.5反

5 反 以 下 55 i 41

62%を占めると専 いたのであるが .

ここで .土地所有 ,山林所有というこ

とを考え合わせて(階層別 )労働力が

どのようVC補をわれているか ,また充

分であるかをみていきたい｡次の図に

もあるようVC,1町～ 1.5町の鹿家は

雇傭 18人 ,手間替 14人 ,手伝い2

人を必要としているのであるが ,5反

以下の出家は雇傭 55人 .手伝vl4人となってvlる｡

また,階層別従事日数別姓英従事者をみてみると,1町- 1･5町のグルーブで 150日以上と

いうのが 19人 ,7.5反- 1町のグルーブをみると150日以上 11人 .この2つのグルーブ

と5反以下のグルーブと比較 してみると29日以下 11人 ,50- 50日4人という具合いに

曲集従事者の両極端を示していると共に先の 2クループは半年近 くを良薬VC徒事し,労働力を

盛運に往V'でいることが配みとれるoLかし.後のグループをみると29日以下とL̂うのが圧

倒的VC多い｡ このことから当然剰余労働力とvlDものが生まれてくると思われるが ,その剰余

労助力は出稼ぎとか .部落内VCもけ る手伝いとかテマとか .層僻 とt̂ う形をとっているのであ

る｡
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階屑別従婆日数別姓菜従事者

29日以下 50日～ 50 50～ 149 150日以_上 計
(人 ) 日 (人) 日 (人 ) (人 )

2町以上 2 1 5 8

1.5町- 2町 1 2 5

1町～ 1.5町 5 1 1 19 24

7,5反- 1町 1 1 5 ll 1占

5反～ 7.5反 5 5 5 8 17

5反以下 ll 4 1 5 19

さらVC.曲家の経済とちがうことを考えてみると.この部落の経済状憐の 1つの指針とをDう

る農産物販売状況というものをみてみると.70- 100万円の盤産物販売というのは.55

戸中2戸 .10- 20万円 .50- 50万円が各々7戸となD.この部落の巣産物販売の平均

Qj:20万円余と覆るoLたがって消費経済の浸透と相償 って出稼ぎの占める重要性が表われて

いるように思われる.

階層別鹿産物販売状況 (出衷数 )

版 売 5万円 :5～ 10 一口～20 20～5850～50 50～70 70～ 計
な し 未 満 万 円 万 円 万 円 万 円 万 円 180万円

2 町 1 1 2

1.5町- 2町 1 1

1町～ 1.5町 1 2 5 1 7

7.5反- 1町 5 1 1 5

5反～ 7.5反 1 1 2 2 1 7

5反以下 4 4 2 1 ll

<同族の構成と機能>

皆畑苦隔 日 戸を姓 別にみてみると,瀬田姓 11戸と圧倒的VC多く次いで牧姓 .千後姓 .伴

姓がそれぞれ4戸 ,池布姓.金崎姓が各々5戸 .池田姓.下島姓がそれぞれ 5戸 .単独姓は 1

戸のみである｡
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性 別 家 番 号 戸をL

1 (兼田 ) K 1 ③ ④ @) 也 ⑦ @ uiEIQa QB ㊨ GD ll42 (敬 ) 班 ㊥ 適 弛 ⑯

5 (千後) Se 車 重 ㊨ ⑳ 4

4 (伴 ) B ⑳ ⑳ ⑳ ㊨ 4

5 (池布) Ⅰ 1 ① ⑲ ⑳ 5

i (金時 ) K2 ⑰ Q-8) ㊨ 5

7 (池田) Ⅰ2 ㊤ ⑲ ?

89 (下馬 ) Si ⑳ ⑳ 2

家番号相互認知

(ら1215851051宗(鹿家)崇 慧慧165-LgFi-i)仁やF'JTti(∋ii

I
M 5

SB

EM12

M18,9年1

M24

】T7.8単独戸と同じを称 している

(兼 田 株)

K4

(むは ,調査によれば

が ,(参の調査vcよれ

意見のズレをみる｡
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番号 tヵプウチ一同が蘇る時

年年 EE]l上 年法 i 吉 盆彼 氏ネ 先 その
節
屑
級

中

千

早

i上

:上

中

甲

上

.上

上上

(抄 ○ ○ ○ ○初盆のみ

(痩 一〇 ○初盆のみ

① ○ l ○ ○

㊨ _○ ○
⑩ 一〇 ○
節 ○

⑦ ○ ○

㊨ ○ () ○初盆程度

@ ○ ()

(金 崎 株)

(牧 株)

家番号f相 互 認 知 幸 三 l

打 ＼.__C.Cー(1C とA)

櫛 EFも､)
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家番号 カブウチ一同が集まる時

年 年 J田 上 年 法 -1こLJ 盆I■ 氏 畢 I そ 節

忌 貸 i め _1一Eil末 始 え Qこ 串 早 祭 栄 也 級

㊨ _⊆準 前 ○ (⊃ ○初盆 早

id)_r詞殉-Ad)-⑪旬 ○ ∩ ○初盆 ⊂) 〟

○ ○ ○ 下

仁) ○ ○ - - - 午

○ 〟〟

○ ∩(⊃ ○ 〟

(池 本 株)

(池 田 扶)

M20(おおよそ)

(下 尾 株)
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家番号 カ ブ ウチ一 同 が処 せ る時

年年末始 甲.i 年法忌葵 音韻凶vc 盆ノ'▼ 氏 先 そ
樋b 由 の
えケこ 岸 祭 栄 他

㊨ ○ ○ ○○ 初盆○
I ○
㊨ (つ○ ○普甜

④ ○ ○ I .

㊨ ○ ○

l土中

上

〟

下

(典.よらないo) 〟

カブウチとして別になし
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<株構造VCつVlて>

次vc皆畑部落における同族ということVCついてふれるためVC現在ふいては一同族である'と

いうその観念はどうであるか .さらに同族団を中心 とするところの機能はどのようプi･もoI)であ

るか .村内veかいてその機能の位腹付けはどのように考えるべきで去るか ,といった様々を問

題を捉起してくれる｡そこで ,さらにくわしく具体的に考えるとともVC,.同族 "あるV'は同

族団というものVLつV,ては暮多野教授の説に上れば .｢本家 ,分家つ腺瑞vcつ夜がっている家

の々連合体であD,その結合原理は系諸関係にあるQJと述べられてVlる｡ この詞を参考する

ことVCしたV,と思い7tすoそこで .この皆畑部嘗VCおける同族あるいは同族団成立を確認する

ためVC,相互認知が成立 しているかあるいは本家 .分家の関係を続けるべきであるかという調

査 (票 )用紙の質問vc対して .そのほとんどが是としている｡ 1.2.例外 とみられるもの/yj:ある

のであるが ,しかし,現在この部落VCあって仕 同̀族 'ということばを使って意識 しているの

ではなくて"布家だから.分･家だから'とか山同じカブウチ'とvlうこの言葉でもって ,同族

塵紙 ,同族団意鞄を表わしているようである｡

各々VCつV,て珠構造がどうなっているかを確避 してみたいと思 う0

1 まず兼田株vcつVlて述べてみたいと思 う｡

この部落VCかvlて .(図 )で一応姓別に分類 して概略をみたのであるが .大体 5つの大き

な株がある｡ 1つは米田珠 (KlとするO以下略す ),1つは金崎株 (Ca).1つは伴珠

(B)の5つであるL,

2 兼EEl株 .Ki株 (⑯ q-i)⑬ ㊥ ㊥ )

総本家 ((i_9)といわれるようVC古V>家屋故を思わせたのであるが ,元文 4年の位牌も成 っ

ておるoQB)からの分家は .蛸 ,⑬ .さらに◎.㊥を救えることができる｡(嬢の分家vcつV,て

は ,現代の戸主の 5代前のM5年の時に分家をし.そしてqg)から88年に(_19の戸主の弟⑬を

分家させている.由からすれば ,やはb近年にかいて分家 したということからつき合いもQB)

の方が圧倒的であるが ,総本家に対 してもその地位を認めてはいるが .ただ ,家という観念

だけで ,人尚的VCももうほとんど関係性ないとVIVlきってかD.中代の交替をうかがい知る

ことができる.し抄,Q9は戸主が兄弟同士とい5ことから.その相互認知は成立 しているので
あるが .総布家としてのQbは分家から結線布家あるいは布家としての地位は認めてもらって

はV招 いと調査表からは知ることができるのであるが .この原因と考えられるのは ,分家又

分家の戸主の方が布家の戸主よb年令が上で相当のひらさがある時にいっそうその感が強 く

なるものと思われる｡しかしながら⑬において .宋婚葬祭 .とくに葬式がとれた場合をどは

分家はもちろん カブウチすべてを中心として100名Jaくの同族腰族が痕せるといわれてvlる｡

それを亜付けるかのどとくdj)の戸主は ,本家 .分家の媚係を続けていくべきといった｡その

理由として日本の家族制度のよさの 1つとして相互扶助してい くことVCよって力強さも生ま

れ .団結の強さもててくるといっているO ことにも家観念の強さがうかがい知ることができ
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るのであるO毎と細 .⑬ との牌償veついて分家した噂 ,その当時の財産分与につV}ては不明を

のでわからないのであるが .也 ,⑬忙ついては.,本家 川2))から自分のところ(A )紘 .これ

これ財産分けをしてもらい非常vE布家の恩窓をこうむっていると調査項 目VC答えているところ

からも布家 ,分家の間に経帝的馳係の重畢さを黄現していると思われる｡

このことについて .有賀教授 ･寄多野教授の家観念VlつVlての恵靴構造を総称的VC結論を下

している大橋燕氏は分家が成立する7tめには ,7tた分家として認められるためVCは .一家の社

会的手続きが必要であD,分出後 ,社会約歳捗を負い .分家振舞いが必要である｡ (社会学研

究会 .ソソオロジNo4参 (195.5,5) と述べられていることからも納得せざるを得夜vl｡布

家の恩患VC上って今 こうしてあることができるのであるからという-種の義理とV,うものによ

って も本分家関係が強く意祝されていると思われるO

次に.毎か らの分家 としては一番古V,⑥及びその分家の①につvlてみてみよう｡⑧の分家は

現戸主の4代前の戸主が⑯上b分れたということであb,約 200年前ということである｡そ

のため帯群的にみれば⑯が本家は本家であるがもうすでに 4代も経っているので本家の地位と

いうものにつVlては認めていTzv,Oまた.本家VC対 してもいろいろの面で相談を求めるという

こともないとvlうことである｡7tた .⑯も㊥に対して分家とvlう意放はうすいようである｡い

わんや①ほっV'てもそのことがいえるO⑬を総布家として認めることもしをV'し意穂 もしてVl

なV,ようであるoだからテマガエとかち1つとしてものを借 bたいと思う時には@ と㊥はお互

いVr_それらの交換な行75:ってvlるO もちろんkjrrとV}う(地理 )位値的条件も彫督することも

あろうが .ここVCかいても世代の隔Dを感じ部分的にではあるが総布家の陰のうすさを認める

ことができるではなかろうか｡しかし.葬式の時おくやみをもってV}く家とか祝儀の際などの

視V,VCつVlては .カブウチをまず第一と考えて.いる｡その次に組であると答えられたoこのよ

うな儀式的 .儀礼的なものの場合vcおいでは .カブウチの占める位歴とvlうものがクローズア

ップされてくるようであるo Lかし,このカブウチとしての占める位忠 も点近は組 ･組紙によ

ってその役割の比重の減少が節著になってきているQこの皆畑VCあってQi組の中VCカブウチと

しての同族があるので組と株の間には書初がかなbみられるので両者の機能 ,役割veついての

明確を｢根を画すること(,i困雑をようである｡また .組 ･組癖につV}ては調査の都合上詳細は

副愛させていただきたvlと思V}ます｡

(別表 )にあるようVC.カブウチ一同が娘時の中で先祖祭の時といわれるのであるが .分家の

①から同-の答えも縛られず被調査者 も甫令のため ,その(確信性 )倍額性は低vlとみるのが

妥当であろうが .先祖崇をやってV,るとV,うことから本家恵織 という観念がまだ残 っていると

いってもよい｡また以上⑮ .(13).過 ,㊥ .①把ついても年忌 ,法華 .膏凶事とV'った儀式の噂

VCカブウチ一同が集まるようである｡さらに注目されるのは本家 としてのQB),④vcあっては毎

年 11月2･5日の氏神祭の時カブウチ一同が集まるというのは布家の分家に対する中心性をも

-h bることができるのではなかろうか｡
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以上⑮を中心としたQ9.⑩ ,㊨ .㊥の各々の系諸関係をみてきたのであるが .噛 .⑲と,㊥ .

㊥との閑係vcついては.カブウチとしてのつき合い零度であD.ただ㊥におvlて何かと相談を

かけるととのできる中でもとくVC頼bvcでさる者をあげて下さvlとの質問に対 して .せ歩の戸主

をあげカブウチという親念上bその人の入場世故に親密さがあると思われる｡現VC◎の戸主は

一秘密は守る'また.1守れる上うな人だから〝という答えたったのである｡この他VCつV'て

紘.これといった関係はみいだせない.との5戸を総称してVlうことを許してもらえる冷らば

意織としての同族放念もしくは同族団の親念は)すいが系譜としてのつまD家としての額念と

してはあるといえる｡

Ⅹ2 珠 ⑩ ,cx妙

⑯を本家とし,M18.9年頃vEqlJは分出すると岡V,ている｡系譜的にば時は⑯の分家という

ことVE浸っているのであるが命の現戸主が鎗養子で画の戸主の弟(画家では四男 )であるとvl

うことから⑭姓のつき合いが多くお宅で親にゆききしている家があbますかとの貸間に対して

㊥ .@があげられたことでも交掠対象の条件というものがわかる｡ しかし,物の慣借Dについ

てはやはb近所ということと本家でもあるとい5ことから気安さも手伝って .⑯をあげている｡

ここでの相互認知というものについて仕どちらも認めてはいるが .上記のよ)に婿啓子とV,ラ

ことから⑯姓との交際も多いためか .布家 ･分家の関係を続けていくべきかということにつVl

てはどちらも是とし-ながらも⑩の分家が続けていくという態度を変えをい限b.こちらも続け

ていくという少々消極的な感じのする認知状態である｡しかし.ここに直接血のつ濠がDの夜

いただ珊 関係のみでは ･本家 ･分家の繍係蹄びつきというもの鴨 頒 哲9弱きというもの
を感じさせるのであるが論の飛躍であろうか｡

酌における的査によれば音は米田姓はすべて牧内だったそうですとV}われたのであるが(¢

者 )靭査者白身 .その粛甜鵬係が敢科不足と勉強と相使 って確忍することができず,Ⅹ2株と

したのであるが･K5･Ⅹ4枚についても同様のことがいえる｡そして@ ･qJ･を含む 7カブ(⑩

節 .⑯ .㊨ .㊨,歯 ,⑳以上兼田姓 )と称するカブウチを中心として水車を利用している｡こ

の 7カブの中に⑯とか④という姓の家がうかがえるのは昔のカブウチ(つき合い株で壮ない )

におけるo同族であったのではをいかとも勝手凌想像をしているのであるo (魂在はつき合い

株がほとんどでその構成は(也 .釣 .㊨ .㊨ .旬 )である｡また .カブウチ一同が集まるとい
うのは@は年忌 ,法要と書凶姿.@枝管凶留のみといった極 .何事かがおきた時のみに触られ

ているようである｡

K5 枚 ① ･⑳
本家の①はここに定住され,tのはいつごろからですかとの質問に対して約200年と答えている0

本調査地においては200年から500年と答える家が多いことからも,また部落のお墓の近
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くの石碑には平氏の落人とおぼしき文章が刻まれていると開きとり忙よって年にしているO直接

の資料がないので残念ではあるが .地理的免件として山の谷間に囲まれていることからもその封

鎖があり,200年あるいはそれ以上の古さをもった家が多いのではをいかとも思われるのであ

る｡相当蛇足のようになったのであるが .⑦からの分家㊥は硯戸主の 2代前の時 ,M24年に分

出しているOお互いに相当認知が成立 し.本家 ･分家の幽係を続けていくべきであるとその意見

の一致をみている｡分家としての⑳は部落内に近親者がいないということのために本家に相談に

行くということはあるのであるが .そのようを相談額の場合でも母親の実家とか要の実家に行っ

て相談菅するという親族関係の意味あいが強くでてくるのである｡もちろん㊧の戸主と⑩の戸主

との年令的差のために儀礼的な相談については開きに行くが ,何か仕事のことで手伝ってほしい

と頼みにくるのは分家よDも㊥の本家の方が多いO⑩ .㊧忙ついて ,布 ･分家の関係を続けてい

くべきとするその理由としては .⑯は自分の家から分れたため血のつながDというものがあるか

らとするのに対して .㊨もまた血族の面で(ここでは禎調査者のなまの声を啓いているので ,意

味するところは血のつながb面と解していいと思う｡)本家は布家としてつき合うべきだとしてい

るQところが紗についてみれば ,家族負数 4人といった夫婦家族であるため ,上記に示したよう

に相談相手も近くの本家よりも蓑の実家との関係が多くでてくる.こうした点においても核家族

(5世代 .2世帯家族 .直系家族 .近代家族 )から,1世帯 (夫婦家族 )へと移っていくことに

よb本家 ･分家の意織の重点の紅さ方も変化せざるのではないか｡また .同族意瓢に対して親族

志紀の高揚をもうかがわれたのであるoまたカブウチ一同が氏神祭の時に本家に集まるというこ

ともない .だから各々いわゆる`なんとごと".年忌 .法要 .吉(凶事の場合しか集まらない｡

K4 株 ① 一④

(図 ,Va6)からもわかるように･K4株の総本家と思われる家は絶家してしまっている｡そし

て④壮調査によれば .現戸主の 占代位前の噂に分家したといっているoその結果 .現在まで分家

をLできているから分家なしということができるのであるo相互認知のところでも④は④という

ものを認めていないし.本家 .分家の関係を今後も続けていたかについては来園答,しかし,さら

に具体的に詳細にみるならば④は分家をだしていをいから単独戸であると称しているのであるが ,

一方 .旬の弧査によれば本家壮④ではなくて①であるとして分家は④であるとしている｡ここに

意見のくい適いをみるのであるが .理由としては次のよう絃思われるO㊥の天が(戸主吐天人.

1̂ 生活 .天^の夫死亡 )彼の兄である@の戸主と共に生活している時に .現在の㊥の家屋敗の

すぐ下の畑のところの家から現在の④のところに新居をかまえたが .どうしたことか③の前戸主

が父腰と共に分れ ,現在の①のところに住居をかまえたoこれは④の戸主を中心としての開きと

Dによっての回答をので,まま論の逆転があるかとも思われるD従って.本調査者は図のように④

の戸主の意見(rl専韮したのであるが ,系譜鯛係からいえば④の方が分出したというべきであると

思うD④の戸主壮主人の父親が主人の兄のところからこちら(① )にきたということから.本誌Z
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は④としたのであるが .やはb分家とVlった方が妥当であろうO しかし,④は現在戸主 1人と

いうことから.近所賛軒ということから①あるいはくりとのつき合いが多く.各々と家とテマガ

エをやっているOテマガ工の内容としては ,①の家ではカイコを飼育しているので多忙夜時に

は 1人では .どうにもならないという腸合がでてくるので.◎ ,㊨ .⑦に顧みに行く.そのテ

マガ工として田柏えとか.稲刈の特に仕草を手伝9ことにしているOさらに交際として④は単

独戸であると称しているだけにカブウチ一同が典或る噂性いつかとの質問には ｢ない .娘せら

ない｣と答えているOこのことからも④は③との蘭係れ:ついては .本家 ･分家の関係などよb

つき合い株としての意鞄しかないように思われる｡

以上 ･米田株Kl･K2･K5,K折つVlて述べたわけであるが ･前述 したととく､pはb各々

の株間にはをんらかの系諸的係かあるのではをいかと思われるのであるが .この皆畑部落に お

いては .村内婚が20帝近くを占める(表参照 )ので,親族舶係を結んでいる家があ9.同族

であると同時に親族であるとい う形をとる具体的にどういう関係にそってvlるかは .株構造の

説明をすましてから托したいと思うので.一応伽 としてあげておきたいと思います｡

<金崎株> (i-･f).⑬ ,㊨ .㊨ .⑨ A･B

⑰の戸主は現在 .町会番長をやってLr,るし.また劫地委員とか虚協森林組合の理事の役職に

ついている｡さらにS2占～50にかけての村会議長を怪親し .あらゆる贋功についている人

である｡また,かしにし1.2といわれるしんし上うもちといわれる⑬家であるためにそれだけ

のしんLJうが財産が彼をして要人たらしめでいるのであろうと思われる｡私たちも1週間あ

まbここにお世話になD.戸主の人物の上音に気やす く語b合う機会をもっことができたし.

気持ちのよい調査というものができた｡こんな人柄のためであろう.相鼓を受ける機会もこの

音階 で一番多いようである｡この家の歴史も古い 290年前からの資料 もあるという｡このよ

うにいわゆる昔から古くて財産のあった家からの分家はどういう状態でなされているか興衆が

もたれるのであるが.分家はすぐ下の家である⑩さらに⑯ .そしてもう1つ分家としては .～

番分出が古いと思われる人が現在壮絶家となっている｡その家は般初は金時姓を名のっていた

のであるが .牧姓から孝子を迎えたことによb.苗字を変えたということを開きとDで耳にし

ているO従って ,現在その絶家から分れた嘘からみれば又分家であるが .⑯ .㊥とそれに部落

外への分家A･Bの 4つの分出をみることができる｡歯 .⑳各々についてみてもそれぞれ時代

的には適は少夜くとも明治以前 .歯は約 200年前から分家しているといっているように,そ

の時代的背景がしのばれる｡ しかt'本家 ･分家の相互幣知と本家 ･分家の朗係は今後も続けて

いくべきであるとはっさb述べているのは ,古いために血のつながDはだんだん うすれてはき

て .等親別にみても(等親別については ,後述の園参 )田 以 上 と思われる関係となっている

那 ,もとは 1つであり.先祖から血を受けついできているからという布家⑰の意見として開か

れている通D.分家の歯 .㊧も1司じ意見を述べてLhる｡ところが古いと思われる蘭 .(番からは
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｣軒の分家もでてい食いというのは何かものたりなさを感 じるのであるが .経済的 ･社会的理

由もあるのでけないかとも思われるのであるo

さらに.牧性の'& ,㊥あるい吐A･Bについてみるならば⑯ .㊥の相互藍空知壮成立している,

触 ⑰を総本家としてその地位を認め ,相互認知が成立しているのではあるが .①はQ,7)を総本

家としてその地位を冠めるよb.あそこが酪本家であるとも述べていないが .⑰からの認知は

調査によればみられるのであるOさらに部落外分出の④ ･㊥ 忙ついても同様に㊥は認めて

いるが ,㊨ ･⑧ か らの認知は不明である｡このように説明してきただけでも皆畑部落の同

族の複雑さがわかると思うQさらに⑳の戸主の娘婿が⑳の戸主となるとか .⑮の戸主とN親等

の関係にあるということから親族であるということから,またカブウチということから,⑳姓

とか㊥ ,旬の千後姓との近所交際が多 く夜る｡ここにも本家以上に親伴族としての近所の方が

つき合い上における役割の比重は大きくなり,同族と親族の朗係の入りまじった ,いや同族団

以上に親族のウエイトが大きくなってきていることを知ることができるO以上のように金崎株

は牧姓という分家があることそれから分家そのものも古いということからカブウチ一同が簸7E

ること技やはb年忌 ,法欝 ,吉凶部の時が共通 してみられる｡また .多くの棟内があることを

先祖祭などがあるのではないかという興味も総本家は先祖祭の時にはカブウチ一同は塊せらな

いとしているのに .⑩のみが集まるといっているが ,現在もあるかどうかははなはだ疑問に思

われるのであるQ

<牧 珠> ⑪ .⑯

⑫ ,⑯両家はどちらも分家同士であるが ,その本家は絶えてしまい ,その屋敷あととしての

激地は⑱の家の畑と在っているQT旋本調査者が⑯家で聞きとわをしている時年令 82のおじ

いさんから ,てらはた城の落人がここにきたのがはじまbで .その時の落人の姓が牧であった

と述べてくれたD⑪の象(/Cついても戸主のおじさん 1人というわりで .どちらも分家させてい

る家もなく.棟内としてはこの 2戸のみであるO⑯につV}て .カブウチ一同が先祖祭の噂集ま

るということになっているが .以前けやっていたとしてとらえた方が妥当ではなかろうかOま

た ,この家はこの部落で唯一の天理教信者であるOたいていの家は真吾宗で着任寺という守の

覗徒である｡あと宗教 としては .キT)スト信者が 1戸というよ_'.になっているoさらに⑪の戸

主性⑬の戸主のかじにあたb.このことから近所交際とか仕番を慣みに行ったD,また摘みに

くる家比⑩が多いQこのように㊥とL!歩家a)閲に親戚牌係があることから,またそれが比蜘 勺新

しい時期において成立しているということから親族ということがここの場合でも大きい｡

<池 本 株> ① ,歯.◎,㊨
池本枚については .O .⑲ ,⑤と画があげられるのであるが ,前の5つは .その系諸関係も

明白であD.相互認知も成立しているDそして .本家 ･分家の幽係は続けていくべきであると
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しているのであるが ,⑳忙ついては .系許からすれば㊥の現戸主の 5代酌の時に①から分家し

たことになるのであるが.本家として①を.｣コげることもしてい･なV'し,また① も分家として .

@を上げてはいないが .しかしカブウチとしては:㊨ ,@をあげているから訴査老壮一応池本株

に入れてお :ことにするO⑩の戸主は .①の一戸主の弟にあたD.S14に分家 しているQまた ,

◎まS5に部落外に分家している｡(Dの戸主性 ,村会汲員を5期 .町諺を 1期 ,首ら忙森林組

合の理容をやったD,大字の区長をやったbしていたO先に述べた㊥家の戸主とは時代的に紘

M54,M55年生れであることから.役職 ･妻帝についたこととは滑を並べているようであ

るoやはD.この家も財産がしっかbしている｡⑱のようではないが .財産ということからい

えばこの部落で トップクラスに入るものといえる｡このように本家というものは経済的にも,

また社会的にも重要な位恩を占めてV,るotた .占めていなければ本家としての価値というも

ののうすいことを実証 しているものといえるので牡ないか｡参考として ,また乳牛 5頭を飼育

所有経営面欲 ,田 5反 .畑 4反 .山林 11町を保有してい,.5ことを附記 しておくことにするQ

@忙ついて ,これは本視査者もわか.t)にくいのであるが .㊧の戸主は⑲を分家だとして ,その

地位を認めて壮いるが⑲の方は全然本家として意託すらしていないoしかし.⑳の現戸主の2

代前にとb子 .とb嫁を行ない ,そのとb子の名前が㊨の現戸主の名前と似ているところがあ

るので .㊥絃⑲を分家として認めていることから.とb子は⑳家からでないかと推測するので

あるが .その点に不明で参る｡また .破調査者が分家という意味をとb迎えてとb子としてや

った家だから分家と㊨を称しているのかもしれ丑いOいずれにしても断言でき7tいQ不明確を

ことなので一応羅列することにとどめたいC.

<池 田 珠> @ .㊨

棟内は 2戸のみにすぎないが .㊥は⑲から明治 20年頃に分出し.現在は 77才のおばあさ

ん 1̂ のみで主人がS40年なくなってから1人暮 しをしている. 2代前に⑲から分家 したの

であるが .相互認知をみると.本家の㊨壮㊤を分家としては窄めていなV,｡その理由としては .

現在叫亘)の主人が存命中は本家 ･分家のつき合いはしていたが ,三人の死亡によって ,それと
それ以後現戸主との人間的につき合うことができをVlためとし.今後本分家の関係を続けてい

くべきかとの常闇に対して .はっきDと 否̀ 'という巷えをだしているOさらに .㊤の戸主は

EI15とんど他の人ともつき合いが少なく本家である㊨は話し合う機会もをく,相談を受けること

もないOそのために分家が本家としての地位を認めていないから,こちらも分家に対して1人

ということのために横助をしたり.相放するということもないということである.さらに㊥は

部落内に本家を除けば｢軒も親戚もなく.いわば村で孤立的存在の感がする｡ しかし.旬は⑲

を本家としての地位を認め .本 ･分家の舶係は統けるべきとしているOはっきbと@と㊤の両

家の間にはくい連いがみられるのであるが ,この原因は血縁者がいないことも大きな理由であ

ろうが個人的な理由とみる方が妥当であるD本家としての⑳は土地所有経営面耕 .田 5･5反 .
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･llJ5反 ,LLli木15町を保有し.塊機長については .動力桝転機 .同脱穀機 .堺務機 .散粉機 .

発動機 ,屈動機とすべて値八で所有し.やはbこの家も土地財産からLOってこの部落の トッフ

クラスに属するものと思われる｡また ,それだけに分家など頼る必姿もないとLOうことがLOえ

るOこの両家についてみてもカブウチ一同が典7tるというのは (図 /76.8)のように吉図番 .年

忌 ,法要 ,初盆の時 くらいである｡

<下屋株> 唾 .㊨

この部落では .分出した家として一番新 しくS51年に分家している0本家⑳は 2代前の時

に現在 の屋敷地に移ってきたといわれでいるQ大体明治 25.4年頃だそうである｡⑳id:⑮と

の間の本 ･分家の関係が新しいだけにそれと他に頼っていくところもないことから本家として

の地位を認めているし.今後本 ･分家関係を続けていくことを是としているQもちろん⑳も分

家を分家として認め相互認知が成立 しているのである｡⑳の硯戸主の主人がなくなっているの

で主人のただ 1人の兄弟ということからも今後も本 .分家の関係を続けていくと断言された｡

また ,こちら(本家)の方は .老人とまだ若い息子さんたちであるのでむしろ分家の方に相談

などをLに行 くが .分家から相談するということはない｡(矧d:.戸主が女性であるということ

からも父の兄弟の援助というものが相当な比重を占めている.さらに自分の里との交際も同様

にある｡従って⑳の場合 ,部啓内における近所つき合いとして⑳ ,㊨ ,⑳をあげてLへるがやは

り親族を頼Dとしているということは!rb夷でめるO㊧は .家族負数 4人という典型的夜夫婦家

族のため ,カブウチ一同が集7Eることはないとする数少ない家の例であるoまた㊧は .㊨ ,㊨

令の 4戸と共に皆畑口にあb,他の50戸とは触れているので ,近所交際といっても本家に行

くかL'1時に行く程度のものであるoV,わぽこの4戸は皆畑部落の飛地といってよいのでは浸かろ

うか｡

<伴株 (千後株を含む )> ⑳ ,唾 ,㊨ .㊨ .㊨ ,◎ ,② ,⑳ 個 .㊨

今うでいろいろと具体的に述べてきたのであるが ,この皆畑部落において 5つの大きな珠が

みられたが ,それは既述のように熊田株 .金峨株 ,それとこの伴株である.顔)の戸主に対する

欄きと机こよれば420年前 .作州の城の武士が伴家の兄弟 5人をみかわの勝EEl町の矢庭郡土

井とそれにこの皆畑におき各々で盛栄を図ろうとし.武士をやめた後の生活に備えたOつまb

各々のところに孝子に行かせたのであるoまた現在其庭郡土井 ,皆畑みかわの勝田町に伴とい

う古い家があるDそしてまた(姓字 )苗字の許しがでてから伴という姓から兼田姓 ,千後姓と
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いうものが生 じてきたと述べているOさらに許を旋けてこの皆畑に入ってきて屋政をはじめて

かまえたのが晦の現在のところであることをその屋敷の位鑑を分析 していっているDつま9日

あたDがよい .大水やガケがくずれてもこわく竜い 一またカド(庭の意味 )が広い .というこ

とを理由としてあげ他の古いと思われる⑱の金時 (姓 )上bも.その古きを立証せんとしてい

るo因に屋号を開きとDをしたところ襲 (おもで)ということからもその位忠のよさは推測す

ることができるのではをいかQ明確な斬首は歴史家にまかせて伴珠をさらにくわしく追究して

いってみよう｡

まず唾が分家としてあげたのは⑳のみであD.⑳そのものも分家の年代がか75:b古いためaJ2-

が本家であるらしいといういい伝え確度にしか本家の地位を認めておら夜V,Oまた,㊨ .伊 ,

◎ .㊨ .旬 ,㊨ .⑳の各々が本家は@T7:+あるとして .本家の地位を認めているが ,本家そのも

のは分家の時代も古く世代の安代 もあるので分家というそういう意味がうす くをってきたのだ

と思われる｡だから,この伴枚の場合 .分家の方々を取査した結果それぞれの戸主が本家は酔

であると答え ,その地位を認めていることから.また系請馳係もはっきbしているので調査者

紘 (図 JWa9)のどとく本 ･分関係を図式してみた｡注意したいのは ,こZ)伴株の中に千後株が

包括亨れていることであるO姓別にみれば伴株の棟内として ,㊨ ,㊨ .㊨ .餅 .⑳ .⑳ が千後

姓として含まれていることである｡あとの⑳.轡 .r@は伴姓を名のっている｡ここであえて上

記のごとく冒険をかかして伴株の中に千後株が含まれていると述べたのは由 .軸 .㊦について

いえることが⑳ .㊧とめ閥に相互認知が成立し.せた本 ･分家の関係を続けていくべきである

といっていることと.さらに⑳が①を分家として .その地位を認めていることからここに千後

株が成立 しているとみてよいと思う｡見方をかえるならば⑳ ,㊦とvlった分家が⑳からの系諸

関係をたどり総本家としての地位を認め .また歯も又分家として認めている夜らばとにかくそ

のこともをいし.もしくは不明確であるが故忙本調査者は上記の番き方.伴株の中に千後株が

含まれているとしたのであるO各々の分家の舟山はいずれも古いためか .はっきbとわかって

いるのは⑳がM 12･5月ということ,それと⑳がM 2年であることを除けば⑳ .㊨ .㊨ .⑳忙

しろ .明治以前ということはわか-Jているがその先は不明である｡説明廿卓の順序が逆になる

かもしれないが ,どうして千復姓がでてきたかということは .まず⑳把ついてみれば .現戸主

の 5代前の東武がムコ弟子であるために千後姓をそのままもってきたのではをいかと推測され

るo㊨ ,⑳ま⑳の分家 ,又分家だから千後姫は当然であるOさらに,⑳忙ついても同様の考え

を通用すれば現戸主の4代前あたbに (これは不明 )ムコ春子があったので比をいかとこれま

た推測の域をでないのであるが一応以上のことで伴株の内容 .株構造がわかったと思うO (珍

考として ,伴株の株構造を図にして附記することにする)
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家番号 相 互 認 知 本家 .分家の関係を続
けるべき

㊨㊨ ㊨塵)ト1 ㊥卵＼ 思⑳ ト→(I)) ○わからない

㊨ (D)子笑孟 シ⑳ ト1 ⑳ ○㊨ ○

㊨ @ ←→ ㊥ ○○㊥ 儀 一剛 -)固 唾 ←→ ㊨

㊨ ○
(任) ⑳静珍⑳は千後姓であるが ,⑳忙ついては 4代 (ムコ泰子)or5代前がムコ番手のために

姓が千後姓となったのではか か̂と推測される｡ (いえいの時 ,伴姓となる｡ )

家番号 カ ブ ウチ一 同 が処 せ る時 節愚年 末年 始田植え_上bに 年 忌法 華 盲凶事 盆 彼 岸 氏祁祭先祖 ~その他

㊨ ○ ○初盆 ○ 下

@ ほ し)集 まることなし 下

㊨ ○ C) 0初盆のみ 下

㊨ ○ ○ 〟
㊨ ○ 〟㊨ ○ 〟

㊨ ○ ○ 〟

(八軒寄合のみ )
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次に各々の棟内についてさらにくわしく述べてみることにしたho (園 JK.9)からも明らか

をように@)の本家は先祖祭を行なうと答えてお力.同族意鞄の強さ .同族団とVlうものを感じ

させるところがある.しかしながらいろいろのつきあいで同族と親族を区別するかとの質問に

付しては い̀いえ 'と答えているoこの皆畑全体からみても"V,V,A"という答えの家が圧倒

的(義彦)に多い .このことは分家そのものが歴史が古く本家恵散の低下とさらに同族でもあ

D.親族でもあるOあるV,はなんらかの嫡族関係があるとV,う｡親族関係の重複によって .同

族 ･親族の区別が不明確に夜bつつあるといってよいのではをV,かと思うDさらにこのことの

くわしい実証は親族の交際 .内容 .交際略図ということからアプローチすることにして .ここ

では今まで述べてきたところを参考にし75:がらこの背畑部落における粛常夜特徴と思われるこ

とをかかげる程度忙したいo

次に⑳ 忙ついて.⑳はこの部落で唯一のキリスト教借着であD.戸主並びに夫人は共にろう

学校出身者であるため .調査進行 .前述 したと思うが(別表 Ara9)本 ･分家の陳係を続けるべ

きかということに対してはわからないと答えまたあまb本家の^とは許をしないということか

ら.近所交際の面では⑳の戸主といとこ同士になる｡㊨の現戸主と非常に懲悪で相較するのも

一番多V,Dここにも同族団(もちろん分家としては古くなっていることもあろうが )よDも近

くの親族関係の方が多 く.その比重が大なることを示しているといえる.

⑳は .分家は旬であるが分家の戸主の方が本家の自分よbも年令が大きいために .V'ろV'ろの

面で相談や渡を求めるのは本家から分家の関係の方が圧倒的であるO⑳は本 ･分家の願係を続

けていくべき理由として.労働力女鹿助とい!場合やはb他人よb分家とV'う見合いで .ここ

では金銭関係を超越 した援助が表されることを述べているoやはb血縁のよさ ,強さを表現 し

てV,るものと思われるOまた ,この本家⑳は町費仕ここの部落のやはりトップクラスに属する

とvlってよvl｡田8反 .畑 5反 .山林 15町の保有をみると共に動力桝転機 ,動力脱穀糠 .発

動機といった出鮎 を個人で使用してV'ることもう充づけることであるo

l23)については .⑳の総本家と思われることに対 して現在姓が遵 うということ.さらに屋号 も追

うということから総本家を本家として酸めていないとしているOただし称幸として .自分 (戸

主 )が知る限i)では .としていることから分家の古書故にかえって同族 ･同族団観念がうすく

なっていることを示してVIると思う｡従って,ユィ.テマガエとvlわれる労働交換は本家の⑳

とか .自分の弟などとしてVlる｡

㊥姓 .部落外の分家⑳をもつ .いつ分出したかは明らかで夜いが ,⑳と◎との間の相互認知は

成立してV,るし,命は本 ･分家のr姻係壮統けるとVlっている.また ,戸主の父の若死もあって

か以前は百姓はしていなかったため ,曲盛面での胡散を受けることがをかったO硯戸主の話に

よれば .若い時にはこの皆畑部宵へ乳牛の中人の推進委負もやって酪農を企だてたが最初の町

の政策の誤D改作ふるわず現在IPは ,わずか乳牛2頭のみとなってしまっていたO伴株tR:おけ

る分家のうちでもっとも古いと思われるO唾についてみたいと思う｡その定住時はいつごろか
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の質問に対して約 420年前と答えている通 b,その古さがうかがえるDそして .本家 として

地位を認めないことの理由として .分家したのが昔であり,身内に換いものがいないというこ

とをあげているOまた ,自分自身のところで充分にやっていけるから本家に対して援助を求め

ることもしないoそして .本 ･分家の関係は続けるとしながらもカブウチのつきあV,として続

けるだけという実に消極的な考えであり.同族をあるいは同族田を意鞄 しての家観念は うすい

といわねばならないo Lかし.八軒寄合 い轡 ,㊨ ,㊨ .㊨ .㊨ .㊨ .㊨ ).つまりカブウチ一

同は年忌 .法要 .吉凶事 ,初盆の時さらに先祖祭の時に集まると述べているoここには .何か

矛盾がみられるのであるが .あえて先祖祭の意義というか意味というものが問われてしかるべ

きと思われるo ここには ,同族意散ではなくて ,先祖祭という儀式的意敬が先行するように感

ずるのであるD

⑳の戸主は ,過去 12年間部落長を務め現在 15年前からの和牛組合長という要職(r=ついてい

るO本家 ･分家が近所であることと,分出が比叡的新 しいということから,相互認知も成立 し,

本 ･分家の関係も相手 (本家 )が良いからというのではなく.カフ●ゥチであるから.社会的に

1つのグル-プとしてかたまって話をすることが多いし血縁は うすくなっているがグJL,-ブを

組むということが村付合いもしやすく先祖を団結して祭るという風習を保つためという理由で

是としている｡このように同じ分家でも先祖というものを大事にしていこうとするのは個人の

主観差が表面にでてきて .家観念以上に鶴見が作用してきつつあるように思う｡とくに同一の

棟内でこのような相違をみることからO

応後に㊨ をみてみよう.㊨の戸主は⑳の弟でもあるし,本家 ･分家の関係でもあるから.本分

間の相互認知はもちろんのこと,お互い一番担いところであるから,協力し合い ,本 ･分家の

幽係を続けるべきであるとしている｡

このように㊧の戸主が傘から春子にきた ,しかも本 ･分家の関係放物を貸借 bするのでも⑳

と行ない ,テマガエも当然⑲となるが撃方の方からも手伝いにきてもらったり相談があったb

する場合は⑳か章方の方にといっているD典型的に同族であD,しかも親族であるというこの

関係は結合の最も強vl条件となるものと思われるO

単独戸⑳忙ついては ,現在居住 しているところは ,前に住んでいた戸主 Lの牧保夫氏 )が神戸

にでたため .そこを借 bて ,娘夫如L現在娘桁死亡 .したがって戸主は娘 )に与えるoこの人

たちは ,もともと嘗畑部落の 1つ下 (Lも)である行東 (ゆきとう)というところから移って

きたことになるOそして ,自分たち(娘の両親 )も娘船が死亡したこともあって ,隠居という

形で一緒に住んでいるOここ皆畑部落において唯一の単独戸であるo行東からきていることの

ためにつき合いも皆畑部落の人以上に行東部落と行きき相談がなされている｡

以上 .皆畑部落における同族 .同族団および同族意放 ,同族団意故というものを家を中心とし

て .その系諸関係はどうなっているかをみてきたのであるが ,各 々 の珠耕進を説明していく過

程においてふれたと思 うが ,同族意鞄はまだまだ残っているが ,実質上においては同族であ9.
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親族であるQあるいは ,他の同族と親族関係があるということから同族そのものの機能 ,同

族が親族に先行するという意磯は少ないとみてよいと思うOやはb,ここ皆畑においても同族

と親族の幽係はフラットに夜bつつあるといってよいのではたかろうかOこのことをさらに実

証するために親族交際 ,親族範囲というものがどういう状態になっているのかをみていって考

察のよbどころとしたvl｡

<親 族>

同族ということについては .前述したが ,さらに親族がその同族とどのような関係を保 って

いるかをみていくために ,親族の分布状態がどうであるか .親族の,g等別にはその分布状態は

どうであるか ,また同様に交際内容について拭 ,親等別 .地域別によってどんを状況であるか

を把撞するために具体的な内容からつかんでいってみたい｡そして ,以上のような説明をし終

えた時に同族と親族の交際内容 ,分布状態といったものから既述した推測が確かをものとをっ

て ,少しは信頼性というものがでてくるのではなV,かと思う｡

まず ,最初に親族の分布状態をみてみようo (黍 1)からもわかるように皆畑 54戸の親戚づ

(表 1) (皆畑部落内 )(久世町内 )(来庭郡内 )

衣 村 町 i那 原 県 不 ′ゝ⊂ユ 衣 料 町 那 I県 県 不 】:合

香早 内 内 内 内 外 明 雷十 香早 内 内 内 内 l外 明 吾十

① 15 6 4 5 1D27 ㊨@ 20 4 2 5I 5 1 1715㊨ 1 5 10005 4 5 4 2 0
㊥ 5 5 000i ⑳ 1 8 9 12 1 0 21

@ 1 5 2 000 8 ㊨ ll 5 4 1 0 1l 20

① 2 8 5 5 08 18 ㊨ 5 9 5 1 2 0 20
-@- 5 7 2 0D14 @ 5 4 0 2 0 0 9
① 5 15 7 02 027 ㊨ 5 占 5 1 0 0 15

⑯ 6 4 5 04 0 17 ㊨ 占 15 ll 5 2 1 58

⑪ 5 5 2 ∪0 010 @ 6 5 4 4 2 0 21
牌 10 4 7 1 0 022 ･'.177 5 2 4 0 00 ll
⑬ 9 5 7 4 0025 虚】 5 8 4 A 18 24
⑯ 6 6 4 4 0820 ㊨ 14 5 占 0 2 0 27

A⑰ 87 占 1001 0015 _@合計 1 5 2 1 1 0 1020 22 7 57-可20⑬ ll 12 5 2 100 212 214 175 77 51 i 715jg) 5 9 4 0



さあいなしている家をすべてあげてもらったところ菜のように 715戸となD,その約 50多

が村内とい うことになるOさらに ,村内 ･町内 ･郡内 .つま9共産都では全親戚付合の実に約

85東近くになり,1つの地縁的な社会集団を形成していることがわかるoこのことは地理的

条件さらに社会 .経済的条件などにも左右されていたこともいえるのではないかと思 うoLた

がって .まだまだこれからこの割合の変化はみられると思う｡とくにこの表の郡内 ･県内 ･保

外の版にそのパーセンテージの推移があるのではないかと予想されるのであるoこのように親

戚づき合いをしているものをすべてをあげてもらったのであるが ,さらにこれを親等別に分け

た親族の分布状況というものをみていきたい｡そして ,その親等 (父方 .母方 .撃方 .嫁方 ,

別に )別をみることによbどの親等が親族としての衡巨を果 してV,･ムかを検討してみたいo

(蔑 2) <親族の親等別地域別分布>

敬 父 方I 刀 旺 〟 V 班 Ⅷ以 下 合 計

皆 畑部落内 4((4&56)) 15((;SIS)) 22と22号?.i 2.と52;.3)) ･o('三三三三 1((去.三三 17と三雲)) 9とTo.言…

久 世町 内 22('…三:1.)) 27と…'&7)) 27'(…'iZ … ･o((-:㌶ミ 4E2てD5三 描 )) 瑞 三

共 産都 内 ･8日 三.…三 2.E22g三)) 40((:'3) ･7とま….三三 5と246三三 ･tTo三 ･02鍔 FD))

l煤 内 1.漂 う ･5'(;54,;i 9'(2g)) 5((笥 58tr.20))

県 外 d'(5;.3,i dE5;.553 Sと29..94)) ･7'L.5..E3

'ゝ ＼ 挙 方

退棄 日 甘 也 〟 V Ⅶ Ⅶ以 下 合 計

部落内 i('l芸 )) 2('523)) 1((126三三 11….:3 ･'(三!三三 dt.4oiミ

町 内 2日 40王 25と呈:..ii 25濃 )) ･H o9i 5.謂

郡 内 ･と 22P) 22と2di..三三 lot:72.三)) ･目 名)) 2と占56.3ミ 5̀((子吉05))

腺 内 ･2LL諾 )) 9∑25㍊ミ 2((To)) 弓 .lEi壬

県 外 14((ミLa56)) ･'(…A2ミ ･5と1.;.三三
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十王＼ 母 方

購 ∫ T 也 Ⅳ Ⅴ Ⅶ lt Ⅷ以 下 合 計

部落内 2'('T,… dLL冒芸ミ 5((2…喜)) 1,u5...5))

町 内 9と55三三; 弔 .:)) 2(L7J.i 2Uo.Z))I 2̀E言6oi))

郡 内 4溜 8(( 崇.S)) 1.LL芸 8,i l 2相

県 内 ･H odi 7と2諾)) 2日2.?)) I ■ ,峠 …

県 外 (1 ･'(150.冒)) ･と.;Ao))

享 合 貫† (父方 .蛮方 ,母方 )
∫ 刀 班 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅷ 合 計

部落内 5 19 29 25 ll ll 17 107(19.8)

町 内 24 81 占5 15 A 占 1 168(51.1)

郡 内 25 51 占1 18 7 7 lil(2?.8)

県 内 12 52 20 7 71(15J)

県 外 占 20 7 55(占2)I

合 計 7 70(129) 185(55:?) 180(553) "5(ll.7) 24(45) 24(05)I 18(14) 54購 呂i

(荏 ) ()かっこ下側は .たて ,()かっこ上側は横の首分比

前表 (2)において皆畑部落の各戸別親族地域分布の状態について ,いちべつしたのであるが ,

地理的条件もめると思うが概して封鎖的というか ,地故免田としての性格が強 くでていることほ

うをづけると思 う｡さらに,今度は親族の親等別 ,地奴別分布を知ることによD,よ9くわしく

親族の分布状態をつかむことができると思うotた ,この (表 2)によD,この部落の父方 ･撃
方あるいは母方にかける親戚付合いの娘界 ･眼圧とviうものをも知ることができると思うo以下

表を参考にしながらみていきたい｡

父方は ,父方 ･賓方 ･母方の親族 540戸中558戸を数え約 占2･5車を占めてV,る｡薬方は

24車強 .母方は 15多強の贋に怒っておb.父権制の影可の強さを致しているD しかし,他の

研究資料と比戟してみれば ,父方の 8口車(西粟倉村 ,谷口部落 5 15戸中254,岡山大学数
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育学部社会科教室内 ,地域研究会 ,地域研究弟 8稗へき山村の生活P2 18参 )などと比べれ

ば .要方 ･母方へとかを少の広がDをみせているOその薬方におvlては ,その交際というか ,

分布 しているのは大体伺親等位までをそのつき合いとしての対象としているかといえば ,打親

等からD萩等3:でであり.母方についてもその傾向があるDまたこれは通婿圏のこととも関係

してくることをのであるが ,父方の分布状態をみると,部箔内をみると全父方の親族 558戸

中90戸の2占.7%を占めている｡それに対 し七 .母方 ･妻方をみるとその割合は 71戸中

11戸の 15.5頭 ,151戸中 6戸4.6留と順次のそのパーセンテージが低 くそっているOこ

のことは ,調査をした結果 ,ムコ蕃子とか華子 (卜T)コ)の場合 ,本家 ,分家あるいは近所か

らつまbこの部落内からもらっているOそのために父方の部清内にかける比峯の増大をみる1

つの大きを原因ともみられるのであるoLかし,母方 ･要方についても表からもわかるように

その分布端岡が町内 ･郡内 ･腺内と拡大 し.要方についてはさらに県外にも分布していもこと

がわかる｡つまb世代が新 しく在るにつれて .その鞠族分布職岡の拡大をみ ,′｣､地域森組とし

ての性格をよb拡大しつつあるのは主として母方 ･顎方の果す役割というものであり,その意

味するところは大きいと思う｡また ,ここ皆畑部落の 1戸あたりの親族戸数については前述の

表2から計算すると24(弱/戸 )戸を数え ,(和気町 ,日生町 .頭島における入鹿部落 1戸

平均 9戸 ,同島 .北浦部落 1戸平均約 15戸 .同大学教育学部社会科教室内地域研究会 ,地域

研究第 9韓 .加子浦の=美化P2a7参 )に比べてその親族関係の大きさを如実に把握するこ

とができるOこのことをさらに くわしくみる怒らば ,次のことによっても明らかにされること

と思う｡つまb,父方における親族 (交際 )の対な範曙は部落内においてはⅧ以下でも範囲た

りうること.郡内をらV親等までは充分その範囲内である｡母方 ･裏方については ,父方のよ

うに部落内の親族は少ないことからV･Ⅶ･Ⅷ以下はほとんど縁が貴くなるとみてよい｡

さらに.父方について ,もういち考察を加えるならば同族のところで棟内構造を説明する時

に絶えず くり返 し述べてきたのであるが ,同族恵粍そのものは趣 くなっているのであるが ,

4あそこから分家した "のだとか ,"本家はあそこだと醐いているhといったことからも部落

内ではカブウチとして重要視されている｡このようを横の意識の罪なり合いによってそれをお

おうようにする地理的条件 もあって ,父方の栽族数がⅧ以下まで多 くみられるのであると思う｡

父方 ･-*方 ･母方の合計についてみると.親族分布範囲が部商内 ,町内 ,郡内 ,県内 .県外

へと広がるにつれて親等別にもL親等から【川 ⅣVⅥⅦの順に少をくなっているOつまり親等

のこい .うすさと親族の分布状態の地域的差異 と一致して くるのであるOこのことは表からも

明らかとなる｡

以上 ,親族の各家別親族戸数および親族の親等BrJ地域別分布についてみてきたのであるが ,

常に同族とのつをが少を念取におきをがらみていきたいと思うo Lたがって ,前述の親族の分

布状態をさらに轟付けるO親族の交際内容について輪述 してみるつもりである｡

前述 したが皆畑部における 1戸あたbの親族は約 24戸 (平均 )と浸ってV'るDそこで以下は
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各々の親族についてどういう場合に行ききをするか ,つま9交際ということについて調査表よ

り集計したものである｡そこで具体的に比 .①経済的にこまった時 .①嫁をもらう時 .⑨出産

の時 .④葬式の時 ,①点薬経営の面 ,㊥秋象少,⑦提姫 .㊥屋根ふき,(め病気見舞 .⑩法番 ,

⑫正月 .⑩盆 ,⑩彼岸 ,⑪節句 .Q9その他の 15項目に分けて集計 してみたのである｡これら

の表をもとにして ,親族の果す機能 ,その重要性 .さらにまた同族 (同族集団 )に与える影智

というものをみていきたい｡

まず ,初めに.親族の地域別交際内容 し表 5)についてみると.地域とその交際内面との関

(表 5) 親族の地域別交際内容

l① l㊤ ① ㊨ ① ㊥ ① ㊨ ⑨ ⑩ ⑪ (主,2) (llij I.1'gJ ⑬ 合吾十

村内 50 82 75 97 55 42 95 80 92 77 80 59 4占 45 62(2a4)1.011

町内 45 8占 75 140 55 占7 97 占0 119 94 54 55 56 2占 占1(29.61.044

郡内 2占 75 占0 151 2占 47 77 44 99 89 44 42 50 21 59(24.2)850

保内 20 52 42 65 1占 29 44 28 56 40 28 21 15 14 24 488

県外 占 ld 10 21 2 5 占 5 15 15 4 4 4 2 15l 12占

係からすれば村内 .町内 .郡内(これは勝山町 .落合町が圧倒的に多い ,そして他IjCは港原町

が少し,その交際地域として入b込んできている｡ )の5地域別がおおよそ5分の 1づつ ,あ

るいは(もしくは)それに近い値をだしてL̂る｡JI-センテージからすれば .28飾強 ,58

帝弱 .24帝弱とをD,ここにも/J､地域典団からそのわくをせめて都内といったo中地域集団

(このような規定を勝手に設けるのは不配慮きわま的 Vlのであるが表現上やむをえず)まであ

D,各々についての交際内容は⑨の病気見舞参るいは④の葬式といった時にもっとも交際の激

しいt='-クがあるように思うDさらに葬式とV,った⑨の場合 (以下 ,番号でもって項目を略称

することにする)はやは37その家にとって壕大関心事であると思うOこのことと並んでいやそ

れ以上に㊥のもつ意味は興味があると思うbつ ま bち 1つと したついでに病気 見舞を

して くる｡ とい う気燈 るい気持 ちだけ を ら故的 忙い って も ,この ような 10

飾強 とLnう数値はでて こをい と思 うoやは bここには病気見舞 とい うものを

重要 視 し , 1つの礼儀 となってい るの で総 毛いか と想像 され るo さ らに この

表 か らもわか る ようにどの項目を握くみているという判断がつきにくいO地域的には遠隔

地にをる程 .その交際の重要性は頻度とvlうものは減少するのであるが ,項目からはほとんど

すべてを交際の重要な対象とそし,とくにその中でもとvlえは④ ,㊥となD.全体的にみてい
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わゆる冠婚葬祭の占める割合は大といえる｡

次に親族の親等別交際内容についてはどうかというと,せず父方につV}てみれば .甘親等 (父

(乗 4) 親族の親等別交際内容

(ら @ @ @ @ @ @ @ @ ⑯ ⑪ 絢 ⑲ a ⑯ 計

父方 I 26 48 4占 52 ll 52 Ad 27 51 45 29 2占 15 ll 24 487

帆Ⅳ 18 占0 47l110 24 55 65 52 87 75 55 55 24 18 48 7117 27 20 54 14 14 55 21 58 29 22 14 12 15 17 55占

VⅥ 占 15 ll 22 6 5 17 ll 16 15 7 5 7 4 9 1541 2 2 5 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 25

Ⅶ 10 14 14 18 10 9 18 18 1占 15 ll 15 10 9 12 197

185 229 197 559 98 142 240 15占 281 258 148 158 99 78 1552543

肇方 ∫ 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 1 5 52

_臥皿Ⅳ 29 占5 47 77 22 51 56 41 71 57 52 52 24 22 55 占57

占 15 ll 28 5 ll 15 ll 25 14 5 占 4 4 9 165

01 D5 00101 10D口 8 07
Ⅴ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

40 82L d5 115 52 46 77 57 100 77 42 45 50 28 44 87占

令計i垂 I 50 52 50 54 15 55 50 51 55 47 5575 50 14 12 29 559

打 占6 128 104 157 54 75 115 87 142 118 74 56 44 75 1,572

吐け 24 75 58 158 29 48 Bt】 45 110 87 40 41 28 52 17 8787 28 20 57 14 27 54 52 占1 50 21 14 12 15 1D 545

ⅤⅥ 7 14 12 25 7 6 18 12 17 1占 8 占 8 5 1 1占91 2 2 5 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 12 25

倦 1 14 14 18 10 9 18 18 16 15 ll 15 10 9 201 197145 511 2ム0 452 130 188 517 215 581 515 190 181 129 10d 5,519

の兄弟 ).皿(従兄弟 ,従姉妹 )親等が各々5分の 1近 くをっており,交際内容とからみ合わ

せてみれば .その各々の項目においてはやはb④が 12飾強となって卦D,賓方についてみれ

ば偶然か 12藤娘とな9.ほほ父方 ･撃方にかける葬式の占める位値というものが数的にもタ

イアップしていることが明らかとなる｡ (前表 5)でも明らかにしたように父方の(親年別 )

親族地域別分布がV,親等あたDまで東方についてはⅡ,皿親等がその分布状態の髄節を示し

ていたが ,図 2でも父方の交際内容各々についてみれば ,行ききも.Ⅴ親等あたりとなb,交

際内容による比重性あぜ9-だたJhがをく怒ってくるo要方についてもやはbⅥ,皿親等が各

々の交際内容に踊係しているうちでやはり集中がみられるoこれは親族数の多少の逮V>によっ

ても生じていると思われるが .今までの図表からも気付くことができると思うのであえが ,令

碩自中にあって④ .㊥の占める割合というものは ,前述参考文献第 8輯 (P 221),第 9輯
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(P290)の傾向と同じであるが ,なんといっても交際内容の食古さ .頻繁さというものの

働きが大きいと思Doつtb,このことがつき合いを通して親族間の交際を密にしてLJlること

になD,また親族を非常に大事にしているとvtうことがうかがわれるのであるO

現族の地故別交際内容 (表 5)と親族の弟等別交際内容 (表 4)とをくみあわせて集計した

のが表 5である｡ (前述地域研究第9輯P 295集計参)この表に上って各々の項目における

(表 5) 親族の親等別 ･地域別交際内容

父 方

∫ 刀 1 Ⅳ V Ⅵ 1 叩. 吉†

(ら 村 内 5 ll ll 6 4 1 10 4占

町 内 占 ll 4 1 1 25

郡 内 5 10 5 1 19

県 内 8 5 ll

県 外 4 2 A

合 計 2占 57 18 7 占 1 10 185

∫ ∬ I 仲 V Ⅶ l℡以 下 計

㊤ 村 内 2 14 18 1占 ll 2 14 77

町 内 15 18 15 4 58

郡 内 10 19 22 4 2 57

県 内 15 ll 4 5 55

県 外 8 5 i 12

合 計 48 占5 40 27 15 2 14 229

㊥ 村 内 5 14 17 12 9 2 14 71

町 内 14 15 12 4 45

郡 内 9 18 12 4 2 45

県 内 12 10 4 26

県 外 8 2 10
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翫蒜鞘Bl■ 父 方∫ 皿 皿 Ⅳ V Ⅶ Ⅷ 計

t 封 内 5 15 22 19 ll 5 17 92

㊨ 町 内_ 1占 24 22 10 4 1 87
郡 内 ll 22 42 21 7 105

__盟__盟県 外 12 15 10 -4 418 4 4 18

計 52 80 110 54 22 5 18 559

@ 村 内 5 ll 10 10 4 1 10 49

町 内 2 8 占 5 1 20

郡 内 2 9 5 1 1 18

廉 内 4 5 2 9

県 外 1 1 2

計 ll 52 24 14 占 1 10 98

瀕族親等別際墓 地域別 父 方I 打 町 〟 V Ⅶ Ⅶ以下 計

㊥ 村 内 5 8 8 7 5 1 9 59

15 15 ll 4 45

郡 内 占 15 12 5 2 58

鬼 内 10 7 5 20

外 1 1 2

言汁 52 44 55 16 5 1 9 142

(ラ 村 内 5 14 28 19 10 2 18 88

町 内 15 18 19 5 2 59

郡 内 ll 1占 21 7 5 dO

県 内 12 10 4 2 28

県 外 5 1 1 5

吾十 4占 59 占5 55 17 2 18 240

汰き芸親等別 父 方L Ⅲ 一 皿 Ⅳ V Ⅵ 叩 計

@ 村 内町 内 5 14 17 14 9 1 18 76

- 12 12 5 5 52

郡 内 4 14 8 4 2 52

頻 内 8 5 1 り

県 外 1 1 2

計 27 46 52 21 ll 1 18 lsd

㊨ 村 内 5 14 22 19 9 2 14 8)

町 内 16 21 2占 占 4 75

郡 ー内 ll 20 58 10 5 74

県 内 12 14 7 5 56

県 外 7 2 2 ll
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∵㌃ 父 方1 口 8 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅷ以 下 針

町 内 ■ 15 18 25 5 1 dD

郡 内 10 19 28 占 占 占9

腸 内 9 9 4 5 25

腺 外 8 5 1 12

計 45 81 73 29 15 2 15 258

㊨ 村 内 5 ll ll 12 d 2 ll 5占

町 内 10 15 10 2 55

郡 内 7 10 ll 5 1 5419県 内 9 占 2 2

県 外 5 1 4

計 29 45 55 21 7 2 ll 148

也) 村 内 5 15 10 ll 4 1 15 55

町 内 4 ll 7 2 24

郡 内 8 9 12 1 1 51

保 内 5 7 2 14

県 外 5 1 4

計 2占 44 55 14 5 1 15 158

⑲ 村 内 5 8 8 9 4 1 18 45

町 内 4 ll 7 2 24

郡 内 2 8 8 1 5 22

腺 内 2 4 占

県 外 2 1 1 4

計 15 52 24 12 7 1 10 99

㊨ 村 内 5 7 7 10 5 1 9 40

町 内 2 8 4 2 1占

郡 内 1 5 占 1 1 14

県 内 5 1 占

県 外 1 1 2

嘉 ll 22 18 15 4 1 9 78

㊨ 村 内 5 10 17 10 5 1 12 58

町 内 5 14 1占 4 1 40

郡 内 5 9 12 5 5 50

腸 内 8 7 15

県 外 7 2 5 12

計 26 42 48 17 9. 1 12 155



親族栽･票深 輩 方 闇丘u,≡.藤≡'撃 方
∫ 口 也 〟 Ⅴ 計 1 口 ul Ⅳ V 計

村内 1 114 15 1 420 (ラ 村内 1 1 1 1 1 5① 町内 1 町内 1 26 ll 58
郡内 1 占 7 郡内 1 14 2 17

保内 1 8 9 膿内 1 14 1 1占

県外 県外 1 1

計 4 29 占 1 40 計 4 58 15 1 1 77

@ 村内 1 1 1 1 1 5 @ 村内 1 1 1 1 4

町内 1 15 1∩ 5占18 町内 1 18 9 28

郡内 1 1ムー7 1 1 郡内 1 ll 12保内 1 1 19 県内 1 10 1 12

県外 4 4 腺外 1 1

計 4 占5 15 1 1 82 計 4 41 ll 0 1 57

⑨ 村内 1 1 1 1 4 @ 村内 1 1 1 1 1 5

町内 1 19 8 28 町内 1 29 ld 4占

郡内 1 15 1 15 郡内 ー 19 5 25

県内 1 14 1 16 保内 1 18 1 20

県外 膿外 4 4

雷† 4 47 ll 0 1 占5 計 4 71 25 1 1 180

㊨ 村内 1 1 1 1 1 5 ㊥ 村内 1 1 1 1 1 5

町内 1 55 19 55 町内 1 24 7 34

郡内 1 20 7 28 郡内 1 14 5 20

県内 1 18 1 2 22 保内 1 15 1 15

腺外 5 5 媒外 5 5

計 4 77 28 5 1l 115 計 4 57 14 1 1 77

㊨ 村内 1 1 1 1 4 ⑩ 村内 1 1 1 ･1 4

町内 1 8 4 15 町内 1 14 4 19

郡内 1 7 8 郡内 1 9 10

県内 1 6 7 県内 1 8 9

県外 腺外

計 4 22 5 0 1 52 計 4 52 5 0 1 42

@ 透 塑町内 1 1 1 524 ⑫ 村内 1 1 1 1 4

1 14 9 町内 1 1占 4 21

郡内1 8 9 郡内 1 9 1 ll

段内 1 7 1 914占 保内 1 占 7

県外 1 県外
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- 妻 方 親族親蛋域芸別輩 方
∫ D 班 Ⅳ V 雷† ー D 皿 TV V 計

⑲ 村内 ー 1 1 5 l⑬ 村内 1 1 1 1 4

町内 9 5 12 町内 15 8 21

郡内 8 8 郡内 1 8 9

県内 1 a 7 県内 1 8 9

県外 県外 5 5

㊨ 村内 1 1 1 5
町内 7 5 10

郡内 7 7

県内 1 7 8

県外

合 計

∫ 打 E Ⅳ V Ⅵ IⅦ以下 総合計

町 内 7 75 9 1 1 45

郡 内 占 1占 5 1 2占

県 内 8 ll 20

県 外 4 2 6

計 50 dd 24 7 7 1 10 145

a 村円 15 19 7 12 2 14 82

町内 16 45 25 4 88

郡 内 ll 55 25 4 2 75

保 内 14 28 7 5 52

原 列 8 7 2 16

計 52 128 75 28 14 2 14 511

a 村 内 4 15 18 12 10 2 14 75

町 内 15 54 20 4 75

郡 内 10 51 15 4 2 80

保 内 15 24 5 42

腺 外 8 2 10

育子 50 104 58 20 12 2 ー4 280

㊨ 村 内 占 - 1占 25 2〔) 4 5 17 97

町 内 17 57 51 10 7 1 140

郡 内 12 42 49 21 151

県 内 15 55 ll i 占5

県 外 8 9 4 21

計 5占 157 158 57 25 5 18 452
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合 計

I 打 帆 Ⅳ l V 班 Ⅷ以下 総合計

l㊨ 村 内 4 12 ll 10 5 1 10 55

町 内 5 1占 10 5 1 55

郡 内 5 1占 5 1 1 2占

県 内 5 9 2 1占

県 外 1 1 2

計 15 54 29 14 7 1 10 130

㊨ 村 内 さ 9 9 7 4 1 9 42

町 内 14 29 20 4 67

郡 内 7 21 12 5 2 47

県 内 ll 14 4 29

膿 外 2 1 5

計 55 75 4占 27 占 1 9 188

⑦ 村 内 6 15 21 20 ll 2 18 95

町 内 1占 44 50 5 2 97

郡 内 12 50 25 7 5 77

県 内 15 24 5 2 44

煉 外 5 2 1 占

計 50 115 20 54 18 2 18 517

㊨ 村 内 4 15 18 14 10 1 18 80

町 内 15 5D 14 5 60

郡 内 5 25 8 4 2 44

県 内 9 15 2 2占

県 外 2 1 5

計 51 87I 45 52 12 1 18 215

⑨ 村 内 占 15 25 20 10 2 1占 92

町 内 17 50 42 占 4 119

郡 内 12 59I 55 1D 5 99

腸 内 15 52 8 5 5d

膿 外 7 占 2 15

針 55 142 110 61 17 2 ld 581

⑩ 村 内 4 15 18 1占 9 2 15 77

町 内 14 44 50 5 1 94

郡 内 ll 55 55 占 6 89

県 内 10 22 5 5 40

県 外 8 占 1 15

計 47 118 8'7 50 1占 2 15 515
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･ー I ! 皿 Ⅳ V Ⅵ Ⅷ以下 総合計

⑪I 村 内 4 12 12 12 7 2 ll 60

町 内 ll 27 14 2 54

郡 内 8 19 ll 5 1 44

県 内 1_0 14 2I 2 28

県 外 5 1 4

計 55 75 40 21 8 2 ll 190

也l 村 内 4 14 ll ll 5 1+ ｣ 15 59

町 内 5 27 ll 2 45

郡 内 9 18 1さ 1 1 42

県 内 6 15 2 21

県 外 5 1 4

計 50 7占 41 14 ム 1 15 181

町 内 4 20 10 2 56

郡 内 2 16 8 1 5 50

県 内 5 10 15

_｣昼 外 2 1 1 4

計 14 5占 28 12 8 1 10 129

⑯ 村 内 5 8 8 10 4 1 9 45

__些 内 2 15 7 2 26

郡 内 1 12 占 1 ll 21

県 外 1 1 2

計 12 44 52 15 5 1 9 10占

町 内 5 27 24 4 1 61

郡 内 4 17 12 5 5 59

県 内 9 15 24

県 外 7 5 3 15

親等別地域別という関点から親等と地域と交際内容といった5者の関係が浮きほDにされてく

るのであるD詳細に述べようとすれば くb返 しのエうな形に陥V}bやすいのであるが .各項目

版に父方 ･裏方さらに総合的なものとしてみていくそらば ,いっそうくわしい点までわかるの

ではをいかと思うo

項目からいえば平均的なつき合いがなされてVlるのは④⑩》⑯といった項目であるoこの中
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で①という碩目がうかびあがってくるのはやはb地域の特質を表わしているのではないかと思

う｡つま9.7シ/というものについて手伝vl(テマガ工の形でなされるのが大部分 )とvlう

ものがなされるが ,やは9近 くの人でしかも親等の近いものが数的にも多い｡また ,常駁的に

も考えられるのであるが ,ここ皆畑別電においては ,父方の親族が村内に多いことと相使って

このような数字になっているものと思 うQそれから教的にではあるが⑭の節句の時ゆきさする

というのが一番低い値をとっているQこれは撃方においてもしかbであるQところが .最近で

は⑲の彼岸の時に行 きさするとtJlうこともだんだんとその回数が少なくなってさておD.調査

の開きとb中においても. 昔̀はあったが 汀という声もよく耳にしたことばである｡また撃方

においてもその平均的交際内容は④の秋祭とか⑦の建築といったものがそれで ,交際内容の頻

鑑の大なるものは(a)④⑨であD.頻度の小なるもの .また小さくなる傾向を有するものは(亘:唾)

両といったところである｡以上のことは父方 ･顎方において基本的には同様の傾向を有してい

ることがわかる.また .地域 とのBg係はどうであるかとまず父方の㊤については ,大体Ⅷ親等

(かいめい子 )で郡内まで位であb.①についても同様のことがいえる.①⑩については ,少

年そのわくが広 くな9.Ⅳ親等からV親等まで .地域も郡内から県内へとのぴている｡撃方の

(垂Xむについてみると,tl親等 (兄弟 ).町親等 (従兄弟 ,従姉妹 ),そして町内から県内-と

親尊からすればやはb一つのかたまった交際範囲をもつことになるといえるoこのように日常

生活と結びつく交際内容とか儀礼的なものとかいったものにはおのずから傾向というものが形

成されてくるOだから,｣投的な形 ,例えば葬式とかフシyの場合はおおよそ伺親等ぐらいま

でといったことの実例の 1つとをD,この部落にかいて仕 ,親族が多くまた親族のつき合いが

多いことから｢殻以上の親族間の交際があるとみてよいと思うQ

lつ気がついたことは ,撃方におtJlて(むという秋祭Dの時行ききするという碩目はやは り父

方の親族 よbもその分布が速くにあるために客として行 ったbきてもらったbすることをあら

わすものとみてよいと思う.

父方 ･蛮方の親等別 ,地域Bl佼 際内容の合計したもの図表 占を総合的に把撞すれば ,各々の

交際内容の碩目におvlて親等が多く75:るVCつれて ,交際範囲としての距離 も遠 くなるのであるo

そのI-二股的75:中にも調査者は ,町親専までで君隅 までをその交際範囲とするものAグループ,

さらに1つわくを広げたⅣ親等まででその交i簸範師を脱円の地域まで拡大するというグルーブ

をBといった大まかに2グルーブに分けて交膜内容を分類してみるといっそう交際内容 ,親等 .

地域の5者の隣係が明らかにされると思 うので以下略図を作れば次のとおbであるo

グルーブ 交 際 内 容

A ① ㊥ ⑬ ⑯ ⑯
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い草さか主観の (動揺 )主観すぎ

る感 じと,粗雑を感 じのする表と

なったのであるが ,このようにⅣ

親等 (甥 ,姪の子 )まで県内をそ

の交際内容の範囲とするのが多 く



あらわれてくるのは ,ここ皆畑部落の親族の槻 となるのではないか｡また,このように親族

が多く.しかも多くても各 交々際内容を密忙してその牌係を保ち続けていることからも,同族

あるいは同族団との関係は薄vlものがあると断定的にまでいえないにしろ .およそそれに近い

形をとっていると思われるo同族のところまでたびたび述べたのであるが .同族というか,本

家であるとか ,分家であるという系譜齢係からの意款はあるとしても現実にはそうした意軌 以

上のものが親族集B]を媒介として働いていると思う.だから.ここ皆畑部落にかvlては (前述

社会学研究会ソシオロジNo4 1955.5)ソシオロジNo4P17大穂流民のいう ｢親族集 団

は婚姻及び出生によって媒介される血政関係の下に成立するものであるから,父系血族と母系

方同族との両方にまたがるものであるOこの嶺合 ,父系血族とは右の意味における綾出者と新
(荘 1)

世帯を以て分家分出したものを含むものであることはVlうまでもいOそうだとすると,両者の

関係については ,同族団は親族船団の成立する範囲乃至地盤の中で父系血族の緑出者を除いた

新世帯設立者を地盤として成立するということになる｡｣というこの考え方にあてはめれば .

親族塊田のもつ意味の大きさ,同族集団以上のものがあるとみてよいO

以上 .輪の逆転 .飛躍 ,多々あったと息)が嘗畑部落における同族 ･親族(,Cついての調査研

究を終わbたいと思うQまた .不備 .欠陥.いたらなさをどしどし指摘 .御批判 していただき

たいと思います｡

(注 1) (嫁出 ,桁出.孝子出一血縁者たる鉄血点者とを問わず )

参 考 文 献 o社会学研究会 ソシオロジ No4 1955･5

0岡山大学教育学部社会科教室内地域研究会

地域研究弟 9輯 加子浦の工菜化

一同山原日生町の場合一

〇 同

地域研究蔚 8栂 へき地山村の生活

一西粟倉村の場合-

以 上
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第 11章 宗 教 と民俗

1. 宗 教

ィ.祭 祀 飽 統

一 序 文 -

^間の社会的結合の契機とな-Jているものには.血席的なもの.族緑的なもの,地良的なも

の,あるいは戦績的なものなど様々の重来があげられるo｢重た,そのほか忙思想左9.趣味を

D,イデオロギー夜D.官仰などを媒介にして意ばれるものもある｡

そして.これらの諸要紫は歴史的.社会的変化によD,さまざ壇を結合をなし∧間社会を形

成していくのである｡そ うした過程の中で,時代が進むVCつれて,孜々は血縁的,地縁的なも

のエDも,しだいVC思想的,居仰的.職級的なものVCよって,エD疎くお互いが結びつけられ

ていくようであるo

そこで,ここでは民間居仰を媒介とする結合関係を主題に選ぶととにエD,その内容と信仰

する人々の社会関係に触れたいと思う｡

- 久世町の祭示巳粗放 一

久世町の祭紀粗放の解散は,神社vcついてみれば ｢宮座｣の存在があD,また寺社について

みれば宗教欝という形で仏教の布教活動が行なわれたという点であるO美作全体をみても｢宮

座｣の存在は数多くみられるが.この地方vCおいて現在もそれが消滅することなく,昔の型式

を守って祭紀が続いてきている点綻駐日すべきものである○

ここでは大津神社と守菅神社の祭紀舶稔と禾山寺を中心とする久世町での宋数訴粗放を通し

て,この地方の民間r封印という点を考えてみることにする○

我国の神社の大多数は村落また仕それVC準ずべきものに上D奉紀せられている｡今日,官幣

社や国幣社のよう忙高い社格をもち,国の崇把をあおいでいる神社といえども現実忙これvc奉

仕するもの紘多く紘その周蹄ljtある村宵のFiかならない｡個々の神社が鉄守する対象も今日VC

おいて多くは村落である｡それ故に神社は村落集師と市境な関係を有するo

元来,村落結地域的に散在するため忙一神社綻多く肌正的封鎖的性格を有するようになるo

たとえ,広く紀られている神社忙しても寺院等にみられるところの密接毛相互連絡はなく,本

末の関係も極めて滞V'ので参る｡この上5な原凶は多くは,神社に奉仕する村落集団それ自身

の性格の中にあると思われるo

神社の大多数は比軟的′｣､規模な村落a)甲に存在するため,当然のこととしてその村落の氏子

圏と扱い結合関係VEあD,この練合詞係が村落熊田を規定するoそれ故に,久世町の神社と村

落との関係払 神社と氏子 との園係vcかいて.ひとつの典型的改組練であるところの ｢宮座｣

の現象を調べること把より一層明らかVEするととがで葛るのITはをいかと思う0
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(1) ｢ち｣を基盤とした祭杷軸級 一大砕神社の場合一

神を孝和するととは,村落の∧々の集団的夜行串である限D,そこVE何らかの一定の秩
序が生まれる｡即ち,すべての神社はその氏子との間に何らかの粗放を成立させ,それvC

基いて祭紀が行なわれるようにな-,ている｡そして,何らかの組織の うちで特vc｢宮座｣

の現象はその組織の形態が明確で,しかもその機能と作用とがは-Jきbしているため,そ

れは単に宗教的社会を形成するにとどせらず,政治的,経済的,文化的社会の形成という

点にも影卒を及ぼすのであるO

との地方vHD･いては ｢宮座｣という言葉がひとつの祭紀上の権利のようVC用いられたこ

とが,次の史料VCよって知られるo

宮座 譲 渡啓

一私儀仕来之宮座.此匹都合二何千

米弐斗八升二両貴殿二組液中シ候間,

比後決シテ苦情申間数候､依テ宮座

譲渡廿差入申俵､如件｡

宝暦三酉年九月三日 羽別村

惣右衛門

伝兵衛 殿

これは真嶋郡羽別村,即ち現在の茶庭郡勝LL岬丁福谷の旧家に伝えられた一遇である｡ し

かも安政三年vEなって,同村庄屋沓兵術が,この宮座が,伝兵術,一 息転得 一 魯兵

術 - ヱ右衛門と伝えられたことを証明している文廿 もまた残ってお9,宮座の権利が

売買され,その上その格式が庄屋vcよって確認される必要があったこと,したがってとの

宮塵が近世の村落共同体の通常vEたいしてかなDの意味をもっていたことが了解されるの

である○

さて ｢宮座｣の定義であるが,神社の氏子の指】忙祭紀上の特棒をもつ一定の戸数があD,

それが集まって祭事を行 うものがあれば,これを ｢宮座｣ としているOとの名称を発生的

vcみれば,おそらく祭杏において氏子がそれぞれの座席vcついて神をせつるやb方につけ

て名ができたのであろう○これを支えるものとして日常化おける氏子組級があD,そこの

中で座に出られるものと,そ うで食いものとが厳重vc区別されているとき,出られるもの

の仲間をiた ｢宮座｣というに至 った○この地方では. ｢宮座｣ というはっき9した観念

よDも ｢座方｣｢名株｣という言葉が,かわDに用いられることが多い｡
大津神社の由緒沿革は ｢英庭郡史｣vcよれ帆 約六首年前,信濃園水内郡の風幣社であ

る戸穆神社よ9分題を奉祀 し,当初は真庭郡糞和村大字余野上字宮原vc銭座せられて,当

時は ｢大鶴神社｣と称 し.その後現在の地へ移転し今日に至ってV,る｡当社は永久三年中

VC丑後風臼杵の城主稲葉氏の祖先の崇敬vrよD.同国臼杵町の郷社である御劉 中社へ分裂

を奉紀し.以来今日VC至っても今なお同地の人の崇敬するところとなってvlるということ
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であるo祭神は天苧力男命を主神としている｡

この神社の祭番として大祭,中条,

･｣､祭と区別されるものがあD,/｣､奈と

は 2- 5̂ ほどの奉仕八,中条とは 5

名以上の奉仕∧のいる場合で,大魚は

年に 4回ほどである｡

｢作陽監｣vCよれば

米故定# 三樽11亜翫p-音1 鶴軒

R:氏-Liを卜定雨膚#事′舶f:QE十

k]Ⅲp(十 IoI:<皿#掻嘩糾瑚胡11

告荘7戦目恨甜 出願用1 鹿町

<叶 哨珊 11告革1 背任僻思
｣く十臣 催棄fi十包囲 #聖tIII
棟監仲14｢U
と献せられてお D ,当神社忙特異の式

祭のあることを記しているO即ち,旧

十一月八日(現十二月八日)の祭を ｢

稲月祭｣と称し厳格な古式に依る桑卓

が行なわれている○この箱月祭は大祭

のうちでも特殊神串vCはいる｡ (写貢 r) 大 津'神 社

この祭事にたずさわる氏子を九名(クミョウ)と呼んでいる｡これがいわゆる ｢宮座｣で

あり,それらは貞信,貞蕗,友点,友,乱 国英,久宗,浄法,末兼,国友,の九つの株で

ある○

美作地方EK:かいては ｢名｣とは一定の地域であるとともvE.そこに居住する集団をさし

てVlる○即ち典落は ｢名｣の簸合vc憎かならせいのである｡との地方の ｢宮座｣の特色を

あげるなら,川名主座的性格が強いことO(2)したがって枕座であることであD,また座席

が固定していて年齢によるスライテンタが行なわれをいこと○(5)それだけ年齢階級的構造

が乏しいこと○(4)歴史的には荘園体制把酸く賠びついているらしいこと｡(5)そa)ため,秩

とvI-Jても昔の名主と作∧の結合集団艇 をもっているらしいこと,などである｡

次に ｢宮座｣VC入れる資格という点について考えてみると,一般的には ｢宮座｣とは時

権的性格をもつものであるから,その地a)氏神の子孫であるとれ その地のhrl初の住民の

子孫であるものだけがそるととができると言われる場合が多いo大津神社の場合は,その

点がどうもは-JきDとわからなかったoた ゞ ,苗字をもつ∧遠であるから相当家格も高 く ,

この地の地主的,武士的存在であIJたこと壮確かをようである○大津神社が以前神狩村vc

あったころ,当時の各部落の世括∧的立場にあ-Jた∧々の子孫が ｢九名｣vcを-Jていると

も言われているが,はIJきbLたことはわからをか-Jた0
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｢九名｣に怒る氏子株は世態剛で代々よD決定 しておD.九名株をもっている人が死亡

をどで断絶したD,当犀をつとめるほどの経済的容裕の潅い勘合は,主としてその名主の

棟内のうち血縁的結びつきの澱いものが引きつ('ことVCをっているが.僻権的地位の座を

碍ようと金銭や米俵などで ｢九名｣株が譲渡されたこともあったようである○

原則的vcは ｢宮座｣は代々にわたって厳しく相続 していかかすればlrら夜いのであるが.

近世村落の自立的=よる名の分解,棟内の増大や分団イヒ忙ともなう｢名｣の分割化という農
村社会の変革とともvC,｢九名｣株の相続忙おいて種々の継蔑問題がおこ-Jたことが予想

される｡大津神社の勧告は他の神社に くらべて副悪どでもなく,その地位の絶対性は強固

であるoちなみ(n=｢九名｣枕の移動した例としてあげるそらば,神社vcある棟札によると,

株 名

未 発 も

貞 雷 名

浄 法 名

貞 砿 名

園 友 名

宝永三年時に福島氏 ⇒

明治三十四年vc水沢氏-

宝永三年時に才原氏 -)

蒐延掛年vC入江氏 --i

明治三十四年vc中野氏へ

宝永三年時に赤木氏 づ

明治三十四年vcLu田氏-

宝永三年噂に中山氏 J

明治三十四年に中野氏へ

宝永三年時vE北氏 .+

明治三十四年vC甲山氏へ

が記昏されている○この他('Eも移動があ-Jたかもしれないが,史料不足ではっきりし希い｡

しかし,そのほかの株についてみれば,宝永三年時の名主姓と現在の ｢九名｣の姓lとが一

致するので,おそらく上述のほかは変化はをかったのであろう｡

九名以外の憎かの氏子適は,この ｢九名｣のうちのだれかVC付属 している形をとb｢寄
千(ヨリコ)｣と呼ばれるo彼らは ｢九名｣の補助的を立場にあるもので,昔は ｢春子｣

vEをるVCしても戚 しい制度があ-Jたが,現在では自由にどの ｢九名｣の ｢寄子｣にでもそ

ることができる｡しかし,やはD棟内範囲内に同定する傾向が強い｡

｢九名｣が世製性をも-Jていものと同時忙祭事の際の座席vc関しても,古来からの席肢

が現在 もtR例によ-Jて砕守されているo霜月祭当日の席個は次の如くでL-'ibる｡
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(上座 )

席 贋 部落名 株 名 名主硯姓

I 黒 地 月 砿 平 野 氏

2 江 森 友 貞 笹 井 〝

5 士井原 友 虐 甲 山｣ ′′

4 入 江 国 夫 入 江 ′′

5 矢 古 久 末 伐 uJ ′′

6 神 狩 浄 転 LU 田 ′′

7 枠 原 末 兼 水 沢 〟

8 町 田 鼻 骨 中 野 〝

9 古 屋 風 友 中 山 〝

この場合の座席における上下駆係(上座と下座 )が,部落や九名の年齢,家格たどとど

のようを関係をもIJているかということが当蹟問題となるが.その点はは-JきDとわから

なかった｡ しかし,この座席における上下TX3係絃割烹ど重要視されてVlたいのではをいか

と思う｡というのは, ｢九名｣という特権的性格紘外部に対しては排外的であるけれども

内部vCたいしては平等であるとい!放念を有するからである｡換言すれば,同じ選ばれた

老どおしは等 しく神の恩恵,加護をうけるべきであ-Jて.そこには差別の観念はあっては

ならないとする｡彼らの車紀するのが ｢神｣である限DVこおいてoそれ故, ｢九名｣の間

D年齢差は割烹ど重要視されないのであるoiJTt,との座席に女性が列することを廃する

のも,神道の不浄をものは:原するとい5現念忙上っているo

和月祭において神前で決められる主たる番は,当犀の引きつぎである｡即ち,当屋とし

ての任務を前年匿の当屋から次の年-交替するので参る｡次の年の当屋の決定に関しては

これも以前は厳正なる制匿があ-J允のだが',今は昔のJP番をそのせ 受ゝけつい-L'いるo今
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年は矢古部落の城東氏であ-Jたが来年は黒地部落の中野氏であるo当屋の役割は神職制匿

が確定していなか･Jた時代vc払 神職の役も柴ねていたが,現在では主として条の際の神

酒や神演,そのほかの神-の供物の埠傍,一般参拝者-のもてなし,などが行なわれるo

当室をつとめる座株は,秤-の奉仕ということに関しては最高の栄誉をうけるわけである

が,同時に経済的負担も非常に大きいのである｡それ故VC,｢九名｣株の一軒たけでは困
難をため,当崖にあたIJた｢九各｣の ｢春子｣の経助を必要よする○そのため,神への官
仰を通して縦の関係が強化されるのであるO

では,箱月祭の実際の祭容に陳して評しくみてみよう○

その年の四月三日を ｢ンメタテ｣といい,｢九名｣のうち当犀忙あたったものの家へは
それに屈する ｢啓子｣が染まD,大津神社の神霊を勧請し.それを十二月八日まで当屋に

まつってお く｡その小河は ｢オイッキiJマ｣と呼ばれる○

満月祭の前日(十二月七日)vcは神官は当屋忙行き,恒例の祭事を行 って登 日VC用いる

餅をつ くo餅をつくための併米は昔は二反ほどの神田から収牲できる米を使用したらしV,

が,現在は俄後の曲地法改正VCよD ,神EE]がなくなったため神社が以前に貸した田地から

の米を使用しているOとの研米で供併一盃と丁銀形の餅九ツと鳥餅とV,う小さい餅九ツ,

ふつうの餅を一升少 抱々 くのであるoT銀形の餅は丁銀餅と呼ばれ,#'内安全,氏族の繁

栄,五吸塵鶴を祈願した感敵の祝詞とともVC｢九名｣の葛に与えられ,普通の桝は一般参

拝者に与えられるo

当B,当屋によ-Jて ｢九名｣忙料理が出され,一般参拝者のためには五升の赤飯の瞳D

飯が用意される｡祭当日vCは ｢九名｣の名妓拝殿vCのぼD.神官と共VC祭典を行 う｡この

祭典は主として氏子が氏神へ感謝Lで行 うもので,やは針姓英vc関することが多い｡祝詞
があげられた後に,｢九名｣の児童VCよ9飯 l個と五品のLUの幸が広げた扇の上へ渡され

る｡その五品のLiJの華とは(1)干柿 lツ(2)柚 Iソ(5)トロロイモ I切(4)LU芋 l切(5)ナシ l切で

あD,やはD敷物の豊作を感謝してのものである｡当時は仏教的現念が預かったため,棉

進して魚類,肉類等の物は不浄をものとして嫌-Jたようであるoなお,九個の烏餅は神社

鎚の木枕の根元ln:供え.拝殿での太寅の音とともに鳥が飛んできて,そa)餅を食べるとい

い伝えられているが,現在ではほとんど行希われてV,古い｡

その後で神官によ-Jて本殿エD御神堤を拝殿に迎え,当屋引き渡しが行なわれる｡引き

渡しの行事も.昔は粒も韮雫をものであ-Jたが柾 は簡単忙行をわれるように怒った｡

｢九名｣の中VC,その点vE関して厳しく言 う古老がV,潅くそ-JたことVCもよるらLい｡

殺後に直会とlrD,その場で ｢九名｣VCよる酒宴が催言れる｡以前はこの直会でも厳格

に行なわれていて,一般参拝者性もちろん,神官,氏子総代等もその席に列するととは許

されず,｢九名｣の特権的行為であ-Jた○
以上が少 煩々雑LR:Tr-Jたが,霜月祭の祭車a)もようである｡
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大津神社で現在行なわれているそのほかの年中行事としての祭をみてみると,

正月元且

二月十一日

四月三日

五月十五日

七月三日

七月十五日

元旦祭

紀元節条

交通安全祭

春の大祭(祈年祭 ) 別名 ｢卦田植祭D｣

虫除け祭

夏 祭

十一月二日～四日 秋の大祭

十一月二三日 新穀感謝祭 別名 ｢新嘗祭｣

などがあD,どれをとってみても古来からの慣習を守って行なわれているが,その中にも

現代qcマッチした祈転をb盾仰なDが行なわれており,今後の神社経営のあD方をうかが

うととができる○

祭祀vCおける神意の具現の方式に帆 だいたい ｢お伺い｣型と ｢託宣｣型とがある｡こ
の ｢お伺い｣型の例が秋の大祭であ-Jて.この大祭には近隣から多勢の参詣人が集まD,

御輿もでて,VCぎゃか奇祭とそるOとの御輿は十六∧忙よってかつがれ,幡 20本,鉾 4

本,大安のあとを御輿が行き三日間にわたって氏子区域内をせわる｡氏子及び参詣人はこ

の御輿にたいして,それぞれの悩みについて ｢お伺い｣をすれば必ず一時御輿が止せD,

無言のうちに神意が了解できると暦じら九でいるoもうひとつの ｢託宣｣塾は,最近では

多くが芸能化しているが神楽に際して行をわれるものである｡

現在,多くの神社はその祭ひとつをと-Jでみても年々さびれていく状態にあるが,この

大韓神社の祭は盛大であD秋の大祭vCは全国の崇敬老(58万人ほど)の多くが参拝vcく

るとのことであるoその範臥d:県内ではノ 某磨,久米,勝EEl,英臥 苫臥 赤磐,邑久,

上道,御軌 上房方との郡,簡LlJ.倉敷,玉野.玉島などの市から遠 くは秋田県.東京′

京阪神方面からも閲きったえの参拝者がおしかけるそ うである｡興味あることは,大分県

の臼杵からの参拝葛が特に多いとのととであるOとのことは由緒沿革にもあるとおD,豊

後国臼杵町の御豆神社-分垂が車紀されてVlるためで参ろう｡祈願の内容は全般的vcわた

i),ひとつの決ったものは貴いそうであるo

大津神社がこの地方の∧ の々居仰の多くを典めているのは,もちろん古来からの信仰の

稚苗もあるだろうけれども,時代の流れにそ くした神社億宮を行な-Jている点で,これか

らの神社のあ9万を考える場合に注目すべきことであろう｡

(2) ｢頭｣を基盤とした祭把舶政 一守昔神社の場合一

守富神社は久世町大字擾来手茂帝に鉄症の神社であD,祭神は応神天皇,日本武尊とし

大圏主命,国狭槌命を相殿vC絶っている.初めは守尭大明神,王子樺現と二座vc紀られて

いたが,時代不詳であるが,その後忙同社巌vc把られるに至-Jて明治六年二月守舌神社と

改称した｡当社の勧請は弘仁十一年庚午三月と伝えられ数回の改築の後VC,元醸七年に建
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築されたのが現在の社殿である○

守宗大明神はLIJ城歯石滑水八幡宮の分零を稚D,王子権現vEは日吉神社の分寒を配って

いた｡そ してこの二つの分盟を統一 して肥ることにな-Jたので,両方の字をとり｢守舌神
社｣と呼ばれるVr至ったのであるO

この神社の ｢宮座｣としては古来エD｢七頭八枚｣ とか ｢氏の頭八苗｣と称せ られるも
のが存在する｡｢頭｣とは主宰名という意味であるが,それだけでは ｢宮座｣の内容が示
す座または棚倉等の意味をふ くせない｡ しかしこれが ｢座｣と同-視されをければならな

いことVCなるのは,それが更vE｢当｣としてJlB番の意味をもIJてくるからである○即ち,

この ｢'鼠｣は-足 した主宰者ということだけでなく互いVC回D持ちの当番となるところに

｢座｣の意味をもってくる｡故に.｢座｣と ｢頭｣とのL別は免田に中心を置いてみるれ
当番兼任名に重点を任いてみるかという区別であ-Jて,全体の構造そのものについては同

一であると考えられるのである○そ して ｢氏の頭八番｣ とは次の八珠である｡

部 落 株 主 硯 姓

一. 旧神上村 岡本氏 中山氏

5. 西谷村 l 畝川氏 森本氏

4. 西谷村背畑分 牧 氏 兼用氏

この ｢宮座｣としての ｢氏の頭八苗｣の役割としては毎年正B,三月.五月.七月,九

月の各節句及び相 月祭食らぴvC十一月二日の秋の大祭の七回vc順次輪番vc当屋としての行

事をつかさどることである○そしてこの当屋としての行串は ｢氏の面八百｣のもa)の特権

的行-Sであ-Jて,他の氏子は全くこれに関与することは許されず,それは大津神社の ｢九

名｣ と同じ性格を有するものをのであるo

行渉としては,以前は各祭とも当摩よD滑酒, ドフ一口ク各一升と山や海の幸が供験され

た｡秋の大祭vCはこの外vE初稲の籾二升を進上し,碑酒一一一升 を神輿守に授けた｡ この籾種

は更に/J､袋VC分け入れて氏子甲の十一部落vc配られたそ うである｡しかし現在ではこのよ

う7i行事は氏の頭の集まるのが少V,のでほとんど英行されておらず,当崖制自体も失われ

つつあるということである｡

祭事O.際の席順 も古来エD決定 しておD,次の如 くである｡



キおこの ｢氏の承八百｣の者が神社vcふける特権的地位を残く守ってV'た更科もある｡

それに上れば,明和年間(十八世紀後半 )において社薮篠LIJ河内守 と社憎との間vE紛争が

あったれ 一応調停円滑とをD ,続いて次代の社家篠山摂津守の時,文化元年(I804年)

ついに江戸公事とそったo当時氏子おエひ寺櫓はおのおの両名vc加超し,文化十三年の磨

番に至るTiで社象方は作州内の各社,社寺方は同じく各寺が応援し,時代の風潮を反映し

て当時の社会的大間転であ-Jたが秩浄寺が死亡し,寺社方代表薬王寺の僧の圭厳もまた勝

LUの東福寺に移るVC及んで解決した.この紛争のため祭事はもとエD社殿もひどく荒れは

てたのであるけれども,その間にも ｢氏の蔚八首｣の梅香神番は恒例の如く襲行されたの

であD,社象上Dも｢氏の頭八百｣が神社祭事vC関しては兼任軌 特権的立物において韮

葛を地位に参-JたことがうかがわれるO大坪神社の場合もみられたが,社森と社寺の紛争

は神仏浪費の行われていた頃vcは多く見られる現象である｡

｢作陽鼓｣によれば,以前には十一月二日の秋の大祭の粗 大津神社と巨木地方にある

米来神社と守舌神社の三社が会し.｢立合奈｣という合同の祭番が行表われ,その後vC神
輿二体と共に米来神社へ参書旨が行なわれ七とvlうことである｡

また秋の大祭において,西谷村字浜田の7m蕃氏が当日神馬に麟 して甲胃を着て,弓矢を

持って神輿の先を進み,神殿を三風廻ったのち三方角/jt矢を放つ｡その後に氏頭中の岡本

一族の毒が甲南をk,鉾を持って徒vl,｢岡本兵術 は藤原氏の末孫759｡｣と三回唱え

るのが古式であ-Jたが,現在では神馬もいず,弓矢も射をvlで怖単vc行をわれてV,るそう

であるo吉例の行番がどa)エう75意味をもつものであるか吐わからなかったo氏頭のうち

で冊本氏が一番有力であIJたことれ その神EElの所有高が最大であることからも想像できる｡

るo

次に守書神社の主を年中奈¢忙ついてみてみ上う｡

三月二十八日

七月十凶日

?

十五日

十一月二日

十二月一日l

春祭(祈年祭 )

｢運花祭｣･･･-･｢神田当｣の名による祭｡

(以前に神田をも-JてV,た当屋lてよる奈であD金作を願っての

ものo )

秋の大祭

冬祭D(箱月条)･･････金作に感謝する祭｡ ｢神田当｣の竜が中心

心と在るO

この守書神社は ｢茶庭郡史｣に上れば,大正年間(十六世紀後半)においてはこの地方
の領主等の革敬がJPく,東和村福LU城主の岩佐勘塀由の義臣岡本兵術之櫛比同社vc甲南を

奉納し,また,東谷村新見氏の祖である吉野郡竹山城主の新免伊架守の二男薪免籍丸は文

明年間(十五世紀後半)vc東谷村に土斉し一当社を崇拝し｢天道陣正｣と銘のある槍を奉

納した記録が残存している○

しかし,今では氏子親の増大vCともな9分田化や帝f;軸勺階級VCたいする反感,神道箪拝
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の衷退とともに,氏の頭肌匿そのものが崩政の危機にあD｢宮座｣の存在藩政がほとんど
失われてきているのが現状であるo

(5) ｢宮座｣の現象の崩擁化と神道信仰の衰退

今回の調査で感 じたことqL 現在の村の人 の々生活VCおいて ｢祭紀｣の果たす役割が除

々VC簿らいでいるとV,うことであ-Jたo僻に本来紘厳 しく古例vcの･Jとb祭紀を行わなけ

ればならない ｢宮座｣の現故をもつ祭柁舶級が,時代が進むVCつれて簡素化され,あるい

は廃止の方向に向かう励由比一体なんであろうか｡

まず第-に考えられることは,氏神信仰vcおvlて族線的をものから地縁的なものへ変化

する(.,ii仰の歴史的発展の過程で生じたと思われる ｢宮座｣の現象が,近代化.都市化 した

凸村a)̂ の々考え方と対ⅡするようVC在ったからである○即ち,｢宮座｣を封建的迫制と
考える傾向が生まれたのである｡

第二VE払 ｢宮座｣を相続 していくのVC比少なからずの経済的負趣がe_lしかか-Jてくる

とV,うことO と同時に同族氏子甲での結合,魅力意識が弱ま-Jてきたということである｡

第三VCは,大き在原敵だが.神社信仰熱が滞 らいできたということである｡特忙若い年

令屑の神社に対する無関心が大きV,0

更に般近V:i,｢祭串｣が素数的意味で上りもむしろ ｢去､祭D騒ぎ｣vc代表されるレクレ
ーションのひとつとして取扱われていることo神社経営の資金不足7iどvcも大きな原凶が

あるように思われるo

調査不足で虫初に意図したこの地方の∧々の社会関係,宗教意鞄という点vCiで及ばず,

ltlをる祭串の羅列vC終始 してしま-Jたようである｡

一木山寺を中心とする久世町での宗数常粗放-

岡山県の県北地方VEかいては,仏教は特に井貫寮が多くrE仰されている｡これは,古くから

の居仰,地方有力武士による保護,熱心なる布乱 由緒ある寺院の存在などに影申されている

ところが大きいと思われるo

久世町周辺地域の策派別分有状態は,右図忙示す如 くであD.やはD英首宗が多いのがわか

るo

次に辞軸捻をみる前vc木LU寺について触れておこう｡
木LU寺は旧文鳥郡木LU村大字木山 (現在の末座郡落合町大字木LU)vcあD.宗派は真言宗

高野LU派で参-Jて本尊は薬師如来である｡薬師如来は医学忙馳係ある仏であDBu名医王と呼ぶ｡

それ故忙 ｢医王山木山寺｣と称す｡

その由緒沿革は ｢其廃部史｣vcよれば.弘亡年中VC弘法大師の閑基vEして廷昔年甲VC牛頭天

王を勧請 して鎖守とあがめ奉るo当寺をらぴvc脇坊 12ケ寺があったけれども,天正五年十二

月八日火災vc会い旧記神岡 とも灰盛vC帰し逆vC十二坊の億進はならなかった｡天正八年三月vc
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法師宥猛が

社壇ならび

にお堂を再

建し,その

級.LIJ硬十

八ケ村の人

々の帰依に

よb氏神を

崇拝し,木

山神社の別

当寺であっ

たが明治維

新政府の神

仏混滞分離

令の制定に

エb社壇は

神官 に屈 し,

薬師如来は

境内にひき

移し仮殿に

安定してい

たのを明治

十八年vc増

啓党が本殿

を建築し.

衆

宗

宗

宗

宋

音

華

土

台

英

夫

法

浄

天

回

〇

△

私
x

舛 畢 寮

その際本殿

vE祭扉巳された,と記されているO

との由緒沿革にあるよう(,こ神仏混滞a)形態は本地垂跡説vCより古来上D多くの神社及び寺院

でみられる｡木LIJ寺にも･vlても.木u｣神社か禾LU寺の攻守社であ-Jたことは葬存 している棟札

vcエ-Jてもわかるのである｡ (現在は分離しているO )

(# ]i)

1SCOCC｡DCCDCCOCO鮎 墓呈駐 米緋 Hl

(世廿日 船場N柵粗目値 馨欝未目 性笥嶺防

出 御CCCOCO⊂)CC)C)C電 酔雷霊 芝 蛸 耕
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次vc,木LIJ寺での祭串をあげてみると,

旧正月十九日
) ) 金 牌--･.裸祭Dで祈甑をこめた御礼を投げる〇
二十日

旧二月の午の日･･-- ･----初午祭で,祈麟成就のため柴燈護摩をたく｡

旧六月十五日････. -弘荘大師の降誕金

八月十四日
J ) .････-盆行 として檀家まわb(落合町中心 )
十六日

八月盆の簸初の土 .日曜･.･-夏季大草が開かれ鰍浜が行希われ教育的な効果をあげている〇

十月二十日-･･･.-･･ -r秋の祭(鎮守祭)｣があD.末寺が典せD合同津金を行 う.

カビがあD,また春秋の彼岸時には高野山エDの布教師忙エる布教が行尤われでいたo

末寺も以前は旧久世町内vcは八尋ほどあったけれど現在はほとんど独正した形と7ib法会自

体 も独立して行なわれているため久世町把かV,てよb落合町での末寺との関係の方が窺いそ う

であるo

この木LLJ寺の官仰範囲は広 く,備前,備中,備後,播磨,因幡,をど忙及び,戦前d:四EEl方

面からの居着も多かったoLかし,終軌後の仏教や神道の官仰忙対する反感や兼山神社との分

稚vC上9,倍名も急速に淑D官仰範囲も縮少されるに至った.

また禾Lu寺vcは多くの古文笹が残存しているoそれらの甲で,中世末即から近世にかけてGC)

美作の守護や磯風の武将 一 毛利之臥 尼子冊久,森虐政,赤松渦私,小早川隆食ら -

の寄付状や寄進状が目につくoそe)内容は寺社傍の安堵状や禁制奇L;が多vloそしてとれらの
文苛を羅列してみれば,室町から蛾鼠にかけてa)実作地方vCおける地方政格の推移を知ること

も可能たし,

せ充当時に

おいて禾LJJ

寺が,大小

の名主逮vc

よって崇敬

された零度

も推察する

ことができ

るのである○

(写真 2) 応永十八年 赤松義則寄進状
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この地方の其吉宗の布教の手段とせ ったものは,春秋二回くぼる砕押しと乗数約舶枕忙よると

考えられるが,執舶稔は現在ではほとんどの地方で消波したり弱体化しているo以前は経摩柄

とか頭符評とかよばれるものが,落合町の内で部落別の恐家をグル-プとして組放されていた

が,これも今はほとんど有在しないo

次vt久世町vcおける寮数雨組曲vcつtJlてみていくのであるが,現在で紘木LIJ寺が久世町に帆

ほとんど関係がないということを先vC断-Jでかかをければ在らない｡というのLji,木LIJ毒蛇現

在は落合町にあD,久世町VCかける末寺との結びつきもほとんど無 くなb表面的忙は余D久世

町とは結びつきはなV,からであるoそれ故,凍LU寺仕官仰の本源地という意味だけにとどめて

おきたいO

この地方の布教は.弘法大師をせつる餅である旭大師群を中心として行7Trわれたo これは.

今から八十年程前.弘法大師を慕 う居着が甜風八十^カ所の袋場にをぞらえて,旧勝uJ町,旧

久世町,美和村,川東村,河内村,津田村,禾 山村,美川村,落合町の九力町村にわたって巡

拝の軸 をつくった○累増 として比美音宗にかぎらず,禅宗,天台宗,浄土宗などの諸寺が含

iれ,年2回春と秋に大祭が行われて歪等の巡拝コースをどな決定 したo

この旭大師相性帝の組が三十五ほどであ13,解の範EfTとしてVi,脇LU,月EEl,河内,美和,

川東,落合,津田,久世,米LU,吉原をどvC及び.久世町での中心地壮多田にある ｢円山大師

堂｣であった｡

久世では布教活動は,大正十三年とろ当時英光寺の佳境であった神谷専門が中心とを-Jて行

い,更にとのヰ円を′ト巷一校が助けて進められていった｡′｣､巻-松は播州の人であったが,西

町の島田女臭のIElと結婚して,この地VCもどD御詠歌を伝えた○そ して他の 10∧ばかDの∧

々と,多田に円LU大師堂をつ くるために御詠歌を托して,堂趨輿のための寄付金を簸めるのに

奔走した｡

また小春⊥松は円IJJ大

師堂の益LuVC,四国の八

十八カ所の蛋櫨の介星と

お土砂を迎えて,そa)也 .

vE石仏を八十八体つ く-J

た｡尊円の亡きあとは,

息子の･性円が跡をつぎ,

また片LIJ八首蕨らVCエ-J

て寄付集めがうけつがれ

ていった｡このころ(大

正十三年～昭和六年頃 )

までVC.円LIJ大師堂を中

心に御詠歌桝がもうけら (写真 5) 多田忙参る円LLL大師堂

-495--



れ,杉Ll｣イノ,長田ウメヨなどが中心と?.M 始ま･Jて御詠歌を流して歩く河もできたo

最後に,そのほかの評粗放についてその内答j:a:簡単にみてみようo

o大仙n･=･･･-主として千首の防止のための折節が行なわれた○庵年,鳥取の大仙院に参拝

が行なわれていたが今帆 全 く行われてVlないo

oLu上糾･-.A-.現在はあまD行-hわれないが,少し前までは海月8日が肺の日であD,特VE

夏の七月十八日には,ウドンをT]-Jて食べ,丑作や疫病防止を祈醸したo L

かし,凍教的色彩上D寄合い.祭的色彩が強いo

o薬師辞t.-･-出等一畑薬師を経る○

以前ケ胡艮病をわずらった∧が治療のため出雲忙でかけたO現在は行われないo

o荒神訴.---雷神Ejとしては海月二十八日が常であるo音吐三年VE一回備中神楽を行-JてLr･

たが,昭和三十五年とろ神楽は廃止○現在比一月二十八日VC部落の神社に世

話人が集まD,年間の訴費用の決節や荒神車用のため各戸,米麦一升づつ染

めることを決める｡また部落の役員の改選や粥の当番を順番制で決め,当番

抜群のもてなしを主に行 うo

(以上岐,久世町の宮尾地方の辞であって,この外ER:稲荷辞や庚申群,観音評などが行われ

ている地域もあるだろうが,今回の調査では省略するo )

以上 乗数訴組織についてみてきたわけであるが,現在では糾本来の宗教的意味比海れ 寄

合い,話し合いの鳩,娯衆の場としての憤能が顕著に75ってきたと言えるし,また布教の限界

がそのま 誹ゝ鵜紋の弱体化vcつながるようVCも思われる○しかし,また,宗教性が蒋れてきた

のは,評を行うその機会にこそ村の行政的な種々の問題を誠論しあうという,祭政一致的な姿

が要求されるからでもあろうo

｢宮座｣が厳重vc地域的であi).そa)土地の神にたいして,その土地の∧が居仰をすること

を原則とする封鎖的な組敵であるa)忙たV,して ｢辞｣は多くの場合,遠い地忙ある神仏-の信

仰国体であると共に.耕具も必ずしも地域的制限をうけ杏V,という比較的自由夜組織であるた

め,誹のもつ発展的性格帆 形は変質 しても村落集団の人間関係の暦板酪 臨調臥 融芽-lJ粒を

発展さす可能性をも-Jているよう忙思われるのである｡

以 上

附記 :開きとDL,Tt.大津神社の場合壮神職の掛 弘夫氏,守書神社の磯合紘神職の笹井千秋氏.

前曲蛾については,木山寺住取高蝉秀海.秀牌氏,其光専任職神谷性円氏,留鳥地方の池田弁次郎

氏それに全体vC渡っては,高瀬の虫島故胤氏,以上の方々よDお開きしづ:した｡

○ 参 考 文 献

｢作腸詰｣ 長尾勝明薯

｢真庭郡史｣
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｢久世町史｣

｢莫作の民俗｣ 和歌廉 太郎嗣 剖 IL弘文館

｢美作宮座資料｣ 寺坂五末節

｢富座の研究｣ 肥綾和男讃 弘文生首雷

｢社会と伝東｣ 弟七巻第二号

｢日本民俗学大系｣ 5 平凡社

｢氏神と氏子｣ 柳臼盛男

ロ･明治以後の宗教 一 成立と発展 -

明治以後の久世町の宗教について比軟的多数の居宅を持つ県佐敷 .天理教 .金光教 ･キリス

ト敬を取bあげその状況を記好走ちびvC聞き取D嗣査vEi:-Jて考えてみたvl｡

(T) 神道各派の独jZと特色ならびに現況と日本VE台･けるキリスト教の像透

維新政肘の思想的背卦には平田派の笹古神道があD,県政一致の政治方針がうちたされた｡

即ち,明治元年一月忙は神両科がおかれ.のち神階官に昇胤 同年三月vcは神仏判然令の布

告が出されたoこれは蕉且時代以来一千年忙わたる神仏習合現象の排除であD,神道が仏教

の支配下よ9分離して神低音に専属するもので神道重視の意向を示すものであった｡そして

との布告忙塞き仏教の梓｡ていた特権を奪ってLh-JたoそこL機 ,政府 としては神仏分離に重

点を1,､き廃仏幾択にまで手をのはナ常図は疫か-Jたれ 従来神道豪 .社家は仏僧のもとVC屈

服した多年の不平不満を爆確言せ,この所政府の73一針を好機 として仏教排斤を行 った｡しか

し神仏習合の歴史が長か-Jたため,分離にあたか種々の問鹿や困乱をお こすに至った｡神仏

判然令を集施する忙ついては神社vEある仏教的葉菜を取 i)除かねばならなか-Jたが取除 くの

忙貿用もかか-Jためで妹却するのJが一番簡単であEI大部分は焼却されたo廃仏袈釈vi断行さ

れた所もあ9,紛擾をおとLJた所もあ -Jたo岡山県忙お･いては池田光政の時代忙一応整理が

行われていたので大きな張乱は見r}九奇か-Jたか全EEl的把捉混乱したので政府はこの状態を

後部する/ため.明治三年大数宣布の詔勅を出したo

こa)頃,神砥官は敷部省忙変わB,神官 ･園羊毛のみで青く仏僧をも加えて教頭職忙つけ

せた,明治五年五月同省に大数院を設け何県の社寺を甲,｣､教院として三条教藩を中心(rE辞意

せしめた｡三条敢鯨とは 目 敏神変国の旨を体すべき串o 2)天理∧道を明忙すべきZiio

5)屋上を車耽 し ,欄旨を遵守すべき罫であるoLかしこの状態は晃全VE仏教が神道に屈服

Lた状態であ-Jたので,仏数各宗比三条敬意と宗教との混同を非難 し,政治と宗教との分離

を唱えた○また維新政府の祭政一致の埋.t]もそれを実現する車はすこぶる困杜であ-Jたので

ついに明治八年四月大数院は廃止壬れ 仏政令宗は各自その寮旨を鋭く都を許された｡明治

九年十月VEは数額省も廃止され 祭政丁数を理想として最高の地位に神穂首を再興したが十

年をたたずして廃止のやむなきVE塵 ったけれども神社忙弛する幾多の祭儀特典が復興した0
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これvEよって仏教vCは各宗の宗務局があ-Jて末寺を統制する機関があるが,神道には食い

ので神道-S親局を設けて神道薮の統一をはかD大敵院vC銑座した四柱の神々をそこVC移した｡

そして神道串務局内に神道大数院を設け,各々に中敷院 ･′｣､教院を設けて布教に征串させたo

けれとも神道紳 局は経済上の苦境におち入D, これに隷属していた神道教会エD維持史を

徴収しようとした結果,不平をおとして明治九年十月倍初VC黒住及び修成の二帝社が別派分

立 し,明治十五年頃把は他の評社も分立した｡その後容貌局は附属する辞社数金を塵理して

教規を塵え教派神道の一派 として神道本局と希った○

以上は明治初卿における維新政府の宗教政策の大要であるが,このよう72情勢の甲で, 無

住 .天理 ･金光の各敵がどのような歩みを続けたかを考寮するため,少しさかのぼ-Jてそれ

ぞれの発生 .独立後の状態 ･執政の特色をさ('ってみようO

l) 森 住 数

魚住宗虐結安永九年(1780年)岡山啓の城下圃LJJ町の郊外今村宮vC仕える神官の象vc

生れたoそして文化十一一年両親を失った悲しみの甲から謡感D自嵐 すそわち十一月十一･

日冬至のあしたを以って天照大神を拝み直翼の天命を受け,神∧合一の体験を得たという｡

以来 57年,為永三年 71才で昇天するまで各地に伝道 .布教を行い,神文を拝して入門

する門徒も弟永二年vCは )8 I名(l年間)の多きV･t達 し,門徒の数は増加の一途をたど

ってい-Jたo

明治五年教団を黒住糾社と称し,明治九年vEは神道森住派と称 して教那省よi)別派独立

を許され無住未満が管長に就任あた｡同十五年VCは魚住教と改めてV,る｡その後教主も下

表の如 く変D現在に至っているo

4 号

今村宮はもと岡uJ市内にあったがF'JLLl城築城の際,大元に移したわけであるが,そのた

め市内vc氏子も多く,したが-Jて岡LLJ藩士の門徒が多か-Jた(大元学院 末谷氏談 )｡

教祖(完膚)は備前 ｡備甲･美作の三風を中心VC教えを広めてい-Jた｡ことVC美作地方

には高弟が続出し｢高弟七人衆決死の大布教｣と呼ばれる活躍時代vEおいて7人のうち4

^までが美作地方の出身者である｡

また寮忠の高乱 赤木宗春の京都における布教の結果,公象の官任を得,九条筒唐 .≡

条契美等の門徒を得た｡このことは安政三年宗虐大明神の神号を賜わi),文久二年神楽岡

vc宗虐神社創立,風芯二年従四位下の神階を宜下される力とそった｡このようをことから

考えて魚住数は比較的社会の上層階坊の間に教徒を得たということができる｡

明治十八年VCは今村に宗虐神社創賂 三十二年には大教会所を大元に創立,本庁を設け.

三十七年には教師賛成所(現在の大元学院 )を設立 して数勢を拡張してい･Jた｡しかし末
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谷氏の話vCよると斜位教化かvlては明尚時代甲臥 すをもち明治二十年代を原盛期として

次窮vC表徴してい -J允と官われるOその他 として数多が行きつく所まで行ったととと布

敢時代の立派を先生が亡くをbあと忙拭 く人がいなかったことをあげておられるoそして

Jiた素数とvlうものは時代に合わなければならす現在a)敵勢がふるわ食い串VCもこの こと

があてはまることを指摘しているOその他.不振の原凶として技新興宗教の指頭,教団の

財政亜理等もあげられるようで参る｡

現在の敢舟は安永氏の殆忙上ると文辞省寮載伺登録数徒数吐 40万∧(内,改式敷徒を

含む,純粋教徒 5万∧ 江① )と言われているo敬会所岐全盛に 579ヶ所を持ち.その

うち圃LU県下には数会所 85ヶ所.布畝所 4ヶ所がある｡

宗唐は天照大御神をJa-Jて手苗を印塵する唯一神と官じ,との神徳vC帰一するととを執

政の本質とした○そして実践を通してこの辺に到達するためvr:教徒vc日常修群として ｢敵

視神馴蘇七箇条｣,｢教の王事｣をかかけてvlるoこれらの内容を見ると現架を肯定し,
自己の分vE安んじ,陽気に凍るととを説いておD.教徒自身の内面性の傾琴を強調してい

るのが特色であ-Jて社会の矛盾に旨を向け.封建制匿への批判ををすキビの性格はをかっ

たエうであるoこのようた自己の内両性o僻 という高レ､柑神性と萌黄肯定の教えが社会

の上層階級をひきつける要田であ-Jたのかも知れをL,Lo しかし安永氏の話vc上ると布教の

武器は何とvlっても ｢おまじをい｣であるといわれ 現在vEおいても入居宅は病∧が多い

と言われるが,これが民間骨仰忙陥らず宗軌として存命したの虻かかる武帯は教祖の体験

した ｢いきとおし｣忙導 く手段にすぎず舞い棚神性を教戒に持-Jていたからであろうと思

われるo

荘Cr) 改式教徒というの妓衆の俵式たどは仏教で行 うが自分は黒佐敷を居仰 していると
いう敵徒のこと｡

細枠教徒とvtうの吐顔もろとも(俵式も)黙任数式で行lJl,信仰も蘇佐敷を儲仰

している教徒のこと｡

2) 天 理 教

教祖中LUみきは党政十年(I798年)大和盈三昧田村前川家に生れ r5才で庄家の甲LU

象に顔したo天保九年(1858年) 自宅IT体験名の祈帝VC当-Jて加持代と丑IJたところ神

がかDの状放vc入った｡か(してみきは 4 1才で乗数生活忙入17,十月二十六日を以-Jて

又致した｡その後神託のお力るままに貧困に徹し｢なびや許し｣をほどとしたのが助けの

道あけとをって官徒が続出し康広二年近ガ近在町百姓連だけでなく芝相帯 .高取帝はじめ

諸帯の藩士で参詣するものも鏡 JQと出てきた(｢教祖辰｣上_h ).元鞄元年,社の棟上げ

も行-JたoLかし盾徒の増えるVCしたがってLIJ伏 ･神主 ･僧侶,のち(a:は代官所(明治以

後仕県庁 )のLf泊がひどくそb,科料.身柄取調べ,拘留等の串が教祖の身忙ふDかかっ

てきた｡しかし康応三年七月VCは菅田押硬膏慣上17許可を受け(明治三年,贋止Vt伴い公

認無効 ),明治に入ると明治二年から同十五年忙かけて(72才-85才)吐 ri.ふて音さ｣
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の尭成を急いだ｡この間人心を惑わすとの理由のもとに迫害は続けられたがこれに耐えを

がら(在仏)敦勢は明治三 ･四 ･五年と大和から河内 ･摂津 ･山城 ･伊賀と近隣の歯々-

広がってい-Jた｡明治十一年頃から同十凶年頃にかけて各地に冒徒の辞ができ(明治十四

年 20余D),また教義の完成作おいても明治八年頃よDの ｢かんろ台｣の地場定めVC発

し,明治十四年初めから目標たる ｢かんろ台｣の石普評を急いでいたo (しかしその官仰

の中心たる ｢かんろ台｣の石も明治十五年官態の手によD取払われている○ )

明治十九年vcは神道本局の教師 と759.教会を建てる番を許され,明治二十年二月十八

日教祖吐多難の生涯をとじたo信徒連はその後,神道本局に何匿も別派独立を申請した〇

四匪び許され75かったあとや-Jと明治四十一年十一月認可され,黒住教に遅れること.莱

vc52年であった｡ しかしその後の敵勢の進展はめざせしく ,大正十五年の教祖四十年祭

には 65万人の参拝者が本部に集ま ･Jた｡現在では毎月のおっとめ日(2占日)には大祭

のいかんにかかわらず 15- 20万∧が本部vC処せる｡海外-の布教 も清発でノ､ワイ･米

国 ･ブラジル ･コソコ.朝鮮 ･台湾vC多数の常徒を持ち,これらの∧も大祭には本部に か

まいDをするO

岡LiJ大教会よDの聞き取Dによると天埋数の教会所は約 15,000ヶ所,官徒約 500万

^ (このうちようぼくの数は昭和四十二年十一月現在で 60数万人 注⑦ )で,敵勢の規

模が うかがえるo

教祖亡きあと道の中心たる某柱 (管長 )の系列は下表の如 くである｡

甲LUみき(教祖 ) - 英治射 り 一 正善(2) 一 首衛 (現亮柱)

かくの如く,黒住教が容易に布教 し得たの忙対し天理教が僧侶 ･神主とDわけ官欝の迫

筈に耐えながら布教しなければならをかった理由はどこにあるのか○次にのべる教義が問

題ではをかったのであろ うか○

教祖は天理教の根本教義 として ｢みかぐら歌｣を残しているo これは慶応三年一月よb

八月までVC作-Jたもので数え歌の形式を取D,おどDにあわせて歌われる｡そしてこれを

補足するものに ｢おふでさき｣があるo他vc｢おさしづ｣というのがあるが,これは教祖

に神託の障る毎に側近者が記録 したものであるo 信徒はとの三つを三大原典として信仰を

深めておD.また教義の根源をしてそれを体系化するよDどころとを-Jている｡

天理教vEかいては無住数とは異 D,十柱の神 (親神 )が教祖vcのDう-J-Jたので教祖は

親神の意志を遂行するという点ではキリス ト教におけるキリストの立切と類似する｡

｢おふでさきIIの中で親神の存在は時の推移にしたが-Jて ｢神｣ ｢月日｣ ｢をや｣の順

序を追っている｡これは何を態昧するのであろうか｡天理教の数えが始せ-Jてからの∧問

の心の成長vc従ってこれらの呼称を便 ･Jたと考えられる｡まず ｢神｣と呼ぶととによ-Jて

^間を越えた至高の存在を知らしめ,次に｢月日｣ と呼んだのは ｢神｣よDも具体的なし
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かも我々の仰ぎ見ることのできる月,大腸の名Vこたくして恵みを知らしめ,環後vt｢をや

｣と呼ぶことによ-Jて至高の存在では軽く身近忙いて∧類vt対して慈愛の心をもたらそう

としていると考えられる○そしてこの親神とそ人類の創始者としているのである〇八腰の

親として人類生存の本質である ｢闇寛 ぐらし｣をさせたいと望まれ (｢月日にわ vcん

けんはじめかけたのわ エふきゆさんがみたいゆ-から 注C5))そのためには一体とたっ

て陽気づとめ(かぐらづとめ)を行わねばならない｡

しかもこのつとめは人間宿しこみのもとITある ｢ぢば｣におV,てなされ( ｢ぢば｣の標

款としてかんろ台があるわけたが ),心vEつも-JたほこDをぬぐいさD,澄み切った心

(心の成人 )でたされねばなら夜vlとしている○こう7卜Jた姿でいてこそ ｢さづけ｣(柄

助けのために数えられた祈Dの形式 )によって^類を救済し,自他共vC陽気ぐらしの道を

歩むことができるとoかかる親神の騎vtが教祖を通して ｢卦ふでさき｣や ｢おさしづ｣に

あらわれ,また教祖自らの行為と怒ってあらわれたのであ-Jた｡ したが-Jて教祖は親神の

志を受けつぐ葛としての絶対者の立場と鎌極的忙∧間忙歩み上って祈 Dと信仰行為のあ9

万を示す名(ひをがたの親)a)雨竜を備えているOとの態匿は ｢おふてさき｣におV'て鮮

明EnIあらわれてvlる○地上の ｢月日｣である教祖Lri｢天理王命｣として祭られるべきであ

るが ｢ぢば｣にその名を残し自身は親身のかくれた後vCも｢元のやしき｣に留i-Jて∧類

を守謹する形を取っている｡これは ｢教祖存命の理｣と言われ天理教信仰の特色ある点で

ある○天理教VT_あ-Jては親神を創始巷としてあがめ.自身の心の鍛錬上Dも教祖の言動を

一切の行動の基準としておD.また助けづとめにエb^間を救済して陽気ぐらしの道を歩

もうという教えが明治時代の天直利思想と相容れず迫書理由の一婦とたったので比ないだ

ろうか○

天理教信仰は要約すれば信仰治療 ･平易を教え｡日常の実行を表面におし出しているの

であD,この点が下層民衆をひきつけ走といえるであろうo

注α ｢ふしから芽が出る｣ (｢ふし｣とは弾圧のことo )

⑦ ｢ようぼ く｣とは ｢かさづ叶の亀｣をもらったl言徒を言う○

⑦ ｢おふでさき｣£D引用した0

5) 金 光 教

教祖金光大神は文化十一一年八月(I8r4年)浅口郡金光町vC香取十干の次男として貧怨

の索vc生れ,川手顔の華子とをT:,たo当時この地方vCかいては金神が恐れられ,教祖も相

次いで子女を亡くし金神七穀の事実を轟付ける悲惨に出会ったが,生来の薄い信仰心から

自身の無礼 ･不行届と反省し,次第に金神に親しむように売9.42才の時の病気を縁vC

自ら金神の神意を感得できた｡そして安政六年 (r859年) ｢実意丁寧に神信心致して居

る氏子が世間(rtをんほうも難儀 して居るo取次助けてやってくれ｡｣という金光教立教の

神童が くだ-Jた○かくして金光大神比寮教生括忙入D取次に専念した○ (以後 24年間)

その後,層者の布教活動VC上って丈九年間(1861- 1865年) には地元岡山藩士の入
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官を,明治五年頃vcは岩国 ･由宇を甲心とする束周防地方vc.明治八年頃には大阪地方vc,

明治三十年頃L仁は四囲地方へと敵勢は拡大してい-Jたが,反面,教辞敬にあらずして^心

を集めるとして官愚のtE迫も少くなかったoこの状態に対 し,教祖は ｢一面当局の黙許を

得ると共vc時節を待ち,地方にあ-Jで取次に従うものにも許で助かる道である ことをさと

し,世間の鋲解を招き,官意を利敵することをきよう｣いせしめていた｡こうする間vC厚

着のあいだvCも次第vC教団を舶放 して敢鼓を宣布しようとの意欲がもi)上がD,また明治

十五年から同十六年にかけて神馴 ･神誠も塵 ･Jた｡そして明治十八年六月には神道事務局

に属して金光教金を創臥 明治三十三年(1900年)六月vCは金光教として独立したO教

祖はすべて生活を神にた くし,神の啓示忙上って取次を行ってV,たoLたがって数虫は教

祖の敷舞VCよって明白となる｡一例をあげると ｢天が下に他人なし｣｢家内の和eLJ ｢何

事vcも官心｣｢宗旨嫌ひをせぬ｣等々,｢天地金乃神を礼拝 してもその次IjCはのこらずの

金神様をあがめまつって礼拝せねば75らぬ-L天地の塵えた五穀をいただかねは命がもつせ

いがなoしてみればやはi)みfl.天が父,地が母じやろうが｣(注の )o

金光教vcおいて今一つ注目すべ尊は迷官を舶化し,金神を軒 中として尊貴せ しむるVCい

た='たことであるo

そして金光大神は時の制度を遵奉しつつ.つねVC政治の圏外vE立-Jて中正円満の大道を

説V,たのである○

注O) 引用文は ｢金光大神｣から抜すいした｡

4) 日本におけるキリスト教a)侵透

徳川 250年の鎖国も継Dに近づくと諸外国との通商条約の締結及びそれに伴 っての外

^宣教師も入って来た｡彼らはは じめ,硫球を足がかDとして日本入園の機会をうかがお

うとしてVlたo

ここでは久世町のキリスト教に関係するプロテスタントの動き,とDわけ組合教会及び

新神学について述べてみたいと思 うが,その前にカトリック｡プロテスjZン ト.その他の

キリスト教について汲来の様子をさ('ってみると通商条約締括後,カトリック宣教師が渡

来してきて横浜,長崎に天主堂を建立したo しかし当時はキリスト教禁教政策で 18占7～ .

68年頃から潜伏切支丹vE対する捕縛 ･村預に処せられたがキリスト数の問題は外賓開府

と化し,群府も禁教を塀かざるを得をくそ -Jてきた｡

カトリック歌会について,その後a)動きを簡単に見る75らば,明治六年までVEfl名の

宣教師が来朝し'日本教区を二分割して(昭和に入D I4分別 )教区の布教はノl'リ外風宜

教会 .ドミニコ会 ･フランシスコ会等の手vcよb行 っている｡-また活動は男子侮退会では

初等及び中寺教育 ･祈帝 ･姓串に徒歩 しトラt='スト金 (M50)･イエズス会 (T2).

ベネヂクト金 (冒6)が扱来しているo女子修道会は初等及び甲等教育 .孤児院番茶 .医

療vC従車し,聖モール会 (M5).聖教ヤノ会(M IO)･厳律シトー金 (M ちD).聖

心金 (M4 I)･女子 ドミニコ会 (M l4)等々が渡来している｡ (カッコ内の年号は渡
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時代に入るとバル トの危機神学によDまた神学的関心をひきお こしてくるが )○

ここで新枠等の主張について述べると空電が他のOと異なるゆえんは著名が神の溢感を

受けて著作した所vCあD,その毘感は必ずしも無謬の英傑を伝うる能力を受けたのではを

い｣ (M 22年 ′ト崎弘道 )また ｢キリス トは全能の神にあらず-･･.･｣(M24年,金森

迎倫 )という吾衰vCエーJて知られる如く,従来の保守的キリスト教伝道には見られをいも

のがを-Jた｡しかしこのことは参るいみては当然のことともいえるoすをわち明治時代の

初朋VC比確信及び熱心を以って伝道し,神学論よDも乗段を重んじ自ら改革葛を持って任

じていた反乱 神学的vcは無関心であ-Jたからであるo

そしてせJi:時を同じくして普及福音教会 .ユニテリアン教会の渡来に見られる自由キリ

スト派 も同じく保守的キリスト教を非難し ｢我等比信仰箇条をるものを設けをい0---壁

IIJrtを尊重する無謬説に基かず,伝道地の国民はJj:た文化的特色に基いて伝道すべし｣と説

いた｡これらの新神学また自由派キリスト教の侵入は組合教会vC彩中を与えた○

こういう内部対立をはらむ一方で結大正六年十月veは改訳 ｢新約聖や｣もでき,また西

洋音楽の輸入 .在米増加の影噂を受けて昭和六年に結現行 ｢賛莫歌｣も刊行されたO-方

宗教団体蔭も制定され 敷金及び信徒の小数を教団vCは法人を許さぬところから大同団結

も生れているo

せた,明治四十五年日本キリスト教会同盟 ｡大正二年の全EEJ協同伝道(植村正久 ｡岳川

棚 中心,内地全国 ･朝鮮 ･満州 ･支那の298市邑)･大正十一年日本キリス ト教連盟

創立 (日本におけるすべての教会 ･ミッション及びその他のキリスト教団体を代表するも

の)のように敷金相互の粗放化も進み,現在に至っているo現在,日本における暦徒はお

よそ1Jトリック20万∧,プロテスaント50万人と言われてVlるが定かでそいo

(2) 久世町Kおける粗食教 ･天理教 ･金光教 .キリスト教の時代的変遷と現況

I) 熊佐敷久世教会所

既述したようVC美作地方VCは高弟が堪出した○帝に茄永三年正月(策虐 71才 )vc入信

したuJ野定番氏(文政十二年～明治二十八年 )は久世及び美作地方のみでなく勤皇の士と

して国事に奔走し,せた黙佐敷本庁vCも貢献 した∧であるが久世町の親任教はとの∧なく

して壮賢Dえないであろうo

uJ野氏は久世神社社象の出で#末朋に奔走,雑新政府よDの招碑を受けたが辞退し宗唐

に師事,明治九年の黒住載独立許可に多大の謀献をなした｡LIJ野氏は明治十三年久世町VC

神宮数会所(神風評社 )を設け伊勢内宮の御舟星を迎えてせつD子弟の教化に呼念した｡

そして芳Li法発布後八百万神並に宗唐神を配して無住教久世数会所と改称 した｡その後LIJ野

氏は明治二十八年十一月二十九日72才で逝去し(捕,LU野氏はM I6年太政官よD権′｣､

数正を,M28年大数正を腸う)亡きあと敬会所を継ぐ^も克く明治四十一年閉鎖のやむ

をき忙董D,建物は克床vCせかせていたが昭和六年十一月小川大輔氏その他有志の畝力vc

よb神殿その他の補修を行い復興した〇二十年余b星茄にさらされていたわけである｡し

15･CI2-



かし,まもなく昭和九年六月廃止のやむ7t垂に陥ったO以上当教会の歴史といいうるもの

を述べてみたのでもう少しくわしくその原鼠を考えてみたいO

蚤初は伊勢神宮よかD御分霊をせつ-Jていた｡それがたぜ八百万神,ilf_忙泉郎 中社を配

するVC至Dまた名称も変更 ｣をければならをかっ先のであろうか｡久世町藍(昭和七年発

行 )vcよると ｢神風耕社設置当時紘神社と素数の区別なく神官の御分電をも宗教同棲に扱

い居bしなDo皇室の大廟を剛LDの自由の位置忙置くことは不敬たること勿論を bo神宮

Vこよb引揚げを申達せられ之vEエーJて鼓会所と改称して存続したDLをb｣とあDとのこ

とは魚住敏が真忙素数 (教派神道 )の一派として存在し,またその存在を明らかにしたこ

とを示すものであると音えるであろうO

無住敦については教会所もをく敢料も未回収のためuJ野氏生存当時の教徒ならびにその

後の教徒の数か.[び活動 ･隙 .年令席亭打ついて知ることが出来ない○ただ山野氏生存

当時,氏の力忙上 IJて盛りあがった敬勢姓氏の逝去と共vc衰微 していった串は串葵であb

このことは教会所の歴史を見ても明らかであろう｡相当な数の滅少が予想されるが久世町

郷土史家菊地氏の舌によるとその理由として,0)教徒は無住教の敦盛よbむしろLIJ野氏の

^格(個人的魅力)(′こひかれて入信したので往ないだろうか｡⑦山野氏のすぐれた女房役

が乏しく教徒にと-Jて経済的をEE迫があったa)では貴いだろうかoしたが-Jて死後,その

気持ちをいたいている∧紘去-JていったOの三点をあげておられる｡

以後は指導者にも乏しく,数会所も一時は再興したがとだえてしま-Jた○現況は教徒数

は戟少しておDわずかに勝山町月田敷金へ醗出しているのではをいかと思われる○

現在,専売公社前の数会所跡に吐昭和三十三年二月LU野氏の銅倭が建てられておれ そ

の時歴もきざiれている0

2) 天理敏美阪分散会

久世町vCおける天理教の布教は明胎二十八年LU崎伊太郎氏による天理敷金創立VC始iる｡

Ll｣崎氏は久米郡琳 ロの出身でLU田ではあるが≡町の土地を持ち姓薬を営んでいたo

信仰については天理教vE入居するまで全く無信仰であ-Jたわけではなく天台宗 ･黒佐敷

の信仰を経ておD ,現数会親会長岩#氏によると入官の勘鰍ま重い胃腸病が天理教布教師

による教義拝聴vcよL.回復したととであ-JたOのち毅財全部を天理教会vc寄付し無一文で

当時官徒のい奇かIJた久世vCや-Jてきて布教を始めた〇官徒がいないため布教vrは苦心し

たらしく主忙病∧忙対してなされた｡布教当時に圧力比つきものであるがLiJ崎氏において

もばくちうちの卦としが絶えなかった(久世町は長い間ばくちの町であった｡手島氏敢 )

彼らもまた無官仰ではなく,かたいし横倍仰を持-JておD宗教上の対正恵取も持-Jていた

ものと思われる｡しかし岩蔽氏の話vEよると彼らも天理教の布教師VC病 (ぜんそ く病,肝

臓病等 )を75かしてもらっておD,天理教を居仰するに至-Jた∧もいるとのことであ-Jた○

明治三十年には全国的東天色数弾圧兼である ｢軸管訓令｣が出ているがその弾圧の環由

紘.0)教義vE不敬が多い｡⑦風習の悪化であ･Jた｡明治三十年と言えば天理教史からみて一
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執政も尭成し,教勢拡張の一歩をふみだしてvlた頃であった｡0)の場合は時の天皇制思想

に反するものとしてであったOすなわち信徒にとっては教祖が天皇以上のものとして存在

しているからである｡◎の場合は男女同橋の考え方が男等女卑の風習vC対Ⅱするもので風

習を悪化させるものとしてであったo

LIJ崎氏に対しても5-6回あるいはそれ以上駐在所rL引-Jぼられて数鼓の説き方VCつい

て取調べを受け男女席の分離,おっとめを男子a)み(G=との強請を受けたo この事は信徒vc

はのびなかったが会長が駐在所へひIJぼられたとvlうことで恐れ,敦渡し,一時はほとん

ど唐徒がいなくたるという状態vC陥った. (更科的根拠なく岩薪氏よDの開きとDによ-J

た○ ) しかしこの時以後弾tEは叔D,反比例 して官徒は増してVI-Jたoこうした盲窓の

弾圧は教典vcも及んでおi)教祖の言葉通Dの教典ではなかった｡これが真の教典 となるの

性第二次大磯後である(昭和教典 )○筒伊太郎氏は大正十年八月出直しているo約 500

名位の官徒を持ち久世町における天理教布教の礎をきづいたと言えるであろうo

大正十一一年三月には岩耕氏 (長男 )が本部よb後任所長として許可され昭和二年硯位置

に新典移転し,昭和十六年三月糞阪宣教所を糞阪分数会と改称,昭和二十一年宗教法人と

して本部承認,昭和三十八年岩蔵氏引退 し,長男伊三部氏会長とをb現在に至ってVlる｡

(窮一乗参照 ) この間の暦徒の増鱗は罪三乗のとおDである○(後述,但しこれは

｢かさづけの理｣を拝擬 した ｢1ふぼ く｣の増猟で敷金-参るものはもっと多くvlたと考

えられたし聞き取Dでも確認できた)○

それでは県北部における本教会の位恩はどんをものであD他教会との関係はどうを-Jて

いるのであろうか〇本敷金は岡山市藤原にある間LIJ大教会を親教会とし,圏生 ･葉音 .矢

掛分散会を子教会としている○他に柔和 .糞世 .莫栄の三布教所を持っている○ したがっ

て下表のようを関係にある○

大教会絃分散会を50ヶ所以上 (大きい所では 400ヶ所 )持たねばなることができな

いo上表において本数会が子敷金として持つ分数金のうち地理的vC言って矢掛分数金のみ

が小田郡で比なれているがこれは古い教会を本教会がひさとD敢勢を立て直したものであ

る○こういう形で子教会を持つとともできるoこのような関係にある本数金は本部-の参

拝VCかV,て比主と杏D,共産都五ヶ所の敷金で約200人をまとめて参拝する(良薬従事

者が多いたれ 四月の至匙生祭に参拝する)0
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本教会の行事並vC活動VEついては毎月十日VE月次祭を行 う｡ このおまつ上川ま朝十時から

正午iでが式とお神楽,一時から併託があb間に昼食が振まわれる｡この月次祭vC集る居

徒は約 70-80名で必ずしも全員が典iるわけでも食い｡この他 本部大祭-の参拝も

重要を行事である0本敷金内部にかいでは青年会 ･婦人会が組織されて1,-AD,現在子供会

も組放されつつある｡毎月-日常婦負 (甘年会 .婦∧金連合)の典ijが持たれている｡

以下青年会委兵長,長尾氏の話にエbiI年会 ･婦人会 ･子供会の性格を明らかにしてみ

たい○

甘年会は以前から存在 してかD 17才から40才までの男子で構成される○名簿上(育

年会名軌 よふぼ くでない官徒も含せれる)約50名いるが実際vC行動 しまたは活動vc対

して臨力を得られるものは約 20名である｡婦人会も名称上は約 50-60名いるが青年

会と同様のことがいえるようであるo清動としては本部に対しては全国の青年会が主体に

そって普請を行 っているため,それの援助をすること｡個人の活動に怒るが ｢ひのきしん｣

という言葉が天理教の活動vcおいて言われるように掃除(草取19.どぶさらい等 ).病∧

の専務を行 っていることであるo (しかし久世町VCおいてFEi'徒がどの程匿束剣vc取Dくん

でいるかは長尾氏よDの聞き取DITは不明 )このようVC甘年会 ･姉∧会共に記希を取る程

の活動はしておらず冒己藤も残ってい奇vlo

子供会vtついては現在地織中だが相手が子供であるため教義を中心とした粗放はできず

旅行 とか娯楽を中心とした ものqCをDがちであD,現在は本部の子供会の行車に参加する

形を取b郡内で 25^位参加するo

会費については会員に対しては′j＼頓は決めてあるが信仰の内容にエb特殊寄付vCよる○

使い道は本部の普締vc対して,あるいは現在親教会である岡山大教会でマイクロバスを月

うことVUrったが本教会でも毎月三千円負起 しせLlう(この場合は自主的 )等々の形が

あるがこれらの費用vc対して居徒-の預制的割当ではないO

では本部とはどのようを形でつ方がってVlるのだろうか○本部VC対しては暦徒の毎日の

お供えを脊付し(岩蕨氏談 )普紺の物的壌助をするが本部では投訓 ･修襲科 ･教師輩成機

関を設けて,教師あるいは ｢よふぼ く｣の養成を行 -Jている〇本教会でも毎月一八位修養

科に行 く人がある｡修幸科vc行 く人の織種はさまぎiであるが大体官雀牌成耽艶全域に及

んでおb(第二表参照 )特に主婦は家庭的に問題のある人に出てもらうことが多いo Lか

し修賓科を出るには (満 暮7才以上のものが受ける焚梅あb)三ケ月の期間と大体五万円

の愛用を必要とする｡また授馴 というのはおたすけすることを許されるのであるが借手科

vE出ている間vcも取る事ができるし,捜馴の糞格だけ取ることもできる0本教会では現在

129名の信徒 (M41.1ト 842.8tで忙入居) のうち修苛科修了者 占7名 (うち男 5 I

名,女 54名 ),授馴名は不明であるがおよそ倦頚科修了者と同数と見てよい○教師vcを

るVtは倦香料の上VC更ER:-ヶ月芋ばねばせらないが本教会vcおいてもすでに 2 1名の数人

豊蘇葛を出しておD,その職秦別 .年令別 .地故別構成は第六表A.Bの通Dである0
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(後述)

居硬相互の横の幽係としては団体として骨年金 ･婦人会があるが佃∧的に吐 ｢理の親子

関係｣が成93LJているo

｢理の親子関侃｣というのは,ある人 (Ⅹ氏)がY氏を通して天理教vEつながったとし

たならばY氏はⅩ氏に対して大体次のことを言える権利を持ち,いわゆる ｢理｣の上での

親子関係がをDたつoもちろん教会では対等であるoO家庭がうまくいってい食いとほっ
ておいたらダメVC売ると言って ｢親｣がさとす聯 l｣があるo⑦ ｢子｣が教会vt尽 したいと

思う場合(例えばお金 ),いったん ｢子｣が ｢親｣vcわたし ｢親｣が会長忙わたナ(例え

ば 5a0円で少いと思えばもう500円 ｢親｣が出して1,0dO円にして会長に渡す等 )o

｢親｣に対して紘敷金から守篠が くだるo せた ｢親｣が ｢子｣に対してをんとかをら72い

かと敬う場合もあるし,保証∧vcなったDする場合もあるo｢親｣VCと-Jてはどんを T字｣
をもつかが問題であろ 50

本教会では結婚による転宗はあせb見られずせた唐徒が転宗するのはほとんどBIJ価学会

である｡(岩萩氏談)

で結ここでも-Jとくわしく｢教務帳簿｣から作成した史料で官徒の職業層 ･年令層 ･地

域別構成 ･入居年令等々VCついて考えてみたい 0

第二表に上って取薬別vCみると盛業従車毒が最も多く46名で全体の約 57%,ついで

高菜徒事岩の 19名で約 15蕗,会社鼻の5名(聴薬不明毒を含めた割合と続いているO

産業別では第一次産業(典薬 ･林業 )a)48名(約 58帝 ),粛三次亜美 (商業 ･外交員

･会社員 ･公務月 ･運転手 ･保体婦 ･接客婦 ･家政婦 ･敷金住込 )の 40名(約 52%),

第二次蚕桑の5名(約2蕗),その他(無聯 ･主婦 ･聴薬不明 )55名である｡このこと

からインテリ戦,および管理職従車巻上Dも良薬 ･南桑徒歩葛が大半を占めておD,いわ

ゆる庶民層が徴集面で仕官徒健を形成しているということができ,この点,キリスト教の

居徒職業柵庇とは様相を具vcする(第十一表参照 )○なお修頚科修了名の職業構成も大体

これに準ずるといってVILhであろ う○

また年令別に居徒を分類してみると40才台が毅も多く全体の約25動 続いて50才

台の約 194, 50才台の約 18啓,60才台の約 17帝の順にを-JておD,早.商令膚

が目立つo｢また 80才以上は高令のためほとんど死亡している｡それVEしても50才まで

a)若い屈がほとんど見られ食いの性残念であるo天理教では入官は ]7才からであDその

ため 20才までの入居は少いとしても20才台の盾坪数は中･高年令層の数にひきかえ少

古く,このことは叔近a)教会活動の停滞を示すものであD,叔近の時代の傾向で教えが若

者の心に合わなくなってきているということ(金光教会,藤原氏敢 )も久世町においては

考えられ比したvlだろうか○

そしてiたとのことは過去の数妙音も推測させるのでその辺を第三表によって考えてみ

たしへ0
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第 二 表 天 理 敷 居徒 峨 炎 別 年 令 別 tl'Lj成 表

職 種 0 - 2 D 才 2 1- 5 8才 5 E～ 4 0才 4 l～ 5 0才 5 l～ 6 0才 占 1- 7 0才 7 l～ 8 0才 8 0 才 以 上 総 官†
罪 女 吾十 男 女 嘗十 男 女 官† 男 女 S+ 罪 女 吾十 男 女 計 男 女 苦十 罪 女 fi. 罪 女 吉†

窮一次産英 益 美 2(り 5 5 5 5 lO 4(1) 7 ll 5 7 lO 1 5 d 川 曳2) 4(5) ld(5)5d2)445)

林 業 l l 】 l 2 0 2

小 宮十 2M 5 5 6 5 ーl 4(I) 7 ll 5 7 lO 2 5 7 川 5(2) 4(51 l8 50 48

第二次産菜 I 見 I 】 l 0 I

職人(大工敬 .植木戟 l I l 1 2 0 2

.ノJ､ 吾† 2 2 I l 5 8 5

窮三次産業 商 業 5 I 4 I 4 5 2 4 a 2 2 2 2 8 tI 19

外 交 ji 1 l I 1 ー l 5 0 5

会社Ji(功統一錦ラ仁捻む) 5 5 1 I 2 4 l 5

公扱且 (教師含む) I l 2 I l 2

i璽 畦 亭 1 l l 0 I

保 健 齢 1 l l ロ ー

接 客 姉 l 1 l I I I 0 5 5

音 政 婦 斗り 2 0 2川 2(1)

敬 会長 .教会住込 I l I J l I 2 2 2 4

′ト 計 7 5 lO 5 7 12 4 5 8 2 * ) 5 l 5 4 20 2α1)4dl)

無 職 1 I I (り 如 ) 川 (り 或[) -川 4(2)

主 婦 5 5 2 2 オf) 2 0 7川 7川

′｣､ 吉十 I 5 4 2 2 2日 2 l 川 2(1) 川 川 斗り 鋭2) 日(51

聯 薬 不 明 5 7 】0 2 チ 5 l 2 5 1 l 5 5 6 l8 24

注 l) 資料は弁座郡久世町美阪分散会IR ｢教所帳薄｣vcよD.明治 4 1年 日 月から昭和 42年占月までVC入官の 129名(内生年月日不明の 5名は除く)vcついて作成した0

2) ( )内の数字は死亡会見%.空欄は ｢無し｣を示す0

5) 年令は8.42.8 [8E]現在の満年令で示した｡



第 三 表 天 理 教 官 徒 地 域 別

岡 LL

硝 郡畑 町 鹿⊥町 真 庭 郡久 世 町

久世 元町 東町 田下 北町 銀座 拘元 怒尾 鍋崖 樫西 包盟 三 目禾 金!

L4 41 】

42

45

44 】

Tl(45)

2

5

4

5

6

7

8.

9

lO

ll

l2

l5

l4

sl(l5)

2

5

4

5 l

ノ d

7

8

9

lO I
JJ

l2 l

15

14

)5 l l

ldl Ll l i
I7. I l l l l l

l8

l9

20

2J I

22 I ∫ I 2

25

24 2 2

25 2 2

26 l l I I

27 I 1日 1 】 I

28 l 5 I 】

29 1(l) l 2(a l

50 I 1 ー

51 I 2

52 1

55 I

54 1 l l l

55 I I

56 l

57 l I

58 I I

59 2

40 l 2

4l 2

42 I l l

本表吐茶庭郡久世町美阪分散会蕨 ｢救動帳捧｣エb作成したO

資料vu れば信徒総数は明治 4 r年 日 月から昭和 42年 6月までVC入官の r29名であるが

( )内の数字は死亡会見を,( )内の数字は転売会見を,(不)は不明会員を.空欄吐 ｢

住所■エ現住所で扱 -Jたo



お さ づ け の 理 拝 淑 分 布 表

] 県 県 外 総計

l 苫 田 郡 ク喋郡大坪町漁上市 剛⊥J市節 操 調節 腰 県 a

野 那町 蒔き町 L' 村 輿 町田町 廟兼務 棉 忘糾問 西谷 i 宮原

i

-

ー

I I

】川 けり

l

小一 i l

山一

I J l

l(り I 2

I 2(り

l

2

l

A

l

2 I d

l

1 l l l卯 8(不一

1 l 】 I l 一川 lO川

】 J I 巾) 8(り

1 2 l耶 I ー I(○ 15紬

1 I l 1 J 1l

占

1 I 2 7

I 4

l(1) A(? l 4紺

I l川 5(I)

】 4

I 5 -

l 2

l 5

l 5

2

I 4

2

5 I 占

.この うち 4名(S59入官 I名, S421入官2名 (住所不明 ),おきづけなし I名 )は除外して扱-,た.

無し｣を示すo



第 四表 天 理教 官徒 戦 果別 お さづけ の理 拝戴 分布 表

職莱 第一次産業 第二次産業 l商 業 第 三 次 産 業 無 職 主 婦 脚 明提 舌†典 薬 林 薬 工 具 職 < 外交見 令蓮員 公転.良 運転手 保健娩 息巻 家政姶

hf 41 ー ー

42

45

44 l l

Tl(45)
2

5

4

5

6 ー I

7

8

9

10

ll 1 1

12

lS

l4

S 】(l5)

2

5

4

5

6 J I

7

8

9 I l

iO I I

】l l t

l2 2 2

l5 l I 2

l4

lS

rd J l 2
ー7

18

J?

20

2 l l I

22 4 1 l 6

25 I I

24 2 2 】 I I l 8

25 4 l 4 l lO

26 占 I l 8

27 4 ∫ I 2 】 l 2 l I5

28 5 I 4 I lI

29 I l 2 I l 6

50 2 J 】 I 一 l 7

5 I 5 I 4

52 l 2 l 4

55 2 I 5

54 2 I i 4

55 l l I 5

56 ▼ l 2

57 l 】 l 5

58 5 5

59 5 5

40 4 4

4 1 2 2

42 8 8

統 吾十 48 2 l 2 I? 5 5 2 I 】 2 2 4 4 7 25 lすす

荘 1) 本表は薬屋郡久世町天理故実阪分教会蕨 ｢執務帳簿｣エb作成した0

2) 資料vCよれば信徒株数は明治 41年 H 月から昭和 4e年 6月までVC入官の 129名であるがとのうちかさづけなし1名(接客

婦 )は除外して扱-Jた0

5) 空欄は ｢無し｣を示す○



本案は明治四十一年から昭和四十二年までの 60年間に入E-吉の 125名についての分布

であるがこのうち転乗会見2名,不明金具 2名と移動は少浸く,この点でも久世町にかけ

るキリスト教会とは農忙し,このととは官徒相互,そらび忙教会と官徒 とのきづ夜がよD

かたく守られるもとになることであろうO

入居者が最も多かったのは昭和二十七年で 15各 続いて昭和二十八年の 目 名,昭和

二十五年の 18名とそってV>るOとの点からみて第二次大観後.昭和二十一年頃から三十

年頃が敢勢が最も盛んであD,社会的混乱籾に相当することを考えあわせれば理由もうそ

づけるのであるoそれ以後も数は少をいが 吉名, 4名と毎年きれ希いで ｢エムぼく｣を出
していることは地道ながらも情動を緊持しているといえよう｡しかしその年令屑vcは問題

があるO明治四十一年以前のことは衰料が72いため不明だが岩蕨氏vcよると増減はあった

としても,かなDの百錬がいたと憶軌されるのたが(その信徒が明治 ･大正時代a)教会を

支えていたのであろうが ),それにしても大正玉,六年までの入信は本葬によるとほとん

どみられ72い○その間の教会の活動や停滞ぶDVCついて疑問がもたれるがそれvcは秘衝訓

令その他の天理教弾圧政策が手伝っていると考えてVlいであろうか｡昭和十七年から同二

十年までの四年間の空白は第二次大観e)ためと考えられる｡

地域別vcみると久世町久世の 17名.本数会所在地の鍋屋の J5名,音村,留仲間の 1

2名,楠の 目 名と続いているo郡別に見ると阿哲郡の l名,美庭郡の 75名(うち久世

町 84名 ),苫田郡 55名(うち吉村 50名),久米郡 2名,その他津LU市 ･岡山市及び

県外 15名と在っているO犀徒のうち約58帝が其魔郡で約半数が久世町ということがで

きる｡県外及U'遠隔地V:C移出した昏徒とは線を切ら72いて手紙Trらび忙帰省時に教会-珍
るという形を取-Jている｡地域別構成忙おいて宮村特忙盲仲間 .桶の占める位置は大きいo

理由として隣村とばかDは考えられ72いが居仰薄い官徒の存在は大きいであろう｡瀬島氏

は音仲間vc美栄布赦所を設立してVhるo(後述 )

木表は左から贋に地図の上では西から展へと地名をおVlているが(以下地域を示す各乗

はすべて同じように構成している)戦後の年代と地域との入信の関係を見ると大体三つの

クルー7.にわかれてVlることに気づく.一つは久世を,一つは鍋屋を,他の一つは杏仲間
･桶を甲心としておb(年代はvlづ九も同じ頃 ),このよう奇形IT入居者があることはお

もしろい0

第四表LR:よって職業別に入居時を見るとヤ比b姓集が一番早く大正六年よDの入居を見

ているOこれは絶対数が多いため,そa)後も続く○無職と教会関係 ･曲集従尊名を除けば
他のどの職業従事竜も戦後の入居であるob近の入居者は耽英不明者が多いため傾向がつ

かめTrいが従来の層を踏袈 していると考えられる○
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第 五 表 天 理教 官徒 入 居年 令 (おさづけの理拝叔年令 )分 布 表

おさづけの理洋裁 t7～ 24 25～ 54 55-ー44 45～ 54 総 計
年 令 才 才 才 才 55才以上

悼代別良分 明 治 生 れ 4 I 15 1l 25 52

大 正 生 れ 5 21 l5 I D 40

附 帯口生 れ(戦前 ) 19 9 4 0 0 52

昭 和 生 れ(牧後 ) l 0 8 8 0 I

雷十 29 51 50 12 25 125

計 男 14 tt I2 4 占 47
女 l5 20 ー8 8 ー7 78

注 J) との表は真庭郡久世町天理教糞阪分散金蔵 ｢鼓舞帳簿｣力､ら作成 した｡

2) 天理教の場合 ｢かさづけの理｣を拝戴できるのは 17才からである｡

5) 傾樽VCよれば官徒は明治 4I年から昭和 42年すでに入官の 129名であるがこのう

ち生年月日不明5名と ｢かさづけの理｣拝姫をL l名は除外して扱った｡

4) 年令は昭和 42年 8月 [8日現在の滞年令で区分した｡

第五表vc上って入居年令を考えてみると45- 54才の 12名が少し少ないたけで若 ･

中 ･高令層とも平均してかD.高令になっての入官もかなbあることがわかる｡世代別に

見ると明治 ･大正 ･昭和 (戦前 )生れと漸次少をく72 -Jてお9枚後生れは-∧である｡ま

た明治生れほど入官年令は高令名が多く時代が新しくなるVCつれて入官年令は若 くなって

いる傾向が見られるがこれは天理教立教の時期 (時イi:)とつながるものといえ72いことも

ないと思われるo (キリスト教ではこのようTr傾向は見られをい｡後述)

本部での教師養成機関を出たいわゆる我人登録者について第六表A表 ･B表vcよD考え

てみると,本数会は現在までvC2 1名の教^登希書(教会関係者 4名を含む)を出してい

るが耽美的には鼻薬従事宅が一番多く8名,ついで商業従容葛の5名 とそ-Jている｡これ

も全体の職業柵成の比率vc準じておD,年令的vCは高令で養成機関を出ることはあせDを

く, 54才iでVC出た人が半数を占めているo地域的VCは本教会関係葛を除 くと雷仲間 .

久世 ･鍋崖の版にモーJておD,真庭郡全体で約 占7帝を占めておD,前述の人口比 (58

多)よb高い｡

この数人登録者の中VCはすでVC本数金よD分離して布教所を開設した居徒 も三人いる｡

本数金萩 ｢布教所開設覇捷｣ vcエD美栄布教所開設の経過をたどってみると莫栄布教所
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第六表 A 表 天理教数人登録者聯鼻別年令別分布表

＼＼ l職 種 l7-24才 25-54才 55-44才 45-54才 5 5才- 総 計
顔 女 酎 男 女 計 罪 女 酎 罪 女 計 男 女 計

欝一次聾 菜 点 薬 2 2 2 t 5 I 2 5 8林 業 l I I

第三次産 業 商 業 2 2 I 2 5 5

外 交 負 I ) I

運 転 手 l I I I

軟 会 長 .劫 金 件 i入 2 2 4 4

聯鼻不明 I I l

江 l) この舞妓#I磨郡久世町天理教乗取分数合着 ｢教務帳酵｣から作成したO

2) 天理教においてVj:教^登録の較楯をとれるのは I7才以上の年令を必要とする0

5) 年令は昭和 42年 8月 18日現在の蒋年令で区分した0

1 4) 空欄抹 ｢無 し｣を示す｡

第六 表 B衰 天理教敷∧登録名畿柴別地域別分布表

也職域.業 岡 山 県 県外 揺計

共 産 郡 苫 田 郡 東戻甑

久 世 町 貌田町 宮 村 帝山市

久世 珊崖 埋西 j嘘摩 冒米歪孟 棉 高一欄

弟一次産 弟 点 薬 l l l 4 l 8林 菜 I I

第三次産 業 商 業 2 I l - 5

外 交 員 l l I

運 転 手 ー t

教 会 長 .教 会 件 玖 4 4

聡美不明 I l

総 計 5 6 I I I I l l 4 I J 2l

注 [) 焚料性真庭郡久世町天理載棄阪分数金双 ｢教務帳簿｣である0

2) 数人畳宙の資格をとるのには 17才以上の年令を必要とする0

5) 空欄は ｢無し｣を示す0
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:昭和二十八年開設節操出,届出時の数勢はエムぼ く8名(教^含む ),信徒 7名,参拝

者 lO名.土地 ･建物は本人 (所長で敦^である瀬島三郎氏 )の自宅にて,と721JておD

布教所設立時の規模がうかがえる｡この他木村逸馬氏が美和布教所を,LIJ下喜代野氏が美

世布教所を開設している0

本教会の官徒構成はLt敏的,久世町および隣村の宮村以外の遠隔地の信徒が少72くちら

ばDの匿合が′｣､さいと言えるが(第一図参照 )このことは教会にとってはまとめやす く,

粗放化の点でゆるが72い基礎を持IJていると言えよう0

5) 金光教久世教会

天理教(M41年独立 )に比して独立が早かった (M55年独立 )にもかかわらず久世

町VCおける布教は大正期In:入IJてからであ-Jたo大正三年十一月十三日藤原小平太氏は津

Lll二宮にある乗伯教会の出社として硯位埋題願寺前vC教会を設立 した○藤原氏は西大寺市

の出身で興除村の村長をつとめたこともある士族の出であるが入官の動機は小平太氏の長

男,亀雄氏(現数会長 )は病甲にてきき取 D出来ず定かで72い0本教会設立以前 (明治時

代 )若干の信徒はいた(史料的根拠が夜いため∧数等は不明である)○

布教vcあたIJて官窟の弾圧は72(,ただ金神を信仰するため生笠官仰と受取る∧があD.

その点で布教の困難があったものと思われる○(藤原恒雄氏談 )

本教会においては一年に三回大祭を行 う0番は五月三日,記は八月三[㍉ 秋は十月三 日

で年六回の本部大祭には太教会よD28名～50名の参加を見る○毎日のおっとめは朝六
時と夜八時VC行7Trわれる○

官徒は現在は 50-a0軒 (後述 )で布教初期vc比べればかそDの衰退を皇しているこ

とは否定できないし,教会側 もその点は自覚している｡信徒は小平太氏 (a25年死亡 )

の時代が最も多く約 200-500戸を持ってvlたと思われる○昭和七年発行の久世町誌

vcよると ｢信者比久世町 .美和村 ･川東村を大部分とし,真庭郡全般vc及びおよそ 25D

戸｣とあD,地域的に広 く侵透していたものと思われるo現在でもその傾向は変 らず落合

･僻LU･汲原 ･久世 .蒜⊥｣及び県南等の広域にわた-Jている｡ このうち久世はほんのわず

かで他の地域の居彼の方が多い○落合vcは落合敷金があるが.その設立が久世教会エD遅

か:,たためと思われるo (久世教会は県で56番B.落合教会は県で 76番目に設立され

た｡勝LuVCは本教会の布教所を持 ってはいるが活動は72く,時折おせつDvc行 くのみで信

徒は本教会に出てくる〇

で比何故,r言徒がこのように減 じたのであろうか○その理由を恒雄氏は,Gu 教えが現

在の時代に逆行するもので歴史の必然の動きであるo L2) 久世町はば くちの町であD,

町民に宗教心が布く布教LVEくい○ ⑦ 町が変化 し昔の信徒は移出 ･死亡し,あとの∧

vcは金光教に対する暦仰心が稀府である｡ と指摘 し,そ してもちろん教会の怠慢が一番

大き75:原凶だと言われるo⑦の場合を見通して研極的を活動を行わず,従来得た昏徒に安

住 していたことが信徒減少の要凶であろうo教会の信徒に対する働きかけは,教会に集め
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